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は じ め に 

入札談合は，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（以下「独

占禁止法」といいます。）が禁止するカルテルの典型事例であり，最も悪質な独

占禁止法違反行為の一つです。また，入札談合は，入札参加者間の公正かつ自

由な競争を通じて受注者や受注価格を決定しようとする入札システムを否定す

るものであり，特に発注者が国や地方公共団体の場合には，予算の適正な執行

を阻害し，納税者である国民の利益を損ねる行為ともなります。 

入札談合の排除や未然防止を徹底するためには，発注機関における入札制度

改革等の取組のほか，発注機関職員のコンプライアンス意識の向上や知識の習

得が重要になります。 

この研修テキストは，発注機関職員向けに入札談合の未然防止に関する知識

や関連する法制度等を紹介するために作成されたもので，独占禁止法と入札談

合の関係を説明する「第１編 独占禁止法と入札談合」と，「入札談合等関与行

為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関す

る法律」（以下「入札談合等関与行為防止法」といいます。いわゆる「官製談合

防止法」といわれる法律です。）について説明する「第２編 入札談合等関与行

為防止法」で構成されています。 

我が国には，いまだに入札談合は必要悪であるなどといった意見があります。

しかしながら，入札談合が行われなければ，事業者は，他社の意向や業界のル

ールなどに縛られず，自らの創意工夫によって事業活動を行うことができ，こ

れによって業界全体の発展が期待できます。また，発注機関においても事業者

間の競争入札により，より優れた商品・役務の調達をより安く行うことができ

るようになり，ひいては納税者である国民の利益に資することとなります。 

我が国から入札談合を無くしていくためには，このような認識が，事業者，

発注者を含めた国民全般に広く定着することが必要であり，本テキストがその

一助となることを期待します。 

◆公正取引委員会では，入札談合及び入札談合等関与行為の未然防止を図る観点から，国，地方公共

団体，政府出資法人等が実施する調達担当職員等向けの入札談合防止研修へ講師を派遣しているほ

か，公正取引委員会が発注機関の職員を招いて研修会を開催しています。 

公正取引委員会への講師派遣依頼につきましては，詳細を１５０ページに記載しています。発注機

関の研修担当者におかれましては，積極的に御活用いただければと思います。 

研修講師派遣の御案内 
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第１編 独占禁止法と入札談合 

入札談合は，最も悪質な独占禁止法違反行為の一つです。公正取引委員会は，

以前から入札談合に対し，独占禁止法に基づき厳正かつ積極的に対処するとと

もに，その未然防止を図る観点から様々な取組を行ってきています。 

第１編では，独占禁止法の概要，入札談合事件の処理手続等について解説し

ます。 

 

（参考）最近の入札談合事件の例 

① 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪・消

雪基地機械設備工事に係る入札談合事件 

（平成２６年３月 告発及び入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求） 

② 千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事に係る入札談合事件

（平成２６年２月 排除措置命令及び課徴金納付命令）

③ 国土交通省及び高知県が発注する一般土木工事等に係る入札談合事件

（平成２４年１０月 排除措置命令，課徴金納付命令及び入札談合等関与行為防止法に基づく改

善措置要求）

④ 石川県及び石川県輪島市が発注する土木一式工事に係る入札談合事件

（平成２３年１０月 排除措置命令及び課徴金納付命令）

⑤ 茨城県が発注する土木一式工事及び舗装工事に係る入札談合事件

（平成２３年８月 排除措置命令，課徴金納付命令及び入札談合等関与行為防止法に基づく改善

措置要求）

法的措置件数等の推移
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名 名 
課徴金額等の推移（入札談合及び受注調整に係るもの）
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（注１）従来，官公需，民需の別を問わず，入札・見積り合わせによる調達に対して，受注予定者を決定し，その者が受注でき
るようにする行為を「入札談合」と整理していたが，近時，民需におけるかかる行為に対する措置事例が増えてきたこ
とから，違反行為類型別の件数の整理については，民需におけるものを「受注調整」と整理することとした。 

（注２）対象事業者数は入札談合及び受注調整に係るもの。 
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１ 独占禁止法の概要 

  ( 1 ) 独占禁止法の目的（１２３ページ参照） 

私たちの生活する自由経済社会では，様々な事業者が自由に商品やサー

ビスを提供し，消費者が欲しいものを自由に選べる仕組みになっています。

こうした中で事業者は，市場における公正かつ自由な競争に参加し，商品

の品質向上，技術開発，低価格化等によって，自らの商品やサービスを消

費者から選んでもらえるよう事業活動を行います。 

ところが，一部の事業者が自らの利益を守る目的で，市場の独占やカル

テル・入札談合等を行うことにより，市場の競争を制限・阻害することも

少なくありません。 

そこで，公正かつ自由な競争を促進するために制定されたのが「独占禁

止法」です。この法律は，私的独占，不当な取引制限（カルテル・入札談

合），不公正な取引方法等を禁止しており，消費者の利益を確保するとと

もに，国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。 

  ( 2 ) 不当な取引制限（カルテル・入札談合）の禁止 

入札談合は，典型的には，国や地方公共団体などが発注する公共工事

や物品等の公共調達に関する入札の際，入札参加者間で受注する事業者

や受注金額等を決めてしまう行為です。入札談合は，入札参加者が共同

してどの事業者が受注するかなどについてのルールを定めて，本来個々

の事業者が受注するかどうかについてそれぞれ自主的に判断すべきとこ

ろ，特定の事業者が受注することを決定し，入札における競争が有効に

行われないようにするものですから，不当な取引制限の一類型です。 

入札参加者があらかじめ受注する事業者や受注金額等を決定すること

によって入札により発注される商品又は役務の取引に係る競争を制限す

る入札談合は，入札制度の実質を失わせるものであり，競争制限行為を

禁止する独占禁止法の規定に違反する行為です。入札談合がなければ，

より低い金額でより品質の良い工事や物件を調達できたかもしれません。

公共工事や物品の公共調達に関する入札における入札談合は，公共の利

益を損なう非常に悪質な行為です。また，非効率な事業者を温存し，事

業活動を停滞させる等の弊害をもたらすことから，独占禁止法で禁止さ

れています。 
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  ( 3 ) 独占禁止法上の措置 

 事業者が独占禁止法に違反すると，公正取引委員会から当該違反行為を

排除するために必要な措置を命ずる排除措置命令や，金銭的不利益を課す

課徴金納付命令が出されるほか，悪質かつ重大な事案等に対しては刑事告

発が行われることがあります（１２８ページ及び１３５ページを参照）。 

  ( 4 ) 入札談合に対する独占禁止法の適用条文（第２条，第３条，第８条）

【独占禁止法（抄）】 

第２条 

⑥ この法律において「不当な取引制限」とは，事業者が，契約，協定その他何らの名義を

もつてするかを問わず，他の事業者と共同して対価を決定し，維持し，若しくは引き上げ，

又は数量，技術，製品，設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘

束し，又は遂行することにより，公共の利益に反して，一定の取引分野における競争を実

質的に制限することをいう。 

第３条 事業者は，私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

第８条 事業者団体は，次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

二～五（略） 

入札談合には，事業者間で行われる場合と事業者団体によって行われる

場合があります。入札談合が，事業者間で行われれば独占禁止法第３条の

規定に，事業者団体によって行われれば独占禁止法第８条第１号の規定に

違反することになります。 

なお，入札談合は，「商品や役務の品質を確保するため」，「事業者間の

受注の均等化を図るため」，「各事業者の営業活動やこれまでの受注との継

続性や関連性を尊重するため」といった理由により正当化されるものでは

ありませんし，仮に，発注機関職員による受注者に関する意向の表明等が

あったとしても事業者等による入札談合が許されるわけではありません。 

( 5 ) 入札談合の態様について 

ア 発注機関 

 入札談合の被害を受けるリスクは，どのような発注機関にもありま

す。国の機関，地方公共団体，政府出資法人等のいずれの発注機関も

常に警戒する必要があります。また，地方支分部局等を対象とした入

札談合も起きていますので，注意が必要です。 

過去には，国や地方公共団体が発注する公共工事に関する事件のほ

か，国公立病院や地方公共団体が設置している特養老人ホーム等が発
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注する寝具類の賃貸・洗濯業務に関する事件（平成１３年（勧）第１２号），地

方公共団体の出資している公社が発注する工事に関する事件（平成１１年

（勧）第５号），独立行政法人が発注する工事に関する事件（平成１９年（措）第４

号），地方公共団体の教育委員会が発注する物品調達に関する事件（平成１

４年（勧）第１５号）等が起きています。 

イ 入札談合の対象となる物件 

入札談合といえば公共工事を思い浮かべがちですが，入札談合はあ

りとあらゆる調達物件で起こり得るものです。過去には次のような事

例も起きていますので，工事を発注する部門以外の部門でも入札談合

に対する問題意識を持つことが重要です。 

 また，調達物件だけでなく，入札によって売却する物品についても

入札談合は起こり得ることにも留意が必要です。 

○航空写真測量業務（平成 5年（勧）第 6号）

○建築物の清掃等の衛生管理業務（平成 5年（勧）第 10号）

○ごみ焼却施設に係るダイオキシン類測定分析業務（平成 11年（勧）第 10号）

○国立病院等の受付業務等の特定医事業務（平成 12年（勧）第 4号）

○建設コンサルタント業務（平成 14年（勧）第 1号）

○国立病院等における臨床検体検査業務（平成 15年（判）第 6号）

○建設資材の実例価格の調査業務（平成 15年（勧）第 18号）

○水又は土壌の環境測定分析業務（平成 17年（勧）第 10号）

○林道調査測量設計業務（平成 19年（措）第 18号）

○車両の運転等の車両管理業務（平成 21年（措）第 9号）

○国民年金等の支払通知書等貼付用シール（平成 5年（勧）第 9号）

○地方公共団体等が発注する贈答品，被服，防災品等（平成 8年（勧）第 10号）

○国立大学等が発注する医療用エックス線フィルム（平成 8年（勧）第 20号）

○下水処理場向け低食塩次亜塩素酸ソーダ（平成 10年（勧）第 22号）

○学校向け理科教材（平成 14年（勧）第 21号）

○郵便番号自動読取区分機類（平成 10年（判）第 28号）

○医療用エックス線装置に係る検診車（平成 20年（措）第 8号）

○地方公共団体が売却する溶融メタル等（平成 20年（措）第 17号）

○防衛省航空自衛隊が発注する什器類（平成 22年（措）第 8号）

ウ 発注方法 

入札談合の対象となる発注方法には，総合評価落札方式を含む一般

競争入札及び指名競争入札のほか，随意契約のうち，複数の事業者を

指名して見積りを徴収し，当該見積りで示された金額を比較して契約

先を決定する形態のもの（指名見積り合わせ）等が含まれます。この

ような契約は，実質的に競争入札と変わるところがなく，公正取引委

員会においても従来から競争入札と同様のものとして取り扱っていま

す。 

業
務
の
例

物
品
の
例
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エ 入札談合の方法

過去には，入札前に「○○研究会」等といった受注予定者を決定す

るための会合を開催して受注予定者を決定していた事例，点数制や順

番制（注）によって受注予定者を決定していた事例，当番幹事が指名業

者間の話合いの司会を行い，指名業者から受注希望の有無を聴取して

話合いによる円満解決への助言等を行うこと等を定めていた事例，発

注機関職員から落札予定者となった旨の連絡（いわゆる「天の声」）を

受けた者を受注予定者としていた事例等があります。 

(注) 点数制とは，例えば，事業者団体の構成事業者の指名実績及び受注実績を基に一定の

算定方法により算出した点数が最も高い（低い）者から優先的に受注予定者を定める方

式をいいます。順番制とは，例えば，あらかじめ定めた順番により受注予定者を定める

方式をいいます（「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止

法上の指針」（入札ガイドライン）（１３６ページ）を参照してください。）。 

オ 公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止

法上の指針（入札ガイドライン）（１３６ページ） 

公正取引委員会では，入札に係る事業者や事業者団体のどのような

活動が独占禁止法上問題となるのかについての考え方をまとめた「公

共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上

の指針」を公表しています。発注機関において，寄せられた談合情報

等を分析・評価する際に参考にしてください。 

  ( 6 ) その他の独占禁止法違反行為の禁止（第２条，第３条，第８条，第

１９条） 

【独占禁止法（抄）】 

第２条 

⑤ この法律において「私的独占」とは，事業者が，単独に，又は他の事業者と結合し，若

しくは通謀し，その他いかなる方法をもつてするかを問わず，他の事業者の事業活動を排

除し，又は支配することにより，公共の利益に反して，一定の取引分野における競争を実

質的に制限することをいう。 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは，次の各号のいずれかに該当する行為をい

う。 

 一～六（略） 

第３条 事業者は，私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

第８条 事業者団体は，次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 

一～四（略） 

五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。 

第１９条 事業者は，不公正な取引方法を用いてはならない。 
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ア 私的独占の禁止 

  事業者が単独で又は他の事業者と手を組み，不当な低価格販売，差

別価格による販売等の手段を用いて，競争相手を市場から排除したり，

新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為は「排除型私的独

占」として禁止されています。また，有力な事業者が，株式の取得，

役員の派遣等により，他の事業者の事業活動に制約を与えて，市場を

支配しようとすることも「支配型私的独占」として禁じられています。

もちろん良質・廉価な商品を提供する事業者が正当な競争の結果とし

て，市場を独占するようなことになった場合は，違法とはなりません。 

  過去には，公共入札に関する事案として，医療用ベッドの製造販売

業者が発注機関側に自らの製品のみが適合する仕様書の作成を働きか

け，自らの製品のみが納入できる仕様書による入札を実現した（競争

業者を排除等した）ことについて，私的独占に該当するとされた事例

があります（パラマウントベッド㈱に対する件〔平成１０年（勧）第

３号〕）。 

イ 不公正な取引方法の禁止 

  独占禁止法は，公正な競争を阻害するおそれのある行為を「不公正

な取引方法」として禁止しています。入札談合との関係では，例えば，

受注予定者が落札できるように取り決めた場合について，これに従わ

ない事業者に対して取引を妨害したり，差別的な取扱いを行ったりす

る行為が，独占禁止法に違反することになります。 

 また，事業者が入札談合に従わない他の事業者に対して取引を妨害し

たり，差別的な取扱いを行ったり行わせたりすれば，独占禁止法第１９

条の規定に，事業者団体が事業者に同様のことをさせるようにすれば，

独占禁止法第８条第５号の規定に違反することになります。 
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２ 入札談合事件の処理の流れ 

  ( １ ) 独占禁止法違反事件の処理の流れ 

公正取引委員会による独占禁止法違反事件の処理は，①事件の端緒の

把握（違反の疑いがあるとの情報の入手）⇒②事件の審査（違反の疑い

がある具体的な事件についての調査）⇒③措置の順に行われます。刑事・

民事を含めた処理の流れを図示すると次のとおりです。 

なお，平成２５年独占禁止法改正法（平成２５年１２月１３日法律第

１００号）により，公正取引委員会が行う審判制度は廃止され，公正取

引委員会の行政処分に対する不服審査については，抗告訴訟として裁判

所において審理されることとなります。 

（注）平成２５年独占禁止法改正法は，一部の規定を除き，公布の日（平成２５年１２月１３日）

から起算して１年６月を超えない範囲において政令で定める日から施行されます。
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  ( 2 ) 事件の端緒の把握（事件の審査開始） 

公正取引委員会が，入札談合について審査を開始するのは，次のいず

れかの方法で情報を入手したときです。 

① 一般の人からの報告（「申告」と呼んでいます。第４５条第１項）

② 職権探知（公正取引委員会が自ら違反を発見する場合。第４５条第４

項） 

③ 課徴金減免制度を利用した違反行為についての報告及び資料の提出

（第７条の２第１０項～第１４項） 

④ 発注機関からの通報（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律第１０条） 

⑤ 中小企業庁長官からの調査請求（中小企業庁設置法第４条第７項）

これらの情報を事件の「端緒」（違反の手掛かり）と呼んでいます。 

  ( 3 ) 事件の審査 

ア 行政調査（第４５条第２項，第４７条，第４８条） 

  違反行為を行っている疑いがある事業者の事務所その他必要な場所

への立入検査を行い，帳簿，取引記録等の関係資料を収集するなどして

調査します。また，必要に応じて，関係者から事情聴取等を行い，違反

行為に関する証拠を収集します。 

イ 犯則調査（第１０１条～第１１６条） 

  犯則調査の対象となる事件の調査を行う場合，裁判官が発する許可

状によって，関係事業者の臨検，捜索を行い，必要な物件を差し押さえ

ます（調査の結果，刑事告発が相当と認められれば，検事総長に告発を

行います。）。 

  ( 4 ) 入札談合に対する措置 

 入札談合等の独占禁止法違反行為に対しては，次のような法的措置が

採られます。 

ア 違反行為の排除措置（第７条，第８条の２） 

  公正取引委員会は，意見申述・証拠提出の機会の付与といった事前

手続を経た上で，排除措置命令という行政処分により，例えば次のよ

うな排除措置を命じます。 

① 協定（基本合意）の破棄

② 協定を守るための実効確保手段の破棄，会合の廃止や団体の解散

③ 協定を破棄した旨の周知徹底
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④ 将来，同様の行為を行わないこと（不作為命令）

⑤ 独占禁止法の遵守についての行動指針の作成等

なお，平成２５年独占禁止法改正法により，公正取引委員会が排除

措置命令等の行政処分を行う際の事前手続として，現行の意見申述等の

機会の付与に代わって，公正取引委員会が指定する職員が主宰する意見

聴取手続が行われることとなります。 

イ 課徴金（第７条の２，第８条の３） 

カルテル・入札談合等を行った事業者には，違反行為の排除に加え

て，一定の算式に従って計算された課徴金の納付が命じられます。 

入札談合は，受注予定者が決めた価格で落札できるよう協力するも

のであり，対価に係るカルテルとして，課徴金の対象になります。 

課徴金の額は，カルテル・入札談合の実行期間におけるカルテル・

入札談合の対象となった商品やサービスの売上額に下表の算定率を乗

じて計算されます。 

なお，課徴金は，税務上損金に算入することができません。 

【例：カルテル・談合の場合の課徴金算定率】 

（注１） 「大企業」「中小企業」の別については第７条の２第５項を参照。 
（注２） 「再度の違反」とは，公正取引委員会の調査開始日から遡り１０年以内に課徴金納付命令等を

受けたことがある場合です。 
（注３） 「主導的役割」とは，入札談合事件における幹事会社など，違反行為において主導的な役割を

果たした場合です。 
（注４） 「早期離脱」とは，違反行為の実行期間が２年未満で，公正取引委員会の調査開始日の１か月

前までに違反行為をやめていた場合です。 
（注５） 上表の算定率で計算した課徴金の額が１００万円未満となるときは，課徴金の納付は命じられ

ません。 

業  種 大企業（注１） 中小企業（注１）

製造業，建設業等 10％ 

再度の違反（注２） 15％ 

４％ 

再度の違反  ６％ 

主導的役割（注３） 15％ 主導的役割 ６％ 

再度の違反＋主導的役割 20％ 再度の違反＋主導的役割 ８％

早期離脱（注４）  ８％ 早期離脱   3.2％ 

小売業 ３％ 

再度の違反 4.5％ 

1.2％ 

再度の違反 1.8％ 

主導的役割 4.5％ 主導的役割 1.8％ 

再度の違反＋主導的役割 ６％ 再度の違反＋主導的役割 2.4％ 

早期離脱   2.4％ 早期離脱   １％ 

卸売業 ２％ 

再度の違反   ３％ 

１％ 

再度の違反 1.5％ 

主導的役割  ３％ 主導的役割 1.5％ 

再度の違反＋主導的役割 ４％ 再度の違反＋主導的役割 ２％ 

早期離脱   1.6％ 早期離脱   0.8％ 
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ウ 課徴金減免制度（第７条の２，第８条の３） 

公正取引委員会に対し，自ら行った違反行為について事実の報告及

び資料の提出を行うなど，一定の要件を満たすことにより，課徴金の

免除又は減額を受けることができます。 

【課徴金減免制度利用件数の推移】 （単位：件） 

２１年度(注) ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

利用件数 ８５ １３１ １４３ １０２ ５０ 

(注) 平成２１年独占禁止法改正法により，平成２２年１月１日から課徴金減免制度が拡充され

ている（①減免制度利用者数の拡大：調査開始日前と開始日以後で併せて５社まで〔ただし，

調査開始日以後は最大３社まで〕に拡大する。②共同利用：同一企業グループ内の複数の事

業者による共同利用を認める。）。 

一定の要件を満たす場合に，同

一企業グループ内の複数の事

業者による共同利用を認め，全

ての共同利用者に同一の順位

を割り当てる。

共同利用
企業

グループ

調査開始日前と開始日以後で

併せて５社まで

（ただし，調査開始日以後は，

最大３社まで）

減免対象者数

課 徴 金 減 免 制 度

Ａ 

a 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

公
正
取
引
委
員
会

（
調
査
開
始
日
前
）

（
調
査
開
始
日
以
後
）

共同利用 

③(30％)

④(30％)

⑤(30％)

①(100％)

②(50％)

順位（減額率） 
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エ 刑事罰（公正取引委員会による告発）（第８９条，第９５条～第９５

条の３） 

カルテル・入札談合を行うと，犯罪行為として独占禁止法に基づき

刑事罰を受けることがあります。カルテル・入札談合を実際に行った

者は，５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に処せられます。 

また，両罰規定（第９５条）により，カルテル・入札談合を実際に

行った者のほかに事業者及び事業者団体に対しても５億円以下の罰金

が科されます。 

そのほか，法人の代表者や事業者団体の役員がカルテル・入札談合

等の独占禁止法違反行為の計画を知り，その防止に必要な措置を採ら

なかった場合等には，当該代表者や役員に対しても５００万円以下の

罰金が科されます（第９５条の２，第９５条の３）。 

なお，公正取引委員会は，刑事告発等に関して，「独占禁止法違反に

対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」

を公表しています（１３５ページを参照）。 
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３ 入札談合に対する発注機関の対応等 

カルテル・入札談合等の独占禁止法違反行為を行った事業者又は事業者

団体は，公正取引委員会による排除措置命令（平成１７年改正前において

は審決）等が確定した場合，違反行為により損害を被った被害者に対して

無過失損害賠償責任を負います（第２５条）。また，公正取引委員会の確定

排除措置命令（平成１７年改正前においては確定審決）等がなくても，被

害者は民法第７０９条等の規定により損害賠償等を求めることができます。 

近年，入札談合によって損害を被った国・地方公共団体等の発注機関が，

事業者に対し，独占禁止法第２５条や民法第７０９条等の規定に基づき損

害賠償等を請求する事例や地方公共団体の住民が地方自治法第２４２条の

２の規定に基づき，地方公共団体に対して事業者に損害賠償を請求するこ

とを求める住民訴訟を起こす事例があります。 

平成２６年６月末現在，発注機関自身が損害賠償請求等を行っている事

件が１８件に上っています（係属中の事件及び平成２３年度以降に提起さ

れ，判決が出された事件のうち公正取引委員会把握分）。このほか，契約書

に入札談合を行った場合における違約金条項や損害賠償予定条項を設定す

る発注機関もあります。 

なお，入札談合に対する損害賠償請求には，従来，被害者による損害額

の立証が困難であるという問題がありましたが，民事訴訟法第２４８条に

より口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき，裁判官の職権で，相

当な額の損害額を認定することが可能となり，同条に基づき損害額を確定

した判例の蓄積が進んでいます（１１９ページ参照）。 

  ( 1 ) 発注機関による損害賠償請求等事例 

国の例では，国土交通省地方運輸局発注の自動車検査用機械器具談合

事件（平成１３年１１月６日勧告審決）について，平成２０年に民法第

７０４条に基づく不当利得返還請求訴訟が提起され，東京地方裁判所に

おいて請求の一部が認容される判決が出されています（平成２５年４月

２４日）。 

地方公共団体の例では，国の機関及び地方公共団体発注の大気常時監

視自動計測器の製造販売業者による入札談合事件（平成２０年１１月 
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１２日排除措置命令）について，群馬県が独占禁止法第２５条に基づく

損害賠償請求訴訟を提起し，東京高等裁判所から請求を一部認容する判

決が出されました（平成２６年２月２５日）。 

政府出資法人の例では，平成２０年１２月に，旧日本道路公団発注の

鋼橋上部工工事の入札談合事件（平成１７年１１月１８日勧告審決）に

ついて，独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が，事業者らに

対し，独占禁止法第２５条の規定に基づく損害賠償請求訴訟２２件（注）

を提起し，１件について和解し，６件について東京高等裁判所において

請求の一部が認容される判決が出されています。 

(注) うち１１件は訴え取下げ。 

  （参考） 

最近では，地方公共団体発注のごみ処理施設建設工事談合事件につい

て，多くの住民訴訟が提起され（平成２６年６月末の時点で，２０件〔公

正取引委員会把握分〕），住民側の請求を一部認容する判決も出ています。 
(注) 住民監査請求に係る「１年ルール」の解釈について 

地方自治法において住民訴訟を提起するためには住民監査請求を経る必要があり，監査

請求については，対象となる行為のあった日又は終わった日から１年を経過したときは，

正当な理由がない限り，監査請求をすることができないと規定されています（地方自治法

第２４２条第２項）。しかし，入札談合を行った事業者に対する発注機関の損害賠償請求権

の行使を怠る事実についての監査請求には，原則として１年の期間制限は及ばないとする

最高裁の判断が示されました（平成１４年７月２日最高裁第三小法廷判決）。 

  ( 2 ) 違約金条項 

例えば，国土交通省は，平成１５年６月から,入札談合等の不正行為を

行った受注者に対し，請負代金の１０パーセントを違約金として支払わ

せる違約金条項を設けています。また，平成１７年１０月（政府調達に

関する協定の適用を受ける工事以外の工事については平成２４年１２

月）からは，入札談合において主導的役割を果たした等一定の要件を満

たした受注者に対し，請負代金の１５パーセントを違約金として請求す

る違約金条項を加え，対策を強化しています。 

国土交通省「工事請負契約書の制定について」（最終改正 平成２６年５月１６日）（抄） 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第４５条の２（Ａ） 受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場合のいずれかに該当したとき

は、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（この契約締結後、請負代金額の変更があった場合に

は、変更後の請負代金額。次項において同じ。）の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する

期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。
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以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占

禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の

２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下

「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第51条

第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注

者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注

者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命

令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第２号において同じ。）において、この契

約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったと

されたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の

規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場

合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し

納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反す

る行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野

に該当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第２号において同じ。）の

刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定

する刑が確定したとき。 

２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づ

き、前項に規定する請負代金額の10分の１に相当する額のほか、請負代金額の100分の５に相当する額を違

約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の２第８項又は第

９項の規定の適用があるとき。 

 二 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に規定する刑に係る確定判決に

おいて、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した

日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わ

なければならない。 

４ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。 

５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する超過する場合にお

いて、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 [注] （Ａ）は、政府調達に関する協定（平成７年 12 月８日条約第 23 号）の適用を受ける工事以外の工事の場

合に使用することとする。 

[注] 政府調達に関する協定（平成７年 12月８日条約第 23号）の適用を受ける工事の場合については，第４５条

の２（Ｂ）が使用されることとされている。

  ( 3 ) 指名停止 

 入札談合が生じた際の指名停止措置について，国，特殊法人等の公共

工事の発注者で構成される中央公共工事契約制度運用連絡協議会（中央

公契連）では，「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事

契約制度運用連絡協議会モデル」やその「運用申合せ」を制定していま

す（１４７ページ参照）。例えば，「当該部局が所管する区域内において，

業務に関し独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反し，工事の請負契

約の相手方として不適当であると認められるとき」は，「当該認定をした

日から２か月以上９か月以内」等といった基準が示されており，当該期

間の範囲内で発注者が情状に応じて指名停止期間を定めることとされて

います。 
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 また，指名停止を開始する時期について，上記「運用申合せ」では，

排除措置命令，課徴金納付命令，刑事告発等を知った後，速やかに指名

停止を行うものとするとされており，中央公契連への参加機関において

は，これに準拠した措置を採ることとされています。 

 なお，公正取引委員会の行う立入検査等の審査活動は，その事件が独

占禁止法に違反しているのかどうかの調査を行っている段階であり，当

該時点においては，公正取引委員会として最終的な判断を示しているわ

けではありません。これを踏まえ，上記「運用申合せ」においても，指

名停止時期としては，排除措置命令等，公正取引委員会の判断が示され

た時点が基準とされています。  

  ( 4 ) 公正取引委員会への通報（後記４参照） 

 こうした措置のほか，発注機関は，入札談合等に関する情報等（以下

「談合情報」といいます。）を収集した場合には，平成１３年４月に施行

された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（以下「公

共工事入札・契約適正化法」といいます。）の規定に基づき，公正取引委

員会に対して通知することとされています。 

また，発注機関は，公共工事入札・契約適正化法に基づく通知以外に，

公正取引委員会に対して任意に談合情報の通報を行う場合があります。 
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４ 公正取引委員会への通報 

  ( 1 ) 最近の通報件数 

ア 公共工事入札・契約適正化法第１０条の規定に基づく通知 

 公正取引委員会にとって，発注機関から寄せられる談合情報は大変

重要なものです。 

  公共工事入札・契約適正化法第１０条は，国，地方公共団体，特殊

法人等全ての公共工事の発注機関に対して，入札談合等の行為があっ

たことを疑うに足りる事実があるときには，公正取引委員会に通知す

ることを義務付けており，同法に基づく通知件数は，平成２５年度に

おいては１５件（平成２４年度は１４件）ありました。 

■ 公共工事入札・契約適正化法（平成１２年法律第１２７号）（抄）

第１０条 各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長（以下「各省各庁の長等」と

いう。）は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共団体（以下「国等」という。）が発注する公

共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があ

るときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。

イ 任意の通報 

また，上記の公共工事入札・契約適正化法に基づく通知以外に発注機

関から公正取引委員会に対して任意に談合情報の通報が行われること

があります。この件数は平成２５年度においては４２１件（平成２４年

度は６３２件）ありました。 

【公正取引委員会への通知等件数の推移】   （単位：件） 

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

通知 １４ ２４ １８ １４ １５ 

任意通報 ６５４ ８３０ ４９３ ６３２ ４２１ 

( 2 ) 通報内容例 

外部から発注機関に談合情報が寄せられた場合だけでなく，入札時にお

ける入札参加者の行動から，発注機関の経験や寄せられている情報等を踏

まえ，入札談合があると推測できる場合も，その情報は通報の対象となり

ます。 
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例えば，次のような場合がこれに該当します。 

【ケース１】 

発注する工事の種類・規模ごとに，入札参加者の指名回数や落札金額の累積額に基

づいて落札している，入札参加者の落札回数が均等になっている等，落札結果に何らか

の規則性がみられる。 

(例) Ａ発注機関の甲物件では，受注回数にかかわらず各入札参加者の過去の年度 

ごとの受注額がほぼ均一であった。 

 (例) Ｂ発注機関の乙物件では，年度によって発注件数が異なるにもかかわらず，

各入札参加者の過去の年度ごとの受注件数割合（受注件数／発注件数）がほぼ

均一であった。 

【ケース２】 

ケース１のような規則性が無くても，複数回の入札ごとに１番札が同じである，あるい

は，入札不調を繰り返すうちに１社を除いて他社が辞退するというような不自然な状況等

がみられる。 

(例) Ｃ発注機関の丙物件では，入札価格が予定価格に達せず，３回にわたり入札 

が行われたが，３回目の入札までに１社を除いて入札参加者は辞退し，応札し

たのは，寄せられた情報で落札予定者として名前が指摘されている入札参加者

のみであった。 

 (例) Ｄ発注機関の丁物件では，通常は落札率が９５％前後で推移しているにもか

かわらず，特定の業者が入札に参加した場合には，落札率が７０％前後まで大

幅に下落する。 

【ケース３】 

調達担当部局において入手した情報が，単発の入札談合に係るものではなく，入札参

加者間の落札ルールの存在を示すものであり，また，これを裏付ける具体的な資料等の

提供を受けた。 

(例) Ｅ発注機関の戊物件では，寄せられた情報によれば，前回工事と関連する工 

事は継続して同一業者が落札するというものであった。そこで，過去の入札結

果を調べたところ，いずれの入札においても，前回工事の関連業者が継続して

落札していた。 

 (例) Ｆ発注機関の己物件では，寄せられた情報によれば，工事を受注することに

なった業者が他の入札参加業者の添付書類も作成することになっていた。そこ

で，電子ファイルで提出された添付書類のプロパティ欄を確認したところ，提

出した業者とは異なる業者名（工事を受注した業者名）になっていた。 

  ( 3 ) 談合情報を提供する際の留意事項 

ア 通報していただきたい情報 

公正取引委員会では 

① 談合情報の概要（発注機関が談合情報を受けた日時，情報提供

者，通報を受けた者〔発注機関の担当者〕，情報入手手段〔電話，

書面等〕，情報内容等） 
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② 談合情報のあった物件の概要（発注部署，物件名，入札〔予定〕

日，種目，入札方法，予定価格公表時期，入札参加業者公表時期，

予定価格等） 

③ 談合情報に対する対応の概要（〔入札参加業者から事情聴取等を

行った場合〕事情聴取結果，誓約書の写し，〔再入札を行った場合〕

再入札結果等） 

④ （入札等を実施した場合）入札結果等について（入札調書：入

札参加業者名，入札価格，落札業者名，落札価格等） 

等について情報提供を受けています。 

  発注機関の方に，特に提供していただきたい情報は，上記の情報の

ほか次の３点です。 

( ｱ ) 入札調書等，当該入札に関する情報（加工せず，提供していただ

くようお願いします。） 

( ｲ ) 発注機関側の経験や，寄せられている情報等により存在が予想さ

れる談合ルールや入札談合の方法に関する情報 

( ｳ ) 当該物件についての公開情報の有無，（ある場合には）公開場所，

また，当該物件についての年間発注額等当該物件に関する関連情報 

  なお，入札の前後に不審な点が認められる入札や，新聞記事で入札

談合の疑いがあると報道された入札等について，発注機関としての経

験を踏まえて入札談合の疑いがあると判断される場合に（この判断に

おいては，下記イに御注意願います。）情報を提供してください。 

※ 望ましい情報提供の例 
当事務所（発注機関）が平成２６年○月○日に入札を執行した「△△工事」について，平成２６

年□月□日午後４時ごろ，○○から書面にて談合情報が当事務所会計課に寄せられたので連絡しま
す。 

情報の内容は，「△△工事」では，○○㈱，△△㈱，□□㈱………の８社が指名を受けているが，
業者が談合し，東京都千代田区に所在する○○㈱が××万円で落札するということが既に決まって
いるとするもので，また，談合のルールは，指名を受けた業者は入札の２日前に○○所在の◇◇会
館に集まって話合いを行い，①受注を希望する者が１名のときは，その者を受注予定者とする，②
受注希望者が複数のときは，工事場所，過去の受注工事との関連性又は継続性等の事情を勘案して，
受注希望者間の話合いで決定するというものです。 

当事務所では，談合の事実が確認できないと判断し，当日の入札を執行しましたが，談合情報ど
おりの業者が落札しました。 

なお，当該物件の入札調書，同種の物件について，入札日，過去の指名業者・受注業者，発注金
額等の入札実績の一覧表，業者名簿等を関連情報として提供します。 
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イ 審査活動の妨げとならないよう発注機関において留意していただき

たい事項 

  公正取引委員会に談合情報を提供した（したい）ということが外部

に明らかになると，事業者における証拠隠滅を容易にする等，その後

の公正取引委員会の審査活動に支障が生じるおそれが強いため，情報

提供に当たっては次の事項に留意願います。 

【留意事項①】 

 一般的に談合情報を公正取引委員会に通報している旨を公表する

ことは差し支えありませんが，個別の事案に関して，公正取引委員

会に情報提供を行った（又は行う）事実については，内密に願いま

す（報道機関に対しても同様の対応をお願いします。）。 

【留意事項②】 

 談合情報があった場合，発注機関において，寄せられた情報の信

憑性の判断を行うために独自に調査をする場合には，事業者側に調

査を行っている事実が知られないような手段（情報提供者が明らか

な場合には当該提供者から事情聴取を行う，当該情報に関する物件

と同種類又は同規模の物件の入札結果を分析する等）により行うよ

うお願いします。 

  なお，これらの点については，公共工事入札・契約適正化法に基づ

き策定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に

関する指針」（平成２６年９月閣議決定）においても，発注機関は談合

情報の取扱要領を策定し，職員に周知徹底するとともに，当該要領に

おいて各種手順を定めるに当たって公正取引委員会が行う審査の妨げ

にならないよう留意することとされています。 

■公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成２６年９月３０日閣議決定）（抄） 

第２ 入札及び契約の適正化を図るための措置 

  ３ 主として入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除の徹底に関する事項 

( 1 ) 談合情報等への適切な対応に関すること 

 法第 10条は，各省各庁の長等に対し，入札及び契約に関し，私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは，公正取引委員会に通知しなけれ

ばならないこととしている。これは，不正行為の疑いがある場合に発注者がこれを見過ごすこと
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なく毅然とした対応を行うことによって，発生した不正行為に対する処分の実施を促すとともに，

再発の防止を図ろうとするものである。各省各庁の長等は，その職員に対し，法の趣旨の徹底を

図り，適切な対応に努めるものとする。その際，例えば，法第１３条に基づく入札金額の内訳の

確認を行うとともに，入札結果の事後的・統計的分析を活用するなど入札執行時及び入札後の審

査内容の充実・改善に努めるものとする。 

各省各庁の長等は，法第 10条の規定に基づく公正取引委員会への通知義務の適切な実施のため

に，談合情報を得た場合等の前記違反行為があると疑うに足りる事実があるときの取扱いについ

てあらかじめ要領を策定し，職員に周知徹底するとともに，これを公表するものとする。要領に

おいては，談合情報を得た場合等の前記違反行為があると疑うに足りる事実があるときにおける

内部での連絡・報告手順，公正取引委員会への通知の手順並びに通知の事実及びその内容の開示

のあり方，事実関係が確認された場合の入札手続の取扱い（談合情報対応マニュアル）等につい

て定めるものとする。なお，これらの手順を定めるに当たっては，公正取引委員会が行う審査の

妨げとならないよう留意するものとする。 

ウ 公正取引委員会における談合情報の取扱い等 

  公正取引委員会は，様々な方から情報提供を受けるほか，自ら情報

収集を行うこと等により，入札談合等の独占禁止法違反行為の発見に

努めており，発注機関から寄せられる談合情報も貴重な情報の一つと

して活用しています。 

  独占禁止法違反事件の審査では，一つの情報だけでは証拠が不十分

なことが多いため，それに関連する様々な情報を収集する必要があり

ます。寄せられた談合情報については，公正取引委員会から追加資料

の提供等の協力を求める場合がありますので，その際は積極的な御協

力をお願いします。 

  また，寄せられた談合情報だけで独占禁止法違反か否かを直ちに判

断することは難しく，審査には長期間を要する場合があります。 

なお，公正取引委員会では，審査に支障を来すおそれがあるため，

審査中の事件に関するお問い合わせにはお答えできないことになって

います。 
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５ 入札談合の防止に向けて 

 発注機関は，公共調達におけるより効果的な競争を促進し，入札談合の

リスクを減らすために，例えば，次のような手段を講じることが求められ

ています。

・ 低入札価格調査の基準価格及び最低制限価格（中略）については，これ

を入札前に公表すると，当該価格近傍へ入札が誘導されるとともに，（中略）

建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうることか

ら，入札の前には公表しないものとする。

・ 予定価格については，入札前に公表すると，予定価格が目安となって競

争が制限され，落札価格が高止まりになること，建設業者の見積努力を損

なわせること，入札談合が容易に行われる可能性があること（中略）等の

問題があることから，入札の前には公表しないものとする。

・ 一般競争入札は，手続の客観性が高く発注者の裁量の余地が少ないこと，

手続の透明性が高く第三者による監視が容易であること，入札に参加する

可能性のある潜在的な競争参加者の数が多く競争性が高いことから，公共

工事の入札及び契約において不正が起きにくいなどの特徴を有している。

（中略）こうした一般競争入札の性格及び一般競争入札が原則とされてい

ることを踏まえ，対象工事の見直し等により一般競争入札の適切な活用を

図るものとする。

・ 指名競争入札については，（中略）競争参加者が限定されること，指名が

恣意的に行われた場合の弊害も大きいこと等から，指名に係る手続の透明

性を高め，公正な競争を促進することが要請される。（中略）公正な競争の

促進を図る観点から，指名基準を策定し，及び公表した上で，これに従い

適切に指名を行うものとするが，この場合であっても，（中略）いわゆる公

募型指名競争入札等を積極的に活用するものとする。また，指名業者名の

公表時期については，入札前に指名業者名が明らかになると入札参加者間

での談合を助長しやすいとの指摘があることを踏まえ，各省各庁の長等は，

指名業者名の事後公表の拡大に努めるものとする。

・ 総合評価落札方式は，（中略）価格に加え価格以外の要素も総合的に評価

して落札者を決定するものであり，価格と品質が総合的に優れた公共調達

を行うことができる落札者決定方式である。（中略）各省各庁の長等はこう

した総合評価落札方式の性格を踏まえ，工事の性格等に応じた適切な活用

を図るものとする。

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

（平成２６年９月３０日閣議決定）（抄） 
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・ 競争参加資格の設定は，（中略）過度に競争性を低下させないように留意

しつつ，近隣地域内における工事実績や事業所の所在等を競争参加資格や

指名基準とする，いわゆる地域要件の適切な活用を図るなど，必要な競争

参加資格を適切に設定するものとする。

・ 共同企業体については，（中略）受注機会の配分との誤解を招きかねない

場合があること，（中略）予備指名制度により談合が誘発されかねないこと

等の問題もあることから，各省各庁の長等においては，共同企業体運用基

準の策定及び公表を行い，これに基づいて共同企業体を適切に活用するも

のとする。

・ 入札結果の事後的・統計的分析を活用するなど入札執行時及び入札後の

審査内容の充実・改善に努めるものとする。

・ 公共工事の入札及び契約に関する談合や贈収賄，一括下請といった不正

行為については，（中略）建設業法に基づく処分やその公表等を厳正に実施

することと併せて，各省各庁の長等による指名停止についても，公共工事

の適正な執行を確保するとともに，不正行為に対する発注者の毅然とした

姿勢を明確にし，再発防止を図る観点から厳正に運用するものとする。（中

略）独占禁止法違反行為に対する指名停止に当たり，課徴金減免制度の適

用があるときには，これを考慮した措置に努めるものとする。

・ 入札談合については，談合の再発防止を図る観点から，各省各庁の長等

は，談合があった場合における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結

時に併せて特約すること（違約金特約条項）等により，その不正行為の結

果として被った損害額の賠償の請求に努めるものとする。

・ 電子入札システムの導入は，入札参加者が一堂に会する機会を減少させ

ることから，談合等の不正行為の防止にも一定の効果が期待される。

１ 市場において入手可能な商品又は役務のうち，発注機関の要請に合致す

るものの範囲と，これら商品又は役務の潜在的な供給者を把握する。

２ 次の方法により，潜在的な入札参加業者を最大化することを通じて，競

争を促進する。

① 透明かつ非差別的で，競争を不当に制限することのない参加資格を設

定する。

公共調達における入札談合撲滅に関する理事会勧告(平成２４

年７月１７日ＯＥＣＤ理事会採択)（抄）（仮訳） 
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② 可能な限り，実施方法よりも達成結果に着目して，入札の仕様及び委

託事項を策定する。

③ 他国あるいは当該国内の他地域からの入札参加を許可する。

④ より小規模な事業者が，仮に契約全体について入札することは不可能

な場合であっても，可能な範囲で，入札に参加することを許可する。

３ 入札参加業者間において意思疎通が行われる機会を減少させるよう入札

手続を設計する。例えば，封印入札方式や，参加者の身元が明かされない

遠隔的な手続が推奨される。

４ 選考基準については，次のことを目的として設定されたものを採用する。 
① 当該入札手続における競争の程度及び有効性を向上させる。

② 将来のプロジェクトに関する入札に対して継続的関心を持った，信頼

できる潜在的な十分な数の入札参加業者の存在を常に確保する。

５ より幅広い入札参加業者がアクセスすることができる電子入札システム

を使用するとともに，入札における行動及び入札データの適切な分析が可

能となるように，公共調達に係る情報を蓄積する。

６ 全ての入札参加業者に対し，当該入札は真実かつ非共謀的なものであり，

仮に入札参加業者が落札した場合は，契約を締結する意思を伴うものであ

るとする誓約書，あるいは同種の証明書に署名することを要求する。

７ 入札の募集要領に，当該国に存在する入札談合に対する制裁について記

載した警告書を同封する。例えば，罰金，懲役又はその他の競争法上のペ

ナルティや，一定期間の公共入札参加禁止，誓約書への不誠実な署名に対

する制裁，調達機関に対する損害賠償責任について記載する。制裁は十分

な抑止効果を確保するものでなければならず，各国におけるリニエンシー

プログラムが適用可能である場合には，それを考慮に入れる必要がある。

８ 本勧告と一体不可分である「公共調達における入札談合撲滅のためのガ

イドライン」（注）を遵守する。

(注) 「公共調達における入札談合撲滅のためのガイドライン」

○入札談合のリスクを減らす調達手段を設計するためのチェックリスト

１ 入札手続の設計前に情報収集を行う

２ 入札に参加可能な真に競争的な入札者の数が最大となるような入札手続を

設計する

３ 入札参加条件を明確にし，予測が容易にならないようにする

４ 入札参加者間の情報交換を効果的に減少させる入札手続を設計する

５ 入札の評価と落札者決定のための基準を慎重に選択する

６ 公共調達における入札談合のリスクに対する職員の認識を高める

25



第１編 独占禁止法と入札談合

○公共調達における入札談合を探知するためのチェックリスト

１ 事業者が入札する際に注意すべきサインやパターンを探す

２ 提出書類について注意すべきすべてのサインを探す

３ 価格に関して注意すべきサイン及びパターンを探す

４ 常に疑わしい発言を探す

５ 常に疑わしい行動を探す

６ 入札談合を示唆する指標について注意すべきこと

７ 入札談合が疑われる場合に発注担当者が採るべき措置

詳細は，http://www.oecd.org/competition/cartels/43808583.pdf を参照。 
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第２編 入札談合等関与行為防止法

第２編 入札談合等関与行為防止法 

 入札談合は，競争入札を通じて本来得られるべき価格・品質での物品・役務

の調達を妨げるものであり，発注機関の利益を損ない，ひいては納税者である

国民の公共の利益を損ねる違法行為です。そして，入札談合等関与行為等は，

当該発注機関の利益を追求すべき職員がその利益を自ら損なうという利益背

反行為に等しいものです。 

 入札談合等関与行為防止法は，正式な名称を「入札談合等関与行為の排除及

び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」と

いい，国・地方公共団体等の職員が入札談合に関与する，いわゆる「官製談合」

について，入札談合等関与行為を排除するための行政上の措置，当該行為を行

った職員に対する賠償請求・懲戒事由の調査，関係行政機関の協力規定及び入

札等の公正を害した職員に対する処罰について規定しています。 

第２編では，入札談合等関与行為防止法について解説します。 

政

業
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１ 入札談合等関与行為防止法の制定及び改正の経緯 

  本法の制定が検討されるきっかけとなったのは，平成１２年５月に公正取

引委員会が排除勧告を行った北海道上川支庁発注の農業土木工事等談合事件

において，発注者側が受注業者に関する意向を提示していた等の事実が認め

られ，公正取引委員会が北海道に対して改善要請を行った事件です。その後，

国・地方公共団体等の職員が入札談合に関与する，官製談合に対する社会的

批判が高まりました。発注機関の職員による関与があった場合の入札談合事

件については，独占禁止法では当該入札談合を行った事業者に対する処分は

可能ですが，発注機関側に対して法的に行政上の措置を講じることができず，

事業者側に不公平感がありました。 

  このため，発注機関に対して組織的な対応を求めその再発を防止するため

に，議員立法として法律案がまとめられ，平成１４年７月２４日に「入札談

合等関与行為の排除及び防止に関する法律」が成立し，平成１５年１月６日

から施行されています。 

  しかしながら，同法律の施行後も，官製談合事件が多くみられたことから，

職員による入札等の妨害の罪の創設等を内容とする改正案が議員立法として

まとめられ，平成１８年１２月８日に成立し，法律名も「入札談合等関与行

為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関

する法律」と改正され，平成１９年３月１４日から施行されています。 

 (参考) 北海道上川支庁における入札談合事件（平成１２年審決） 

 この事件は，北海道上川支庁の発注する農業土木工事と測量設計業務に

おいて，建設業者や測量業者が独占禁止法違反行為を行っていたとして排

除措置が命じられたものです。 

  また，公正取引委員会による調査の結果，北海道農政部及び各支庁にお

いて，農業土木工事及びそれに伴う測量設計業務について，事業者ごとの

年間受注目標額が設定されていたこと，上川支庁において，同目標額をお

おむね達成できるようにするために指名競争入札等の執行前に，受注者に

関する意向を旭川農業土木協会の事務局長の職にある者及び旭川測量設計

業協会の事務局次長の職にある者に示していたこと等の事実が認められた

ことから，北海道に対し，今後，同様の行為が行われることのないよう再

発防止のための所要の措置を講じること等を要請しました。 
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＋

２ 入札談合等関与行為防止法の概要 

 

 

 

５４ページ 

事
業
者
の
独
占
禁
止
法
違
反
を
認
定

入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
の
た
め
必
要
な
改
善
措
置
を
要
求
（
第
３
条
第
１
項
・
第
２
項
）

公正取引委員会

損
害
賠
償
請
求

各省各庁の長等
①各省各庁の長（財政法第２０条第２項に規定する各省各庁の長を

いう。），②地方公共団体の長，③国，地方が１／２以上出資する法

人の代表者，④国，地方が法律により，常時，発行済株式の総数又

は総株主の議決権の１／３以上に当たる株式の保有を義務付けら

れている株式会社の代表者 

調査の実施・措置の検討（第３条第４項）

損害の有無等の調査（第４条第１項，第２項） 

調査結果の公表（第４条第４項）

懲戒事由の調査（第５条第１項，第２項）懲
戒
事
由
の
調
査

調査結果の公表（第５条第４項）

発
注
機
関
職
員
の
関
与
行
為
を
認
定

刑事事件

として捜

査・立件 

刑事罰 
（５年以下の懲
役又は２５０万
円以下の罰金） 

刑
事
罰

捜査機関

（検察・警察）

改
善
措
置

職員による入札等の公正
を害すべき行為（談合の唆し，

入札等に関する秘密〔予定価格等〕

の教示等）（第８条） 

４５ページ

４１ページ

４９ページ

４１ページ

調査結果・措置内容の公表，

公正取引委員会への通知（第３条第６項）

※公正取引委員会は調査結果・措置内容に意見を述

べることができる（第３条第７項）。 

（損害があれば）損害賠償請求（第４条第５項） 

任命権者の判断による懲戒処分
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(1) 行政上の措置 

  ア 入札談合等関与行為を排除するための行政上の措置（第３条） 

入札談合等関与行為があった場合の公正取引委員会から各省各庁の長

等(注)に対する必要な措置の要求，当該要求を受けた各省各庁の長等によ

る調査の実施・必要な措置の検討，調査結果等の公表等について規定し

ています。 
(注) 各省各庁の長等とは，衆議院議長，参議院議長，最高裁判所長官，会計検査院院長，内

閣総理大臣，各省大臣，地方公共団体の長及び特定法人（３１ページ参照）の代表者をい

います。 

  イ 当該行為を行った職員に対する賠償請求（第４条），懲戒事由の調査（第

５条） 

各省各庁の長等による当該行為を行った職員に対する損害賠償請求・

懲戒事由の調査について規定しています。 

  ウ 関係行政機関の協力規定等（第７条，第９条及び第１０条） 

入札談合等関与行為の防止に向けた関係行政機関相互の連携・協力，

本法運用上の地方公共団体等の自主的な努力への配慮等について規定し

ています。 

(2) 入札等の公正を害した職員に対する処罰（第８条） 

入札等の公正を害すべき行為を行った職員に対する刑事罰について規定

しています。 

なお，この規定は警察等の捜査機関による犯罪捜査の結果適用されるも

ので，公正取引委員会がこの規定に基づいて何らかの措置を採ることはあ

りません。 
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３ 入札談合等関与行為防止法の内容 

(1) 本法が対象とする発注機関（第２条第１項～第３項） 

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 

第２条 この法律において「各省各庁の長」とは，財政法（昭和２２年法律第３４号）第２０条第２

項に規定する各省各庁の長をいう。 

２ この法律において「特定法人」とは，次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 国又は地方公共団体が資本金の２分の１以上を出資している法人 

二 特別の法律により設立された法人のうち，国又は地方公共団体が法律により，常時，発行済株

式の総数又は総株主の議決権の３分の１以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会

社（前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。） 

３ この法律において「各省各庁の長等」とは，各省各庁の長，地方公共団体の長及び特定法人の代

表者をいう。 

本法が対象としている発注機関は，次のとおりです。 

① 国

② 地方公共団体

③ 国又は地方公共団体が資本金の２分の１以上出資している法人

（注） 国が資本金の２分の１以上を出資している法人のリスト（１２１ページ参照）

④ 特別の法律により設立された法人のうち，国又は地方公共団体が法

律により，常時，発行済株式の総数又は総株主の議決権の３分の１以

上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社（東日本高速道

路株式会社，首都高速道路株式会社，中日本高速道路株式会社，西日

本高速道路株式会社，阪神高速道路株式会社，本州四国連絡高速道路

株式会社等。なお，日本電信電話株式会社及び日本郵政株式会社が政

令により除かれているが，日本郵政株式会社については③により対象

となる。） 
（注） 上記③及び④の法人を「特定法人」という。 

なお，国と地方公共団体の出資を合計して２分の１以上となる法人も対

象となります。 

ただし，上記③及び④の特定法人が更に出資している株式会社等につい

ては，たとえ特定法人の出資が２分の１以上であったとしても対象となり

ません。 
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(2) 入札談合等関与行為（第２条第４項，第５項） 

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 

第２条 

４ この法律において「入札談合等」とは，国，地方公共団体又は特定法人（以下「国等」という。） 

が入札，競り売りその他競争により相手方を選定する方法（以下「入札等」という。）により行う

売買，貸借，請負その他の契約の締結に関し，当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と

共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し，又は事業者団体が当該入札に参加しよう

とする事業者に当該行為を行わせること等により，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為をいう。 

５ この法律において「入札談合等関与行為」とは，国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の 

役員若しくは職員（以下「職員」という。）が入札談合等に関与する行為であって，次の各号のい

ずれかに該当するものをいう。 

一 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。 

二 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となる

べき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し，又は示唆すること。 

三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者

が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを，特定の者

に対して教示し，又は示唆すること。 

四 特定の入札談合等に関し，事業者，事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け，

又はこれらの者に自ら働きかけ，かつ，当該入札談合等を容易にする目的で，職務に反し，入札

に参加する者として特定の者を指名し，又はその他の方法により，入札談合等を幇
ほ う

助すること。 

本法では，公正取引委員会による入札談合等（競争により相手方を選定

する方法により行う契約の締結に関し，参加事業者が他の事業者と共同し

て受注予定者を決定する等により，独占禁止法に違反する行為〔第２条第

４項〕）の摘発を前提として，職員が当該入札談合等に関与する行為として，

①談合の明示的な指示，②受注者に関する意向の表明，③発注に係る秘密

情報の漏えい及び④特定の談合の幇助の４類型を，第２条第５項第１号か

ら第４号までにおいて定めています。 

  ア 「競争により相手方を選定する方法」とは 

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 

第２条 

４ この法律において「入札談合等」とは，国，地方公共団体又は特定法人（以下「国等」という。） 

が入札，競り売りその他競争により相手方を選定する方法（以下「入札等」という。）により行う

売買，貸借，請負その他の契約の締結に関し，当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と

共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し，又は事業者団体が当該入札に参加しよう

とする事業者に当該行為を行わせること等により，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為をいう。 

第２条第４項にいう「競争により相手方を選定する方法」には，総合

評価落札方式を含む一般競争入札及び指名競争入札のほか，随意契約の

うち，複数の事業者を指名して見積りを徴収し，当該見積りで示された

金額を比較して契約先を決定する形態のもの（指名見積り合わせ）等が
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含まれます。このような契約は，実質的に競争入札と変わるところがな

く，公正取引委員会においても従来から競争入札と同様のものとして取

り扱っています。 

  イ 入札談合等関与行為 

入札談合等関与行為の例を挙げると，次のとおりです。 

① 談合の明示的な指示

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 
第２条第５項 
一 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。 

【例】 

○ 事業者ごとの年間受注目標額を提示し，事業者にその目標を達成する

よう調整を指示すること。 

② 受注者に関する意向の表明

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 
第２条第５項 
二 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定

の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらか
じめ教示し，又は示唆すること。 

【例】 

○ 受注者を指名又は受注を希望する事業者名を教示すること。

③ 発注に係る秘密情報の漏えい

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 
第２条第５項 
三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が

知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情
報であって秘密として管理されているものを，特定の者に対して教
示し，又は示唆すること。

【例】 

○ 本来公開していない予定価格を漏えいすること。

○ 本来公開していない指名業者の名称，総合評価落札方式における入札
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参加業者の技術評価点等，あるいはその入札を実施することを予定して

いる事務所等の名称等を漏えいすること。 

④ 特定の談合の幇助

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 
第２条第５項 
四 特定の入札談合等に関し，事業者，事業者団体その他の者の明示

若しくは黙示の依頼を受け，又はこれらの者に自ら働きかけ，かつ，
当該入札談合等を容易にする目的で，職務に反し，入札に参加する
者として特定の者を指名し，又はその他の方法により，入札談合等
を幇

ほ う

助すること。 

【例】 

○ 特定の入札談合等を容易にすることを目的として行う次のような行為

・ 指名競争入札において，事業者から依頼を受け，特定の事業者を入

札参加者として指名し，入札談合を容易にする行為 

・ 事業者の作成した落札予定者に係る割付表を承認し，入札談合を容

易にする行為 

・ 分割発注の実施や発注基準の引下げなど発注方法を変更し，入札談

合を容易にする行為 

(注) 地場産業の振興，中小企業対策といった政策目的の下に行われる発注

方法の選定・入札参加資格の設定等を行ったことをもって，本号の規定

が適用されることはありません（６３ページ「Ｑ６」参照）。 

 適用される行為としては，例えば，入札談合等を行いやすくするため

に事業者にとって都合のよい事業者を入札参加者等として指名したり，

入札参加条件を恣意的に設定したりする行為をいいます。 

本号では，上記のような入札談合等を容易にするためではなく，地場

産業の振興等といった一般的な政策目的に基づいて行われるものは対象

とはならないことを明確にするために，「特定の入札談合等に関し」との

文言が使用されています。 
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  ウ これまでの入札談合等関与行為の事例 

 公正取引委員会が認定した入札談合等関与行為の態様をまとめると次

表のとおりです（各事例の概要については後記①から⑬を参照してくだ

さい。）。 

これらの事例から次のような点が指摘できます。 

(ｱ) 入札談合等関与行為は，国の機関から地方公共団体，政府出資法人

まで，出先機関を含め様々な発注機関で発生している。 

(ｲ) 工事だけでなく，物品や業務に係る発注でも発生している。 

(ｳ) ほぼ全ての事例が発注担当部署の職員の関与によるものである。 

(ｴ) 全ての事例において管理職以上の職員が関与している。 

(ｵ) 職員だけでなくＯＢが関わった事例も多い。
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入札談合
の対象 

関与部署 
（注１） 

関与者 
役職 

ＯＢの
関与 

(注２) 

外部か
らの働

きかけ 
(注２) 

関与行為類型（法第２条第５項） 

談合の
明示的
な指示 

（第１号） 

受注者
に関す

る意向
の表明 

（第２号） 

発注に係
る秘密情

報の漏え
い 

（第３号） 

特定の談

合の幇助 
（第４号） 

①岩見沢市
（H15.1.30 
改善措置要求） 

建設工事 
発注担当
部署 

幹部， 
一般職員 

－ － ○ ○ ○ 

(注３) 

②新潟市
（H16.7.28 
改善措置要求） 

建設工事 
発注担当
部署 

管理職，
一般職員 

－ 有 × × ○ 

③日本道路公
団 
（H17.9.29 
改善措置要求） 

鋼橋上部
工工事 

発注担当
部署 

幹部， 
管理職，
一般職員 

有 有 ○ × ○ 

④国土交通省
（H19.3.8 
改善措置要求） 

水門設備
工事 

発注担当
部署 

管理職，
一般職員 

有 － × ○ × 

⑤防衛施設庁
（H19.6.20 
通知(注 4)） 

土木・建
築工事 

発注担当
部署 

幹部， 
管理職 

有 － ○ ○ × ○ 

⑥緑資源機構
（H19.12.27 
通知(注 4)） 

林道調査
測量設計
業務 

発注担当
部署 

幹部， 
管理職 

－ － ○ ○ × × 

⑦札幌市
（H20.10.29 
改善措置要求） 

電気設備
工事 

発注担当
部署 

管理職 － － ○ ○ × × 

⑧国土交通省
（H21.6.23 
改善措置要求） 

車両管理
業務 

発注担当
部署 

管理職，
一般職員 

有 － × × ○ × 

⑨防衛省航空
自衛隊 
（H22.3.30 
改善措置要求） 

什器類 
発注担当
部署 

管理職 － － ○ ○ × × 

⑩青森市
（H22.4.22 
改善措置要求） 

土木工事 
契約担当
部署 

幹部 － 有 × × × ○ 

⑪茨城県
（H23.8.4 
改善措置要求） 

土木・舗
装工事 

発注担当
部署 

管理職 － 有 ○ ○ × ○ 

⑫国土交通省
（H24.10.17 
改善措置要求） 

土木工事 
発注担当
部署 

管理職 － 有 × × ○ × 

⑬鉄道建設・運
輸施設整備支
援機構 
（H26.3.19 
改善措置要求） 

機械設備
工事 

発注担当
部署 

管理職 － ― × × ○ × 

(注１) 発注機関において公共調達を希望する部署であって，工事や物品等の発注の計画，仕様書や設計書の作成等を
行う部署を「発注担当部署」，発注機関において会計及び公共調達の契約に関する事務を担当する部署を「契約担
当部署」としている。 

(注２) 公正取引委員会の事実認定において確認されたものを「有」としている。 
(注３) 特定の談合の幇助は，平成１８年改正（平成１９年３月１４日施行）により入札談合等関与行為とされたもの

である。 

(注４) 発注機関が近く解散する予定であったこと等を踏まえ，入札談合等関与行為が認められたことの通知のみを行
い，改善措置要求を行っていない。 
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① 岩見沢市が発注する建設工事における事例
（平成１５年１月３０日，岩見沢市長に対し改善措置要求） 

岩見沢市の職員は，同市が発注する建設工事について，反復，継続して，

落札予定者を選定し，落札予定者の名称及び工事の設計金額等を業界団体

の役員等に教示するなどしていた。 
(注)詳細は８３ページ【資料２－①】を参照してください。 

② 新潟市が発注する建設工事における事例
（平成１６年７月２８日，新潟市長に対し改善措置要求） 

新潟市の職員は，同市が発注する建設工事の受注予定者として入札参加

業者間で決定された者からの求めに応じて，継続的に，秘密として管理さ

れている建設工事の設計金額を入札執行前に教示するなどしていた。 
(注)詳細は８５ページ【資料２－②】を参照してください。 

③ 日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事における事例

（平成１７年９月２９日，日本道路公団総裁に対し改善措置要求） 

日本道路公団役員は，鋼橋上部工工事について，①同公団の退職者から

競争入札の落札予定者を選定した｢割付表｣の提示を受け，その都度，その

内容について承認する等し，②同公団の退職者からの要請を受け，当初一

括発注が予定されていた工事の分割発注を実施させる等し，③同公団の退

職者からの要請を受け，工事の発注基準を従来の１５億円以上から１０億

円以上に引き下げさせていた。これらの行為は，同公団の退職者の再就職

先を確保する目的をもって行われたものであり，全体として単に入札談合

を黙認・追認していたにとどまらず，事業者に入札談合を行わせたものと

認められた。 

また，同公団職員は，発注予定時期などの未公表情報の教示を行ってい

た。 
(注)詳細は８７ページ【資料２－③】を参照してください。 

④ 国土交通省が発注する水門設備工事における事例

（平成１９年３月８日，国土交通大臣に対し改善措置要求） 

国土交通省の職員は，水門設備工事について，工事の発注前に，当該工

事の落札予定者についての意向を，事業者間の調整を円滑に行うための「世

話役」等と称する事業者に示すなどしていた。 
(注)詳細は８９ページ【資料２－④】を参照してください。 
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⑤ 防衛施設庁が発注する土木・建築工事における事例

（平成１９年６月２０日，防衛施設庁に対し通知） 

防衛施設庁の職員は，土木・建築工事について，入札の執行前に，落札

予定者の割り振りを行い，その結果を窓口役の同庁ＯＢに直接又はその補

助役の同庁ＯＢを通じて伝達し，窓口役の同庁ＯＢは，割り振りの結果を

業界側連絡役等に伝達していた。また，落札予定者に確実に受注させるた

め，防衛施設庁の地方支分部局の担当職員に対し，割り振りの対象とした

工事のうち指名競争入札の工事については，当該工事名及び落札予定者名

を伝え，当該落札予定者を当該工事の入札参加者として指名するよう指示

するなどしていた。 
(注)詳細は９３ページ【資料２－⑤】を参照してください。 

⑥ 独立行政法人緑資源機構が発注する林道調査測量設計業務における事例

（平成１９年１２月２７日，緑資源機構に対し通知） 

緑資源機構の職員は，林道調査測量設計業務について，反復的かつ継続

的に，落札予定者を選定し，入札前に，落札予定者に対し，落札予定者と

なった旨を伝達していた。また，同機構の役員は，前記の落札予定者の選

定結果について承認を与えていた。 
(注)詳細は９３ページ【資料２－⑥】を参照してください。 

⑦ 札幌市が発注する下水処理施設に係る特定電気設備工事における事例

（平成２０年１０月２９日，札幌市長に対し改善措置要求） 

札幌市の職員は，同市発注の下水処理施設に係る特定電気設備工事のほ

とんど全てについて，当該工事の入札前に落札予定者についての意向を落

札予定者に示し，これにより，入札参加業者に入札談合を行わせていた。 
(注)詳細は９７ページ【資料２－⑦】を参照してください。 

⑧ 国土交通省が発注する車両管理業務における事例

（平成２１年６月２３日，国土交通大臣に対し改善措置要求） 

国土交通省の職員は，特定の事業者に対し，毎年，車両管理業務の指名

競争入札に係る指名通知がなされる前に，未公表情報である当該入札に係

る指名業者の名称又は当該入札の実施を予定する事務所等の名称等を教示

していた。 
(注)詳細は９９ページ【資料２－⑧】を参照してください。 
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⑨ 防衛省航空自衛隊が発注する什器類の納入における事例

（平成２２年３月３０日，防衛大臣に対し改善措置要求） 

防衛省の職員は，防衛省航空自衛隊が第一補給処において発注する什器

類について，当該什器類の入札前に納入予定メーカーについての意向を納

入予定メーカーに示し，これにより，入札参加業者に入札談合を行わせて

いた。 
(注)詳細は１０１ページ【資料２－⑨】を参照してください。 

⑩ 青森市が発注する土木一式工事における事例

（平成２２年４月２２日，青森市長に対し改善措置要求） 

青森市特別理事の職にあった者は，青森市発注の特定土木一式工事につ

いて，特定の事業者の役員から提示された受注予定者を円滑に決定するた

めの組合せ案に従い，青森市契約課に対し指名業者の組合せを指示してい

た。 
(注)詳細は１０４ページ【資料２－⑩】を参照してください。 

⑪ 茨城県が発注する土木一式工事及び舗装工事における事例

（平成２３年８月４日，茨城県知事に対し改善措置要求） 

茨城県の職員（境土地改良事務所の工務課長）は，境土地改良事務所発

注の特定土木一式工事について，同事務所の所長の承認の下，各工事の落

札予定者を決定し，当該工事の入札前に，落札予定者についての意向を，

建設業協会の境支部の支部長に伝達していた。 

また，茨城県の職員（境工事事務所の所長）は，特定の事業者からの要

望を受け，境工事事務所発注の特定舗装工事について，当該工事の入札参

加業者があらかじめ定められた順番のとおり受注できるようにするため，

発注工事及び指名業者の選定に係る業務を担当する同事務所の道路管理課

長及び道路整備課長に指示して，当該順番を考慮した発注工事及び指名業

者の選定を行わせていた。 
(注)詳細は１０５ページ【資料２－⑪】を参照してください。 

⑫ 国土交通省が発注する一般土木工事における事例

（平成２４年１０月１７日，国土交通大臣に対し改善措置要求） 

国土交通省の職員（土佐国道事務所の副所長及び高知河川国道事務所の

副所長）は，土佐国道事務所及び高知河川国道事務所が総合評価落札方式
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によって発注する特定一般土木工事について，特定の事業者の役員からの

求めに応じ，当該工事の入札書の提出締切日前までに，入札参加業者の名

称，入札参加業者の評価点，予定価格等の未公表情報を教示していた。 

(注）詳細は１０９ページ【資料２－⑫】を参照してください。 

⑬ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融

雪・消雪基地機械設備工事における事例 

（平成２６年３月１９日，鉄道建設・運輸施設整備機構理事長に対し改善措置要求） 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構の職員（鉄道建設本部東京支社の設備

部長，設備部機械第三課長及び同部機械第二課副参事）は，北陸新幹線融

雪・消雪基地機械設備工事のうち複数の物件について，これらの入札に参

加していた事業者のうち特定の事業者の従業者に対し，各物件における入

札前までに，未公表の予定価格に関する情報を教示していた。 

(注)詳細は１１２ページ【資料２－⑬】を参照してください。 
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(3) 発注機関が講じる改善措置（第３条） 

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 

第３条 公正取引委員会は，入札談合等の事件についての調査の結果，当該入札談合等につき入札談

合等関与行為があると認めるときは，各省各庁の長等に対し，当該入札談合等関与行為を排除する

ために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置（以下単に「改善措置」という。）を講ず

べきことを求めることができる。

２ 公正取引委員会は，入札談合等の事件についての調査の結果，当該入札談合等につき入札談合等

関与行為があったと認めるときは，当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても，

特に必要があると認めるときは，各省各庁の長等に対し，当該入札談合等関与行為が排除されたこ

とを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。

３ 公正取引委員会は，前２項の規定による求めをする場合には，当該求めの内容及び理由を記載し

た書面を交付しなければならない。

４ 各省各庁の長等は，第１項又は第２項の規定による求めを受けたときは，必要な調査を行い，当

該入札談合等関与行為があり，又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなったときは，

当該調査の結果に基づいて，当該入札談合等関与行為を排除し，又は当該入札談合等関与行為が排

除されたことを確保するために必要と認める改善措置を講じなければならない。

５ 各省各庁の長等は，前項の調査を行うため必要があると認めるときは，公正取引委員会に対し，

資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

６ 各省各庁の長等は，第４項の調査の結果及び同項の規定により講じた改善措置の内容を公表する

とともに，公正取引委員会に通知しなければならない。

７ 公正取引委員会は，前項の通知を受けた場合において，特に必要があると認めるときは，各省各

庁の長等に対し，意見を述べることができる。

公正取引委員会は，受注者である事業者側に対する入札談合の調査の結

果，入札談合等関与行為があると認めるときは，発注機関に対し，その排

除のために必要な改善措置を要求することができます。当該要求を受けた

発注機関は，自ら事実関係を調査し，必要と認める改善措置を講じなけれ

ばなりません。 

発注機関が行った調査の結果及び講じた改善措置の内容については，公

表するとともに，公正取引委員会に通知しなければなりません。公正取引

委員会は，通知を受けた場合において，自らの調査結果と発注機関の調査

結果に重大な食い違いがあるなど，特に必要があると認めるときは，意見

を述べることができるとされています。 

  (参考) 発注機関において講じる改善措置の具体的内容 
  入札及び契約に関する事務に係る改善措置については，発注機関が自らの

調査結果に基づき再発防止のため講じるものです。このため，問題となった
事案の内容や当該発注機関が採用している入札・契約制度等により具体的な
措置内容は異なるものと考えられますが，例えば，次のような措置が挙げら
れます。 
① 組織内部における内部規則の見直し・職員への周知徹底
② 入札・契約に関する第三者による監視機関の設置
③ 入札に関する情報管理の徹底
④ コンプライアンス担当部署の設置 等
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過去の事件における改善措置 

発注機関 
改善措置

要求日 

改善措置

公表日 
改善措置の主な内容 

岩見沢市 
(建設工事) H15.1.30 H15.7.1 

・「談合を誘発しないためのマニュアル」の作成及びその周知・徹底 

・市発注工事等の事業部門と入札執行部門を分離 

・指名停止期間を大幅に延長 

・一般競争入札の拡大 

・退職時に在職した所属と密接な関係にある企業等への再就職を制限 

・発注関係部署等への業者の出入り制限 

新潟市 
(建設工事) H16.7.28 H17.4.28 

・コンプライアンス・マニュアルの作成及び研修等による周知徹底 

・働きかけの記録・公表制度，非違行為等の通報制度等の一体的整備 

・コンプライアンス担当組織の新設 

・指名停止期間の延長及び入札参加資格の取消し 

・一般競争入札の範囲の拡大及び地域要件の廃止 

・市職員と業者との接触の制限及び業者による営業の禁止 

・職員の関係業界への再就職について規制を強化，再就職した職員の市 

や現役職員への関与を組織的に排除 

日本道路公団 
(鋼橋上部工工事) 

H17.9.29 H18.2.16 

・倫理行動基準の厳格化，コンプライアンス講習会の実施 

・法令遵守等について役職員等から誓約書を徴取 

・コンプライアンス委員会並びに社内及び社外相談窓口の設置  

・指名停止期間の延長及び違約金の引上げ 

・一般競争入札の拡大と指名競争入札の原則廃止及び総合評価落札方式 

の改善・拡大 

・業者に対する営業活動の自粛要請の徹底 

・職員の関係業界への再就職の自粛及び早期退職慣行の見直し 

国土交通省 
(水門設備工事) 

H19.3.8 H19.6.19 

・「発注者綱紀保持マニュアル」を作成・周知徹底，コンプライアンスの

研修・講習の実施 

・内部及び外部に「コンプライアンス窓口」を設置 

・外部からの不当な働きかけの内容の記録及び対応の公表 

・建設業法に基づく営業停止処分及び発注者として行う指名停止措置の 

強化 

・多様な発注方式の採用，一般競争方式の拡大及び総合評価方式の拡充 

・入札契約担当職員の同一職の長期従事の抑制 

・入札談合事件に関与した企業への再就職の自粛 

札幌市 
(電気設備工事) 

H20.10.29 H21.7.1 

・下水道工事の発注の適正化：設計見積りの在り方の改善，入札参加資 

格の見直し，設計・積算時における情報管理の徹底，綱紀保持委員会 

の設置及び執務環境の改善整備 

・監視体制強化：内部通報制度の強化，官製談合と天下りの関係につい 

て調査等 

・再就職規制強化 

・職員体質強化：コンプライアンス研修，長期配置の弊害防止のための 

人事異動等 

・組織強化：（仮称）コンプライアンス委員会の設置及びコンプライアン

ス推進担当課の設置 

国土交通省 
北海道開発局 
(車両管理業務) 

H21.6.23 H22.2.18 

・組織統制の強化，業務の適正な役割分担 

・車両管理業務の受注企業との適正な関係の構築 

・入札談合事件に関与した企業への再就職の自粛等 

・コンプライアンスの徹底及び退職予定職員に対する指導 

・入札契約に係る情報の厳格な管理及び発注情報等の公表 

・品質の確保に向けた契約上の措置及び談合疑義案件の類型化等による 

入札契約プロセスの改善 
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発注機関 
改善措置

要求日 

改善措置

公表日 
改善措置の主な内容 

防衛省 
航空自衛隊 
(什器類) 

H22.3.30 H22.12.14 

・談合関連企業への再就職の自粛等 

・調達組織における再就職支援のための援護業務の廃止 

・航空自衛隊の補給・整備組織の見直し 

・オフィス家具等の事務用品の調達のアウトソーシング化 

・仕様書の作成要領の見直し 

・予算執行のチェック機能の強化 

・入札談合等関与行為防止法等の遵守に関する教育の徹底 

・公益通報制度の周知・徹底 

・不自然な入札状況のチェック機能の強化（入札過程の監視及び入札結

果の検証を行うチェックシートの規則化等） 

青森市 
(土木工事) 

H22.4.22 H22.12.17 

・職員の意識改革及び情報管理のあり方 

①職員の意識改革

②業者等からの働きかけ（口利き等）への対応

③内部通報制度

④監査機能の充実・強化

⑤入札等に関する情報公開

・退職職員の再就職（再就職状況の公開と営業自粛の要請） 

・公共工事における契約の在り方（一般競争入札の全面的導入等） 

茨城県 
(土木・舗装工事) 

H23.8.4 H24.2.20 

・職員の法令遵守意識の徹底 

①職員研修の充実

②公益通報制度の周知及び強化

③外部からの不当な働きかけへの対応

・入札・契約システムの見直し 

①一般競争入札の適用範囲の拡大

②入札参加資格要件の適用範囲の見直し

③予定価格公表の取扱いの検討

④ペナルティの強化

⑤電子入札の適用範囲の拡大

・職員の管理・監督の強化 

①懲戒処分基準の制定

②工事発注機関における適正な人事管理の徹底

国土交通省 
(土木工事) 

H24.10.17 H25.3.14 

・コンプライアンス推進の強化 

①地方整備局ごとにコンプライアンス推進本部を設置

②コンプライアンス・アドバイザリー委員会の設置

③違法性の認識に関する研修徹底

④意識改革に向けた取組

⑤不当な働きかけに対する報告の徹底

⑥地方整備局幹部への任用前における適格性の厳正な評価

・入札契約手続きの見直しと情報管理の徹底 

①予定価格作成時期の後倒し等不正が発生しにくい制度への見直し

②総合評価落札方式における評価の厳正な運用

③情報管理の徹底

・ペナルティの強化 

・再発防止策の実施状況及び実効性の定期的検証 

・再就職の自粛要請 

・再発防止対策の周知 
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発注機関 
改善措置

要求日 

改善措置

公表日 
改善措置の主な内容 

鉄道建設・運
輸施設整備支
援機構 
(機械設備工事) 

H26.3.19 H26.9.26 

・コンプライアンス体制の強化 

①コンプライアンス関係規程の整備による体制の確立

②コンプライアンス研修・講習会の強化，発注者綱紀保持規程・マニ

ュアルの整備

③意識改革に向けた取組（幹部の啓蒙活動）

・ガバナンスの強化 

①内部監査体制の強化

②工程管理の組織的な対応の強化

③組織体制と人事配置の見直し

・入札・契約監視機能の強化（入札監視委員会の機能強化等） 

・入札契約手続きの見直し（総合評価落札方式のルール化） 

・情報管理の徹底（外部事業者等との接触の制限等） 

・ペナルティの強化（違約金加算条項を新設） 

・機構ＯＢとの関係（談合に関与した企業への再就職の自粛要請等） 

・再発防止策の実施状況及び実効性の定期的検証 
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(4) 損害賠償（第４条） 

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 

第４条 各省各庁の長等は，前条第１項又は第２項の規定による求めがあったときは，当該入札談合 

等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。 

２ 各省各庁の長等は，前項の調査の結果，国等に損害が生じたと認めるときは，当該入札談合等関

与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなけ

ればならない。 

３ 各省各庁の長等は，前２項の調査を行うため必要があると認めるときは，公正取引委員会に対し，

資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 

４ 各省各庁の長等は，第１項及び第２項の調査の結果を公表しなければならない。 

５ 各省各庁の長等は，第２項の調査の結果，当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大

な過失により国等に損害を与えたと認めるときは，当該職員に対し，速やかにその賠償を求めなけ

ればならない。 

６ 入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律（昭和２５年法律第１７

２号）第３条第２項（同法第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定により弁償の責め

に任ずべき場合については，各省各庁の長又は公庫の長（同条第１項に規定する公庫の長をいう。）

は，第２項，第３項（第２項の調査に係る部分に限る。），第４項（第２項の調査の結果の公表に係

る部分に限る。）及び前項の規定にかかわらず，速やかに，同法に定めるところにより，必要な措

置をとらなければならない。この場合においては，同法第４条第４項（同法第９条第２項において

準用する場合を含む。）中「遅滞なく」とあるのは，「速やかに，当該予算執行職員の入札談合等関

与行為（入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰

に関する法律（平成１４年法律第１０１号）第２条第５項に規定する入札談合等関与行為をいう。）

に係る同法第４条第１項の調査の結果を添えて」とする。 

７ 入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１

項（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３４条において準用する場合を含む。）の規

定により賠償の責めに任ずべき場合については，第２項，第３項（第２項の調査に係る部分に限る。），

第４項（第２項の調査の結果の公表に係る部分に限る。）及び第５項の規定は適用せず，地方自治

法第２４３条の２第３項中「決定することを求め」とあるのは，「決定することを速やかに求め」

と読み替えて，同条（地方公営企業法第３４条において準用する場合を含む。）の規定を適用する。 

発注機関は，入札談合等関与行為を行った職員に対して，賠償責任の有

無等を調査の上，故意・重過失がある場合には，速やかに損害の賠償を求

めなければならないこととされています。 

本規定は，直接的には予算執行の適正化の観点から賠償請求権の適正な

行使を発注機関に義務付け，入札談合等関与行為を行った職員に対し発注

機関が厳正な姿勢で臨むことを求める趣旨ですが，このような規定を設け

ることにより，発注機関職員に安易に入札談合等関与行為を行わせないと

いう抑止効果も期待されています。 

また，発注機関の行った賠償責任の有無等の調査の結果については公表

しなければならないこととされています。これにより，発注機関がより適

正な対応を行うことも期待されています。 
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なお，本法における損害賠償の規定自体が，発注機関が職員に対して行

う賠償請求の根拠となるわけではありません。あくまで賠償請求権自体は，

予算執行職員等の責任に関する法律（以下「予責法」といいます。），地方

自治法及び民法に基づき発生するものであることに注意を要します。 

  (参考) 賠償請求に関する適用法令 

○ 国の予算執行職員等 → 予責法

○ 地方公共団体の予算執行職員等 → 地方自治法

○ 特定法人の職員，国・地方公共団体の上記以外の職員 → 民法

（参考） 賠償請求の流れ 

国の予算執行職員等 
地方公共団体の 

予算執行職員等 

特定法人の職員，国・地方

公共団体のその他の職員 

本法第４条第１項

損害の有無の調査

予責法第４条第４項

（法第４条第６項で

読替え） 
会計検査院への通知

予責法第４条第１項

会計検査院の検定

予責法第４条第２項

弁償命令

本法第４条第１項

損害の有無の調査

地方自治法第 243条の２第３項 

（法第４条第７項で読替え）

監査委員の監査・

決定を求める

地方自治法第 243条の２第３項 

監査委員の監査・決定

地方自治法第 243条の２第３項

賠償命令

本法第４条第１項

損害の有無の調査

本法第４条第２項

賠償責任の有無・

賠償額の調査

本法第４条第５項

民法による賠償を請求
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過去の事件における損害賠償の例 

発注機関 

(改善措置要求日) 
損害賠償請求の概要 

新潟市 

【建設工事】 

(H16.7.28) 

新潟市は，平成 19 年 10 月，入札談合等関与行為が認められた元職員 4 名に

対し，独占禁止法違反を認定された事業者との連帯債務として，総額 7430万円

の損害賠償請求を行った。 

日本道路公団 

【鋼橋上部工工事】 

(H17.9.29) 

東日本高速道路株式会社，中日本高速道路株式会社，西日本高速道路株式会

社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は，平成 20年 7月，入札

談合等関与行為が認められた元副総裁及び元理事に対し，独占禁止法違反を認

定された事業者との連帯債務として，総額 86億 8300万円(事業者が既に支払っ

た額を控除済)の損害賠償請求を行った。 

このほか，中日本高速道路株式会社は，元副総裁及び元理事に対し，背任行

為に基づく損害として，刑事事件（背任罪）判決で認定された 4780万円の損害

賠償請求を行った。 

国土交通省 

【水門設備工事】 

(H19.3.8) 

国土交通省は，平成 22 年 1 月，入札談合等関与行為が認められた元職員 2

名（うち 1 名は死亡しているため，その相続人）に対し，独占禁止法違反を認

定された事業者及び OB3名との連帯債務として，総額 7億 8636万円の損害賠償

請求を行った。 

防衛省 

航空自衛隊 

【什器類】 

（H22.3.30） 

防衛省は，平成 25年 1月，損害賠償責任が存するとした職員等 8名に対し，

違反事業者の 6社との連帯債務として，総額 1億 7045万円の損害賠償請求を行

った。 

青森市 

【土木工事】 

(H22.4.22) 

青森市は，平成 22 年 12 月，入札談合等関与行為が認められた元特別職職員

1 名並びにその当時の上司 2 名及び部下 1 名に対し，独占禁止法違反を認定さ

れた事業者との連帯債務として，総額 16億 6545万円の損害賠償請求を行った。 

茨城県 

【土木・舗装工事】 

（H23.8.4） 

茨城県は，平成 24 年 3 月，入札談合等関与行為が認められた職員等 12 名に

対し，独占禁止法違反を認定された事業者との連帯債務として，総額 9200万円

の損害賠償請求を行った。 

（注）各発注機関の公表資料を基に公正取引委員会が作成。
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(参考) 入札談合等関与行為に伴う損害額の算定について 

 入札談合等関与行為防止法制定時の検討過程では，入札談合等関与行為

を行った職員への賠償請求の運用に関して，特に損害額の算定が難しいと

の指摘がありましたが，この点については次のような整理がなされていま

す。 

  １ 予責法等の現行法令に基づく損害賠償請求等は，発注機関に生じた損

害を回復するために行われるものであり，その損害額の算定は，基本的

には当該入札談合による契約価格の上昇分（発注機関に生じた損害額全

体）に当該職員の責任割合を乗じることにより求められるものと考えら

れる。しかし，当該入札談合による契約価格の上昇分，当該職員の責任

割合いずれも個別の事案に即して判断せざるを得ないものである。 

  ２ ただし，入札談合による契約価格の上昇分については，民事訴訟法第

２４８条に基づき，裁判所の職権により相当な損害額を認定することが

可能となったことを受けて，判例の蓄積が進んでおり，発注機関は，仮

に予責法等に基づく損害賠償請求等を行うことになった場合には，これ

らを参考にしつつ算定することが可能となる。また，発注機関が入札談

合等関与行為防止法第４条に基づく損害の調査を行う場合には，同条第

３項により公正取引委員会に対し必要な協力を求めることができるため，

損害額の算定等損害の認定については，同項を適宜活用するとともに，

公正取引委員会も協力要請があった場合には，最大限協力する。 

  ３ なお，発注機関が損害賠償請求等を行う場合には，通常は事業者及び

当該職員に連帯して請求するものと考えられ，この場合当該職員の責任

割合は当事者間の問題となる。 
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(5) 懲戒（第５条） 

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 

第５条 各省各庁の長等は，第３条第１項又は第２項の規定による求めがあったときは，当該入札談 

合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分（特定法人（特定独立行政法人（独立行政法人通則法

（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項にお

いて同じ。）及び特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２

条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。）を除く。）にあって

は，免職，停職，減給又は戒告の処分その他の制裁）をすることができるか否かについて必要な調

査を行わなければならない。ただし，当該求めを受けた各省各庁の長，地方公共団体の長，特定独

立行政法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長が，当該職員の任命権を有しない場合（当該職

員の任命権を委任した場合を含む。）は，当該職員の任命権を有する者（当該職員の任命権の委任

を受けた者を含む。以下「任命権者」という。）に対し，第３条第１項又は第２項の規定による求

めがあった旨を通知すれば足りる。 

２ 前項ただし書の規定による通知を受けた任命権者は，当該入札談合等関与行為を行った職員に対

して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。 

３ 各省各庁の長等又は任命権者は，第１項本文又は前項の調査を行うため必要があると認めるとき

は，公正取引委員会に対し，資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 

４ 各省各庁の長等又は任命権者は，それぞれ第１項本文又は第２項の調査の結果を公表しなければ

ならない。 

発注機関は，当該職員の行為が懲戒事由に該当するかどうか調査しなけ

ればならないこととされています。また，この調査の結果については公表

しなければならないこととされています。 

本規定は，入札談合等関与行為を行った職員の処分について発注機関が

厳正な姿勢で臨むことを求める趣旨ですが，このような規定を設けること

により，発注機関職員に安易に入札談合等関与行為を行わせないという防

止効果も期待されています。 

なお，本規定で発注機関に義務付けられているのは調査及び調査結果の

公表までであり，処分を行うか否かは発注機関の任命権者等の裁量に委ね

られています。 

ちなみに，一部の発注機関では，入札談合等関与行為を行った職員に対

する懲戒処分について，「免職又は停職」（長野県），「懲戒解雇，諭旨解雇

又は出勤停止」（国立大学法人富山大学）といった標準例を定めています。 
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■作成例１ （長野県）

懲戒処分等の指針

第３ 標準例 

(13)  官製談合 

入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第２条第５項に規定する「入札談合等

関与行為」を行った職員は，免職又は停職とする。 

■作成例２ （国立大学法人富山大学）

国立大学法人富山大学 職員懲戒規則 懲戒処分標準例

１ 服務一般に関するもの 

(13)  官製談合 

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処

罰に関する法律第２条第５項に規定する「入札談合等関与行為」を行った職員は，懲戒解

雇，諭旨解雇又は出勤停止とする。 

また，人事院は，国家公務員に関する懲戒処分の基準について，入札等

の公正を害すべき行為を行った職員に対して免職又は停職とする標準例を

公表しています。 

懲戒処分の指針について（人事院通知平成１２年３月３１日職職－６８〔平成２０年４月１日改正〕) 

第２ 標準例 

１ 一般服務関係 

(11)  入札談合等に関与する行為 

国が入札等により行う契約の締結に関し，その職務に反し，事業者その他の者に談合を唆す

こと，事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法

により，当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は，免職又は停職とする。 

過去の事件における懲戒処分の例 
発注機関 

(改善措置要求日) 
懲戒処分の概要 

岩見沢市 

【建設工事】 

（H15.1.30）

① 市長，助役及び収入役：減給（1/10・4月など）

② 入札談合等関与行為が認められた職員の所属部署の管理監督者 18名：減給，

戒告又は訓告 

※ 関与職員に対する懲戒処分は行われていない。 

※ ①の役職は処分時点。 

新潟市 

【建設工事】 

(H16.7.28)

① 市長，助役及び収入役：減給（50/100・3月など）

② 入札談合等関与行為等が認められた職員 11名：減給（1/10・1～3月）

③ 関与職員の所属部署等の管理監督者 60名：減給，戒告又は訓告

※ ①の役職は処分時点。 

日本道路公団 

【鋼橋上部工工事】 

(H17.9.29)

① 支社長，副支社長，本社調査役等 6名：文書厳重注意又は口頭厳重注意

② 入札談合等関与行為が認められた職員 28 名：停職（3 月など）又は減給（1

月） 

③ その他職員 19名：戒告

※ 他の関与職員 2名は処分時点で既に退職している。 
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発注機関 

(改善措置要求日) 
懲戒処分の概要 

国土交通省 
【水門設備工事】 

(H19.3.8)

① 入札談合等関与行為が認められた職員 1名：停職（2月）

② 関与職員の所属部署等の管理監督者 7名：戒告，訓告又は口頭厳重注意

※ 他の関与職員１名は処分時点で既に死亡。 

札幌市 
【電気設備工事】 

(H20.10.29)

① 市長：減給（50/100・1月）

② 副市長：減給（30/100・1月など）

※ 関与職員は処分時点で既に退職している。 

※ ①及び②の役職は処分時点。 

国土交通省 
【車両管理業務】 

(H21.6.23)

入札談合等関与行為が認められた職員 2名：減給（1/10・１月）又は戒告 

防衛省 

航空自衛隊 
【什器類】 

(H22.3.30) 

① 航空幕僚長及び補給本部長：訓戒又は戒告

② 入札談合等関与行為が認められた職員 19名：停職（30日など）又は減給（1/6

・2月） 

③ その他職員 2名：戒告

※ ①の役職は処分時点。 

青森市 

【土木工事】 

(H22.4.22)

 入札談合等関与行為が認められた職員の指示を受けていた職員 4 名：減給

（1/10・4月など） 

※ 関与職員 1名は処分時点で既に退職している。 

茨城県 

【土木・舗装工事】 

（H23.8.4） 

① 知事及び副知事：減給（30/100・3月など）

② 関与職員 13名：停職（1月）又は減給（6月など）

③ 関与職員の所属部署等の管理監督者 8名：訓告又は厳重注意

国土交通省 

【土木工事】 

（H24.10.17） 

① 土佐国道事務所副所長（改築担当）4 名及び高知河川国道事務所副所長（道

路担当）3名：懲戒免職 

② 高知河川国道事務所副所長（河川担当）3名：停職（6月）

③ 上記①及び②の職員を監督する立場にあった職員：訓告

鉄道建設・運輸施設

整備支援機構 

【機械設備工事】 

(H26.3.19) 

① 鉄道建設本部東京支社設備部長：懲戒免職

② 鉄道建設本部東京支社設備部機械第三課長：停職（3月）

③ 東京支社副参事：懲戒戒告

（注１）各発注機関の公表資料等を基に公正取引委員会が作成。 

（注２）所属・役職は，特段の断りがない限り，事件当時のものである。 
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(6) 指定職員による調査（第６条） 

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 

第６条 各省各庁の長等又は任命権者は，その指定する職員（以下この条において「指定職員」とい

う。）に，第３条第４項，第４条第１項若しくは第２項又は前条第１項本文若しくは第２項の規定

による調査（以下この条において「調査」という。）を実施させなければならない。この場合にお

いて，各省各庁の長等又は任命権者は，当該調査を適正に実施するに足りる能力，経験等を有する

職員を指定する等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。

２ 指定職員は，調査に当たっては，公正かつ中立に実施しなければならない。

３ 指定職員が調査を実施する場合においては，当該各省各庁（財政法第２１条に規定する各省各庁

をいう。以下同じ。），地方公共団体又は特定法人の職員は，当該調査に協力しなければならない。 

発注機関が第３条から第５条までの規定に基づく調査を行うに当たり，

その適正を確保するため，第６条において調査を実施する職員を指定する

ことを義務付けています。 

第６条では 

① 内部調査を行う各省各庁の長等や任命権者が，調査を実施する職員

を指定すること 

② 指定職員には，当該調査を適正に実施するに足りる能力，経験等を

有する職員を指定すること 

③ 指定職員は，調査に当たっては，公正かつ中立に実施しなければな

らないこと 

④ 各省各庁，地方公共団体又は特定法人の職員は，当該調査に協力し

なければならないこと 

  を定めており，これらの措置により，発注機関において実効ある調査を行

う体制が整備されることが期待されています。 

  (参考) 発注機関が行う調査に対する公正取引委員会の協力 

発注機関は，改善措置，損害賠償請求等，懲戒事由等に係る調査において，

必要があると認める場合には，本法に基づき公正取引委員会に資料の提供等必

要な協力を求めることができます（第３条第５項，第４条第３項，第５条第３

項）。本規定は，公正取引委員会の調査結果と発注機関の調査結果に食い違い

が生じることを防ぐとともに，特に自らの調査能力に限界のある規模の小さい

地方公共団体等の発注機関が調査を行う場合の必要な支援措置として位置付

けられるものです。 

 なお，本件協力要求に対しては，公正取引委員会としては，法令上可能な範

囲で協力を行うことにしています。このため，例えば，申告人の個人情報など

守秘義務の対象となる情報の提供は行われないことに注意を要します。 
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(7) 関係行政機関の協力規定等（第７条，第９条及び第１０条） 

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 

第７条 国の関係行政機関は，入札談合等関与行為の防止に関し，相互に連携を図りながら協力しな 

ければならない。 

第９条 この法律の運用に当たっては，入札及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共 

団体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。 

第１０条 各省各庁の長は，この法律に規定する事務を，当該各省各庁の外局（法律で国務大臣をも 

ってその長に充てることとされているものに限る。）の長に委任することができる。 

第７条において入札談合等関与行為の防止に関する関係行政機関の連携

協力，第９条において入札及び契約に関する事務を適正に実施するための

地方公共団体等の自主的な努力への運用上の配慮，第１０条において法律

で国務大臣をもってその長に充てることとされている外局の長への事務の

委任が規定されています。 
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(8) 職員による入札等の妨害（第８条） 

【入札談合等関与行為防止法（抄）】 

第８条 職員が，その所属する国等が入札等により行う売買，貸借，請負その他の契約の締結に関し，

その職務に反し，事業者その他の者に談合を唆すこと，事業者その他の者に予定価格その他の入札

等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により，当該入札等の公正を害すべき行為を行っ

たときは，５年以下の懲役又は２５０万円以下の罰金に処する。

発注機関職員が，発注機関が入札等により行う契約の締結に関し，その

職務に反し，入札談合を 唆
そそのか

すこと，予定価格その他の入札等に関する秘

密を教示すること又はその他の方法により，当該入札等の公正を害すべき

行為を行ったときは，５年以下の懲役又は２５０万円以下の罰金に処され

ることとされています。 

入札談合等関与行為（第２条第５項）の類型と本刑事罰規定（第８条）

における入札等の公正を害すべき行為との異同については，「入札談合等関

与行為」は独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反する行為に関与する

ものであることが必要ですが，「職員による入札等の妨害の罪」は，入札等

の公正を害すべき行為であれば足り，独占禁止法違反行為の存在を前提と

するものではありません。 

さらに，「入札談合等関与行為」は，①談合の明示的な指示，②受注者に

関する意向の表明，③発注に係る秘密情報の漏えい及び④特定の談合の幇

助の４類型が定められていますが，「職員による入札等の妨害の罪」は，職

員が，職務に反し，入札談合を唆すこと等により，入札等の公正を害すべ

き行為を行うことが処罰の対象となっており，行為の態様が上記の４類型

に限定されているわけではありません。 

本規定は，官製談合の防止・排除の徹底を図るため，入札等の公正を害

すべき行為を行った職員の職務違背性・非違性に着目して，これを刑事罰

で処罰するものです。したがって，問題となる職員に，当該入札等に関す

る職務権限があり，かつ，その職務に違背していることが必要となります。 

また，本規定は，上記のとおり，独占禁止法違反行為の存在を前提とし

たものではありませんので，公正取引委員会の行う入札談合等に関する調

査が契機となる場合に限定されず，捜査機関（検察・警察）が独自に探知

して捜査が開始される場合もあります。 
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なお，本規定の公訴時効は，犯罪行為が終わった時から起算して５年で

す（刑事訴訟法第２５０条第２項第５号）。 

最近の入札談合等関与行為防止法刑事事件例 

番号 発注機関名 事件概要 

1 
国土交通省 

（平成 23年） 

国土交通省九州地方整備局のダム工事事務所の職員は，光ケー

ブル敷設工事の調査基準価格を，工事を落札した A 社に対し，同

社に資材を納入している B 社の幹部を通じて伝え，B 社から現金

400 万円を受け取ったとして，第 8 条及び収賄罪に問われ，懲役

2 年 6 月（執行猶予 4 年）及び追徴金 400 万円の判決を受けた。 

2 
北海道池田町 

（平成 23年） 

池田町の職員は，町立中学校の校舎と体育館の建て替え工事の

指名競争入札において，特定の共同企業体（JV）が落札できるよ

う指名業者を選定し，同 JV に落札させたなどとして，第 8 条及

び競売入札妨害罪に問われ，罰金 100 万円の略式命令を受けた。 

3 
林野庁 

（平成 23年） 

林野庁近畿中国森林管理局の職員（3 名）は，森林整備事業等

の総合評価落札方式の競争入札において，本来会社が作成して提

出すべき技術提案書を特定の会社のために作成したほか，同社に

対して予定価格を算出できる単価を漏えいし，その見返りとして

商品券等を受け取るなどしたとして，第 8 条，競売入札妨害罪及

び加重収賄罪に問われ，それぞれ懲役 2 年（執行猶予 4 年）及び

追徴金約 23 万円，懲役 2 年（執行猶予 4 年）及び追徴金約 21 万

円，懲役 2 年 6 月（執行猶予 4 年）及び追徴金約 75 万円の判決

を受けた。

4 
香川県高松市 

（平成 23年） 

高松市の職員は，同市内の公園における舗装工事の一般競争入

札において，特定の会社に対して最低制限価格の算出根拠となる

予定価格などを電話で漏えいしたとして，第 8 条違反に問われ，

罰金 100 万円の略式命令を受けた。 

5 
栃木県日光市 

（平成 24年） 

日光市の職員は，同市内の配水池新設工事の一般競争入札にお

いて，特定の会社に予定価格を漏えいし，その謝礼として商品券

を受け取ったとして，第 8 条，競売入札妨害罪及び加重収賄罪に

問われ，懲役 2 年（執行猶予 4 年），追徴金 10 万円の判決を受け

た。

6 
福岡県糸島市 

（平成 24年） 

糸島市の職員は，旧前原市が発注した下水道工事の条件付き一

般競争入札において，特定の会社に最低制限価格に近い額を漏え

いして同社に落札させたとして，第 8 条違反に問われ，懲役 1 年

（執行猶予 3 年）の判決を受けた。 

7 
群馬県明和町 

（平成 24年） 

明和町の職員は，同町が発注した下水道工事の指名競争入札に

おいて，特定の会社に対して指名業者名や予定価格を漏えいし，

その見返りとしてゴルフクラブセットや現金 20 万円を受け取っ

たとして，第 8 条及び収賄罪に問われ，懲役 2 年（執行猶予 4 年），

追徴金約 38 万円の判決を受けた。 

8 
鹿児島県鹿児島市 

（平成 24年） 

鹿児島市の職員は，同市が発注した街路樹維持管理業務委託の

指名競争入札において，会社が示した見積金額のうち予定価格に

近い金額の書かれた書面を指差して教え，その会社に落札させた

として，第 8 条違反に問われ，罰金 50 万円の略式命令を受けた。 
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番号 発注機関名 事件概要 

9 
静岡県 

（平成 24年） 

静岡県の職員は，同県が発注した設備点検委託業務の指名競争

入札において，特定の会社に対して業務の入札価格の基となる設

計価格を漏えいしたほか，別の会社に対して同県が発注する業務

の設計価格等を漏えいするなどし，その見返りとしてテレビを受

け取ったとして，第 8 条，収賄罪等に問われ，懲役 1 年 6 月（執

行猶予 3 年）の判決を受けた。 

10 
防衛省 

（平成 25年） 

防衛省の職員（2 名）は，同省が発注した次期多用途ヘリコプ

ター「UH-X」開発の企画競争入札において，特定の会社に対し

て仕様書案や競合他社の内部資料を漏えいしたとして，第 8 条違

反に問われ，それぞれ罰金 100 万円の略式命令を受けた。 

11 
千葉県 

（平成 25年） 

千葉県の職員は，同県が発注した交通安全対策工事の指名競争

入札において，特定の会社に有利な指名業者選定案を部下に作成

させ，入札の参加業者を決めるなどしたとして，第 8 条及び公契

約関係競売入札妨害罪に問われ，懲役 2 年（執行猶予 3 年）の判

決を受けた。

12 
公立大学法人下関市立大学 

（平成 25年） 

下関市立大の職員は，同大学が発注したトイレ改修工事の指名

競争入札において，特定の会社に入札参加業者を選定させたとし

て，第 8 条及び競売入札妨害罪に問われ，罰金 100 万円の判決を

受けた。

13 
長崎県平戸市 

（平成 25年） 

平戸市の職員は，同市が発注した設備工事の指名競争入札にお

いて，特定の会社に対して最低制限価格に近い価格を漏えいした

ほか，同市が発注した他の設備工事の指名競争入札において，同

社に対して最低制限価格に近い価格を漏えいするなどし，その見

返りに同職員の自宅の電気配線工事等について無償で提供を受け

たとして，第 8 条及び収賄罪に問われ，懲役 2 年（執行猶予 3 年），

追徴金約 190 万円の判決を受けた。 

14 
徳島県上板町 

（平成 25年） 

上板町の職員は，同町が発注した町立中学校の体育館の新築工

事等の指名競争入札において，特定の業者に対して最低制限価格

を漏えいしたとして，第 8 条違反に問われ，懲役 1 年 6 月（執行

猶予 3 年）の判決を受けた。 

15 
北海道旭川市 

（平成 26年） 

旭川市の職員は，同市が発注した道路側溝工事等 2 件の一般競

争入札において，談合の調整役に対し，特定の共同企業体（ＪＶ）

が落札できるよう指名し，その見返りに現金計 130 万円を受け取

ったなどとして，第 8 条違反，収賄罪等に問われ，懲役 2 年 6 月

（執行猶予 4 年），追徴金 130 万円の判決を受けた。 

16 
島根県益田市 

（平成 26年） 

益田市の職員は，同市が発注したごみ収集運搬業務委託 2 件の

一般競争入札において，特定の業者に対して調査基準価格に近い

価格を漏えいしたとして，第 8 条違反に問われ，懲役 1 年（執行

猶予 3 年）の判決を受けた。 

17 
林野庁 

（平成 26年） 

林野庁近畿中国森林管理局の職員は，同局奈良森林管理事務所

が発注した災害復旧工事 2 件の一般競争入札において，特定の会

社に対して入札書比較価格に近い価格を漏えいしたとして，第 8
条違反等に問われ，懲役 1 年 6 月（執行猶予 3 年）の判決を受け

た。

（注）報道により公正取引委員会が把握しているものを記載している。
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４ 入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求等と刑事罰 

  発注機関職員が入札談合に関わっている場合には，公正取引委員会から発

注機関に対して，入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求等が行わ

れるほか，発注機関職員に対して独占禁止法，刑法による刑事罰が科される

場合があります。 

  また，入札談合等関与行為防止法に基づいて発注機関に改善措置要求が行

われた事件について，別途，当該発注機関の職員に対して同法の入札等の公

正を害した職員に対する処罰規定（第８条）が適用される場合もあります。 

※ 参考 

１ 刑法（明治４０年法律第４５号） 

 （公契約関係競売等妨害） 

 第９６条の６ 偽計又は威力を用いて，公の競売又は入札で契約を締結するためのものの

公正を害すべき行為をした者は，３年以下の懲役若しくは２５０万円以下の罰金に処し，

又はこれを併科する。 

２ 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で，談合した者も，前項と同様とする。 

２ 独占禁止法（昭和２２年法律第５４号） 

第３条  事業者は，私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

（私的独占，不当な取引制限による競争の実質的制限の罪） 

第８９条  次の各号のいずれかに該当するものは，５年以下の懲役又は５００万円以下の 

罰金に処する。 

一 第３条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者 

(1) 入札談合等関与行為防止法による改善措置要求等が行われた事件で，独

占禁止法違反で刑事罰が科された事例 

次の事例では，公正取引委員会から発注機関に対して，入札談合等関与

行為防止法に基づいて改善措置要求又は入札談合等関与行為が認められた

ことの通知が行われたほか，発注機関職員に対して独占禁止法上の責任が

問われています。 
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公正取引委員会は，日本道路公団が発注した鋼橋上部工工事について，平成

１７年８月１日，同公団の副総裁を独占禁止法違反の罪で検事総長に刑事告発

しました。さらに，同月１５日，同公団の理事１名を独占禁止法違反の罪で追

加告発しました。 

東京高検は，平成１７年８月１５日，同公団の副総裁を，同月１９日，同公

団の理事を，それぞれ，独占禁止法違反（共同正犯）と背任の罪で東京高裁に

起訴しました。 

その後，平成１９年１２月，東京高裁は，理事に対し懲役２年（執行猶予３

年）の判決を行いました（これに対し理事が上告。）。また，平成２０年７月，

東京高裁は，副総裁に対し懲役２年６月（執行猶予４年）の判決を行いました

（これに対し副総裁が上告。）。 

平成２２年７月，最高裁は，理事の上告を棄却する決定をして，懲役２年（執

行猶予３年）を言い渡した東京高裁判決が確定しました。 

平成２２年９月，最高裁は，副総裁の上告を棄却する決定をして，懲役２年

６月（執行猶予４年）を言い渡した東京高裁判決が確定しました。 

緑資源機構元理事及び同機構元課長が，緑資源幹線林道事業に係る地質調

査・調査測量設計業務の受注業務に従事していた者らと共謀の上，受注予定者

を決定し，受注予定者が受注できるようにしていたとして，公正取引委員会は

独占禁止法違反の罪で検事総長に告発しました。平成１９年６月に東京地検が

起訴し，同年１１月，東京地裁は，元理事に対し懲役２年（執行猶予４年），元

課長に対し懲役１年６月（執行猶予３年）の有罪判決を行いました（確定）。 

(2) 入札談合等関与行為防止法による改善措置要求が行われた事件で，刑法

の競売入札妨害罪として刑事罰が科された事例 

  次の事例では，公正取引委員会から発注機関に対して，入札談合等関与

行為防止法に基づいて改善措置要求が行われたほか，発注機関職員に対し

て刑法上の責任が問われています。 

① 日本道路公団の事例 （平成１７年９月２９日 改善措置要求） 

② 独立行政法人緑資源機構の事例 （平成１９年１２月２７日 入札談

合等関与行為が認められた旨の通知）
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平成１６年１０月，新潟地検は，業者に設計金額等を漏えいしたとして競売

入札妨害罪の疑いで新潟市職員１人を逮捕し，同年１１月，別の市職員１人を

逮捕しました。さらに，別の市職員２人を含む計４人を競売入札妨害罪で起訴

しました。 

その後，平成１７年６月，新潟地裁は，市職員４人に対し２５０～３００万

円の罰金，同年１２月，東京高裁は，一審判決を破棄し市職員４人に対し懲役

１年～１年６月（執行猶予３年）の判決を行いました（上告）。 

平成１８年９月，最高裁は，市職員４人の上告を棄却する決定をして，懲役

１年～１年６月（執行猶予３年）を言い渡した東京高裁判決が確定しました。 

(3) 入札談合等関与行為防止法による改善措置要求が行われた事件で，同法

違反で刑事罰が科された事例 

次の事例では，公正取引委員会から発注機関に対して，入札談合等関与

行為防止法に基づいて改善措置要求が行われたほか，発注機関職員に対し

て同法上の責任が問われています。 

平成２５年１２月，高知地検は，業者に入札参加業者及びその評価点並びに

予定価格を漏えいしていたとして，国土交通省四国地方整備局の元職員２名を

入札談合等関与行為防止法違反の罪で起訴しました。 

その後，平成２６年４月，高知地裁は，同職員２名に対し，懲役１年６月～

１０月（執行猶予４年）の有罪判決を行いました（確定）。 

③ 新潟市の事例 （平成１６年７月２８日 改善措置要求）

④ 国土交通省（土木工事）の事例 （平成２４年１０月１７日 改善措

置要求） 

59



第２編 入札談合等関与行為防止法

平成２６年３月，東京地検は，業者に予定価格に近い金額を漏えいしたとし

て，独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の職員１名を入札談合等関

与行為防止法違反の罪で起訴しました。 

その後，平成２６年７月，東京地裁は，同職員に対し，懲役１年２月（執行

猶予３年）の有罪判決を行いました（確定）。 

また，平成２６年３月，東京地検は，同機構の別の職員１名について，予定

価格に近い金額を漏えいしたとして，入札談合等関与行為防止法違反の罪で略

式起訴し，東京簡裁は，罰金１００万円の略式命令を出しました。 

⑤ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の事例 （平成２６年３

月１９日 改善措置要求） 
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５ 入札談合等関与行為防止法に関するＱ＆Ａ 

第２条第４項の「入札，競り売りその他競争」について 

「入札，競り売りその他競争により相手方を選定する方法」には，どのような

契約方法が含まれるのですか。 

「入札，競り売りその他競争により相手方を選定する方法」には，一

般競争入札及び指名競争入札のほか，随意契約のうち，複数の事業者を

指名して見積りを徴収し，当該見積りで示された金額だけを比較して契

約先を決定する形態のもの（指名見積り合わせ）が含まれます。このよ

うな形態の随意契約は，実質的に競争入札と変わるところがなく，公正

取引委員会においても従来から指名見積り合わせ等に係る事件を入札談

合事件の一類型として扱っています。 

なお，現時点で入札談合等関与行為は認定されておりませんが，「入札，

競り売りその他競争により相手方を選定する方法」には，複数の事業者

から提案書の提出を求める場合であれば技術要素のみで評価する選定方

法（例えばプロポーザル方式）も該当します。 

第２条第５項の「職員」について 

国務大臣や地方公共団体の首長は，入札談合等関与行為の規定の対象

になるのですか。また，刑事罰規定の対象になるのですか。 

本法第２条第５項の「職員」には，国務大臣や地方公共団体の首長も

含まれます。このため，国務大臣や地方公共団体の首長が，本法第２条

第５項第１号から第４号までのいずれかに該当する行為を行った場合に

は，公正取引委員会の改善措置要求の対象となり，実際に改善措置要求

があれば発注機関として調査を開始しなければなりません。 

また，国務大臣や地方公共団体の首長もその職務に反して入札等の公

正を害する行為を行った場合は刑事罰の対象となります。 

Q２ 

A２ 

Q１ 

A１ 
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各省庁や地方公共団体のＯＢは，「入札談合等関与行為」の規定の対象に

なるのですか。また，刑事罰規定の対象になるのですか。 

本法第２条第５項の「職員」は，発注機関の現職の職員をいうため，

発注機関のＯＢが入札談合に関与したとしても，本法の「入札談合等関

与行為」には該当しません。ただし，ＯＢが発注機関の現職の職員に働

きかけを行った結果，その職員が談合に関与した場合は，その現職職員

の行為が「入札談合等関与行為」に該当することに注意を要します。 

刑事罰規定については，ＯＢが現職の職員と「職員による入札等の妨

害の罪」の共犯として刑事罰の対象になる可能性があります。 

第２条第５項の「入札談合等関与行為」について 

第２条第５項第３号の「特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれ

らの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理され

ているもの」とは，どのような情報ですか。 

次の２つの条件を満たす情報が，本号の対象となる「情報」に該当し

ます。 

① 特定の事業者又は事業者団体が知ることにより入札談合等を行うこ

とが容易となる情報であること 

② 秘密として管理されているものであること

①については，事業者が談合ルールを運用する際に必要な情報を指し，

具体的には，予定価格，予定価格が容易に推測できる予算額などです。 

②については，既に公表されているなど秘密として管理されておらず，

不特定多数の者が知り得る情報は，本号の規定の対象にはなりません。

秘密として管理されているかどうかは，発注機関の取扱いにより判断さ

れます。 

なお，本号ではこのような情報を特定の者に対して教示・示唆する場

合に入札談合等関与行為に該当すると規定されています。特定の者に対

する教示・示唆とは，発注機関職員による作為的行為をいい，情報漏え

A３ 

Q３ 

A４ 

Q４ 
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いに当たって発注機関職員の作為的な行為がない場合には，本号の対象

にはなりません。ただし，発注に係る秘密情報については，本法の適用

の有無にかかわらず，外部に漏えいすることのないよう厳格に管理する

ことが必要であることはいうまでもありません。 

第２条第５項第４号の「入札談合等を幇助する」行為とは，具体的にどのよ

うな行為が該当するのでしょうか。 

「入札談合等を幇助する」行為については，法律上，「特定の入札談合

等に関し，事業者，事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を

受け，又はこれらの者に自ら働きかけ，かつ，当該入札談合等を容易に

する目的で，職務に反し，入札に参加する者として特定の者を指名し，

又はその他の方法により，入札談合等を幇助すること。」と規定されてい

ます。 

したがって，特定の入札談合に関し，①事業者等からの依頼を受け又

は自ら働きかけ，②職務に違反して，③入札談合を容易にする目的で行

う幇助行為であることがこの類型の要件となります。 

該当する行為としては，例えば，発注機関職員が，特定の事業者の役

員から提示された入札談合の受注予定者を円滑に決定するための組合せ

案に従い，契約担当課に対し，指名業者の組合せを指示するといった行

為が当たります。 

地方公共団体が地場産業の振興や中小企業対策の観点から分割発注や

地元企業に対して優先発注を行うことがありますが，これらも「入札談合等を

幇助する行為」として問題となりますか。 

本法第２条第５項第４号においては，「特定の入札談合に関し」，「入札

談合等を容易にする目的で」と規定されていますので，そのような目的

以外の，地場産業の振興・中小企業対策といった一般的な政策目的の下

に行われる発注方法の選定は含まれず，入札談合等関与行為にはなりま

せん。 

Q５ 

A５ 

Q６ 

A６ 
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なお，地域要件の設定について，発注機関において，地元事業者の受

注の「機会」の確保にとどまらず，「結果」の確保まで配慮された運用が

行われる場合は，地元事業者の競争的な体質を弱め，地元事業者の健全

な育成を阻害する結果となってしまうと考えられることから，公正取引

委員会公表の「公共調達における改革の取組・推進に関する検討会報告

書」（平成２０年５月）では，地域要件について一定数以上の事業者の入

札参加が期待できる場合に設定するなど，入札参加者の固定化の防止や

十分な入札参加者の確保に配慮した運用が必要であるとの考えを示して

います。 

また，公共調達における地元事業者の下請使用や地元産品の利用の要

請についても，こうした活動が，一般的な要請の範囲を超え，事業者に

対してこれを義務付ける場合には，事業者の自由な事業活動を制限する

おそれがあることから，好ましくないものと考えられます。 

第３条の「改善措置要求」について 

公正取引委員会からの改善措置要求は，事業者の談合が実際にあった場

合に限って行われるのですか。 

本法では，公正取引委員会が事業者の入札談合等を認定した場合にお

いて，当該違反行為について発注機関の職員が関与していたときに入札

談合等関与行為が認定されることになります。このため，公正取引委員

会では，事業者の違反行為に対する措置を講じる際に，併せて発注機関

に対して改善措置要求を行うことにしています。 

職員の関与について，中傷・デマなど虚偽の情報が公正取引委員会に寄

せられるおそれもあると思いますが，このような情報を基に公正取引委員会

からの改善措置要求が行われることはないのですか。 

本法における公正取引委員会からの改善措置要求は，あくまで入札談

合事件調査の過程で入札談合等関与行為を認定した場合に行われるもの

であり，例えば「○○市の△△が業者に談合を指示している。」といった

Q７ 

A７ 

Q８ 

A８ 
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投書があったことのみをもって入札談合等関与行為を認定し，改善措置

要求を行うということはありません。 

公正取引委員会の調査結果と発注機関の調査結果が異なることもあると

思いますが，その場合にはどのような手続が採られるのですか。 

本法の仕組みでは，公正取引委員会による改善措置要求があった場合，

発注機関が自ら事実関係を調査の上，入札談合等関与行為が明らかにな

ったときに具体的な改善措置を決定することにしており，発注機関にお

ける自主的な努力が期待されています。 

このため，発注機関の調査結果が公正取引委員会の認定した事実と異

なる場合であっても，発注機関は，自ら行った調査結果に基づいて具体

的な改善措置を決定することになります。また，調査の結果，入札談合

等関与行為が認められないと判断した場合には，その旨を公表すること

もできます。 

なお，発注機関における調査結果及び改善措置については，公正取引

委員会は特に必要がある場合には意見を述べることができるとされてい

ます。公正取引委員会としては通知された調査結果及び改善措置の内容

が自らの調査結果に照らし不適切なものと認められる場合には，必要な

指摘を行うことにしています。 

第４条の「損害賠償」について 

損害賠償請求に関する調査結果の公表を義務付けることにした理由は何

ですか。 

本法では，入札談合等関与行為が認められた発注機関に対しては，当

該入札談合等関与行為による損害の有無，職員の賠償責任の有無等を調

査することが義務付けられていますが，制定時には，その調査結果の公

表については義務付けられていませんでした。 

しかしながら，いわゆる官製談合が多くみられる状況に鑑みると，入

札談合等関与行為の存在が認められた発注機関が損害賠償請求について

Q９ 

A９ 

A１０ 

Q１０ 
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対外的に十分説明できるような対応を行うことが，より一層求められる

ようになってきていると考えられます。 

そのため，平成１８年改正では，本法に基づき発注機関が行う損害賠

償請求に関する調査の結果について，その公表を義務付けることにより，

適正な対応が行われることを期待したものと考えられます。 

損害賠償について，第４条第５項で「故意・重過失」を要件とした理由は何

ですか。 

本法第４条は，予責法第４条第２項や，地方自治法第２４３条の２等

に基づき賠償請求権が発生していると認められる場合に，それを確実に

行使することを義務付ける趣旨の規定です。 

予責法や，地方自治法第２４３条の２では，職員に「故意又は重大な

過失」があることが要件として規定されていますので，本法第４条第５

項では，これらの規定とのバランスから，職員が民法上の責任を負う場

合についても，職員に故意又は重過失がある場合に，賠償請求をする旨

規定されたものと考えられます。 

第５条の「懲戒処分」について 

懲戒については，国家公務員や地方公務員には適用法令（国家公務員法・

地方公務員法〔１３２ページ参照〕）がありますが，その他の対象機関（特定法

人）については，何を基にして懲戒事由を調査すればよいのでしょうか。 

特定法人については，自ら作成している就業規則等に基づき調査を行

うことになります。 

Q１１ 

A１１ 

Q１２ 

A１２ 
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懲戒事由に関する調査結果の公表を義務付けることにした理由は何です

か。 

本法では，入札談合等関与行為が認められた発注機関に対しては，当

該入札談合等関与行為を行った職員が懲戒事由に該当するかどうかを調

査することが義務付けられていますが，制定時には，その調査結果の公

表については義務付けられていませんでした。 

しかしながら，いわゆる官製談合が多くみられる状況に鑑みると，入

札談合等関与行為の存在が認められた発注機関が懲戒処分について対外

的に十分説明できるような対応を行うことが，より一層求められるよう

になってきていると考えられます。 

そのため，平成１８年改正では，本法に基づき発注機関が行う懲戒事

由に関する調査の結果について，その公表を義務付けることにより，適

正な対応が行われることを期待したものと考えられます。 

第６条の「指定職員による調査」について 

小規模な地方公共団体では，職員を指定して内部調査を行わせるのは難 

しいのではないですか。 

本法では，各発注機関による調査の実効を上げるという観点から，指

定職員による調査を行わせることとされています。各地方公共団体にお

いても，入札談合を防止するための自主的な取組が行われているところ

ですが，公正取引委員会から改善措置要求があったときは，この自主的

な取組を促進する趣旨の一環としても，指定職員による調査を適切に行

うことが必要と考えられます。 

なお，本法には，調査を行うために必要があると認めるときは，公正

取引委員会に協力を求めることができる規定があります（第３条第５項，

第４条第３項及び第５条第３項参照）。 

Q１３ 

A１３ 

Q１４ 

A１４ 
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調査において，指定職員に加えて，外部の第三者を入れることは問題ない

のですか。 

発注機関において，本法第６条の指定職員による調査を踏まえ，更に

必要があると考える場合には，第三者を活用するような運用をすること

も差し支えありません。 

第７条，第９条及び第１０条の「関係行政機関の協力規定等」について 

第７条で規定されている関係行政機関の連携協力とは，具体的にどのよう

なものが考えられますか。 

例えば，地方公共団体等に本法を周知徹底する際の公正取引委員会そ

の他の省庁との連携協力，損害賠償の運用についての関係省庁間での協

力，公正取引委員会と国の機関等の会計監査を担当する会計検査院との

間の連絡を密にすることなどが挙げられます。 

第９条に地方公共団体等への運用上の配慮に関する規定を置いた趣旨は

何ですか。 

地方公共団体等においては，入札談合等の防止等に真摯に取り組み，

入札及び契約に関する事務の適正な実施のため自主的に努力していると

ころもあり，地方分権及び団体自治の尊重という観点から，第９条とし

て特に一条を設け，こうした自主的な努力に十分配慮しなければならな

い旨の規定が置かれたものと考えられます。 

A１５ 

Q１５ 

Q１６ 

A１６ 

Q１７ 

A１７ 
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第２編 入札談合等関与行為防止法

第８条の「入札等の公正を害した職員に対する処罰」について 

発注機関職員が，入札等の公正を害すべき行為を行った場合，刑事罰規

定が適用されますが，具体的にどのような行為が該当するのでしょうか。 

発注機関職員が，事業者に対し，入札談合を行うよう唆すことや予定

価格等の入札に関する秘密情報を漏えいするほか，特定の者に落札させ

るように落札予定者を指名することや，指名競争入札において，入札談

合に応じる業者のみを指名する行為などが処罰されることになります。 

刑事罰規定と入札談合等関与行為との間にはどのような関係があるの

ですか。 

入札談合等関与行為の類型と本刑事罰規定における入札の公正を害す

べき行為との異同については，「入札談合等関与行為」は独占禁止法第３

条又は第８条第１号に違反する行為に関与するものであることが必要で

すが，「職員による入札等の妨害の罪」は，入札等の公正を害すべき行為

であれば足り，独占禁止法違反があることは必要ありません。 

また，「入札談合等関与行為」は，①談合の明示的な指示，②受注者に

関する意向の表明，③発注に係る秘密情報の漏えい及び④特定の談合の

幇助の４類型が定められていますが，「職員による入札等の妨害の罪」は，

職員が，職務に反し，入札談合を唆すこと等により，入札等の公正を害

すべき行為を行うことが処罰の対象となっており，行為の態様が上記の

４類型に制限されているわけではありません。 

Q１８ 

A１８ 

Q１９ 

A１９ 
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第２編 入札談合等関与行為防止法

６ 入札談合等関与行為の防止 

  公共工事や物品等の公共調達は，国民の税金を原資として行われるもので

あることから，とりわけこれら公共調達に関する入札及び契約の事務に携わ

る職員が入札談合に関与することはあってはならないことであり，発注機関

は入札談合等関与行為の防止に取り組む必要があります。 

  公正取引委員会は，入札談合等関与行為の防止に向けた発注機関の取組に

関する実態を調査し，その防止に向けた提言を行っています（次ページ参照）。 

（参考）入札談合等関与行為の背景・要因について 

  公正取引委員会が改善措置要求等をした際の認定事実や当該要求等を受け

た発注機関の調査結果では，職員が入札談合等関与行為を行った背景・要因

として，次の点が挙げられています。 

① 地元業者の安定的・継続的な受注の確保や困難な事業に適切に対応でき

る専門的な事業者の育成など，業界や地元業者を保護・育成するため 

② 信用確実な事業者へ委託し，品質を確保するため

③ 発注機関からの要請によく応えていた従前の契約業者など，特定の事業

者との契約を継続するため 

④ 入札関連情報や指名業者選定上の配慮などを求める事業者からの働きか

けに応えるため 

⑤ 過去の取引実績の維持等により，円滑な入札業務を確保するため（随意

契約から入札への切替えによる混乱の回避を含む。） 

⑥ 職員の再就職先を確保するため

⑦ 入札談合等関与行為に対する職員の違法性の認識が希薄であるため
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）

電
気
設
備
工
事
 

発
注
担
当
 

○
 

－
 

－
 

⑧
国
土
交
通
省
（
H
2
1
）

車
両
管
理
業
務
 

発
注
担
当
 

○
 

○
 

－
 

⑨
航
空
自
衛
隊
（
H
2
2
）

什
器
類
 

発
注
担
当
 

○
 

－
 

－
 

⑩
青
森
市
（
H
2
2
）

土
木
工
事
 

契
約
担
当
 

○
 

－
 

○
 

⑪
茨
城
県
（
H
2
3
）

土
木
・
舗
装
工
事
 

発
注
担
当
 

○
 

－
 

○
 

(
注

1
)
 
カ
ッ
コ
内
に
は
公
正
取
引
委
員
会
が
改
善
措
置
要
求
又
は
通
知
を
行
っ
た
年
を
記
載
し
て
い
る
。
 

(
注

2
)
 
入
札
談
合
等
関
与
行
為
と
は
，
①
談
合
の
明
示
的
な
指
示
，
②
受
注
者
に
関
す
る
意
向
の
表
明
，
③
発
注
に
 

係
る
秘
密
情
報
の
漏
え
い
，
④
特
定
の
談
合
の
幇
助
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。
 

【
参
考
】
過
去
の
入
札
談
合
等
関
与
行
為
事
例

入
札

談
合
等

関
与
行

為
防
止
法
の
適
用
事
例
が
後
を
絶
た
な
い

平
成
１
９
年
以
降
，
毎
年
適
用
事
例
が
発
生

調
査

趣
旨

事
例

の
集
積
（

11
件

）
を

踏
ま

え
，
発
注

機
関
に

お
け
る

取
組

の
現

状
・
課

題
を
整

理

国
，
地
方
公
共
団
体
及
び
政
府
出
資
法
人
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
（

52
6
機
関
）
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
（

33
機
関
）
を
実
施

 

発
注

機
関

に
お

け
る

未
然

防

止
の

た
め

の
取

組
の

実
効

性

向
上

官
製
談
合

防
止
に
向
け
た
発
注
機
関

の
取
組
に
関
す
る
実
態
調

査
報
告
書

 ～
発
注
機
関

に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
活
動
～
（
ポ
イ
ン
ト
）

 
＜
平
成
２

３
年
９
月
２
８
日
公
表
＞
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参考資料 



※ 新聞記事（７２～８２ページ）については，版権の関係上削除しています。



【
資

料
２

－
①

】
 

岩
見

沢
市

が
発

注
す

る
建

設
工

事
の

入
札

参
加

業
者

に
対

す
る

勧
告

等
に

つ
 

い
て

 

平
成
１

５
年
１

月
３
０

日
 

 
 

公
正

取
引

委
員

会
 

 
公
正

取
引
委

員
会
は

，
岩
見

沢
市
が

発
注
す

る
建
設

工
事
の

入
札
参

加
業
者

に
対
し

，
独

占
禁
止

法
の
規

定
に
基

づ
き
審

査
を
行

っ
て
き

た
と
こ

ろ
，
本

日
，
別

表
記
載

の
１
２

６
名

に
対
し

，
同
法

第
３
条

（
不
当

な
取
引

制
限
の

禁
止
）

の
規
定

に
違
反

す
る
も

の
と
し

て
，

同
法
第

４
８
条

第
２
項

の
規
定

に
基
づ

き
，
後

記
第
１

の
と
お

り
勧
告

を
行
っ

た
（
別

添
１

～
５
勧

告
書
参

照
）
。

 

ま
た

，
発

注
者

で
あ

る
岩
見

沢
市

の
市

長
に

対
し

，
後

記
第

２
の

と
お

り
入

札
談

合
等

関

与
行
為

が
あ
っ

た
と
認

め
ら
れ

る
た
め

，
入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
排

除
及
び

防
止
に

関
す

る
法
律

（
以
下

「
入
札

談
合
等

関
与
行

為
防
止

法
」
と

い
う
。

）
の
規

定
に
基

づ
き
，

改
善

措
置
要

求
を
行

っ
た
。

 

 
さ
ら

に
，
岩

見
沢
建

設
協
会

（
以
下

「
建
設

協
会
」

と
い
う

。
）
及

び
岩
見

沢
管
工

事
業

協
同
組

合
（
以

下
「
管

協
組
」

と
い
う

。
）
に

対
し
，

そ
れ
ぞ

れ
の
役

員
が
後

記
第
１

の
独

占
禁
止

法
違
反

行
為
に

関
与
し

て
い
た

事
実
が

認
め
ら

れ
た
こ

と
か
ら

，
今
後

，
同
様

の
行

為
を
行

わ
な
い

よ
う
再

発
防
止

の
た
め

所
要
の

措
置
を

講
じ
る

よ
う
強

く
求
め

た
。
 

第
１
 

勧
告
に

つ
い
て

 

１
 

関
係
人

（
別
表

参
照
）

 

 
(1
) 

一
般
土
木

・
造
園

工
事
業

者
関
係

 

 
岩

見
沢

市
の

区
域

に
お

い
て

，
一

般
土

木
工

事
又

は
造

園
工

事
の

建
設

業
を

営

む
４
６
社

（
以
下

「
一
般

土
木
・

造
園
工

事
の
４

６
社
」

と
い
う

。
）
 

 
 
 (
2
) 

建
築

工
事

関
係

 

 
岩

見
沢

市
の

区
域

に
お

い
て

，
建

築
工

事
の

建
設

業
を

営
む

４
２

名
（

以
下

「
建
築
工

事
の
４

２
名
」

と
い
う

。
）
 

 
 
 (
3
) 

管
工

事
関

係
 

 
岩

見
沢

市
の

区
域

に
お

い
て

，
管

工
事

の
建

設
業

を
営

む
１

７
社

（
以

下
「

管

工
事
の
１

７
社
」

と
い
う

。
）
 

 
 
 (
4
) 

ほ
装

工
事

関
係

 

 
岩

見
沢

市
の

区
域

に
お

い
て

，
ほ

装
工

事
の

建
設

業
を

営
む

１
６

社
（

以
下

「
ほ
装
工

事
の
１

６
社
」

と
い
う

。
）
 

 
 
 (
5
) 

電
気

工
事

関
係

 
 

 
 

 
 
岩

見
沢

市
の

区
域

に
お

い
て

，
電

気
工

事
の

建
設

業
を

営
む

１
７

名
（

以
下

「
電
気
工

事
の
１

７
名
」

と
い
う

。
）
 

違
反

事
業

者
等

を
示

す
別

表
等

に
つ

い
て

，
割

愛
し

て
掲

載
し

て
い

ま
す

。
（
資

料
２

①
～
⑬

）
 

【
資

料
２

】
 

官
製

談
合

事
件

の
新

聞
発

表
文

 

２
 

違
反
行

為
の
概

要
 

 
 
 
(
1
)
 
岩
見

沢
市
が

建
設
部

，
産
業

経
済
部

及
び
水

道
部
に

お
い
て

標
準
型

指
名
競

争
入

札
と

称
す

る
方

法
（

以
下

「
指

名
競

争
入

札
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

一
般

土
木

・

造
園

工
事

，
建

築
工

事
，

管
工

事
，

ほ
装

工
事

及
び

電
気

工
事

と
し

て
発

注
す

る

各
建

設
工

事
の

発
注

業
務

担
当

職
員

は
，

地
元

企
業

の
安

定
的

及
び

継
続

的
な

受

注
の

確
保

等
を

目
的

と
し

て
，

事
業

者
ご

と
の

年
間

受
注

目
標

額
を

設
定

し
，

こ

れ
を

お
お

む
ね

達
成

で
き

る
よ

う
当

該
工

事
に

お
け

る
落

札
を

予
定

す
る

者
（

以

下
「

落
札

予
定

者
」

と
い

う
。

）
を

選
定

し
，

落
札

予
定

者
の

名
称

及
び

設
計

金

額
の

概
数

等
を

建
設

協
会

の
役

員
等

及
び

管
協

組
の

専
務

理
事

（
以

下
こ

れ
ら

の

者
を

「
連
絡

役
」
と

い
う
。

）
に
示

し
て
い

た
。
 

連
絡

役
は

，
落

札
予

定
者

に
対

し
，

落
札

予
定

者
と

し
て

選
定

さ
れ

た
旨

及
び

設
計

金
額
の

概
数
を

伝
え
て

い
た
。

 

 
 
 
(
2
)
ア
 
一

般
土
木

・
造
園

工
事
の

４
６
社

は
，
岩

見
沢
市

が
指
名

競
争
入

札
の
方

法
に

よ
り
建

設
部

，
産
業

経
済

部
及
び

水
道

部
に
お

い
て
一

般
土

木
工
事

又
は

造
園
工

事
と
し

て
発
注

す
る
工

事
に
つ

い
て
 

イ
 
建

築
工
事

の
４
２

名
は
，

岩
見
沢

市
が
指

名
競
争

入
札
の

方
法
に

よ
り
建

設
部

及
び
産

業
経
済

部
に
お

い
て
建

築
工
事

と
し
て

発
注
す

る
工
事

に
つ
い

て
 

ウ
 
管

工
事
の

１
７
社

は
，
岩

見
沢
市

が
指
名

競
争
入

札
の
方

法
に
よ

り
建
設

部
，

産
業
経

済
部
及

び
水
道

部
に
お

い
て
管

工
事
と

し
て
発

注
す
る

工
事
に

つ
い
て

 
 
 
 

エ
 
ほ

装
工
事

の
１
６

社
は
，

岩
見
沢

市
が
指

名
競
争

入
札
の

方
法
に

よ
り
建

設
部

及
び
産

業
経
済

部
に
お

い
て
ほ

装
工
事

と
し
て

発
注
す

る
工
事

に
つ
い

て
 

オ
 
電

気
工
事

の
１
７

名
は
，

岩
見
沢

市
が
指

名
競
争

入
札
の

方
法
に

よ
り
建

設
部

及
び
産

業
経
済

部
に
お

い
て
電

気
工
事

と
し
て

発
注
す

る
工
事

に
つ
い

て
 

そ
れ

ぞ
れ

，
遅

く
と

も
平

成
１

１
年

４
月

１
日

以
降

，
受

注
価

格
の

低
落

防
止

等

を
図

る
た

め
，

連
絡

役
か

ら
落

札
予

定
者

と
し

て
選

定
さ

れ
た

旨
の

連
絡

を
受

け

た
者

が
あ

る
と

き
は

，
そ

の
者

を
受

注
す

べ
き

者
（

以
下

「
受

注
予

定
者

」
と

い

う
。

）
と

し
，

受
注

す
べ

き
価

格
は

連
絡

役
か

ら
伝

え
ら

れ
た

金
額

を
基

に
受

注

予
定

者
が

定
め

る
等

の
合

意
の

下
に

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
に

よ
り

，
公

共
の

利
益

に
反

し
て

，

そ
れ

ぞ
れ
の

工
事
の

取
引
分

野
に
お

け
る
競

争
を
実

質
的
に

制
限
し

て
い
た

。
 

３
 

排
除
措

置
の
概

要
 

一
般

土
木

・
造

園
工

事
の

４
６

社
，

建
築

工
事

の
４

２
名

，
管

工
事

の
１

７
社

，
 

ほ
装
工
事

の
１
６

社
及
び

電
気
工

事
の
１

７
名
は

，
そ
れ

ぞ
れ
 

(
1
)
 
前
記

２
の
行

為
を
取

り
や
め

て
い
る

こ
と
を

確
認
す

る
こ
と

 

(
2
)
 
今

後
，
前

記
２
の

行
為
と

同
様
の

行
為
を

行
わ
な

い
こ
と

 

４
 

勧
告
諾

否
の
期

限
 

 
平
成
１

５
年
２

月
１
４

日
 
 

  
  
 （

勧
告
を
応

諾
し
た

と
き
に

は
，
勧

告
と
同

趣
旨
の

審
決
を

行
い
，

応
諾
し

な
い
と

 

 き
は
，
審

判
手
続

を
開
始

す
る
こ

と
と
な

る
。
 

【資料２】官製談合防止法の新聞発表文
【資料２－①】岩見沢市が発注する建設の入札参加業者に対する勧告等について
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第
２
 

岩
見
沢

市
長
に

対
す
る

改
善
措

置
要
求

に
つ
い

て
 

1
 

岩
見

沢
市

の
発

注
に

関
わ

る
複

数
の

職
員

は
，

地
元

企
業

の
安

定
的

及
び

継
続

的
な

受
注

の
確

保
等

を
目

的
と

し
て

，
同

市
が

発
注

す
る

別
添

１
～

５
勧

告
書

記
載

の
各

工

事
に

つ
い

て
，

反
復

，
継

続
し

て
，

入
札

執
行

前
に

，
同

市
の

幹
部

の
承

認
又

は
示

唆

の
下

に
，

事
業

者
ご

と
に

，
最

近
５

年
間

に
お

け
る

平
均

受
注

金
額

を
算

出
し

，
こ

れ

を
基

に
事

業
者

ご
と

の
当

年
度

中
の

年
間

受
注

目
標

額
を

設
定

し
，

同
目

標
額

を
お

お

む
ね

達
成

で
き

る
よ

う
に

，
個

別
工

事
ご

と
に

，
落

札
予

定
者

を
選

定
し

，
落

札
予

定

業
者

の
名

称
及

び
工

事
の

設
計

金
額

の
概

数
等

を
業

界
団

体
の

役
員

等
に

示
し

，
こ

れ

を
受

け
て

，
業

界
団

体
の

役
員

等
は

，
落

札
予

定
者

と
し

て
選

定
さ

れ
た

者
に

対
し

，

落
札

予
定

者
と

し
て

選
定

さ
れ

た
旨

及
び

工
事

の
設

計
金

額
の

概
数

等
を

伝
え

て
い

た

事
実
が

認
め
ら

れ
た
。

 

こ
れ

に
基

づ
き

，
前

記
入

札
参

加
業

者
は

，
別

添
１

～
５

勧
告

書
記

載
の

独
占

禁
止

法
違

反
行
為

を
行
っ

て
い
た

。
 

 ２
 
 
前

記
１

の
岩
見

沢
市
の

職
員
の

行
為
は

，
 

(
1)

 
反

復
，

継
続

し
て

，
落

札
予

定
者

を
選

定
し

，
落

札
予

定
者

の
名

称
及

び
工

事

の
設

計
金

額
等

を
業

界
団

体
の

役
員

等
に

教
示

す
る

こ
と

に
よ

り
，

入
札

参
加

業

者
に

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

第
２

条
第

４
項

に
規

定
す

る
入

札
談

合
等

を

行
わ

せ
て
い

た
行
為

は
，
同

条
第
５

項
第
１

号
の
規

定
に
該

当
し
 

 (
2
)
 

落
札

予
定

者
の

名
称

を
業

界
団

体
の

役
員

等
に

教
示

し
て

い
た

行
為

は
同

項
第

 

２
号

の
規
定

に
該
当

し
 

 
(
3
)
 

秘
密

と
し

て
管

理
さ

れ
て

い
る

工
事

の
設

計
金

額
等

を
業

界
団

体
の

役
員

等
に

教
示

し
て
い

た
行
為

は
同
項

第
３
号

の
規
定

に
該
当

し
 

い
ず

れ
も

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

に
規

定
す

る
入

札
談

合
等

関
与

行
為

と
認

め
ら
れ
た

。
 

  
３

 
 よ

っ
て

当
委
員

会
は
同

法
第
３

条
第
２

項
の
規

定
に
基

づ
き
，

前
記
１

と
同
様

の
行

為
が

生
じ

な
い

よ
う

，
同

市
発

注
の

建
設

工
事

に
つ

い
て

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

が
排

除
さ

れ
た

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

必
要

な
改

善
措

置
を

速
や

か
に

講
じ

る
よ

う
求
め
た

。
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【
資

料
２

－
②

】
 

新
潟

市
が

発
注

す
る

建
設

工
事

の
入

札
参

加
業

者
に

対
す

る
勧

告
等

に
つ

い

て
 

平
成
１
６

年
７
月

２
８
日

 

公
正

取
引

委
員

会
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
新

潟
市

が
発

注
す

る
建

設
工

事
の

入
札

参
加

業
者

に
対

し
，

独
占

禁
止

法
の

規
定

に
基

づ
い

て
審

査
を

行
っ

て
き

た
と

こ
ろ

，
本

日
，

別
表

記
載

の
１

１
３

名

に
対

し
，

同
法

第
３

条
（

不
当

な
取

引
制

限
の

禁
止

）
の

規
定

に
違

反
す

る
も

の
と

し
て

，

同
法

第
４

８
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
後

記
第

１
の

と
お

り
勧

告
を

行
っ

た
（

別
添

勧

告
書
参

照
）
。

 

ま
た

，
発

注
者

で
あ

る
新

潟
市

長
に

対
し

，
後

記
第

２
の

と
お

り
入

札
談

合
等

関
与

行
為

が
あ

っ
た

と
認

め
ら

れ
た

た
め

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

の
排

除
及

び
防

止
に

関
す

る
法

律

（
以

下
「

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

」
と

い
う

。
）

の
規

定
に

基
づ

き
，

改
善

措
置

要

求
を
行

っ
た
。

 

第
１
 

勧
告
に

つ
い
て

 

１
 

関
係
人

（
別
表

参
照
）

 

(
1
)
 

新
潟

市
が

発
注

す
る

推
進

工
法

又
は

シ
ー

ル
ド

工
法

を
用

い
る

下
水

管
き

ょ
工

事

及
び

汚
水

管
布

設
工

事
（

以
下

「
推

進
工

事
」

と
い

う
。

）
の

入
札

参
加

業
者

５
５

社
（
以

下
「
５

５
社
」

と
い
う

。
）
 

(
2
)
 

新
潟

市
が

Ａ
の

等
級

に
格

付
し

て
い

る
者

の
み

を
指

名
し

て
発

注
す

る
開

削
工

法

を
用
い

る
下
水

管
き
ょ

工
事
及

び
汚
水

管
布
設

工
事
（
以

下
「

開
削

工
事
」
と

い
う
。
）

の
入
札

参
加
業

者
４
８

社
（
以

下
「
４

８
社
」

と
い
う

。
）
 

(
3
)
 

新
潟

市
が

Ａ
の

等
級

に
格

付
し

て
い

る
者

の
み

を
入

札
参

加
者

と
し

て
発

注
す

る

建
築
一

式
工
事
（
以
下
「
建

築
工
事

」
と
い

う
。
）
の
入

札
参
加

業
者
５

６
名
(以

下

｢５
６
名

｣と
い

う
。

) 

２
 

違
反
行

為
の
概

要
 

(
1
)
 
推
進

工
事
関

係
 

５
５

社
は

，
遅

く
と

も
平

成
１

１
年

４
月

１
日

以
降

，
新

潟
市

が
制

限
付

一
般

競

争
入

札
，

公
募

型
指

名
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
推

進
工

事
に

つ
い

て
，

受
注

価
格

の
低

落
防

止
等

を
図

る
た

め
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
に

よ
り

，
公

共
の

利
益

に
反

し
て

，
前

記
工

事
の

取
引

分
野

に
お

け
る

競
争

を
実

質
的

に
制

限
し

て
い

た
。
 

(
2
)
 
開
削

工
事
関

係
 

４
８

社
は
，
 遅

く
と
も

平
成
１

１
年
４

月
１
日

以
降
，
新
潟
市

が
公
募

型
指
名

競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
Ａ

の
等

級
に

格
付

し
て

い
る

者
の

み
を

指
名
し

て
発
注

す
る
開

削
工
事

に
つ
い

て
，
受
注

価
格
の

低
落
防

止
等
を

図
る
た

め
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
に

よ
り

，
公

共
の

利
益

に
反

し
て

，
前

記
工

事
の

取
引

分
野

に
お

け
る

競
争

を
実

質
的
に

制
限
し

て
い
た

。
 

 
(3
)
 
建

築
工

事
関

係
 

５
６

名
は

，
遅

く
と

も
平

成
１

１
年

４
月

１
日

以
降

，
新

潟
市

が
制

限
付

一
般

競

争
入

札
，

公
募

型
指

名
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
Ａ

の
等

級
に

格
付

し
て

い
る

者
（

Ａ
の

等
級

に
格

付
し

て
い

る
者

を
代

表
者

と
す

る
共

同
企

業
体

を
含

む
。

）
の

み
を

入
札

参
加

者
と

し
て

発
注

す
る

建
築

工
事

に
つ

い
て

，
受

注
価

格
の

低
落

防
止

等
を

図
る

た
め

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

に
よ

り
，

公
共

の
利

益
に

反
し

て
，

前
記

工
事

の
取
引

分
野
に

お
け
る

競
争
を

実
質
的

に
制
限

し
て
い

た
。
 

３
 

排
除
措

置
の
概

要
 

推
進

工
事

の
５

５
社

，
開

削
工

事
の

４
８

社
及

び
建

築
工

事
の

５
６

名
は

，
そ

れ
ぞ

れ
 

(
1
)
 

前
記

２
の

行
為

を
取

り
や

め
て

い
る

旨
を

確
認

す
る

こ
と

を
取

締
役

会
に

お
い

て

決
議
等

し
，
そ

の
こ
と

を
相
互

に
通
知

等
す
る

こ
と
。

 

(
2
)
 
前
記

３
(1
)
に
基

づ
い
て

採
っ
た

措
置
及

び
今
後

，
前
記

２
の
行

為
と
同

様
の
行

為

を
行

わ
な

い
こ

と
を

新
潟

市
に

通
知

す
る

と
と

も
に

，
自

社
の

従
業

員
に

周
知

徹
底

す
る
こ

と
。
 

(
3
)
 
今
後

，
前
記

２
の
行

為
と
同

様
の
行

為
を
行

わ
な
い

こ
と
。

 

４
 

勧
告
諾

否
の
期

限
 

平
成
１

６
年
８

月
９
日

 

（
勧
告
を

応
諾
し

た
と
き

は
，
勧

告
と
同

趣
旨
の

審
決
を

行
い
，
応
諾
し

な
い
と

き
は
，

審
判
手
続

を
開
始

す
る
こ

と
と
な

る
。
）

 

第
２
 

新
潟
市

長
に
対

す
る
改

善
措
置

要
求
に

つ
い
て

 

１
 

新
潟
市

下
水
道

部
下
水

道
建
設

課
，
農

林
水
産

部
農
地

課
，
開

発
建
築

部
営
繕

課
及

び
住
宅
課

並
び
に

教
育
委

員
会
事

務
局
学

校
教
育

部
施
設

課
の
職

員
は
，

同
市
が

発
注

す
る
推
進

工
事
，

開
削
工

事
及
び

建
築
工

事
の
競

争
入
札

の
受
注

予
定
者

と
し
て

入
札

参
加
業
者

間
で
決

定
さ
れ

た
者
か

ら
の
求

め
に
応

じ
て
，

継
続
的

に
，
秘

密
と
し

て
管

理
さ
れ
て

い
る
当

該
工
事

の
設
計

金
額
を

入
札
執

行
前
に

教
示
し

て
い
た

事
実
が

認
め

ら
れ
た
（

設
計
金

額
を
教

示
し
て

い
た
こ

と
が
こ

れ
ま
で

に
認
め

ら
れ
た

職
員
は

５
名

で
あ
り
，

ま
た
，

設
計
金

額
の
教

示
を
受

け
た
こ

と
が
こ

れ
ま
で

に
認
め

ら
れ
た

事
業

者
は
５
２

社
で
あ

る
。
）

。
 

ま
た

，
同

市
発

注
の

推
進

工
事

及
び

開
削

工
事

の
入

札
参

加
業

者
の

一
部

の
者

に
，

同
市

下
水

道
部

下
水

道
建

設
課

が
起

案
し

た
秘

密
と

し
て

管
理

さ
れ

て
い

る
請

負
工

事

等
指
名
委

員
会
提

出
案
件

説
明
資

料
の
写

し
（
以

下
「
指
名

委
員
会

資
料
」
と
い
う

。
）

が
継
続
的

に
流
出

し
て
い

た
事
実

が
認
め

ら
れ
た

。
 

前
記

入
札

参
加

業
者

は
，

こ
の

教
示

さ
れ

た
設

計
金

額
及

び
入

手
し

た
指

名
委

員
会

資
料
を
利

用
し
て

，
別
添

勧
告
書

記
載
の

独
占
禁

止
法
違

反
行
為

を
行
っ

て
い
た

。
 

２
 

前
記
１

の
新
潟

市
職
員

の
行
為

は
，
い

ず
れ
も

入
札
談

合
等
関

与
行
為

防
止
法

第
２

条
第
５
項

第
３
号

に
規
定

す
る
入

札
談
合

等
関
与

行
為
に

該
当
す

る
と
認

め
ら
れ

た
。
 

【資料２－②】新潟市が発注する建設工事の入札参加業者に対する勧告等について
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よ
っ

て
，
当

委
員

会
は

，
新

潟
市

長
に

対
し

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
第

３

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
，
今

後
，
前

記
１

と
同

様
の

行
為

が
生

じ
な

い
よ

う
，
同

市
発

注
の

推
進

工
事

，
開

削
工

事
及

び
建

築
工

事
に

つ
い

て
本

件
入

札
談

合
等

関
与

行

為
が

排
除

さ
れ

た
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

改
善

措
置

を
速

や
か

に
講

じ
る

よ
う

求
め

た
。
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【
資

料
２

－
③

】
 

日
本

道
路

公
団

が
発

注
す

る
鋼

橋
上

部
工

工
事

の
入

札
参

加
業

者
ら

に
対

す

る
勧

告
等

に
つ

い
て

 

平
成

１
７

年
９

月
２

９
日
 

公
正

取
引

委
員

会
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
日

本
道

路
公

団
（

以
下

「
公

団
」

と
い

う
。

）
が

発
注

す
る

鋼
橋

上
部

工
工

事
の

入
札

参
加

業
者

ら
に

対
し

，
独

占
禁

止
法

の
規

定
に

基
づ

い
て

審
査

を
行

っ

て
き

た
と

こ
ろ

，
本

日
，

別
表

記
載

の
４

５
社

に
対

し
，

同
法

第
３

条
（

不
当

な
取

引
制

限

の
禁

止
）

の
規

定
に

違
反

す
る

も
の

と
し

て
，

同
法

第
４

８
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

，

後
記
第

１
の
と

お
り
勧

告
を
行

っ
た
（

別
添
勧

告
書
参

照
）
。

 

ま
た

，
発

注
者

で
あ

る
公

団
総

裁
に

対
し

，
後

記
第

２
の

と
お

り
入

札
談

合
等

関
与

行
為

が
あ

っ
た

と
認

め
ら

れ
た

た
め

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

の
排

除
及

び
防

止
に

関
す

る
法

律

（
以

下
「

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

」
と

い
う

。
）

の
規

定
に

基
づ

き
，

改
善

措
置

要

求
を
行

っ
た
。

 

第
１
 

勧
告
に

つ
い
て

 

１
 

関
係
人

（
別
表

参
照
）

 

 
日

本
道

路
公

団
が

発
注

す
る

鋼
橋

上
部

工
工

事
の

入
札

参
加

業
者

ら
４

５
社

（
以

下

「
４
５
社

」
と
い

う
。
）

 

２
 

違
反
行

為
の
概

要
 

４
５
社

は
，
遅

く
と
も

平
成
１

４
年
４

月
１
日

以
降
，
公
団

が
競
争

入
札
の

方
法
（

総

合
評

価
落

札
方

式
に

よ
る

も
の

を
含

む
。

）
に

よ
り

発
注

す
る

鋼
橋

上
部

工
工

事
に

つ

い
て
，
受
注

価
格
の

低
落
防

止
及
び

安
定
し

た
利
益

の
確
保

を
図
る

た
め
，
共

同
し
て

，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

に
よ

り
，

前

記
工
事
の

取
引
分

野
に
お

け
る
競

争
を
実

質
的
に

制
限
し

て
い
た

。
 

３
 

排
除
措

置
の
概

要
 

(
1
)
 
 
４

５
社

は
，

前
記

２
の

行
為

を
取

り
や

め
て

い
る

旨
を

確
認

す
る

こ
と

を
取

締
役

会
に
お

い
て
決

議
す
る

こ
と
。

 

(2
) 
 ４

５
社
の
う

ち
古
河

機
械
金

属
株
式

会
社
（

以
下
「
古

河
機
械

金
属
」
と
い
う

。
）

を
除
く

４
４
社
（

以
下
「
４
４

社
」
と
い

う
。
）
は
，
前

記
３

(1
)に

基
づ
い

て
採
っ

た
措

置
及

び
今

後
，

前
記

２
の

行
為

と
同

様
の

行
為

を
行

わ
な

い
こ

と
を

，
自

社
を

除
く

各
社

に
通

知
す

る
と

と
も

に
，

公
団

か
ら

前
記

工
事

の
発

注
業

務
を

承
継

す
る

東
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
，

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
及

び
西

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

の
３

社
（

以
下

「
３

社
」

と
い

う
。

）
に

通
知

し
，

か
つ

，
自

社
の

従
業

員
に
周

知
徹
底

す
る
こ

と
。
 

ま
た

，
古

河
機
械

金
属
は

，
前
記

３
(1
)に

基
づ
い
て

採
っ
た

措
置
を

，
同

社
が
平

成
１

７
年

３
月

３
１

日
に

鋼
橋

上
部

工
工

事
の

請
負

に
関

す
る

事
業

を
承

継
さ

せ
た

古
河

産
機

シ
ス

テ
ム

ズ
株

式
会

社
（

以
下

「
古

河
産

機
」

と
い

う
。

）
及

び
自

社
を

除
く

各
社

に
通

知
す

る
と

と
も

に
，

３
社

に
通

知
し

，
か

つ
，

古
河

産
機

を
し

て
同

社
の

従
業

員
に

今
後

，
前

記
２

の
行

為
と

同
様

の
行

為
を

行
わ

な
い

こ
と

を
周

知
徹

底
さ
せ

る
よ
う

指
導
す

る
こ
と

。
 

(
3
)
 

４
４

社
は

，
今

後
，

前
記

２
の

行
為

と
同

様
の

行
為

を
行

わ
な

い
こ

と
。

古
河

機

械
金

属
は

，
今

後
，

古
河

産
機

を
し

て
，

前
記

２
の

行
為

と
同

様
の

行
為

を
行

わ
せ

な
い
こ

と
。
 

(
4
)
 

４
４

社
は

，
今

後
，

３
社

が
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
鋼

橋
上

部
工

工

事
に
つ

い
て
，

受
注
予

定
者
を

決
定
す

る
こ
と

が
な
い

よ
う
に

す
る
た

め
 

ア
 
独

占
禁
止

法
の
遵

守
に
関

す
る
行

動
指
針

の
作
成

及
び
改

定
 

イ
 
鋼

橋
上
部

工
工
事

の
営
業

担
当
者

に
対
す

る
定
期

的
な
研

修
及
び

監
査
 

ウ
 

独
占

禁
止

法
違

反
行

為
に

関
与

し
た

役
員

及
び

従
業

員
に

対
す

る
処

分
に

関
す

る
規

定
の
整

備
 

エ
 

独
占

禁
止

法
違

反
行

為
に

係
る

通
報

者
に

対
す

る
免

責
等

実
効

性
の

あ
る

社
内

通
報

制
度
の

設
置
 

を
行
う

た
め
に

必
要
な

措
置
を

講
じ
る

こ
と
。

 

 
ま

た
，

古
河

機
械

金
属

は
，

今
後

，
３

社
が

競
争

入
札

の
方

法
に

よ
り

発
注

す
る

鋼
橋

上
部

工
工

事
に

つ
い

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す
る

た
め
，
古

河
産
機

が
前
記

３
(
4)
ア
な

い
し
エ

を
行

う
た
め

に
必
要

な
措
置

を
講
じ

る

よ
う
指

導
す
る

こ
と
。

 

(
5
)
 

４
４

社
は

，
違

反
行

為
期

間
中

に
前

記
２

の
違

反
行

為
に

関
与

し
て

い
た

自
社

の

営
業

担
当

者
を

３
社

が
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
鋼

橋
上

部
工

工
事

に
係

る
営

業
業

務
か

ら
速

や
か

に
配

置
転

換
す

る
等

し
，

少
な

く
と

も
今

後
５

年
間

同
業

務
に
従

事
さ
せ

な
い
こ

と
と
し

，
こ
の
こ

と
を
取

締
役
会

に
お

い
て
決
議

す
る
こ

と
。
 

ま
た

，
古

河
機

械
金

属
は

，
古

河
産

機
に

対
し

，
違

反
行

為
期

間
中

に
前

記
２

の

違
反

行
為

に
関

与
し

て
い

た
営

業
担

当
者

を
３

社
が

競
争

入
札

の
方

法
に

よ
り

発
注

す
る

鋼
橋

上
部

工
工

事
に

係
る

営
業

業
務

か
ら

速
や

か
に

配
置

転
換

さ
せ

る
等

し
，

少
な

く
と

も
今

後
５

年
間

同
業

務
に

従
事

さ
せ

な
い

こ
と

を
取

締
役

会
に

お
い

て
決

議
す
る

よ
う
指

導
す
る

こ
と
。

 

(
6
)
 
 
４

５
社

の
う

ち
公

団
の

退
職

者
を

自
社

の
役

員
又

は
従

業
員

と
し

て
受

け
入

れ
て

い
る

事
業

者
は

，
同

役
員

又
は

従
業

員
を

，
３

社
が

競
争

入
札

の
方

法
に

よ
り

発
注

す
る

鋼
橋

上
部

工
工

事
に

係
る

営
業

業
務

に
従

事
さ

せ
な

い
こ

と
と

し
，

こ
の

こ
と

を
取
締

役
会
に

お
い
て

決
議
す

る
こ
と

。
 

４
 

勧
告
諾

否
の
期

限
 

平
成
１

７
年
１

０
月
１

１
日
 

（
勧

告
を

応
諾

し
た

と
き

は
，

勧
告

と
同

趣
旨

の
審

決
を

行
い

，
応

諾
し

な
い

と
き

は
，
審

判
手
続

を
開
始

す
る
こ

と
と
な

る
。
）
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第
２
 

公
団
に

対
す
る

改
善
措

置
要
求

に
つ
い

て
 

１
 

入
札
談

合
等
関

与
行
為

の
概
要

 

公
団

が
発

注
す

る
鋼

橋
上

部
工

工
事

に
関

し
，

そ
の

発
注

に
関

わ
る

複
数

の
役

員
及

び
職

員
が

，
平

成
１

４
年

度
以

降
，

組
織

的
に

，
次

の
行

為
を

行
っ

て
い

た
事

実
が

認

め
ら
れ
た

。
 

(
1
)
ア

 
公

団
の

理
事

（
２

名
が

該
当

）
は

，
公

団
を

退
職

し
て

被
勧

告
人

で
あ

る
株

式

会
社

横
河

ブ
リ

ッ
ジ

に
勤

務
し

て
い

る
者

（
以

下
「

横
河

の
Ｏ

Ｂ
」

と
い

う
。

）

が
，

前
記

工
事

に
つ

い
て

，
発

注
工

事
別

に
落

札
を

予
定

す
る

者
又

は
共

同
企

業

体
（

以
下
「
落
札

予
定
者

」
と
い

う
。
）
を
選

定
し
た

一
覧
表
（
以

下
「
割

付
表
」

と
い

う
。

）
を

横
河

の
Ｏ

Ｂ
か

ら
年

度
当

初
等

に
提

示
を

受
け

，
そ

の
都

度
，

そ

の
内

容
に

つ
い

て
承

認
す

る
と

と
も

に
，

横
河

の
Ｏ

Ｂ
に

対
し

，
当

該
割

付
表

を

有
料

道
路
部

に
提
出

す
る
よ

う
に
指

示
し
て

い
た
。

 

こ
れ

に
基

づ
き

，
有

料
道

路
部

の
職

員
は

，
横

河
の

Ｏ
Ｂ

か
ら

提
出

の
あ

っ
た

当
該

割
付
表

を
受
領

し
，
保

管
し
て

い
た
。

 

イ
 

前
記

理
事

は
，

平
成

１
６

年
５

月
こ

ろ
，

横
河

の
Ｏ

Ｂ
か

ら
要

請
を

受
け

，
当

初
一

括
発

注
が

予
定

さ
れ

て
い

た
工

事
を

２
つ

の
工

事
に

分
割

し
て

発
注

す
る

こ

と
を

担
当
部

局
に
指

示
し
，

実
施
さ

せ
た
。

 

ま
た

，
理

事
（

２
名

の
う

ち
１

名
）

は
，

平
成

１
６

年
８

月
こ

ろ
，

当
初

発
注

を
予

定
し

て
い

た
特

定
の

鋼
橋

上
部

工
工

事
を

発
注

し
な

く
な

っ
た

こ
と

か
ら

，

横
河

の
Ｏ

Ｂ
か

ら
要

請
を

受
け

，
別

の
鋼

橋
上

部
工

工
事

を
前

倒
し

し
て

発
注

す

る
こ

と
を
担

当
部
局

に
指
示

し
，
実

施
さ
せ

た
。
 

ウ
 

理
事

（
２

名
の

う
ち

１
名

）
は

，
平

成
１

４
年

１
０

月
こ

ろ
，

横
河

の
Ｏ

Ｂ
か

ら
要

請
を

受
け

，
昭

和
５

６
年

以
降

変
更

し
て

い
な

か
っ

た
鋼

橋
上

部
工

工
事

の

共
同

企
業

体
方

式
に

よ
る

発
注

基
準

を
，

従
来

の
１

５
億

円
以

上
か

ら
１

０
億

円

以
上

に
平
成

１
５
年

４
月
１

日
以
降

引
き
下

げ
る
こ

と
を
，
担
当
部

局
に
指

示
し
，

実
施

さ
せ
た

。
 

エ
 
公

団
の
理

事
の
前

記
第
２

の
１

(1
)ア

，
イ
及

び
ウ
の

行
為
は

，
い
ず

れ
も
事

業

者
に

入
札

談
合

を
継

続
さ

せ
る

こ
と

に
よ

っ
て

公
団

退
職

者
の

再
就

職
先

を
確

保

す
る

と
い
う

目
的
を

も
っ
て

行
わ
れ

た
も
の

で
あ
り

，
前
記
第

２
の
１

(1
)ア

の
行

為
に

つ
い

て
は

，
公

団
の

理
事

が
，

事
業

者
が

横
河

の
Ｏ

Ｂ
に

よ
る

落
札

予
定

者

の
選

定
に

基
づ

い
て

入
札

談
合

を
行

う
こ

と
を

承
認

す
る

と
と

も
に

，
割

付
表

の

内
容

を
承

認
す

る
と

い
う

手
続

を
踏

ま
せ

る
こ

と
に

よ
り

公
団

が
割

付
表

の
内

容

を
承

認
し

た
と

の
体

裁
を

と
り

，
こ

れ
を

受
け

て
，

事
業

者
が

当
該

承
認

さ
れ

た

割
付

表
の

内
容

ど
お

り
に

受
注

予
定

者
を

決
定

し
て

い
た

も
の

と
認

め
ら

れ
，

前

記
第

２
の
１

(1
)
イ
及
び

ウ
の
行

為
に
つ

い
て
は

，
横
河
の

Ｏ
Ｂ
が

行
う
落

札
予
定

者
の

選
定

を
容

易
に

す
る

た
め

に
行

わ
れ

た
も

の
と

認
め

ら
れ

る
も

の
で

あ
っ

て
，

前
記

各
行

為
は

，
単

に
入

札
談

合
を

黙
認

し
て

い
た

又
は

追
認

し
て

い
た

に
と

ど

ま
る

も
の

で
は

な
く

，
事

業
者

に
入

札
談

合
を

行
わ

せ
た

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で

あ
る

。
 

(
2
)
 
 
有

料
道

路
部

並
び

に
支

社
及

び
建

設
局

の
職

員
は

，
横

河
の

Ｏ
Ｂ

ら
公

団
を

退
職

し
て

鋼
橋

上
部

工
工

事
の

入
札

参
加

業
者

に
勤

務
し

て
い

る
者

か
ら

の
要

請
に

基
づ

い
て

，
横

河
の

Ｏ
Ｂ

ら
に

対
し

，
鋼

橋
上

部
工

工
事

の
工

事
名

，
鋼

重
量

，
発

注
予

定
時
期

等
の
未

公
表
情

報
を
教

示
す
る

等
し
て

い
た
。

 

当
該

未
公
表

情
報
は

，
秘
密
と

し
て
管

理
さ
れ

て
い
る

も
の
で

，
公
団
の

職
員
は

，

当
該

未
公

表
情

報
が

横
河

の
Ｏ

Ｂ
の

も
と

に
集

約
さ

れ
て

同
人

が
上

記
落

札
予

定
者

の
選

定
を

行
う

の
に

利
用

さ
れ

る
こ

と
を

認
識

し
て

横
河

の
Ｏ

Ｂ
ら

に
教

示
し

て
い

た
も

の
で

あ
り

，
前

記
行

為
は

，
事

業
者

が
知

る
こ

と
に

よ
り

事
業

者
が

入
札

談
合

を
行

う
こ

と
が

容
易

と
な

る
情

報
で

あ
っ

て
秘

密
と

し
て

管
理

さ
れ

て
い

る
も

の
を

教
示
し

た
と
認

め
ら
れ

る
も
の

で
あ
る

。
 

(
3
)
 

前
記

第
２

の
１

(
1
)
及

び
(
2
)
の

事
実

に
基

づ
い

て
，

前
記

入
札

参
加

業
者

ら
は

，

別
添
勧

告
書
記

載
の
独

占
禁
止

法
違
反

行
為
を

行
っ
て

い
た
。

 

２
 

該
当
法

条
及
び

改
善
措

置
要
求

 

公
団

の
鋼

橋
上

部
工

工
事

の
発

注
に

関
わ

る
複

数
の

役
員

が
公

団
発

注
の

鋼
橋

上
部

工
工
事
に

つ
い
て

行
っ
て

い
た
前

記
第
２

の
１

(
1)
記

載
の
行

為
は
，
入

札
談
合

等
関
与

行
為

防
止

法
第

２
条

第
５

項
第

１
号

の
規

定
に

該
当

し
，

ま
た

，
公

団
の

鋼
橋

上
部

工

工
事

の
発

注
に

関
わ

る
複

数
の

職
員

が
公

団
発

注
の

鋼
橋

上
部

工
工

事
に

つ
い

て
行

っ

て
い
た
前

記
第
２

の
１

(2
)記

載
の
行

為
は
，
同
項
第

３
号
の

規
定
に

該
当
し

，
こ
れ

ら

の
行

為
は

，
い

ず
れ

も
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
に

規
定

す
る

入
札

談
合

等
関

与

行
為
と
認

め
ら
れ

る
。
 

よ
っ

て
，

当
委

員
会

は
，

公
団

総
裁

に
対

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

第
３

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
，

今
後

，
前

記
第

２
の

１
(
1
)
及

び
(
2
)
の

行
為

と
同

様
の

行
為

が
生

じ
な

い
よ

う
，

公
団

が
発

注
す

る
鋼

橋
上

部
工

工
事

に
つ

い
て

，
入

札
談

合

等
関

与
行

為
が

排
除

さ
れ

た
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

改
善

措
置

を
速

や
か

に

講
じ
る
よ

う
求
め

た
。
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【
資

料
２

－
④

】
 

国
土

交
通

省
，

独
立

行
政

法
人

水
資

源
機

構
及

び
農

林
水

産
省

が
発

注
す

る
水

門

設
備

工
事

の
入

札
参

加
業

者
ら

に
対

す
る

排
除

措
置

命
令

，
課

徴
金

納
付

命
令

等

に
つ

い
て

 

平
成
１

９
年
３

月
８
日

 

公
正

取
引

委
員

会
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
①

各
地

整
発

注
の

特
定

ダ
ム

用
水

門
設

備
工

事
（

注
１

）
，

②
各

地
整

発
注

の
特

定
河

川
用

水
門
設

備
工

事
（

注
２
）
，

③
水

資
源
機

構
発
注

の
特

定
ダ
ム

用
水

門
設
備

工
事

（
注

３
）

及
び

④
各

農
政

局
発

注
の

特
定

水
門

設
備

工
事

（
注

４
）
の

入
札

参
加

業
者

ら
に

対
し

，
独

占
禁

止
法

の
規

定
に
基

づ
い
て

審
査
を

行
っ
て

き
た
と

こ
ろ
，
本
日
，
同
法
第

３
条
（
不
当

な
取
引

制
限
の

禁

止
）
の
規
定
に

違
反
す

る
も
の

と
し
て

，
そ
れ

ぞ
れ
，
後
記
第

１
の
と

お
り
，
同
法
第

７
条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
排

除
措

置
命

令
及

び
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

課
徴

金
納

付

命
令

を
行
っ

た
（
違

反
行
為

に
つ
い

て
は
別

添
排
除

措
置
命

令
書
参

照
）
。

 

 
ま

た
，
前

記
①
及

び
②
に

係
る
違

反
行
為

に
関
し

，
後
記

第
２
の

と
お
り

，
入

札
談
合

等
関
与

行

為
が

あ
っ
た

と
認
め

ら
れ
た

た
め
，
本
日
，
国
土
交

通
大
臣

に
対
し

，
入

札
談
合

等
関
与

行
為
の

排

除
及

び
防
止

に
関
す

る
法
律
（
以

下
「
入
札

談
合
等

関
与
行

為
防
止

法
」
と
い
う

。
）
の
規
定
に

基

づ
き

，
改
善

措
置
要

求
を
行

っ
た
。

 

 
さ

ら
に
，
前
記

①
，
②
及
び

③
に
係

る
違
反

行
為
に

関
し
，
後
記

第
３
の

と
お
り

，
本

日
，
国
土

交
通

省
及
び

独
立
行

政
法
人

水
資
源

機
構
（
平
成

１
５
年

９
月
３

０
日
以

前
は
水

資
源
開

発
公
団

を

い
う

。
以
下

「
水
資

源
機
構

」
と
い

う
。
）

に
対
し

，
そ
れ

ぞ
れ
，

要
請
を

行
っ
た

。
 

第
１

 
排
除

措
置
命

令
及
び

課
徴
金

納
付
命

令
に
つ

い
て
 

１
 
違
反

事
業
者

数
，
排

除
措
置

命
令
及

び
課
徴

金
納
付

命
令
の

対
象
事

業
者
数

，
課

徴
金
額

等

（
対
象

事
業
者

名
，
各

事
業
者

の
課
徴

金
額
等

に
つ
い

て
は
別

表
の
と

お
り
）

 

違
反
事

業

者
数
 

排
除
措
置

命
令
対
象

事
業
者
数
 

課
徴

金
納

付

命
令
対
象

事
業
者
数
 

課
徴
金
額
 

改
善
措
置

要
求
 

要
請
 

①

各
地

整
発

注
の

特

定
ダ

ム
用

水
門

設

備
工

事
 

１
４

社
１

０
社
 

９
社
 

5
億

12
2
7
万

円
国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

②

各
地

整
発

注
の

特

定
河

川
用

水
門

設

備
工

事
 

２
３

社
１

５
社
 

１
２
社
 

4
億

13
5
9
万

円
国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

③

水
資

源
機

構
発

注

の
特

定
ダ

ム
用

水

門
設

備
工

事
 

１
３

社
９

社
 

６
社
 

2
億

86
7
2
万

円
－
 

国
土
交
通
省

水
資
源
機
構

④

各
農

政
局

発
注

の

特
定

水
門

設
備

工

事
 

８
社

８
社
 

８
社
 

4
億

58
7
5
万

円
－

 
－
 

合
 
計

 
延

べ
5
8
社

(
実

数
2
3
社

)

延
べ

4
2
社
 

(
実
数

15
社
)
 

延
べ

3
5
社
 

(
実

数
14
社

) 
1
6
億
7
1
3
3
万
円

－
 

－
 

（
注

１
）

 
国

土
交

通
省

が
各

地
方

整
備

局
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
，

公
募

型
指

名
競

争
入

札
又

は
詳

細
条

件
審

査
型

一
般

競
争

入
札

の
方

法
（

総
合

評
価

落
札

方
式

に
よ

る
も

の
を

含
む

。
）

に
よ

り
発

注
す

る
ダ

ム
用

水
門

設
備

の
新

設
工

事
（

既
設

の
ダ

ム
に

新
規

に
水

門
設

備
を

製
作

し
据

え
付

け
る

工
事

を
含

む
。

）
，

更
新

工
事

，
改

造
工

事
，

修
繕

工
事

及
び

取
替

工
事
を
い
う
。
 

（
注

２
）

 
国

土
交

通
省

が
各

地
方

整
備

局
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
，

公
募

型
指

名
競

争
入

札
若

し
く

は
詳

細
条

件
審

査
型

一
般

競
争

入
札

の
方

法
（

総
合

評
価

落
札

方
式

に
よ

る
も

の
を

含
む

。
）

又
は

工
事

希
望

型
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す
る
河
川
用
水
門
設
備
の
新
設
工
事
，
更
新
工
事
，
改
造
工
事
，
修
繕
工
事
及
び
取
替
工
事
を
い
う
。
 

（
注

３
）

 
独

立
行

政
法

人
水

資
源

機
構

（
平

成
１

５
年

９
月

３
０

日
以

前
は

水
資

源
開

発
公

団
を

い
う

。
）

が
本

社
財

務
部

（
水

資
源

開
発

公
団

に
お

い
て

は
本

社
経

理
部

を
い

う
。

）
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
，

公
募

型
指

名
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入
札
の
方
法
に
よ
り
発
注
す
る
ダ
ム
用
水
門
設
備
の
新
設
工
事
を
い
う
。
 

（
注

４
）

 
農

林
水

産
省

が
各

地
方

農
政

局
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
，

公
募

型
指

名
競

争
入

札
又

は
詳

細
条

件
審

査
型

一
般

競
争

入
札

の
方

法
に

よ
り

発
注

す
る

予
定

価
格

が
９

０
０

０
万

円
を

超
え

る
ダ

ム
，

河
川

，
水

路
及

び
海

岸
に

用
い

る
各

水
門

設
備
の
新
設
工
事
，
更
新
工
事
，
補
修
工
事
及
び
保
全
工
事
を
い
う
。
 

２
 
違
反

行
為
の

概
要
 

(1
) 
各

地
整
発

注
の
特

定
ダ
ム

用
水
門

設
備
工

事
 

１
４
社
は

，
遅
く

と
も
平

成
１
３

年
８
月

１
日
以

降
，
各
地
整

発
注
の

特
定
ダ

ム
用
水

門

設
備

工
事
に

つ
い
て

，
受
注

価
格
の

低
落
防

止
を
図

る
た
め

，
共
同

し
て
，
受
注

予
定
者

を

決
定

し
，
受
注

予
定
者

が
受
注

で
き
る

よ
う
に

す
る
こ

と
に
よ

り
，
公

共
の
利

益
に
反

し
て
，

同
工

事
の
取

引
分
野

に
お
け

る
競
争

を
実
質

的
に
制

限
し
て

い
た
。

 

(2
) 
各

地
整
発

注
の
特

定
河
川

用
水
門

設
備
工

事
 

２
３
社
は

，
遅
く

と
も
平

成
１
３

年
７
月

１
日
以

降
，
各
地
整

発
注
の

特
定
河

川
用
水

門

設
備

工
事
に

つ
い
て

，
受
注

価
格
の

低
落
防

止
を
図

る
た
め

，
共
同

し
て
，
受
注

予
定
者

を

決
定

し
，
受
注

予
定
者

が
受
注

で
き
る

よ
う
に

す
る
こ

と
に
よ

り
，
公

共
の
利

益
に
反

し
て
，

同
工

事
の
取

引
分
野

に
お
け

る
競
争

を
実
質

的
に
制

限
し
て

い
た
。

 

(3
) 
水

資
源
機

構
発
注

の
特
定

ダ
ム
用

水
門
設

備
工
事

 

１
３
社
は

，
遅
く

と
も
平

成
１
３

年
９
月

１
日
以

降
，
水
資
源

機
構
発

注
の
特

定
ダ
ム

用

水
門

設
備
工

事
に
つ

い
て
，
受
注
価

格
の
低

落
防
止

を
図
る

た
め
，
共
同
し

て
，
受
注
予

定

者
を

決
定
し

，
受
注

予
定
者

が
受
注

で
き
る

よ
う
に

す
る
こ

と
に
よ

り
，
公
共
の

利
益
に

反

し
て

，
同
工

事
の
取

引
分
野

に
お
け

る
競
争

を
実
質

的
に
制

限
し
て

い
た
。

 

(4
) 
各

農
政
局

発
注
の

特
定
水

門
設
備

工
事
 

８
社
は
，
遅
く
と

も
平
成

１
４
年

８
月
中

旬
こ
ろ

以
降
（
日
東

河
川
工

業
株
式

会
社
に

あ

っ
て

は
，
平

成
１
５

年
６
月

１
８
日

こ
ろ
以

降
）
，
各
農

政
局
発

注
の
特

定
水
門

設
備
工

事

に
つ

い
て

，
受

注
価

格
の

低
落

防
止

を
図

る
た

め
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，

受
注

予
定
者

が
受
注

で
き
る

よ
う
に

す
る
こ

と
に
よ

り
，
公

共
の
利

益
に
反

し
て
，
同
工

事

の
取

引
分
野

に
お
け

る
競
争

を
実
質

的
に
制

限
し
て

い
た
。

 

３
 
排
除

措
置
命

令
の
概

要
 

(1
) 
前

記
２
の

行
為
を

取
り
や

め
て
い

る
旨
を

確
認
す

る
こ
と

を
，
そ

れ
ぞ
れ

，
取

締
役
会

に

お
い
て
決

議
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
2
)
 
前

記
(
1
)
に

基
づ

い
て

採
っ

た
措

置
及

び
今

後
，

前
記

２
の

行
為

と
同

様
の

行
為

を
行

わ

ず
，
各
社

が
そ
れ

ぞ
れ
自

主
的
に

受
注
活

動
を
行

う
旨
を

，
自
社

を
除
く

各
社
及

び
発
注

者

に
通
知
し

，
か
つ

，
自
社

の
従
業

員
に
周

知
徹
底

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(3
) 
今
後
，
そ

れ
ぞ
れ

，
相
互

の
間
に

お
い
て

，
又
は

他
の
事

業
者
と

共
同
し

て
，
前

記
２
の

行
為
と
同

様
の
行

為
を
行

っ
て
は

な
ら
な

い
。
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(
4
) 
今

後
，
そ

れ
ぞ
れ

，
次
の
事

項
を
行

う
た
め

に
必
要

な
措
置

を
講
じ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

ア
 

官
公

需
の

受
注

に
関

す
る

独
占

禁
止

法
の

遵
守

に
つ

い
て

の
行

動
指

針
の

作
成

又
は

改
定

 

イ
 

営
業

担
当

者
に

対
す

る
官

公
需

の
受

注
に

関
す

る
独

占
禁

止
法

の
遵

守
に

つ
い

て
の

定
期

的
な
研

修
及
び

法
務
担

当
者
に

よ
る
定

期
的
な

監
査
 

ウ
 

独
占

禁
止

法
違

反
行

為
に

関
与

し
た

役
員

及
び

従
業

員
に

対
す

る
処

分
に

関
す

る
規

程
の

整
備
 

エ
 

独
占

禁
止

法
違

反
行

為
に

係
る

通
報

者
に

対
す

る
免

責
等

実
効

性
の

あ
る

社
内

通
報

制
度

の
設
置

 

４
 
課
徴

金
の
納

期
限
 

平
成

１
９
年

６
月
１

１
日
 

第
２

 
国
土

交
通
大

臣
に
対

す
る
改

善
措
置

要
求
に

つ
い
て

 

１
 
入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
概

要
 

前
記

第
１
の

２
(1
)
及
び

(
2)
の
違
反

行
為
に

関
し
，
国
土
交

通
省
の

当
時
の

職
員
が

，
以

下

の
行
為

を
行
っ

て
い
た

事
実
が

認
め
ら

れ
た
。

 

(1
) 
国

土
交
通

省
総
合

政
策
局

建
設
施

工
企
画

課
に
在

籍
の
特

定
の
職

員
は
 

ア
 
平

成
１
３

年
５
月

７
日
こ

ろ
以
降

，
下
表
番

号
１
の

工
事
の

う
ち
，
東
北
地

方
整
備

局

が
発

注
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

旧
建

設
省

に
お

い
て

東
北

地
方

建
設

局
道

路
部

機
械

課

等
に
在

職
し
既

に
退
職

し
て
い

た
特
定

の
者
を

通
じ
，
そ
の
余

の
各
地

方
整
備

局
が
発

注

す
る
も

の
に
つ

い
て
は

直
接
に

，
ま
た

，
下
表

番
号
２

の
工
事

に
つ
い

て
は
直

接
に
 

イ
 

平
成

１
５

年
４

月
９

日
こ

ろ
以

降
は

下
表

番
号

１
及

び
２

記
載

の
工

事
に

つ
い

て
前

記
ア
の

者
を
通

じ
て
 

そ
れ
ぞ

れ
，
当
該
工

事
の
発

注
前
に

，
当

該
工
事

の
落
札

を
予
定

す
る
者

又
は
共

同
企
業

体

（
以
下
「
落
札

予
定
者

」
と

い
う
。
）
に
つ

い
て

の
意

向
を

世
話

役
（

注
５

）
に

示
し

て
い

た
。

 

(2
) 
国

土
交
通

省
近
畿

地
方
整

備
局
道

路
部
機

械
課
等

に
在
籍

の
特
定

の
職
員

は
，
遅
く
と

も

平
成

１
３

年
４

月
１

日
以

降
，

下
表

番
号

３
の

工
事

に
つ

い
て

，
当

該
工

事
の

発
注

前
に

，

当
該

工
事
の

落
札
予

定
者
に

つ
い
て

の
意
向

を
世
話

役
に
示

し
て
い

た
。
 

（
注

５
）

 
各

地
整

発
注

の
特

定
河

川
用

水
門

設
備

工
事

，
各

地
整

発
注

の
特

定
ダ
ム

用
水

門
設

備
工

事
及

び
水
資

源
機

構
発

注
の

特
定

ダ
ム

用
水

門
設

備
工

事
の

受
注

に
関

す
る

調
整

を
円

滑
に

行
う

こ
と
を

目
的

と
し
て

置
か

れ
て

い
た

「
世

話
役

」
等

と
称

す
る

事
業

者
を

い
う

。
 

番
号

 
対

 
象
 

工
 
事

 

１
 

平
成

１
３

年
７

月
１

日
以

降
入

札
が

行
わ

れ
た

各
地

整
発

注
の

特
定

河
川

用
水

門
設

備
工
事

の
う
ち

，
近
畿
地

方
整
備

局
以
外

の
地
方

整
備
局

が
発
注

す
る
も

の

（
既

設
の
水

門
設
備

の
更
新

工
事
，

改
造
工

事
，
修

繕
工
事

及
び
取

替
工
事

で
，

当
該

工
事

に
係

る
既

設
の

水
門

設
備

を
施

工
し

た
者

が
入

札
参

加
者

と
な

っ
て

い
る

も
の
を

除
く
。

）
 

２
 

平
成

１
３

年
８

月
１

日
以

降
入

札
が

行
わ

れ
た

各
地

整
発

注
の

特
定

ダ
ム

用
水

門
設

備
工
事

の
う
ち

，
既

設
の
水

門
設
備

の
更
新

工
事
，
改
造

工
事
，
修
繕

工
事

及
び

取
替
工

事
で
，
当

該
工
事

に
係
る

既
設
の

水
門
設

備
を
施

工
し
た

者
が
入

札

参
加

者
と

な
っ

て
い

な
い

も
の

並
び

に
既

設
の

ダ
ム

に
新

規
に

水
門

設
備

を
製

作
し

据
え
付

け
る
も

の
 

３
 

平
成

１
３

年
７

月
１

日
以

降
入

札
が

行
わ

れ
た

各
地

整
発

注
の

特
定

河
川

用
水

門
設

備
工
事

の
う
ち

，
近
畿

地
方
整

備
局
が

発
注
す

る
も
の

 

２
 
該
当

法
条
及

び
改
善

措
置
要

求
 

国
土

交
通
省

の
職
員

に
よ
る

前
記
１

の
行
為

は
，
そ

れ
ぞ
れ

，
入

札
談
合

等
関
与

行
為
防

止

法
第
２

条
第
５

項
第
２

号
の
規

定
に
該

当
し
，
い
ず

れ
も
入

札
談
合

等
関
与

行
為
防

止
法
に

規

定
す
る

入
札
談

合
等
関

与
行
為

と
認
め

ら
れ
る

。
 

よ
っ

て
，
当

委
員
会

は
，
国

土
交
通

大
臣
に

対
し
，
入
札

談
合
等

関
与
行

為
防
止

法
第
３

条

第
２
項

の
規
定

に
基
づ

き
，
今

後
，
前

記
１
の

行
為
と

同
様
の

行
為
が

生
じ
な

い
よ
う

，
各

地

整
発

注
の

特
定

河
川

用
水

門
設

備
工

事
及

び
各

地
整

発
注

の
特

定
ダ

ム
用

水
門

設
備

工
事

に

つ
い
て

，
入

札
談
合

等
関
与

行
為
が

排
除
さ

れ
た
こ

と
を
確

保
す
る

た
め
に

必
要
な

改
善
措

置

を
速
や

か
に
講

じ
る
よ

う
求
め

る
と
と

も
に
，
同
法

第
３
条

第
６
項

の
規
定

に
基
づ

き
調
査

の

結
果
及

び
講
じ

た
改
善

措
置
の

内
容
を

当
委
員

会
に
通

知
す
る

よ
う
求

め
た
。

 

第
３

 
国
土

交
通
省

及
び
水

資
源
機

構
に
対

す
る
要

請
に
つ

い
て
 

１
 
要
請

の
対
象

と
な
っ

た
行
為

の
概
要

 

前
記

第
１
の

２
(1
)か

ら
(3
)ま

で
の

違
反
行

為
に
関

し
，
国
土
交

通
省
又

は
水
資

源
開
発

公

団
を
退

職
し
た

者
が
，

以
下
の

各
行
為

を
行
っ

て
い
た

事
実
が

認
め
ら

れ
た
。

 

(1
) 
国

土
交
通

省
総
合

政
策
局

建
設
施

工
企
画

課
に
在

籍
の
特

定
の
職

員
は
 

ア
 

退
職
し

た
後
の

平
成
１

６
年
４

月
１
日

こ
ろ
以

降
，
前
表
番

号
１
及

び
２
の

工
事
に

つ

い
て
，
旧
建
設

省
に
お

い
て
東

北
地
方

建
設
局

道
路
部

機
械
課

等
に
在

職
し
既

に
退
職

し

て
い
た
特

定
の
者

を
通
じ

て
 

イ
 

平
成
１

７
年
４

月
１
日

こ
ろ
以

降
は
前

表
番
号

１
の
工

事
に
つ

い
て
直

接
に
 

そ
れ

ぞ
れ
，
当
該
工

事
の
発

注
前
に

，
当

該
工
事

の
落
札

予
定
者

に
つ
い

て
の
意

向
を
世

話

役
に

示
し
て

い
た
。

 

(
2
)
 
旧

建
設

省
に

お
い

て
東

北
地

方
建

設
局

道
路

部
機

械
課

等
に

在
職

し
既

に
退

職
し

て
い

た
特

定
の
者

は
 

ア
 

平
成
１

３
年
５

月
７
日

こ
ろ
以

降
，
前
表
番

号
１
の

工
事
の

う
ち
東

北
地
方

整
備
局

が

発
注
す
る

も
の
に

つ
い
て

 

イ
 

平
成
１

５
年
４

月
９
日

こ
ろ
以

降
は
前

表
番
号

１
及
び

２
の
工

事
に
つ

い
て
 

そ
れ

ぞ
れ
，
当
該
工

事
の
発

注
前
に

，
国

土
交
通

省
総
合

政
策
局

建
設
施

工
企
画

課
に
在

籍

の
特

定
の
職

員
が
示

す
当
該

工
事
の

落
札
予

定
者
の

意
向
を

世
話
役

に
伝
達

し
て
い

た
。
 

(
3
)
 
旧

建
設

省
に

お
い

て
国

土
地

理
院

院
長

の
職

等
に

あ
っ

て
既

に
退

職
し

て
い

た
特

定
の

者
及

び
旧
建

設
省
に

お
い
て

技
監
の

職
等
に

あ
っ
て

既
に
退

職
し
て

い
た
特

定
の
者

は
，
平

成
１

３
年

８
月

１
日

以
降

入
札

が
行

わ
れ

た
各

地
整

発
注

の
特

定
ダ

ム
用

水
門

設
備

工
事

の
う

ち
，
既
設
の

ダ
ム
に

新
規
に

水
門
設

備
を
製

作
し
据

え
付
け

る
も
の

を
除
く

新
設
工

事

に
つ

い
て
，
当
該
工

事
の
発

注
前
に

，
世

話
役
か

ら
当
該

工
事
の

落
札
予

定
者
に

つ
い
て

の

提
示

を
受
け

，
こ
れ

を
承
認

し
て
い

た
。
 

(4
) 
水

資
源
開

発
公
団

に
お
い

て
常
務

参
与
の

職
等
に

あ
っ
て

既
に
退

職
し
て

い
た
者

は
，
平

成
１

３
年
９

月
こ
ろ

，
そ

の
後
に

発
注
が

見
込
ま

れ
る
水

資
源
機

構
発
注

の
特
定

ダ
ム
用

水

門
設

備
工
事

に
つ
い

て
，
発

注
前
に

，
当

該
工
事

の
落
札

予
定
者

に
つ
い

て
の
意

向
を
世

話

役
に

示
し
て

い
た
。

 

(
5
)
 
水

資
源

開
発

公
団

に
お

い
て

理
事

の
職

等
に

あ
っ

て
既

に
退

職
し

て
い

た
者

は
，

平
成

１
６

年
１
月

こ
ろ
，
そ
の

後
に
発

注
が
見

込
ま
れ

る
水
資

源
機
構

発
注
の

特
定
ダ

ム
用
水

門

設
備

工
事
に

つ
い
て

，
発
注

前
に
，
当
該

工
事
の

落
札
予

定
者
に

つ
い
て

の
意
向

を
世
話

役

に
示

し
て
い

た
。
 

前
記

(1
)か

ら
(4
)ま

で
の
者

は
，
い
ず
れ

も
国
土

交
通
省

が
所
管

す
る
公

益
法
人

に
勤
務

し

て
い
る

時
期
に

各
行
為

を
行
っ

て
い
た

も
の
で

あ
る
。

 

90



ま
た

，
前
記
１

の
各
行

為
は
，
い
ず
れ

も
競
争

入
札
の

制
度
の

趣
旨
に

反
す
る

も
の
で

あ
り
，

こ
れ

ら
の

行
為

に
基

づ
い

て
前

記
第

１
の

２
(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
の

違
反

行
為

が
行

わ
れ

て
い

た
こ
と

を
踏
ま

え
れ
ば

，
こ
れ

ら
の
行

為
が
各

違
反
行

為
を
誘

発
し
，
助
長

し
た
も

の
と
認

め

ら
れ
る

。
 

２
 
要
請

の
概
要

 

 
当
委

員
会
は

，
前
記

１
の
事

実
に
関

し
て
，
国
土
交

通
省
及

び
水
資

源
機
構

に
対
し

，
そ

れ

ぞ
れ
，

以
下
の

内
容
を

要
請
し

た
。
 

(1
) 
国

土
交
通

省
に
対

す
る
要

請
の
概

要
 

ア
 

今
後
，
国
土

交
通
省

の
職
員

が
退
職

後
に
前

記
１

(1
)か

ら
(3
)ま

で
の
各
行

為
と
同

様

の
行
為
を

す
る
こ

と
が
な

い
よ
う

に
す
る

た
め
に

必
要
な

措
置
を

採
る
こ

と
 

イ
 

今
後
，
前
記

１
の
国

土
交
通

省
又
は

水
資
源

開
発
公

団
を
退

職
し
た

者
が
勤

務
し
て

い

た
各
公
益

法
人
の

役
員
及

び
職
員

が
，
前
記
１

(1
)か

ら
(4
)ま

で
の
行

為
と
同

様
の
行

為

を
す
る
こ

と
が
な

い
よ
う

に
す
る

た
め
，
当
該
公

益
法
人

に
対
し

，
排

除
措
置

命
令
書

の

内
容
に
つ

い
て
速

や
か
に

通
知
す

る
と
と

も
に
，

適
切
な

指
導
を

行
う
こ

と
 

ウ
 

今
後
，
水
資

源
機
構

の
役
員

及
び
職

員
が
退

職
後
に

前
記
１

(4
)及

び
(
5)
の

各
行
為

と

同
様
の
行

為
を
す

る
こ
と

が
な
い

よ
う
に

す
る
た

め
，
同

機
構
の

主
務
省

と
し
て

，
同

機

構
に
対
し

，
適
切

な
指
導

を
行
う

こ
と
 

(2
) 
水

資
源
機

構
に
対

す
る
要

請
の
概

要
 

今
後
，
水
資
源

機
構
の

役
員
及

び
職
員

が
退
職

後
に
前

記
１

(4
)及

び
(5
)の

各
行
為
と

同

様
の

行
為
を

す
る
こ

と
が
な

い
よ
う

に
す
る

た
め
に

必
要
な

措
置
を

採
る
こ

と
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事
件

の
概

要

国
 土

 交
 通

 省
 地

 方
 整

 備
 局

独
立

行
政

法
人

水
資

源
機

構
（
旧

水
資

源
開

発
公

団
）

農
林

水
産

省
地

方
農

政
局

【
近

畿
地

整
】

【
近

畿
地

整
以

外
】

国
土

地
理

院
院

長
の

職
等

に
あ

っ
て

既
に

退
職

し
て

い
た

特
定

の
者

(H
1
3
.5

-
)

総
合

政
策

局
建

設
施

工
企

画
課

に
在

籍
の

特
定

の
職

員

(H
1
3
.4

-
)

近
畿

地
方

整
備

局
道

路
部

機
械

課
等

に
在

籍
の

特
定

の
職

員

新
設

工
事

(H
1
3
.5

-
)

総
合

政
策

局
建

設
施

工
企

画
課

に
在

籍
の

職
員

再
開

発
工

事

更
新

工
事

等
(既

得
権

な
し

)
新

設
工

事

更
新

工
事

等
(既

得
権

な
し

)
す

べ
て

の
工

事

(H
1
3
.5

-
)

【
東

北
地

整
】

（
H

1
3
.9

こ
ろ

）

水
資

源
開

発
公

団
に

お
い

て
常

務
参

与
の

職
等

に
あ

っ
て

既
に

退
職

し
て

い
た

者

②
河

川
用

水
門

設
備

工
事

（
対

象
期

間
）

H
1
3
.7

.1
-
H

1
7
.5

.3
1

（
市

場
規

模
）

約
1
5
0
億

円

①
ダ

ム
用

水
門

設
備

工
事

（
対

象
期

間
）

H
1
3
.8

.1
-
H

1
7
.5

.3
1

（
市

場
規

模
）

約
1
3
0
億

円

③
ダ

ム
用

水
門

設
備

工
事

（
対

象
期

間
）

H
1
3
.9

.1
-
H

1
7
.5

.3
1

（
市

場
規

模
）

約
1
0
0
億

円

技
監

の
職

等
に

あ
っ

て
既

に
退

職
し

て
い

た
特

定
の

者
(H

1
6
.1

こ
ろ

)

水
資

源
開

発
公

団
に

お
い

て
理

事
の

職
等

に
あ

っ
て

既
に

退
職

し
て

い
た

者

④
ダ

ム
，

河
川

，
水

路
及

び
海

岸
用

水
門

設
備

工
事

（
対

象
期

間
）

H
1
4
.8

中
旬

-
H

1
7
.5

.3
1

（
市

場
規

模
）

約
1
0
0
億

円

落
札

定

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
１

※
２

※
１

※
１

※
２

①
国
交
省
ダ
ム
用

１
０
社

課
徴

金
納

付
命

令

　
９
社
　
５
億
１
２

２
７

万
円

排
除

措
置

命
令

１
５
社

④
農
水
省

②
国
交
省
河
川
用

③
水
資
源

 
 
 
 
 
（
合
計
　
１
６
億
７

１
３

３
万

円
)

　
９
社

１
２
社
　
４
億
１
３

５
９

万
円

　
８
社

　
８
社
　
４
億
５

８
７

５
万

円

◎
改

善
措

置
要

求
　

上
記

①
及

び
②

の
違

反
行

為
に

関
し

，
上

記
※

１
の

者
が

在
職

中
に

行
っ

た
行

為
に

つ
い

て
，

国
土

交
通

大
臣

に
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
に

基
づ

く
改

善
措

置
を

要
求

◎
要

請
　

上
記

①
，

②
及

び
③

の
違

反
行

為
に

関
し

，
上

記
※

２
の

国
土

交
通

省
又

は
水

資
源

開
発

公
団

の
退

職
者

の
行

っ
た

行
為

に
つ

い
て

，
国

土
交

通
省

及
び

独
立

行
政

法
人

水
資

源
機

構
に

要
請

　
６
社
　
２
億
８

６
７

２
万

円

世
話

役
（
石

川
島

播
磨

重
工

業
㈱

，
三

菱
重

工
業

㈱
及

び
日

立
造

船
㈱

の
い

ず
れ

か
１

社
が

２
年

ず
つ

交
代

）

(H
1
5
.4

-
）

東
北

地
方

建
設

局
道

路
部

機
械

課
等

に
在

職
し

既
に

退
職

し
て

い
た

特
定

の
者

(H
1
3
.5

-
)

【
東

北
地

整
】

(H
1
5
.4

-
)

【
近

畿
地

整
以

外
】

東
北

地
方

建
設

局
道

路
部

機

械
課

等
に

在
職

し
既

に
退

職

し
て

い
た

特
定

の
者

関
係

人
１

４
社

関
係

人
２

３
社

関
係

人
１

３
社

石
川

島
播

磨
重

工
業

㈱
の

営
業

部
長

級
の

者

関
係

人
８

社

落
札

予
定

者

の
選

定
承

認

落
札

予
定

者
に

連
絡

落
札
予
定

者
に
つ
い

て
の
意
向

の
提
示

落
札

予
定

者
に

連
絡

※
２

92



【
資

料
２

－
⑤

】
 

防
衛

施
設

庁
が

発
注

す
る

土
木

・
建

築
工

事
の

入
札

参
加

業
者

ら
に

対
す

る
排

除
措

置
命

令
，

課
徴

金
納

付
命

令
等

に
つ

い
て

 

平
成
１

９
年
６

月
２
２

日
 

公
正

取
引

委
員

会
 

公
正
取
引

委
員

会
は

，
防

衛
施

設
庁

発
注

の
特

定
土

木
・
建

築
工

事
（
注

１
）
の

入
札

参
加

業
者

に
対

し
，

独
占

禁
止

法
の

規
定

に
基

づ
い

て
審

査
を

行
っ

て
き

た
と

こ
ろ

，
同

法
第

３
条

（
不

当
な

取
引

制
限

の
禁

止
）

の
規

定
に

違
反

す
る

行
為

を
行

っ
て

い
た

と
し

て
，

平
成

１
９

年
６

月
２

０
日

，
同

法
第

７
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

排
除

措
置

命
令

及
び

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
課

徴
金

納
付

命
令

を
後

記
第

１
の

と
お

り
行

っ
た

（
違

反
行

為
に

つ
い

て
は

別
添

排
除

措
置

命
令

書
参

照
）
。

 

ま
た

，
前

記
違

反
行

為
に

関
し

，
防

衛
施

設
庁

の
職

員
に

よ
る

入
札

談
合

等
関

与
行

為
が

認
め

ら

れ
た

た
め

，
平

成
１

９
年

６
月

２
０

日
，

後
記

第
２

の
と

お
り

，
防

衛
施

設
庁

等
に

対
し

，
そ

の
旨

の
通

知
を
行

っ
た
。

 
（

注
１

）
 

防
衛

施
設

庁
が

，
そ

の
地

方
支

分
部

局
で

あ
る

防
衛

施
設

局
（

そ
の

機
関

で
あ
る
防
衛
施
設
支
局
を
含
む
。
）
に
お
い
て
，

一
般

競
争

入
札

，
競

争
性

を
高

め
た

公
募

型
指

名
競

争
入

札
，

公
募

型
指

名
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
こ
れ
ら

の
入

札
に

お
い

て
，

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
の

価
格

の
入

札
が

な
い

た
め

当
該
入
札
を
不
調
と
し
，
入
札
参
加
者
か
ら

見
積

書
を

徴
し

た
上

で
随

意
契

約
に

よ
り

契
約

の
相

手
方

を
決

定
す

る
場

合
を

含
む
。
）
の
方
法
に
よ
り
発
注
す
る
土
木
一

式
工

事
又

は
建

築
一

式
工

事
で

あ
っ

て
，

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
一

 
工

事
概

算
額

が
５

億
円

以
上

の
も

の
 

二
 

工
事

概
算

額
が

３
億

円
以

上
５

億
円

未
満

で
あ

っ
て

特
に

重
要

な
施

設
（
土
木
一
式
工
事
に
あ
っ
て
は
燃
料
施
設

若
し

く
は

貯
油

施
設

又
は

貯
蔵

庫
若

し
く

は
保

管
庫

，
建

築
一

式
工

事
に

あ
っ

て
は

庁
舎

若
し

く
は

局
舎

又
は

格
納

庫
を

い
う

。
）

に
係

る
も

の
 

三
 

入
札

参
加

条
件

に
お

い
て

，
内

閣
府

所
管

契
約

事
務

取
扱

細
則

第
２

９
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
総

合
審

査
数

値
が

１
，

１
５

０
点

程
度

以
上

の
事

業
者

が
入

札
に

参
加

で
き

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
特
定
建
設
工
事

共
同

企
業

体
を

入
札

参
加

者
と

す
る

も
の

に
あ

っ
て

は
，

１
，

１
５

０
点

程
度
以
上
の
事
業
者
が
特
定
建
設
工
事
共
同
企

業
体

の
代

表
者

と
な

る
こ

と
が

で
き

る
と

さ
れ

て
い

る
も

の
）

 

第
１
 
排
除
措

置
命
令

及
び
課

徴
金
納

付
命
令

に
つ
い

て
 

１
 
違
反
事

業
者
数

，
排

除
措
置

命
令
及

び
課
徴

金
納
付

命
令
の

対
象
事

業
者
数

並
び
に

課
徴
金

額
 

（
対
象
事

業
者
名

，
各
事

業
者
の

課
徴
金

額
等
に

つ
い
て

は
別
表

の
と
お

り
）
 

違
反

事
業
者

数
 

排
除

措
置

命
令
 

対
象

事
業

者
数
 

課
徴
金

納
付
命

令
 

対
象

事
業

者
数
 

課
徴

金
額

 

６
０

社
 

５
６

社
 

５
１

社
 

３
０

億
５
０

７
４
万

円

２
 
違
反
行

為
の
概

要
 

６
０

社
は

，
平

成
１

６
年

度
以

降
発

注
さ

れ
る

防
衛

施
設

庁
発

注
の

特
定

土
木

・
建

築
工

事

の
う
ち

，
業

界
側
連

絡
役

（
注
２

）
等

か
ら
防
衛

施
設
庁

の
職
員

が
行
っ

た
割
り

振
り

（
注
３

）
の
結

果

の
伝

達
を

受
け

た
工

事
に

つ
い

て
，

落
札

予
定

者
と

し
て

選
定

さ
れ

た
者

又
は

そ
の

者
が

構
成

員
と

な
る

特
定

建
設

工
事

共
同

企
業

体
を

受
注

予
定

者
と

し
，

受
注

予
定

者
以

外
の

者
は

，
受

注
予

定
者

の
受

注
に

協
力

す
る

旨
の

合
意

の
下

に
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

に
よ

り
，

公
共

の
利

益
に

反
し

て
，

防
衛

施
設

庁
発

注
の

特
定

土
木
・

建
築
工

事
の
取

引
分
野

に
お
け

る
競
争

を
実
質

的
に
制

限
し
て

い
た
。

 
（

注
２

）
 

鹿
島

建
設

株
式

会
社

若
し

く
は

大
成

建
設

株
式

会
社

の
営

業
担

当
役
員
級
の
者
又
は
株
式
会
社
大
林
組
の
中
国

地
区

の
営

業
責

任
者

級
の

者
を

い
う

。
 

（
注

３
）

 
防

衛
施

設
庁

等
の

退
職

者
（

以
下

「
Ｏ

Ｂ
」

と
い

う
。

）
の

在
籍

状
況
の
ほ
か
，
工
事
ご
と
に
過
去
に
受
注
し

た
工

事
と

の
継

続
性

，
関

連
性

，
事

業
者

が
示

し
た

受
注

意
欲

等
を

勘
案

し
て
落
札
予
定
者
を
選
定
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

３
 
排
除
措

置
命
令

の
概
要

 

(
1
) 

５
６

社
は

，
前

記
２

の
行

為
を

取
り

や
め

て
い

る
旨

を
確

認
す

る
こ

と
を

取
締

役
会

に
お

い
て

決
議
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
 

(
2)
 
５

６
社

の
う

ち
１

社
（

注
４

）
を

除
く

５
５

社
（

以
下

「
５

５
社

」
と

い
う

。
）

は
，

前
記

(1
)に

基
づ
い
て

採
っ
た

措
置
及

び
今
後

同
様
の

行
為
を

行
わ
な

い
旨
を

，
ま
た
，
当

該
１
社

は
，
前

記
(1
)に

基
づ
い
て

採
っ
た

措
置
を

，
そ
れ
ぞ

れ
，
５
６

社
の
う

ち
自
社

を
除
く

各
社

に
通

知
し
，

か
つ
，

自
社
の

従
業
員

に
周
知

徹
底
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

(
3
) 

５
５

社
は

，
今

後
，

そ
れ

ぞ
れ

，
相

互
の

間
に

お
い

て
，

又
は

他
の

事
業

者
と

共
同

し
て

同
様

の
工
事

に
つ
い

て
，
受

注
予
定

者
を
決

定
し
て

は
な
ら

な
い
。

 

(
4
) 

５
５

社
は

，
今

後
，

そ
れ

ぞ
れ

，
次

の
事

項
を

行
う

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

ア
 

官
公

需
の

受
注

に
関

す
る

独
占

禁
止

法
の

遵
守

に
つ

い
て

の
行

動
指

針
の

作
成

又
は

見

直
し

 

イ
 

営
業

担
当

者
等

に
対

す
る

官
公

需
の

受
注

に
関

す
る

独
占

禁
止

法
の

遵
守

に
つ

い
て

の

定
期

的
な
研

修
及
び

法
務
担

当
者
に

よ
る
定

期
的
な

監
査
 

ウ
 

独
占

禁
止

法
違

反
行

為
に

関
与

し
た

役
員

，
従

業
員

等
に

対
す

る
処

分
に

関
す

る
規

程

の
整

備
又
は

見
直
し

 

エ
 

独
占

禁
止

法
違

反
行

為
に

係
る

通
報

者
，

社
内

調
査

の
対

象
者

等
に

対
す

る
免

責
等

実

効
性

の
あ
る

社
内
通

報
制
度

及
び
社

内
調
査

制
度
の

設
置
又

は
見
直

し
 

（
注
４
）
 
吸
収
分
割
に
よ
り
，
他
の
事
業
者
に
建
設
業
に
関
す
る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
 

４
 
課
徴
金

の
納
期

限
 

平
成

１
９
年

９
月
２

１
日
 

第
２

 
防
衛

施
設
庁

等
に
対

す
る
通

知
に
つ

い
て
 

１
 
入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
概

要
 

前
記

第
１

の
２

の
違

反
行

為
に

関
し

，
防

衛
施

設
庁

の
当

時
の

職
員

が
次

の
行

為
を

行
っ

て

い
た
事

実
が
認

め
ら
れ

た
。
 

(
1
) 

防
衛

施
設

庁
の

建
設

部
建

設
企

画
課

企
画

官
（

以
下

「
企

画
官

」
と

い
う

。
）

は
，

同
庁

の
技

術
審

議
官

，
同

庁
建

設
部

長
及

び
同

庁
建

設
部

建
設

企
画

課
長

（
平

成
１

７
年

８
月

８

日
以

降
は

同
庁

総
務

部
施

設
調

査
官

）
の

指
示

の
下

に
，

Ｏ
Ｂ

が
在

籍
す

る
建

設
会

社
が

安

定
的

な
受

注
価

格
の

下
で

継
続

的
に

受
注

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

等
を

目
的

と
し

て
，

平

成
１

６
年
度

以
降
発

注
さ
れ

る
防
衛

施
設
庁

発
注
の

特
定
土

木
・
建

築
工
事

の
う
ち

 

ア
 

Ｏ
Ｂ

の
退

職
時

の
地

位
，

年
齢

等
に

基
づ

き
，

Ｏ
Ｂ

が
在

籍
す

る
建

設
会

社
ご

と
の

年

間
受

注
目

標
額

を
算

出
し

，
当

該
年

間
受

注
目

標
額

の
範

囲
内

で
，

Ｏ
Ｂ

が
在

籍
す

る
建

設
会
社
が

落
札
す

る
こ
と

が
適
当

で
あ
る

と
判
断

し
た
工

事
 

イ
 

最
大
手

級
の
建

設
会
社

が
落
札

す
る
こ

と
が
適

当
で
あ

る
と
判

断
し
た

工
事
 

に
つ

い
て

，
入

札
の

執
行

前
に

，
割

り
振

り
を

行
い

，
そ

の
結

果
を

窓
口

役
の

Ｏ
Ｂ

（
注

５
）
に

直
接

又
は

そ
の

補
助

役
の

特
定

の
Ｏ

Ｂ
を

通
じ

て
伝

達
し

，
窓

口
役

の
Ｏ

Ｂ
は

，
割

り
振

り

の
結

果
を

業
界

側
連

絡
役

等
に

伝
達

し
，

業
界

側
連

絡
役

は
，

必
要

に
応

じ
，

業
界

側
連

絡

役
の

補
助

役
の

業
務

担
当

者
又

は
落

札
予

定
者

以
外

の
建

設
会

社
の

業
務

担
当

者
を

通
じ

て
，

落
札

予
定
者

の
業
務

担
当
者

に
割
り

振
り
の

結
果
を

伝
達
し

て
い
た

。
 

(
2
) 

企
画

官
は

，
落

札
予

定
者

に
確

実
に

受
注

さ
せ

る
た

め
，

防
衛

施
設

庁
の

地
方

支
分

部
局

で
あ

る
防

衛
施

設
局

の
担

当
課

長
に

対
し

，
割

り
振

り
の

対
象

と
し

た
工

事
の

う
ち

指
名

競

争
入

札
の

工
事

に
つ

い
て

は
，

当
該

工
事

名
及

び
落

札
予

定
者

名
を

伝
え

，
当

該
落

札
予

定

者
を

当
該
工

事
の
入

札
に
指

名
す
る

よ
う
指

示
す
る

な
ど
し

て
い
た

。
 

（
注
５
）
 
か
つ
て
技
術
審
議
官
の
職
等
に
あ
っ
て
既
に
退
職
し
て
い
た
特
定
の
者
を
い
う
。
 

【資料２－⑤】防衛施設庁が発注する土木・建築工事の入札参加業者らに対する排除措置命令，課
　　　　　　　徴金納付命令等について
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２
 
該
当

法
条
及

び
通
知

 

防
衛

施
設

庁
の

当
時

の
職

員
に

よ
る

前
記

１
の

行
為

は
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及

び
防

止
並

び
に

職
員

に
よ

る
入

札
等

の
公

正
を

害
す

べ
き

行
為

の
処

罰
に

関
す

る
法

律
（

以
下

「
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
５

項
第

１
号

，
第

２
号

又
は

第
４

号
の

規
定

に
該

当
し

，
い

ず
れ

も
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
に

規
定

す
る

入
札

談
合

関
与

行
為
と

認
め
ら

れ
る
。

 

他
方

，
防

衛
施

設
庁

は
，

防
衛

施
設

庁
入

札
談

合
等

に
係

る
事

案
に

対
す

る
調

査
委

員
会

が

取
り

ま
と

め
た

平
成

１
８

年
６

月
１

５
日

付
け

「
防

衛
施

設
庁

入
札

談
合

等
に

係
る

事
案

の
調

査
に

つ
い

て
」

及
び

防
衛

施
設

庁
入

札
談

合
等

再
発

防
止

に
係

る
抜

本
的

対
策

に
関

す
る

検
討

会
が

取
り

ま
と

め
た

平
成

１
８

年
６

月
１

６
日

付
け

「
防

衛
施

設
庁

入
札

談
合

等
再

発
防

止
に

係
る

抜
本

的
対

策
報

告
書

」
に

基
づ

い
て

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

の
再

発
を

防
止

す
る

た
め

に
，

入
札

制
度

等
の

改
善

措
置

を
採

る
こ

と
と

し
，

そ
の

旨
を

公
表

す
る

と
と

も
に

当
委

員
会

に
も

そ
の

旨
の

説
明

を
行

い
，

か
つ

，
こ

れ
に

基
づ

き
平

成
１

８
年

１
２

月
以

降
行

っ
た

入
札

に
お
い

て
改
善

措
置
を

実
施
し

た
。
 

当
委

員
会

は
以

上
を

考
慮

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

の
規

定
に

基
づ

く
改

善
措

置

を
求

め
る

こ
と

を
し

な
い

が
，

今
後

，
防

衛
施

設
庁

に
お

い
て

前
記

改
善

措
置

そ
の

他
の

措
置

を
着

実
に

実
施

す
る

こ
と

に
資

す
る

た
め

，
防

衛
施

設
庁

に
対

し
，

前
記

１
の

入
札

談
合

等
関

与
行
為

等
に
つ

い
て
通

知
を
行

っ
た
。

 

ま
た

，
会

計
検

査
院

に
対

し
て

も
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

に
万

全
を

期

す
観
点

か
ら
，

同
趣
旨

の
通
知

を
行
っ

た
。
 

平
成
１

６
年
度

以
降

の
割
り

振
り

の
結
果

の
伝

達
方
法
 

Ｏ
 
Ｂ

 

窓
口
役

の
Ｏ
Ｂ

 
（
か
つ
て
技
術
審
議
官
の
職
等
に

あ
っ
て
既
に
退
職
し
て
い
た
特
定
の
者
）

補
助
役
の

特
定

の
Ｏ
Ｂ

 

業
 
界
 

側
 

連
 
絡

 
役
 

【
土

木
一
式

工
事
】

 
（

広
島

防
衛

施
設

局
発

注
の

工
事

を
除

く
。

）
 

鹿
島
建

設
㈱
の

 
営

業
担

当
役
員

級
の
者

【
広

島
防
衛
施

設
局
発

注
の
工

事
】
 

（
中

国
地

区
に

所
在

す
る
施

設
に

係
る

も
の

に

限
る

。
）

関
係

人
（

落
札

予
定
者

の
業

務
担
当

者
）

 

防
 
衛

 
施
 

設
 
庁
 

技
術

審
議

官
，

建
設

部
長
，

建
設

部
建

設
企

画
課

長
（

H
17
.
8
.
8以

降
は

総
務

部
施

設
調

査
官

）
 

建
設

部
建

設
企

画
課
企

画
官

 

指
示

 

割
り
振
り
（
落
札
予
定
者
の
選
定
）
の
結
果
を
伝
達
 

割
り
振
り
（
落
札
予
定
者
の
選
定
）
の
結
果
を
伝
達
 

割
り

振
り

（
落

札
予

定
者
の

 

選
定

）
の

結
果

を
伝

達
 

大
成

建
設
㈱

の
 

営
業

担
当
役

員
級
の

者
㈱

大
林
組

の
中

国
地

区
の
 

営
業

責
任

者
級
の

者
 

【
建

築
一
式

工
事
】

 
（

広
島

防
衛

施
設

局
発

注
の

工
事

を
除

く
。

）
 

割
り

振
り

（
落

札
予

定
者
の

 

選
定

）
の

結
果

を
伝

達
 

（
必

要
に
応

じ
）
 

業
界
側

連
絡
役

の
補

助
役

の
業
務

担
当
者

，
落
札

予
定
者

以
外
の

業
務
担

当
者
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【
資

料
２

－
⑥

】
 

独
立

行
政

法
人

緑
資

源
機

構
が

発
注

す
る

林
道

調
査

測
量

設
計

業
務

の
入

札
参

加
業

者
ら

に
対

す
る

排
除

措
置

命
令

，
課

徴
金

納
付

命
令

等
に

つ
い

て
 

平
成
１
９

年
１
２

月
２
７

日
 

公
正

取
引

委
員

会
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
独

立
行

政
法

人
緑

資
源

機
構

（
以

下
「

緑
資

源
機

構
」

と
い

う
。

）
発

注

の
特

定
林

道
調

査
測

量
設

計
業

務
（

注
１

）
の

入
札

参
加

業
者

に
対

し
，

独
占

禁
止

法
の

規
定

に
基

づ
い

て
審

査
を

行
っ

て
き

た
と

こ
ろ

，
同

法
第

３
条

（
不

当
な

取
引

制
限

の
禁

止
）

の
規

定
に

違
反

す
る

行
為

を
行

っ
て

い
た

と
し

て
，

平
成

１
９

年
１

２
月

２
５

日
，

同
法

第
７

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
排

除
措

置
命

令
及

び
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

課
徴

金
納

付
命

令
を

後
記

第

１
の

と
お
り

行
っ
た

（
違
反

行
為
に

つ
い
て

は
別
添

排
除
措

置
命
令

書
参
照

）
。
 

ま
た

，
前

記
違

反
行

為
に

関
し

，
緑

資
源

機
構

の
役

員
及

び
職

員
に

よ
る

入
札

談
合

等
関

与
行

為

が
認

め
ら

れ
た

た
め

，
本

日
，

後
記

第
２

の
と

お
り

，
緑

資
源

機
構

等
に

対
し

，
そ

の
旨

の
通

知
を

行
っ

た
。

 

（
注

１
）
 

 
緑

資
源

機
構

が
指

名
競

争
入

札
又

は
見

積
り

合
わ

せ
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
緑

資
源

幹
線

林
道

と
称

す
る

林
道

の
開

設
，

改
良

等
の

事
業

に
係

る
地

質
調

査
業

務
又

は
調

査
測

量
設

計
業

務
（
他

の
業

務
が

併
せ

て
発

注
さ

れ
る

場
合

に
お

け
る

当
該

他
の

業
務

を

含
む

。
）
を

い
う

。
 

第
１

 
排
除

措
置
命

令
及
び

課
徴
金

納
付
命

令
に
つ

い
て
 

１
 

違
反

事
業

者
数

，
排

除
措

置
命

令
及

び
課

徴
金

納
付

命
令

の
対

象
事

業
者

数
並

び
に

課
徴

金

額
（

対
象
事

業
者
名

，
各
事

業
者
の

課
徴
金

額
等
に

つ
い
て

は
別
表

の
と
お

り
）
 

違
反
事

業
者
数

 
排

除
措

置
命
令

 

対
象
事

業
者
数

 

課
徴

金
納
付

命
令
 

対
象

事
業

者
数

課
徴

金
額

２
１
名

 
１

９
名

 
１

３
名

 
９
６

１
２
万

円
 

２
 
違

反
行
為

の
概
要

 

２
１

名
は

，
遅

く
と

も
平

成
１

６
年

４
月

１
日

以
降

，
緑

資
源

機
構

発
注

の
特

定
林

道
調

査

測
量

設
計

業
務

に
つ

い
て

，
当

該
業

務
に

係
る

入
札

前
に

，
平

成
１

６
年

度
に

お
い

て
は

緑
資

源
機

構
森

林
業

務
部

長
の

職
に

あ
っ

た
者

か
ら

，
平

成
１

７
年

度
及

び
平

成
１

８
年

度
に

お
い

て
は

緑
資

源
機

構
森

林
業

務
部

林
道

企
画

課
長

の
職

に
あ

っ
た

者
か

ら
，

直
接

又
は

発
注

事
務

担
当

職
員

（
注

２
）
を

通
じ

て
落

札
予

定
者

と
な

っ
た

旨
の

伝
達

を
受

け
た

者
を

受
注

予
定

者
と

し
，

受
注

予
定

者
以

外
の

者
は

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

に
よ

り
，

公
共

の
利

益
に

反
し

て
，

緑
資

源
機

構
発

注
の

特
定

林
道

調
査

測
量

設
計

業
務

の
取

引
分

野
に

お
け

る
競

争
を

実
質
的

に
制
限

し
て
い

た
。
 

（
注

２
）
 

緑
資

源
機

構
に

お
い

て
緑

資
源

機
構

発
注

の
特

定
林

道
調

査
測

量
設

計
業

務
の

発
注

に
係

る
事

務
に

従
事

す
る

職
員

を
い

う
。

 

３
 
排

除
措
置

命
令
の

概
要
 

(
1
)
 

１
９

名
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

前
記

２
の

行
為

を
取

り
や

め
て

い
る

旨
を

確
認

す
る

こ
と

及
び

今
後

，
前

記
２

の
行

為
と

同
様

の
行

為
を

行
わ

ず
，

各
自

が
そ

れ
ぞ

れ
自

主
的

に
受

注
活

動

を
行

う
旨

を
，

取
締

役
会

等
の

業
務

執
行

の
決

定
機

関
に

お
い

て
決

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

(
2
)
 

１
９

名
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

前
記

(1
)
に

基
づ

い
て

採
っ

た
措

置
を

，
１

９
名

の
う

ち
自

ら
を

除
く

す
べ

て
の

事
業

者
及

び
緑

資
源

機
構

に
通

知
し

，
か

つ
，

自
ら

の
従

業
員

又
は

職
員

に

周
知

徹
底
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

(3
)
 

１
９

名
は

，
今

後
，

そ
れ

ぞ
れ

，
相

互
の

間
に

お
い

て
，

又
は

他
の

事
業

者
と

共
同

し
て

，

緑
資

源
機

構
発

注
の

特
定

林
道

調
査

測
量

設
計

業
務

（
緑

資
源

機
構

の
廃

止
に

伴
い

地
方

公

共
団

体
又

は
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

が
発

注
す

る
こ

と
と

な
る

も
の

を
含

む
。

）

に
つ
い
て

，
受
注

予
定
者

を
決
定

し
て
は

な
ら
な

い
。
 

４
 
課

徴
金
納

付
命
令

の
概
要

 

(
1)

 
１

３
名

は
，

平
成

２
０

年
３

月
２

６
日

ま
で

に
，

総
額

９
６

１
２

万
円

を
支

払
わ

な
け

れ

ば
な
ら
な

い
。
 

(
2)

 
調

査
開

始
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

り
１

０
年

以
内

に
課

徴
金

納
付

命
令

（
当

該
課

徴
金

納
付

命

令
が

確
定

し
て

い
る

場
合

に
限

る
。

）
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

事
業

者
に

つ
い

て
は

，
独

占

禁
止
法
第

７
条
の

２
第

６
項

の
規

定
に

基
づ

き
，

１
５

％
（

同
条

第
４

項
の

規
定

に
該

当
す

る
者

に

あ
っ

て
は

６
％
）

の
算

定
率

を
適

用
し

て
い
る

。
ま
た

，
前
記

２
記

載
の
違

反
行

為
に
係

る
事
件

と
同

一
の

事
件

に
つ

い
て

不
当

な
取

引
制

限
の

罪
に

よ
り

罰
金

の
刑

に
処

せ
ら

れ
，

同
裁

判

が
確

定
し

て
い

る
事

業
者

に
つ

い
て

は
，

同
条

第
１

４
項

の
規

定
に

基
づ

き
，

当
該

罰
金

額

の
２
分
の

１
に
相

当
す
る

金
額
を

控
除
し

た
額
を

課
徴
金

額
と
し

て
い
る

。

第
２

 
緑
資

源
機
構

等
に
対

す
る
通

知
に
つ

い
て
 

１
 
入

札
談
合

等
関
与

行
為
の

概
要
 

前
記

第
１

の
２

の
違

反
行

為
に

関
し

，
緑

資
源

機
構

の
役

員
及

び
職

員
が

，
次

の
行

為
を

反

復
的

か
つ

継
続
的

に
行
っ

て
い
た

事
実
が

認
め
ら

れ
た
。
 

 (
1
)
 

緑
資

源
機

構
発

注
の

特
定

林
道

調
査

測
量

設
計

業
務

に
つ

い
て

，
平

成
１

６
年

度
に

発
注

さ
れ

た
も

の
に

あ
っ

て
は

緑
資

源
機

構
森

林
業

務
部

長
の

職
に

あ
っ

た
者

が
，

平
成

１
７

年

度
及

び
平

成
１

８
年

度
に

発
注

さ
れ

た
も

の
に

あ
っ

て
は

緑
資

源
機

構
森

林
業

務
部

林
道

企

画
課

長
の

職
に

あ
っ

た
者

が
，

当
該

年
度

に
お

い
て

発
注

が
予

定
さ

れ
る

緑
資

源
機

構
発

注

の
特

定
林

道
調

査
測

量
設

計
業

務
の

一
覧

表
を

作
成

し
，

当
該

一
覧

表
に

記
載

さ
れ

た
業

務

及
び

そ
れ

以
外

に
発

注
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

緑
資

源
機

構
発

注
の

特
定

林
道

調
査

測
量

設

計
業

務
に

つ
い

て
，

各
事

業
者

に
お

け
る

緑
資

源
機

構
の

退
職

者
の

在
籍

状
況

，
事

業
者

の

受
注

意
欲

，
過

去
の

受
注

実
績

等
を

勘
案

し
て

，
落

札
予

定
者

を
選

定
し

，
当

該
業

務
に

係

る
入

札
前

に
，

自
ら

又
は

発
注

事
務

担
当

職
員

を
通

じ
て

，
落

札
予

定
者

に
対

し
，

落
札

予

定
者
と

な
っ
た

旨
を
伝

達
し
て

い
た
。

 

(
2
)
 

平
成

１
７

年
度

及
び

平
成

１
８

年
度

に
お

い
て

は
，

緑
資

源
機

構
の

森
林

業
務

担
当

理
事

の
職

に
あ

り
，

平
成

１
６

年
度

に
お

い
て

緑
資

源
機

構
森

林
業

務
部

長
の

職
に

あ
っ

た
者

は
，

前
記

(1
)の

落
札
予
定

者
の
選

定
結
果

に
つ
い

て
承
認

を
与
え

て
い
た

。
 

２
 
該

当
法
条

及
び
通

知
 

緑
資

源
機

構
の

役
員

及
び

職
員

に
よ

る
前

記
１

の
行

為
は

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

の
排

除
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及
び

防
止

並
び

に
職

員
に

よ
る

入
札

等
の

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
の

処
罰

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第

５
項

第
１

号
及

び
第

２
号

の
規

定
に

該
当

し
，

い
ず

れ
も

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

に
規

定
す

る
入

札
談

合
等

関
与

行
為

と
認

め
ら
れ

る
。
 

 
公

正
取

引
委

員
会

は
，

緑
資

源
機

構
に

設
置

さ
れ

た
入

札
談

合
再

発
防

止
対

策
等

委
員

会
が

平
成

１
９

年
８

月
９

日
付

け
で

取
り

ま
と

め
た

「
入

札
談

合
再

発
防

止
対

策
【

中
間

取
り

ま
と

め
】

」
に

お
け

る
提

言
の

内
容

に
沿

っ
て

，
緑

資
源

機
構

が
同

月
３

０
日

付
け

で
「

入
札

談
合

再
発

防
止

対
策

実
施

方
針

」
を

策
定

し
，

入
札

契
約

制
度

の
見

直
し

，
組

織
・

人
事

の
見

直
し

を
行

う
こ

と
を

決
定

し
て

そ
の

旨
を

公
表

す
る

と
と

も
に

，
公

正
取

引
委

員
会

に
も

そ
の

内
容

を
報

告
し

て
い

る
こ

と
，

緑
資

源
機

構
が

平
成

１
９

年
度

限
り

で
解

散
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

こ
と

等
を

考
慮

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

の
規

定
に

基
づ

く
改

善
措

置
は

求
め

な
い

こ
と

と
し

た
が

，
今

後
，

緑
資

源
機

構
に

お
け

る
前

記
取

組
そ

の
他

の
措

置
を

着
実

に
実

施
す

る
こ

と
に

資
す

る
よ

う
，

緑
資

源
機

構
に

対
し

，
前

記
１

の
入

札
談

合
等

関
与

行
為

等
に

つ
い

て
通

知
を
行

っ
た
。

 

 
ま

た
，

会
計

検
査

院
及

び
林

野
庁

に
対

し
て

も
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

に
万

全
を
期

す
観
点

か
ら
，

同
趣
旨

の
通
知

を
行
っ

た
。
 

 

  

○
平
成

１
６

年
度
に

お
け

る
緑

資
源
機

構
の
落

札
予

定
者
の

選
定

結
果
の

伝
達

方
法

落
 

札
 
予

 
定

 
者
 

○
平
成

１
７

年
度
及

び
平

成
１

８
年
度

に
お
け

る
緑

資
源
機

構
の

落
札
予

定
者

の
選

定
結
果

の
伝
達

方
法

落
 

札
 
予

 
定

 
者
 

緑
 

資
 

源
 

機
 
構

 

森
林

業
務

部
長

の
職

に
あ
っ

た
者

 
 

緑
資

源
機

構
の

退
職

者
の

在
籍

状
況

，
事

業
者

の
受

注
意

欲
，

過
去

の
受
注

実
績
等

を
勘

案
し
て

，
落

札
予
定

者
を

選
定

落
札
予
定

者
と

な
っ
た

旨
を

伝
達
 

自
ら

又
は

発
注

事
務

担
当
職

員
を

通
じ
て

 

受
注

予
定
者

以
外

の
入
札

参
加

者
 

緑
 

資
 

源
 

機
 

構
 

森
林

業
務

部
林

道
企
画

課
長

の
職
に

あ
っ

た
者

 

緑
資

源
機

構
の

退
職

者
の

在
籍

状
況

，
事

業
者

の
受

注
意

欲
，

過
去

の
受

注
実

績
等

を
勘

案
し

て
，

落
札

予
定

者
を

選
定
 

落
札
予

定
者
と

な
っ

た
旨
を

伝
達

 

自
ら

又
は

発
注
事

務
担

当
職
員

を
通

じ
て
 

理
事

（
森

林
業

務
担

当
）

の
職

に
あ

っ
た
者

 

落
札

予
定

者
の

選
定

結
果

に

つ
い

て
承

認
 

落
札

予
定

者
を

受
注

予
定

者
と

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ
う
に
協
力
 

受
注

予
定

者
以

外
の

入
札
参

加
者

 

落
札

予
定

者
を

受
注

予
定

者
と

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ
う
に
協
力
 

承
認
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【
資

料
２

－
⑧

】
 

国
土

交
通

省
が

発
注

す
る

車
両

管
理

業
務

の
入

札
参

加
業

者
ら

に
対

す
る

排
除

措

置
命

令
，

課
徴

金
納

付
命

令
等

に
つ

い
て

 

平
成
２
１

年
６
月

２
３
日

 

公
正

取
引

委
員

会
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
国

土
交

通
省

が
北

海
道

開
発

局
及

び
各

地
方

整
備

局
に

お
い

て
発

注
す

る
車

両
管

理
業

務
（

注
１

）
の

入
札

参
加

業
者

ら
に

対
し

，
独

占
禁

止
法

の
規

定
に

基
づ

い
て

審
査

を

行
っ

て
き

た
と

こ
ろ

，
同

法
第

３
条

（
不

当
な

取
引

制
限

の
禁

止
）

の
規

定
に

違
反

す
る

行
為

を

行
っ

て
い

た
と

し
て

，
本

日
，

同
法

第
７

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
排

除
措

置
命

令
及

び
同

法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
課

徴
金

納
付

命
令

を
行

っ
た

（
違

反
行

為
に

つ
い

て
は

別

添
排

除
措
置

命
令
書

参
照
。

）
。
 

 
ま

た
，

前
記

違
反

行
為

の
う

ち
北

海
道

開
発

局
に

お
い

て
発

注
す

る
車

両
管

理
業

務
に

係
る

も

の
に

関
し

，
国

土
交

通
省

の
職

員
に

よ
る

入
札

談
合

等
関

与
行

為
が

認
め

ら
れ

た
た

め
，

本
日

，

国
土

交
通

大
臣

に
対

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

の
規

定
に

基
づ

き
，

改
善

措
置

要
求

を

行
っ

た
。
 

 
さ

ら
に

，
前

記
違

反
行

為
の

う
ち

北
海

道
開

発
局

並
び

に
東

北
，

関
東

，
北

陸
，

中
部

及
び

九

州
の

各
地

方
整

備
局

に
お

い
て

発
注

す
る

車
両

管
理

業
務

に
係

る
も

の
に

関
し

，
入

札
参

加
業

者

が
役

員
又

は
従

業
員

と
し

て
受

け
入

れ
て

い
た

国
土

交
通

省
又

は
旧

建
設

省
若

し
く

は
旧

北
海

道

開
発

庁
の

退
職

者
が

関
与

し
て

い
た

事
実

が
認

め
ら

れ
た

た
め

，
本

日
，

国
土

交
通

省
に

対
し

，

必
要

な
措
置

を
採
る

よ
う
要

請
を
行

っ
た
。

 
（

注
１

）
 

契
約

で
定

め
た

一
定

期
間

，
顧

客
が

保
有

す
る

車
両

の
運

転
，

点
検

整
備

等
を

行
う

業
務

（
他

の
業

務
が

併
せ

て
発

注

さ
れ

る
場

合
に

は
当

該
他

の
業

務
を

含
む

。
）

を
い

う
。

 

第
１

 
排
除

措
置
命

令
及
び

課
徴
金

納
付
命

令
に
つ

い
て
 

１
 
違
反

事
業
者

名
，
排

除
措
置

命
令
及

び
課
徴

金
納
付

命
令
の

受
命
件

数
並
び

に
課
徴

金
額
 

（
違

反
事
業

者
の
詳

細
等
に

つ
い
て

は
別
表

の
と
お

り
。
）

 
番 号
 

違
反
事
業
者
名
 

排
除
措
置
命
 

令
受
命
件
数
 

課
徴
金

納
付
命

令
受

命
件

数
課
徴
金
額
（
合
計
）
 

１
 
日

本
道
路

興
運

株
式
会

社
 

９
件

 
９

件
 

１
６

億
３

３
０
６

万
円
 

２
 
北

協
連
絡

車
管

理
株
式

会
社

 
１

件
 

１
件

 
３

億
０

０
５
３

万
円
 

３
 
日

本
総
合

サ
ー

ビ
ス
株

式
会

社
 

９
件

 
９

件
 

２
億
７

７
４
９

万
円
 

４
 
大

新
東
株

式
会

社
 

７
件

 
７

件
 

２
億
０

６
４
５

万
円
 

５
 
ム

サ
シ
興

発
株

式
会
社
 

１
件

 
１

件
 

６
４

９
３

万
円
 

６
 
株

式
会
社

日
経

サ
ー
ビ

ス
 

１
件

 
１

件
 

４
１

１
３

万
円
 

７
 
株

式
会
社

セ
ノ

ン
 

３
件

 
１

件
 

２
５

０
６

万
円
 

８
 
株

式
会
社

安
全

エ
ン
タ

ー
プ

ラ
イ
ズ
 

１
件

 
１

件
 

２
１

４
８

万
円
 

９
 
株

式
会
社

ニ
シ

ノ
建
設

管
理

 
１

件
 

１
件

 
１

６
５
１

万
円
 

１
０

株
式

会
社

ア
ク

ア
テ
ル

ス
 

１
件

 
１

件
 

１
６

３
５

万
円
 

１
１

株
式

会
社

関
東

ロ
ー
ド

メ
ン

テ
ナ
ン

ス
 

－
 

－
 

－
 

合
 

計
 

２
６

億
０

２
９
９

万
円
 

（
注

２
）

 
表

中
の

株
式

会
社

関
東

ロ
ー

ド
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
は

，
平

成
２

０
年

４
月

３
０

日
付

け
で

解
散

の
決

議
を

行
い

，
事

業
活
動
の
全
部
を
取
り
や
め
て
お
り
，
同
年
７
月
２
９
日
付
け
で
清
算
が
結
了
し
て
い
る
。
 

（
注

３
）

 
表

中
の

「
－

」
は

，
そ

の
事

業
者

が
排

除
措

置
命

令
又

は
課

徴
金

納
付

命
令

の
対

象
と

な
ら

な
い

違
反

事
業

者
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

２
 
違
反

行
為
の

概
要
 

(
1
)
 
本

件
に

お
い

て
は

，
北

海
道

開
発

局
及

び
各

地
方

整
備

局
ご

と
に

，
次

の
各

違
反

行
為

が
認

め
ら
れ

た
。
 

ア
 

北
海
道

開
発
局

に
お
い

て
発
注

す
る
車

両
管
理

業
務
 

北
協

連
絡

車
管

理
（

注
４

）
，

日
本

道
路

興
運

，
大

新
東

及
び

日
本

総
合

サ
ー

ビ
ス

の
４

社
は

，
北

海
道

開
発

局
発

注
の

特
定

車
両

管
理

業
務

（
注

５
）
に

つ
い

て
，

遅
く

と
も

平
成

１
４

年
３

月
１

９
日

以
降

（
注

６
）
共

同
し

て
，

受
注

価
格

の
低

落
防

止
等

を
図

る
た

め
，

北
協

連
絡

車
管

理
の

専
務

（
注

７
）
が

落
札

予
定

者
と

し
て

選
定

し
た

者
を

受
注

予
定

者
と

し
，

受
注

予
定

者
以

外
の

者
は

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
に

よ

り
，

公
共

の
利

益
に

反
し

て
，

北
海

道
開

発
局

発
注

の
特

定
車

両
管

理
業

務
の

取
引

分

野
に
お
け

る
競
争

を
実
質

的
に
制

限
し
て

い
た
。

 

イ
 

各
地
方

整
備
局

に
お
い

て
発
注

す
る
車

両
管
理

業
務
 

下
表

の
「

違
反

事
業

者
名

」
欄

記
載

の
事

業
者

は
，

「
地

方
整

備
局

名
」

欄
記

載
の

地
方

整
備

局
発

注
の

特
定

車
両

管
理

業
務

（
注

８
）
に

つ
い

て
，

そ
れ

ぞ
れ

，
遅

く
と

も
平

成
１

７
年

１
月

１
日

以
降

（
注

９
）
共

同
し

て
，

受
注

価
格

の
低

落
防

止
等

を
図

る
た

め
，

既
存

業
者

（
注

１
０

）
を

受
注

予
定

者
と

す
る

な
ど

し
て

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予

定
者

以
外

の
者

は
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

に
よ

り
，

公
共

の

利
益

に
反

し
て

，
そ

れ
ぞ

れ
の

地
方

整
備

局
発

注
の

車
両

管
理

業
務

の
取

引
分

野
に

お

け
る
競
争

を
実
質

的
に
制

限
し
て

い
た
。

 

地
方
整

備
局
名
 

違
反

事
業

者
名

 

①
東

北
地
方

整
備

局
日

本
道

路
興
運

 
日
本

総
合
サ

ー
ビ
ス

 
大
新

東
 
セ

ノ
ン

②
関

東
地
方

整
備

局

日
本
道

路
興
運

 
ム
サ

シ
興
発

 
大
新

東
 
日

本
総
合

サ
ー
ビ

ス
 

安
全
エ

ン
タ
ー

プ
ラ
イ

ズ
 
ニ

シ
ノ
建

設
管
理

 
 

関
東
ロ

ー
ド
メ

ン
テ
ナ

ン
ス
 

③
北

陸
地
方

整
備

局
日

本
道

路
興
運

 
日
本

総
合
サ

ー
ビ
ス

 
大
新

東

④
中

部
地
方

整
備

局
日

本
道

路
興
運

 
日
本

総
合
サ

ー
ビ
ス

 
セ
ノ

ン
 
大

新
東

⑤
近

畿
地
方

整
備

局
日

本
道

路
興
運

 
大
新

東
 
日

経
サ
ー

ビ
ス
 

日
本
総

合
サ
ー

ビ
ス
 

ア
ク
ア

テ
ル
ス

 

⑥
中

国
地
方

整
備

局
日

本
道

路
興
運

 
日
本

総
合
サ

ー
ビ
ス

⑦
四

国
地
方

整
備

局
日

本
道

路
興
運

 
日
本

総
合
サ

ー
ビ
ス

⑧
九

州
地
方

整
備

局
日

本
道

路
興
運

 
日
本

総
合
サ

ー
ビ
ス

 
大
新

東
 
セ

ノ
ン

(
2
)
 
北

協
連

絡
車

管
理

は
前

記
(
1
)
ア

の
北

海
道

開
発

局
発

注
の

特
定

車
両

管
理

業
務

の
大

部

分
を

受
注

し
，

日
本

道
路

興
運

及
び

日
本

総
合

サ
ー

ビ
ス

の
２

社
は

前
記

(
1
)
イ

の
各

地
方

整
備

局
発

注
の

特
定

車
両

管
理

業
務

に
つ

い
て

，
地

方
整

備
局

ご
と

に
，

そ
の

過
半

な
い

し
全

部
を

受
注

し
て

い
た

と
こ

ろ
，

本
件

に
お

い
て

は
，

こ
れ

ら
３

社
が

自
社

の
役

員
又

は
従

業
員

と
し

て
受

け
入

れ
て

い
た

国
土

交
通

省
又

は
旧

建
設

省
若

し
く

は
旧

北
海

道
開

発
庁

の
退

職
者

が
，

そ
れ

ぞ
れ

，
他

の
入

札
参

加
業

者
と

の
間

で
前

記
(
1
)
ア

の
違

反
行

為

並
び

に
前

記
(
1
)
イ

の
表

の
①

か
ら

④
ま

で
及

び
⑧

の
各

地
方

整
備

局
発

注
の

特
定

車
両

管

理
業

務
に

係
る

違
反

行
為

を
実

施
す

る
た

め
の

入
札

価
格

等
に

関
す

る
情

報
の

交
換

を
行

【資料２－⑧】国土交通省が発注する車両管理業務の入札参加業者らに対する排除措置命令，課徴金
　　　　　　　納付命令等について
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っ
て

い
た
事

実
が
認

め
ら
れ

た
。
 

（
注

４
）

 
事

業
者

名
は

以
下

す
べ

て
「

株
式

会
社

」
を

省
略

し
て

表
記

し
て
い
る
。

（
注

５
）

 
国

土
交

通
省

が
北

海
道

開
発

局
の

各
開

発
建

設
部

の
事

務
所

等
に

お
い

て
指

名
競

争
入
札

の
方

法
に

よ
り
発

注
す

る
車

両
管

理
業

務
を

い
う

。
 

（
注

６
）

 
大

新
東

に
あ

っ
て

は
平

成
１

５
年

３
月

１
１

日
以

降
の

行
為

で
あ
る
。
 

（
注
７

）
 

旧
北

海
道

開
発

庁
北

海
道
開

発
局

の
退
職

者
で

あ
っ

て
，

平
成

１
７

年
５
月

２
７

日
ま
で

は
北

協
連

絡
車
管

理
の

常
務

取
締

役
，

同
日

か
ら

平
成

１
９

年
６

月
５

日
ま

で
は

専
務

取
締

役
，

同
年
７

月
１
日

か
ら

平
成

２
０

年
６

月
３

０
日

ま
で

は
顧

問
の

職
に

あ
っ

た
者

を
い

う
。

 

（
注

８
）

 
地

方
整

備
局

発
注

の
特

定
車

両
管

理
業

務
と

は
，

国
土

交
通

省
が

各
地

方
整

備
局

の
河
川

国
道

事
務

所
等
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す
る
車
両
管
理
業
務
を
い
う
。
 

（
注

９
）

 
東

北
地

方
整

備
局

発
注

の
特

定
車

両
管

理
業

務
に

つ
い

て
，

大
新

東
に

あ
っ

て
は

遅
く
と

も
平

成
１

８
年
３

月
２

４
日

以
降

，
セ

ノ
ン

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
２

０
年

３
月

２
５

日
以

降
，
関

東
地
方

整
備

局
発

注
の

特
定

車
両

管
理

業
務

に
つ

い
て

，
関

東
ロ

ー
ド

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

に
あ

っ
て

は
平

成
２
０

年
４
月

３
０

日
ま

で
の

間
，

九
州

地
方

整
備

局
発

注
の

特
定

車
両

管
理

業
務

に
つ

い
て

，
大

新
東

に
あ

っ
て
は

遅
く
と

も
平

成
１

９
年

３
月

３
０

日
以

降
，

セ
ノ

ン
に

あ
っ

て
は

遅
く

と
も

平
成

２
０

年
３
月
２
６
日
以
降
の
行
為
で
あ
る
。
 

（
注

１
０

）
 

事
務

所
等

に
お

い
て

入
札

が
行

わ
れ

る
時

点
で

当
該

事
務

所
等

に
お

け
る

車
両

管
理
業

務
の

委
託

を
受
け

て
い

る
者
を

い
う

。
 

３
 
排
除

措
置
命

令
の
概

要
 

前
記

２
(
1
)
の

北
海

道
開

発
局

及
び

各
地

方
整

備
局

に
お

け
る

違
反

行
為

ご
と

に
，

以
下

の

と
お
り

排
除
措

置
命
令

を
行
っ

た
。
 

(
1
)
 
排

除
措

置
命

令
の

対
象

事
業

者
（

以
下

「
名

あ
て

人
」

と
い

う
。

）
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

前
記

２
(
1
)
の

行
為

を
取

り
や

め
て

い
る

旨
を

確
認

す
る

こ
と

及
び

今
後

，
前

記
２

(
1
)
の

行
為

と
同

様
の

行
為

を
行

わ
ず

，
各

社
が

そ
れ

ぞ
れ

自
主

的
に

受
注

活
動

を
行

う
旨

を
，

取
締
役
会

等
に
お

い
て
決

議
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
2
)
 
名

あ
て

人
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

前
記

(
1
)
に

基
づ

い
て

採
っ

た
措

置
を

，
自

社
を

除
く

名
あ

て
人

及
び

北
海

道
開

発
局

又
は

各
地

方
整

備
局

に
通

知
し

，
か

つ
，

自
社

の
従

業
員

に
周

知
徹
底
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

(
3
)
 
名

あ
て

人
は

，
今

後
，

そ
れ

ぞ
れ

，
相

互
の

間
に

お
い

て
，

又
は

他
の

事
業

者
と

共
同

し
て
，
前

記
２

(
1
)の

行
為
と

同
様
の

行
為
を

行
っ
て

は
な
ら

な
い
。

 

４
 
課
徴

金
納
付

命
令
の

概
要
 

課
徴

金
納

付
命

令
の

対
象

事
業

者
は

，
平

成
２

１
年

９
月

２
４

日
ま

で
に

，
そ

れ
ぞ

れ
別

表
の

「
課

徴
金

額
」

欄
記

載
の

額
（

総
額

２
６

億
２

９
９

万
円

）
を

支
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
。

 

第
２

 
国
土

交
通
大

臣
に
対

す
る
改

善
措
置

要
求
等

に
つ
い

て
 

１
 
入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
概

要
 

前
記

第
１

の
２

(
1
)
ア

の
違

反
行

為
に

関
し

，
国

土
交

通
省

の
北

海
道

開
発

局
開

発
監

理
部

の
部

長
又

は
次

長
が

，
北

協
連

絡
車

管
理

の
社

長
（

注
１

１
）
に

対
し

，
ま

た
，

同
部

総
務

課
事

務
管

理
班

の
班

長
又

は
開

発
専

門
官

が
，

北
協

連
絡

車
管

理
の

専
務

に
対

し
，

北
海

道
開

発

局
発

注
の

特
定

車
両

管
理

業
務

の
う

ち
少

な
く

と
も

平
成

１
４

年
度

か
ら

平
成

１
８

年
度

ま

で
（

注
１

２
）
に

実
施

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
，

毎
年

，
当

該
車

両
管

理
業

務
の

指
名

競
争

入
札

に
係

る
指

名
通

知
が

な
さ

れ
る

前
に

，
未

公
表

情
報

で
あ

る
当

該
入

札
に

係
る

指
名

業
者

の

名
称

又
は

当
該

入
札

の
実

施
を

予
定

す
る

事
務

所
等

が
置

か
れ

て
い

る
開

発
建

設
部

の
名

称

若
し
く

は
当
該

事
務
所

等
の
名

称
を
教

示
し
て

い
た
事

実
が
認

め
ら
れ

た
。
 

（
注

１
１

）
 

旧
北

海
道

開
発

庁
北

海
道

開
発

局
の

退
職

者
で

あ
っ

て
，

平
成

１
８

年
６

月
２

日
ま
で

北
協

連
絡

車
管

理
の

代
表

取
締

役
社

長
の

職
に

あ
っ

た
者

を
い

う
。

 

（
注

１
２

）
 

平
成

１
３

年
度

以
前

に
実

施
さ

れ
た

車
両

管
理

業
務

に
つ

い
て

は
す

べ
て

の
事

務
所
等

に
お

い
て

随
意

契
約

の
方

法
に

よ
り

発
注

し
て

い
た

と
こ

ろ
，

平
成

１
４

年
度

に
実

施
さ

れ
た

車
両

管
理

業
務

に
つ
い

て
一

部
の

事

務
所

等
に

お
い

て
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
し

，
以

降
順

次
指

名
競

争
入

札
の

方
法
に

よ
り

発
注

す

る
事

務
所

等
の

範
囲

を
拡

大
し

て
，

平
成

１
８

年
度

以
降

に
実

施
さ

れ
た

車
両

管
理

業
務

に
つ
い

て
は

す
べ

て

の
事
務
所
等
に
お
い
て
指
名
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
発
注
し
て
い
た
。
 

２
 
該
当

法
条
及

び
改
善

措
置
要

求
等
 

国
土

交
通

省
の

職
員

に
よ

る
前

記
１

の
行

為
は

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
第

２
条

第
５

項
第

３
号

（
発

注
に

係
る

秘
密

情
報

の
漏

え
い

）
の

規
定

に
該

当
し

，
入

札
談

合
等

関

与
行
為

防
止
法

に
規
定

す
る
入

札
談
合

等
関
与

行
為
と

認
め
ら

れ
る
。

 

よ
っ

て
，

公
正

取
引

委
員

会
は

，
国

土
交

通
大

臣
に

対
し

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
今

後
，

前
記

１
の

行
為

と
同

様
の

行
為

が
生

じ
な

い

よ
う

，
北

海
道

開
発

局
発

注
の

特
定

車
両

管
理

業
務

に
つ

い
て

，
当

該
入

札
談

合
等

関
与

行

為
が

排
除

さ
れ

た
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

改
善

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

よ
う

求

め
る

と
と

も
に

，
こ

の
求

め
に

応
じ

て
同

条
第

４
項

の
規

定
に

基
づ

き
国

土
交

通
大

臣
が

行

っ
た

調
査

の
結

果
及

び
講

じ
た

改
善

措
置

の
内

容
に

つ
い

て
，

同
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ

き
公
正

取
引
委

員
会
に

通
知
す

る
よ
う

求
め
た

。
 

ま
た

，
会

計
検

査
院

に
対

し
て

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

の
排

除
及

び
防

止
に

万
全

を
期

す
観
点

か
ら
，

通
知
を

行
っ
た

。
 

第
３

 
国
土

交
通
省

に
対
す

る
要
請

に
つ
い

て
 

１
 
要
請

の
対
象

と
な
っ

た
行
為

の
概
要

 

前
記

第
１

の
２

(
1
)
ア

の
違

反
行

為
並

び
に

前
記

第
１

の
２

(
1
)
イ

の
表

の
①

か
ら

④
ま

で

及
び

⑧
の

各
地

方
整

備
局

発
注

の
特

定
車

両
管

理
業

務
に

係
る

違
反

行
為

に
関

し
，

名
あ

て

人
の

う
ち

北
協

連
絡

車
管

理
，

日
本

道
路

興
運

及
び

日
本

総
合

サ
ー

ビ
ス

の
３

社
が

受
け

入

れ
て

い
た

国
土

交
通

省
又

は
旧

建
設

省
若

し
く

は
旧

北
海

道
開

発
庁

の
退

職
者

が
，

そ
れ

ぞ

れ
，

他
の

入
札

参
加

業
者

と
の

間
で

当
該

各
違

反
行

為
を

実
施

す
る

た
め

の
入

札
価

格
等

に

関
す

る
情

報
の

交
換

を
行

う
な

ど
，

当
該

各
違

反
行

為
に

関
与

し
て

い
た

事
実

が
認

め
ら

れ

た
。
 

 
２

 
要
請

の
概
要

 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
国

土
交

通
省

に
対

し
，

国
土

交
通

省
が

北
海

道
開

発
局

及
び

各
地

方
整

備
局

に
お

い
て

発
注

す
る

車
両

管
理

業
務

に
つ

い
て

，
今

後
，

国
土

交
通

省
の

職
員

が

退
職

後
に

前
記

１
の

行
為

と
同

様
の

行
為

を
す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
に

必
要

な

措
置
を

採
る
こ

と
を
要

請
し
た

。
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【
資

料
２

－
⑨

】
 

防
衛

省
航

空
自

衛
隊

が
発

注
す

る
什

器
類

の
製

造
業

者
ら

に
対

す
る

排
除

措
置

命
令

，
 

課
徴

金
納

付
命

令
等

に
つ

い
て

 

平
成

２
２

年
３

月
３

０
日
 

公
正

取
引

委
員

会
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
防

衛
省

航
空

自
衛

隊
が

発
注

す
る

什
器

じ
ゅ
う

き

類
の

製
造

業
者

ら
に

対
し

，
独

占
禁

止
法

の
規

定
に

基
づ

い
て

審
査

を
行

っ
て

き
た

と
こ

ろ
，

後
記

第
１

の
と

お
り

，
同

法
第

３

条
（

不
当

な
取

引
制

限
の

禁
止

）
の

規
定

に
違

反
す

る
行

為
を

行
っ

て
い

た
と

し
て

，
本

日
，

同

法
第

７
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

排
除

措
置

命
令

及
び

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

基

づ
く

課
徴
金

納
付
命

令
を
行

っ
た
（

違
反
行

為
に
つ

い
て
は

別
添
排

除
措
置

命
令
書

参
照
。

）
。
 

ま
た

，
前

記
違

反
行

為
に

関
し

，
後

記
第

２
の

と
お

り
，

防
衛

省
航

空
自

衛
隊

第
一

補
給

処

（
以

下
「

第
一

補
給

処
」

と
い

う
。

）
の

職
員

に
よ

る
入

札
談

合
等

関
与

行
為

が
認

め
ら

れ
た

た

め
，

本
日

，
防

衛
大

臣
に

対
し

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
の

規
定

に
基

づ
き

，
改

善
措

置

要
求

を
行
っ

た
。

さ
ら

に
，

公
正

取
引

委
員

会
は

，
本

日
，

防
衛

省
に

対
し

，
同

省
の

調
達

業
務

に
関

わ
る

職
員

に
，

独
占

禁
止

法
及

び
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
の

趣
旨

及
び

内
容

を
周

知
徹

底
す

る
と

と

も
に

，
入

札
の

実
態

に
つ

い
て

再
点

検
し

，
必

要
な

場
合

に
は

改
善

を
行

う
な

ど
再

発
防

止
の

た

め
の

所
要
の

措
置
を

講
じ
る

よ
う
要

請
し
た

。
 

第
１

 
排
除

措
置
命

令
及
び

課
徴
金

納
付
命

令
に
つ

い
て
 

１
 
違
反

事
業
者

，
排
除

措
置
命

令
及
び

課
徴
金

納
付
命

令
の
対

象
事
業

者
並
び

に
課
徴

金
額
 

事
業

者
 

本
店

の
所
在

地
 

代
表
者

 
排

除
措
置

命
令
 

課
徴

金
額
 

株
式
会

社
イ
ト

ー
キ
 

大
阪
市

城
東
区

今
福
東

一
丁
目

４
番
１

２
号
 

代
表
取

締
役

 

松
井

 
正

 
○

 
１
億

２
８
５

７
万
円

株
式
会

社
内
田

洋
行
 

東
京
都

中
央
区

新
川
二

丁
目
４

番
７
号

 

代
表
取

締
役

 

柏
原

 
孝

 
○

 
９

１
２

７
万
円

プ
ラ
ス

株
式
会

社
 

東
京
都

港
区

虎
ノ
門

四

丁
目
１

番
２
８

号
 

代
表
取

締
役

 

今
泉

 
公

二
 

○
 

７
６
７

１
万
円

株
式
会

社
ラ
イ

オ
ン
事

務
器
 

大
阪
府

東
大
阪

市
長
田

中
三
丁

目
５
番

４
４
号

 

代
表
取

締
役

 

桑
原

 
能

章
 

○
 

６
４
９

０
万
円

株
式
会

社
岡
村

製
作
所

横
浜
市

西
区
北

幸
二
丁

目
７
番

１
８
号

 

代
表
取

締
役

 

久
松

 
一

良
 

○
 

１
３
７

１
万
円

コ
ク
ヨ

フ
ァ
ニ

チ
ャ
ー

株
式
会

社
 

大
阪
市

東
成
区

大
今
里

南
六
丁

目
１
番

１
号
 

代
表
取

締
役

 

黒
田

 
英

邦
 

－
 

－
 

合
 

計
 

３
億

７
５
１

６
万
円

（
注

１
）

表
中

の
「

○
」
は

，
そ

の
事

業
者

が
排

除
措

置
命

令
の

名
あ

て
人

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

（
注

２
）

表
中

の
「

－
」
は

，
そ

の
事

業
者

が
排

除
措

置
命

令
又

は
課

徴
金

納
付
命
令
の
名
あ

て
人
と
な
ら
な
い
違
反
事
業
者

で
あ

る
こ

と
を

示
し

て
い

る
。

２
 
違
反

行
為
の

概
要
 

株
式

会
社

イ
ト

ー
キ

，
株

式
会

社
内

田
洋

行
，

プ
ラ

ス
株

式
会

社
，

株
式

会
社

ラ
イ

オ
ン

事
務

器
及

び
株

式
会

社
岡

村
製

作
所

の
５

社
（

以
下

「
５

社
」

と
い

う
。

）
並

び
に

コ
ク

ヨ

フ
ァ

ニ
チ

ャ
ー

株
式

会
社

の
６

社
（

以
下

「
６

社
」

と
い

う
。

）
は

，
遅

く
と

も
平

成
１

７

年
１

１
月

３
０

日
以

降
，

共
同

し
て

，
防

衛
省

航
空

自
衛

隊
発

注
の

特
定

什
器

類
（

注
３

）
に

つ
い

て
，

発
注

者
の

意
向

を
受

け
て

納
入

予
定

メ
ー

カ
ー

を
決

定
し

，
自

ら
受

注
し

又
は

自
社

製
品

を
取

り
扱

う
別

紙
記

載
の

販
売

業
者

に
受

注
さ

せ
る

こ
と

に
よ

っ
て

，
納

入

予
定

メ
ー

カ
ー

が
納

入
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
に

よ
り

，
公

共
の

利
益

に
反

し
て

，
防

衛

省
航

空
自

衛
隊

発
注

の
特

定
什

器
類

の
取

引
分

野
に

お
け

る
競

争
を

実
質

的
に

制
限

し
て

い

た
。
 

（
注

３
）

防
衛

省
航

空
自

衛
隊

が
第

一
補

給
処

に
お

い
て

，
一

般
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
，

仕
様

書
の

調
達

品
目

表
に

６
社

又
は
そ
の

い
ず

れ
か
の
み

の
製

品
の
型

番
を
並
べ

て
記

載
し
た
同

等
品

リ
ス
ト

（
仕
様

書
に
記

載
す
べ
き
形
状
，

寸
法

等
の
規

格
の

指
定
に
代

え
て

調
達
品

目
表
に
添

付
さ

れ
る
リ
ス

ト
で

あ
っ
て

，
調
達

対
象
製

品
に
つ
い
て
メ
ー

カ
ー

ご
と
の

型
番

を
同
等
の

製
品

の
型
番

と
し
て
並

べ
て

記
載
し
た

も
の

を
い
う

。
）
を

用
い
て

発
注
す
る
什
器
類

（
納
入
時
に
設
置
工
事
，
組
立
加
工
等
の
役
務
を
要
す
る
場
合
は
当
該
役
務
を
含
む
。
）
を
い
う
。
 

３
 
排
除

措
置
命

令
の
概

要
 

(
1)
 
５

社
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

前
記

２
の

行
為

を
取

り
や

め
て

い
る

旨
を

確
認

す
る

こ
と

及
び

今
後

，
相

互
の

間
に

お
い

て
，

又
は

他
の

事
業

者
と

共
同

し
て

，
防

衛
省

航
空

自
衛

隊
が

第
一

補
給

処
に

お
い

て
発

注
す

る
什

器
類

に
つ

い
て

，
納

入
予

定
メ

ー
カ

ー
を

決
定

せ
ず

，

各
社

が
そ

れ
ぞ

れ
自

主
的

に
営

業
活

動
を

行
う

旨
を

，
取

締
役

会
に

お
い

て
決

議
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

(2
) 
５

社
は

，
そ
れ

ぞ
れ
，
前

記
(1
)に

基
づ
い

て
採

っ
た
措

置
を
，
自

社
を
除
く

４
社

並
び

に
自

社
製

品
を

取
り

扱
う

別
紙

記
載

の
販

売
業

者
及

び
第

一
補

給
処

に
通

知
し

，
か

つ
，

自
社

の
従
業

員
に
周

知
徹
底

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
3)
 
５

社
は

，
今

後
，

そ
れ

ぞ
れ

，
相

互
の

間
に

お
い

て
，

又
は

他
の

事
業

者
と

共
同

し
て

，

防
衛

省
航

空
自

衛
隊

が
第

一
補

給
処

に
お

い
て

発
注

す
る

什
器

類
に

つ
い

て
，

納
入

予
定

メ
ー

カ
ー
を

決
定
し

て
は

な
ら
な

い
。
 

(
4)
 
５

社
は

，
今

後
，

そ
れ

ぞ
れ

，
次

の
事

項
を

行
う

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

ア
 

官
公

需
の

受
注

に
関

す
る

独
占

禁
止

法
の

遵
守

に
つ

い
て

の
行

動
指

針
の

作

成
又

は
改

定
 

イ
 

官
公

需
の

受
注

に
関

す
る

独
占

禁
止

法
の

遵
守

に
つ

い
て

の
，

防
衛

省
航

空

自
衛

隊
が

発
注

す
る

什
器

類
の

営
業

担
当

者
に

対
す

る
定

期
的

な
研

修
及

び
法

務
担

当
者

に
よ

る
定

期
的

な
監

査
 

４
 
課
徴

金
納
付

命
令
の

概
要
 

５
社

は
，

平
成

２
２

年
７

月
１

日
ま

で
に

，
そ

れ
ぞ

れ
前

記
１

の
表

の
「

課
徴

金
額

」
欄

記
載
の

額
（
総

額
３
億

７
５
１

６
万
円

）
を
支

払
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

第
２

 
防
衛

大
臣
に

対
す
る

改
善
措

置
要
求

に
つ
い

て
 

１
 
入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
概

要
 

前
記

第
１

の
２

の
違

反
行

為
に

関
し

，
第

一
補

給
処

の
資

材
計

画
部

資
材

計
画

課
長

は
，

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
０

年
度

ま
で

の
間

，
予

算
の

執
行

余
剰

分
で

調
達

す
る

物
品

を

対
象

に
，

処
長

，
副

処
長

又
は

資
材

計
画

部
長

の
了

解
の

下
，

過
去

の
取

引
実

績
や

防
衛

省

航
空

自
衛

隊
の

退
職

者
の

在
籍

状
況

等
を

考
慮

し
，

調
達

に
係

る
事

業
者

別
の

目
標

（
以

下

「
調

達
要

求
目

標
」

と
い

う
。

）
を

定
め

，
資

材
計

画
課

の
各

班
長

に
対

し
，

調
達

要
求

目

【資料２－⑨】防衛省航空自衛隊が発注する什器類の製造業者らに対する排除措置命令，課徴金
　　　　　　　納付命令等について
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標
を

達
成

す
る

よ
う

指
示

等
を

し
て

い
た

。
ま

た
，

資
材

計
画

課
で

什
器

類
の

調
達

を
担

当

す
る

需
品

班
及

び
基

地
器

材
班

は
，

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
０

年
度

ま
で

の
間

（
基

地

器
材

班
に

お
い

て
は

平
成

１
８

年
度

か
ら

平
成

２
０

年
度

ま
で

の
間

）
，

調
達

要
求

目
標

が

達
成

で
き

る
よ

う
，

６
社

に
対

し
，

第
一

補
給

処
が

調
達

を
希

望
す

る
メ

ー
カ

ー
に

つ
い

て

の
意
向

を
示
し

，
こ
れ

に
よ
り

，
６
社

に
入
札

談
合
を

行
わ
せ

て
い
た

。
 

２
 
関
係

法
条
及

び
改
善

措
置
要

求
等
 

第
一

補
給

処
の

職
員

に
よ

る
前

記
１

の
行

為
は

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
第

２
条

第
５

項
第

１
号

（
事

業
者

に
入

札
談

合
を

行
わ

せ
る

こ
と

）
及

び
第

２
号

（
契

約
相

手
の

意

向
の
教

示
）
に

該
当
し

，
同
法

に
規
定

す
る
入

札
談
合

等
関
与

行
為
と

認
め
ら

れ
る
。

な
お

，
防

衛
省

が
，

第
一

補
給

処
が

実
施

す
る

什
器

類
の

入
札

を
対

象
と

し
て

行
っ

た
防

衛
監

察
本

部
に

よ
る

防
衛

監
察

の
結

果
を

公
正

取
引

委
員

会
に

対
し

平
成

２
１

年
５

月
２

８

日
付

け
で

通
報

す
る

前
に

，
第

一
補

給
処

の
職

員
が

関
係

事
業

者
に

対
し

て
防

衛
監

察
本

部

に
よ

る
防

衛
監

察
の

内
容

及
び

公
正

取
引

委
員

会
へ

の
通

報
の

予
定

を
漏

え
い

し
て

い
た

事

実
等
が

認
め
ら

れ
た
。

 

よ
っ

て
，

公
正

取
引

委
員

会
は

，
防

衛
大

臣
に

対
し

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
今

後
，

前
記

１
の

行
為

と
同

様
の

行
為

が
生

じ
な

い
よ

う
，

防
衛

省
航

空
自

衛
隊

発
注

の
特

定
什

器
類

に
つ

い
て

，
当

該
入

札
談

合
等

関
与

行
為

が
排

除

さ
れ

た
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

改
善

措
置

を
速

や
か

に
講

じ
る

よ
う

求
め

た
。

ま

た
，

防
衛

大
臣

に
対

し
，

こ
の

求
め

に
応

じ
て

同
条

第
４

項
の

規
定

に
基

づ
き

行
っ

た
調

査

の
結

果
及

び
講

じ
た

改
善

措
置

の
内

容
に

つ
い

て
，

同
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

公
表

す

る
と
と

も
に
公

正
取
引

委
員
会

に
通
知

す
る
よ

う
求
め

た
。

さ
ら

に
，

会
計

検
査

院
に

対
し

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

の
排

除
及

び
防

止
に

万
全

を
期

す
観

点
か

ら
，

防
衛

大
臣

に
対

し
て

改
善

措
置

を
講

じ
る

よ
う

求
め

た
旨

の
通

知
を

行
っ

た
。

第
３

 
防
衛

省
に
対

す
る
要

請
に
つ

い
て

公
正

取
引

委
員

会
は

，
こ

れ
ま

で
も

防
衛

省
に

対
し

，
同

省
の

職
員

が
行

っ
て

い
た

入
札

業
務

に
係

る
問

題
点

を
指

摘
し

，
再

発
防

止
の

た
め

の
改

善
措

置
を

講
じ

る
よ

う
繰

り
返

し

求
め

る
な

ど
し

て
き

た
。

し
か

し
な

が
ら

，
本

件
審

査
過

程
に

お
い

て
，

前
記

第
２

の
１

の

事
実

に
加

え
，

什
器

類
以

外
の

物
品

に
つ

い
て

も
，

競
争

入
札

に
付

し
て

い
る

に
も

か
か

わ

ら
ず

過
去

の
取

引
実

績
や

防
衛

省
航

空
自

衛
隊

の
退

職
者

の
在

籍
状

況
等

を
考

慮
し

て
あ

ら

か
じ

め
調

達
要

求
目

標
を

定
め

る
な

ど
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

上
の

問
題

に
つ

な

が
り
か

ね
な
い

事
実
も

認
め
ら

れ
た
。

 

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
，

公
正

取
引

委
員

会
は

，
防

衛
省

に
対

し
，

同
省

の
調

達
業

務
に

関
わ

る
職

員
に

，
独

占
禁

止
法

及
び

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

の
趣

旨
及

び
内

容
を

周
知

徹

底
す

る
と

と
も

に
，

入
札

の
実

態
に

つ
い

て
再

点
検

し
，

必
要

な
場

合
に

は
改

善
を

行
う

な

ど
再
発

防
止
の

た
め
の

所
要
の

措
置
を

講
じ
る

よ
う
要

請
し
た

。
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１ 本件

航
空
自
衛
隊
第
一
補
給
処
（
所
在
地
：
木
更
津
）

航
空

自
衛

隊
第

一
補

給
処

東
京

支
処

（
所

在
地

：
十

条
）

件違反行

資
材
計
画
課

調
達

要
求

・
毎
年
度
，
調
達
に
係
る
事
業
者
別
の
目
標

（
調

達
要

求
目

標
）
を
設

定
・
当
該
目
標
を
達
成
で
き
る
よ
う
調
達
要
求

行為の流れ

資
材
計
画
課

③
④

並
び
リ
ス
ト
を
用
い
て
作

成
し
た
入
札
仕
様
書
の

同
等
品
リ
ス
ト
に
掲
載
し

て
い
る
製
品
を
調
達
対

象
品

目
と
し
て
い
る
た
め
，

納
入
予
定
メ
ー
カ
ー
の

製
品
の
入
札
額
が
一
番

当
該
目
標
を
達
成
で
き
る
よ
う
調
達
要
求

入
札

公
告

れ

需
品

班
・
基

地
器

材
班

什
器
類
の
調
達
要
求
業
務
を
担
当

成
し
た
入
札
仕
様
書
の

添
付
資
料
（
同
等
品
リ
ス

ト
）
に
掲
載
し
て
い
る
製

品
を
調
達
要
求

製
品
の
入
札
額
が

番
低
く
な
る
。

①

⑤
落
札

販
売
業
者

自
社

製
品

が
番

安
く
な
る
よ
う

①

②
②

・
什
器
類
の
納
入
予
定
メ
ー
カ
ー
に
係
る
意
向
の
提

示
・
入
札
仕
様
書
の
添
付
資
料
の
原
案
（
並
び
リ
ス
ト
）

の
作
成
依
頼

納
入

予
定

メ
ー
カ
ー

自
社
製
品
が
一
番

安
く
な
る
よ
う

並
び
リ
ス
ト
を
作
成
・
提
出

落
札
指
示
（
並
び
リ
ス
ト
送
付
）

什
器

類
の

製
造

業
者

６
社

納
入

予
定

メ
カ
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【
資

料
２

－
⑩

】
 

青
森

市
が

発
注

す
る

土
木

一
式

工
事

の
入

札
参

加
業

者
ら

に
対

す
る

排
除

措
置

命
令

，

課
徴

金
納

付
命

令
等

に
つ

い
て

 

平
成

２
２

年
４

月
２

２
日
 

公
正

取
引

委
員

会
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
青

森
市

が
発

注
す

る
土

木
一

式
工

事
の

入
札

参
加

業
者

ら
に

対
し

，
独

占
禁

止
法

の
規

定
に

基
づ

い
て

審
査

を
行

っ
て

き
た

と
こ

ろ
，

後
記

第
１

の
と

お
り

，
同

法
第

３
条

（
不

当

な
取

引
制

限
の

禁
止

）
の

規
定

に
違

反
す

る
行

為
を

行
っ

て
い

た
と

し
て

，
本

日
，

同
法

第
７

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
排

除
措

置
命

令
及

び
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

課
徴

金
納

付

命
令

を
行
っ

た
（
違

反
行
為

に
つ
い

て
は
別

添
排
除

措
置
命

令
書
参

照
。
）
。

 

ま
た

，
前

記
違

反
行

為
に

関
し

，
後

記
第

２
の

と
お

り
，

青
森

市
の

職
員

に
よ

る
入

札
談

合
等

関
与

行
為

が
認

め
ら

れ
た

た
め

，
本

日
，

青
森

市
長

に
対

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

の
規

定
に

基

づ
き

，
改
善

措
置
要

求
を
行

っ
た
。

 

第
１

 
排
除

措
置
命

令
及
び

課
徴
金

納
付
命

令
に
つ

い
て
 

１
 

違
反

事
業

者
数

，
排

除
措

置
命

令
及

び
課

徴
金

納
付

命
令

の
対

象
事

業
者

数
並

び
に

課
徴

金
額

（
対

象
事
業

者
名
，

各
事
業

者
の
課

徴
金
額

等
に
つ

い
て
は

別
表
の

と
お
り

。
）
 

違
反

事
業
者

数
 

排
除
措
置

命
令
 

対
象
事
業

者
数
 

課
徴
金
納

付
命
令

 

対
象

事
業

者
数

課
徴

金
額
 

３
４

社
 

２
７
社
 

２
８

社
 

２
億
９
７

８
９
万

円
 

２
 
違
反

行
為
の

概
要
 

３
４

社
は

，
遅

く
と

も
平

成
１

７
年

４
月

１
日

以
降

（
注

１
）
，

共
同

し
て

，
青

森
市

発
注

の
特

定
土

木
一

式
工

事
（

注
２

）
に

つ
い

て
，

受
注

予
定

者
（

受
注

す
べ

き
者

又
は

特
定

建
設

工
事

共
同

企
業

体
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

に

よ
り

，
公

共
の

利
益

に
反

し
て

，
青

森
市

発
注

の
特

定
土

木
一

式
工

事
の

取
引

分
野

に
お

け
る

競

争
を
実

質
的
に

制
限
し

て
い
た

。
 

（
注

１
）

株
式

会
社

共
生

建
設

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
１

８
年

１
月

１
０

日
以

降
，

成
俊

工
業

株
式

会
社

及
び

和
田

工
業

株

式
会

社
に

あ
っ

て
は

遅
く

と
も

同
年

５
月

９
日

以
降

，
株

式
会

社
ナ

ガ
イ

及
び

株
式

会
社

坂
正

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
２

０
年

５
月

７
日
以

降
の

行
為

で
あ

る
。

 

（
注

２
）

青
森

市
が

，
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
土

木
一

式
工

事
と

し
て

発
注

す
る

工
事

で
あ

っ
て

，
旧

青
森

市
（

平
成

１
７

年
４

月
１

日
に

青
森

県
南

津
軽

郡
浪

岡
町

と
合

併
す

る
前

の
青

森
市

を
い

う
。

）
の

区
域

に
本

店
を

置
き

，
青

森
市

か
ら

土
木

一
式

工
事

に
つ

い
て

Ａ
の

等
級

に
格

付
さ

れ
て

い
る

者
の

み
又

は
こ

れ
ら

の
者

の
み

を
構

成
員

と
す

る
特

定
建

設
工

事
共

同
企

業
体
の

み
を

当
該

入
札

の
参

加
者

と
し

て
指

名
す

る
も

の
を
い
う
。

３
 
排
除

措
置
命

令
の
概

要
 

(1
) 

２
７

社
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

前
記

２
の

行
為

を
取

り
や

め
て

い
る

旨
を

確
認

す
る

こ
と

及
び

今

後
，

相
互

の
間

に
お

い
て

，
又

は
他

の
事

業
者

と
共

同
し

て
，

青
森

市
が

競
争

入
札

の
方

法
に

よ
り

土
木

一
式

工
事

と
し

て
発

注
す

る
工

事
に

つ
い

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

せ
ず

，
各

社
が

そ
れ

ぞ
れ

自
主

的
に

受
注

活
動

を
行

う
旨

を
，

取
締

役
会

等
に

お
い

て
決

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

(2
) 

２
７

社
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

前
記

(1
)に

基
づ

い
て

採
っ

た
措

置
を

，
自

社
を

除
く

２
６

社
及

び

青
森

市
に
通

知
し
，

か
つ
，

自
社
の

従
業
員

に
周
知

徹
底
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

(3
) 

２
７

社
は

，
今

後
，

そ
れ

ぞ
れ

，
相

互
の

間
に

お
い

て
，

又
は

他
の

事
業

者
と

共
同

し
て

，

青
森

市
が

競
争

入
札

の
方

法
に

よ
り

土
木

一
式

工
事

と
し

て
発

注
す

る
工

事
に

つ
い

て
，

受

注
予

定
者
を

決
定
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

４
 
課
徴

金
納
付

命
令
の

概
要
 

２
８

社
は

，
平

成
２

２
年

７
月

２
３

日
ま

で
に

，
そ

れ
ぞ

れ
別

表
の

「
課

徴
金

額
」

欄
記

載
の

額
（
総

額
２
億

９
７
８

９
万
円

）
を
支

払
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

第
２

 
青
森

市
長
に

対
す
る

改
善
措

置
要
求

等
に
つ

い
て
 

１
 
入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
概

要
 

 
前

記
第

１
の

２
の

違
反

行
為

に
関

し
，

青
森

市
特

別
理

事
（

自
治

体
経

営
監

）
の

職
に

あ
っ

た

者
（

注
３

）
は

，
青

森
市

発
注

の
特

定
土

木
一

式
工

事
に

つ
い

て
，

特
定

の
事

業
者

の
役

員
か

ら
受

注
予

定
者

の
決

定
を

円
滑

に
行

う
た

め
に

３
つ

の
グ

ル
ー

プ
に

分
け

た
指

名
業

者
の

組
合

せ
案

を

提
示

さ
れ

，
以

後
こ

れ
に

従
っ

て
入

札
参

加
業

者
を

指
名

す
る

よ
う

に
要

請
さ

れ
た

こ
と

か
ら

，

入
札

参
加

業
者

間
で

受
注

に
関

す
る

調
整

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
を

認
識

し
な

が
ら

，
入

札
参

加

業
者

間
で

協
調

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

，
同

市
自

治
体

経
営

局
総

務
部

契
約

課
に

対
し

て
指

名

業
者

の
組

合
せ

を
同

要
請

に
沿

っ
た

３
グ

ル
ー

プ
に

す
る

よ
う

指
示

し
，

平
成

１
８

年
４

月
以

降
，

平
成

２
１

年
４

月
２

３
日

付
け

で
同

市
を

退
職

す
る

ま
で

の
間

，
お

お
む

ね
，

同
課

を
し

て
こ

の

３
グ
ル

ー
プ
で

の
指
名

業
者
の

組
合
せ

を
維
持

さ
せ
て
い

た
。

 
（

注
３

）
平

成
２

０
年

１
０

月
１

日
以

降
に

あ
っ

て
は

青
森

市
副

市
長

の
職

に
あ

っ
た

。
こ

の
者

は
，

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら
平

成
２

１
年

４
月

２
３

日
ま

で
の

間
，

同
市

自
治

体
経

営
局

長
事

務
取

扱
を

命
じ

ら
れ

，
同

市
が

指
名

競
争

入
札

の
方

法
に

よ
り

土
木

一
式

工
事

と
し

て
発

注
す

る
工

事
に

係
る

入
札

及
び

契
約

に
関

す
る

事
務

等
を

つ
か

さ
ど

る
総

務
部
契

約

課
が
属
す
る
自
治
体
経
営
局
の
職
務
を
統
括
し
て
い
た
。
 

２
 
関
係

法
条
及

び
改
善

措
置
要

求
等
 

 
青

森
市

の
職

員
に

よ
る

前
記

１
の

行
為

は
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

第
２

条
第

５
項

第

４
号

（
入

札
談

合
の

幇
助

）
に

該
当

し
，

同
法

に
規

定
す

る
入

札
談

合
等

関
与

行
為

と
認

め
ら

れ

る
。
 

 
よ

っ
て

，
公

正
取

引
委

員
会

は
，

青
森

市
長

に
対

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

第
３

条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
今

後
，

前
記

１
の

行
為

と
同

様
の

行
為

が
生

じ
な

い
よ

う
，

青
森

市

発
注

の
特

定
土

木
一

式
工

事
に

つ
い

て
，

当
該

入
札

談
合

等
関

与
行

為
が

排
除

さ
れ

た
こ

と
を

確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
改

善
措

置
を

速
や

か
に

講
ず

る
よ

う
求

め
た

。
ま

た
，

青
森

市
長

に
対

し
，

こ
の

求
め

に
応

じ
て

同
条

第
４

項
の

規
定

に
基

づ
き

行
っ

た
調

査
の

結
果

及
び

講
じ

た
改

善
措

置

の
内

容
に

つ
い

て
，

同
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

公
表

す
る

と
と

も
に

公
正

取
引

委
員

会
に

通

知
す
る

よ
う
求

め
た
。

 

 
さ

ら
に

，
会

計
検

査
院

に
対

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

に
万

全
を

期
す

観

点
か
ら

，
青
森

市
長
に
対

し
て

改
善
措

置
を
講
ず

る
よ

う
求
め

た
旨
の

通
知
を

行
っ
た

。
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【
資

料
２
－

⑪
】

茨
城

県
が
発

注
す
る
土

木
一
式
工

事
及

び
舗

装
工
事

の
入
札
参

加
業
者
ら

に
対

す
る
排
除

 

措
置

命
令

，
課
徴

金
納
付
命

令
等
に
つ

い
て

 

平
成

２
３

年
８

月
４

日
 

公
正

取
引

委
員

会
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
茨

城
県

が
発

注
す

る
土

木
一

式
工

事
又

は
舗

装
工

事
の

入
札

参
加

業
者

ら
に

対

し
，

独
占

禁
止

法
の

規
定

に
基

づ
い

て
審

査
を

行
っ

て
き

た
と

こ
ろ

，
後

記
第

１
の

と
お

り
，

同
法

第

３
条

（
不

当
な

取
引

制
限

の
禁

止
）

の
規

定
に

違
反

す
る

行
為

を
行

っ
て

い
た

と
し

て
，

本
日

，
同

法
第

７
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

排
除

措
置

命
令

及
び

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
課

徴
金

納
付

命
令

を
行

っ
た

（
違

反
行

為
に

つ
い

て
は

別
添

排
除

措
置

命
令

書
参

照
。

）
。

 

ま
た

，
前

記
違

反
行

為
に

関
し

，
後

記
第

２
の

と
お

り
，

茨
城

県
の

職
員

に
よ

る
入

札
談

合
等

関
与

行

為
が

認
め

ら
れ

た
た

め
，

本
日

，
茨

城
県

知
事

に
対

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

の
規

定
に

基
づ

き
，

改
善

措
置

要
求

を
行

っ
た

。

さ
ら

に
，

後
記

第
３

の
と

お
り

，
本

日
，

茨
城

県
に

対
し

，
同

県
の

発
注

業
務

に
関

わ
る

職
員

に
，

独

占
禁

止
法

及
び

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

の
趣

旨
及

び
内

容
を

周
知

徹
底

す
る

こ
と

な
ど

を
要

請
し

た
。

 

第
１

 
排

除
措

置
命

令
及

び
課

徴
金

納
付

命
令

に
つ

い
て

 

１
 

違
反

行
為

者
数

，
排

除
措

置
命

令
及

び
課

徴
金

納
付

命
令

の
対

象
事

業
者

数
並

び
に

課
徴

金
額

 

（
対

象
事

業
者

名
，

各
事

業
者

の
課

徴
金

額
等

に
つ

い
て

は
各

別
表

の
と

お
り

。
）

 

違
反

行
為
者

数
 

排
除

措
置

命
令
 

対
象

事
業

者
数
 

課
徴

金
納

付
命
令

対
象

事
業

者
数

課
徴

金
額
 

境
土

地
改

良
事
務

所
発
注

の
特

定
土
木

一
式
工

事
（
注
１

）
 

（
別

表
１

）
 

６
６

名
 

５
７

名
４

２
名

１
億

４
８
８

６
万
円

境
工

事
事

務
所
発

注
の
特

定
舗

装
工
事

（
注

２
）
 

（
別

表
２

）
 

２
０

名
 

１
８

社
１

４
社

２
５
９

４
万
円

境
工

事
事

務
所
発

注
の
特

定
土

木
一
式

工
事

（
注

３
）
 

（
別

表
３

）
 

３
９

名
 

３
４

社
３

３
社

１
億

１
７
４

７
万
円

合
計
 

延
べ

１
２
５

名
 

（
実
数

７
２
名

）
 

延
べ

１
０

９
名

（
実

数
６
３

名
）

延
べ
８

９
名

（
実

数
５
０

名
）

２
億

９
２
２

７
万
円

（
注

１
）

「
境

土
地

改
良

事
務

所
発

注
の

特
定

土
木

一
式

工
事

」
と

は
，

茨
城

県
が

境
土

地
改

良
事

務
所

（
注

４
）
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
土

木
一

式
工

事
と

し
て

発
注

す
る

工
事

で
あ

っ
て

，
①

土
木

Ｓ
等

級
業

者
及

び
土

木
Ａ

等

級
業

者
の

み
，

②
土

木
Ａ

等
級

業
者

の
み

，
③

土
木

Ａ
等

級
業

者
及

び
土

木
Ｂ

等
級

業
者

の
み

又
は

④
土

木
Ｂ

等
級

業
者

の
み

を

入
札

参
加

者
と

す
る

も
の

を
い

う
（
注
５
）
。

 

（
注

２
）

「
境

工
事

事
務

所
発

注
の

特
定

舗
装

工
事

」
と

は
，

茨
城

県
が

境
工

事
事

務
所

（
注

４
）
に

お
い

て
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
工

事
で

あ
っ

て
，

①
舗

装
工

事
と

し
て

発
注

す
る

工
事

で
あ

っ
て

舗
装

Ａ
等

級
業

者
の

み
を

入
札

の
参

加
者

と
す

る

も
の

又
は

②
土

木
一

式
工

事
と

し
て

「
路

面
再

生
工

事
」

，
「

街
路

舗
装

工
事

」
，

「
道

路
舗

装
工

事
」

若
し

く
は

「
道

路
舗

装

新
設

工
事

」
の

い
ず

れ
か

の
工

事
名

で
発

注
す

る
工

事
で

あ
っ

て
舗

装
Ａ

等
級

業
者

か
つ

土
木

Ａ
等

級
業

者
で

あ
る

も
の

の
み

を

入
札

の
参

加
者

と
す

る
も

の
を

い
う

（
注
５
）
。

 

（
注

３
）

「
境

工
事

事
務

所
発

注
の

特
定

土
木

一
式

工
事

」
と

は
，

茨
城

県
が

境
工

事
事

務
所

（
注

４
）
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
土

木
一

式
工

事
と

し
て

発
注

す
る

工
事

（
「

路
面

再
生

工
事

」
，

「
街

路
舗

装
工

事
」

，
「

道
路

舗

装
工

事
」

又
は

「
道

路
舗

装
新

設
工

事
」

の
工

事
名

で
発

注
す

る
も

の
を

除
く

。
）

で
あ

っ
て

，
①

土
木

Ｓ
等

級
業

者
及

び
土

木

Ａ
等

級
事

業
者

の
み

又
は

②
土

木
Ａ

等
級

業
者

の
み

（
い

ず
れ

も
茨

城
県

の
区

域
に

本
店

又
は

主
た

る
事

務
所

を
置

く
者

に
限

る
。

）
を

入
札

の
参

加
者

と
す

る
も

の
を

い
う

（
注
５
）
。

 

（
注

４
）

「
境

土
地

改
良

事
務

所
」

と
は

，
茨

城
県

県
西

農
林

事
務

所
境

土
地

改
良

事
務

所
（

平
成

２
１

年
３

月
３

１
日

以
前

に
あ

っ
て

は
茨

城
県

境
土

地
改

良
事

務
所
）

を
い

い
，

「
境

工
事

事
務

所
」

と
は

，
茨

城
県

境
工

事
事

務
所

（
同

日
以

前
に

あ
っ

て
は

茨
城

県
境
土
木
事
務
所
）
を
い
う
。
 

（
注

５
）

「
土

木
Ｓ

等
級

業
者

」
，

「
土

木
Ａ

等
級

業
者

」
又

は
「

土
木

Ｂ
等

級
業

者
」

と
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

茨
城

県
か

ら
土

木
一

式
工

事
に

つ
い

て
Ｓ

の
等

級
に

決
定

さ
れ

た
事

業
者

，
Ａ

の
等

級
に

決
定

さ
れ

た
事

業
者

又
は

Ｂ
の

等
級

に
決

定
さ

れ
た

事
業

者
を

い

い
，
「
舗
装
Ａ
等
級
業
者
」
と
は
，
茨
城
県
か
ら
舗
装
工
事
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
決
定
さ
れ
た
事
業
者
を
い
う
。
 

２
 

違
反

行
為

の
概

要
 

(1
) 

境
土
地
改

良
事
務

所
発
注

の
特
定

土
木
一

式
工
事

 

別
表

１
記

載
の

６
６

名
は

，
遅

く
と

も
平

成
１

９
年

６
月

１
日

以
降

（
注

６
）
，

共
同

し
て

，
境

土

地
改
良

事
務
所

発
注
の

特
定
土

木
一
式

工
事
に

つ
い
て

，
境
土

地
改
良

事
務
所

の
職
員

が
各
工

事
の

落
札
を

予
定
す

る
者
（

以
下
「

落
札
予

定
者
」

と
い
う

。
）
と

し
て
決

定
し
た

者
で
あ

っ
て
，

境
支

部
（

注
７

）
の

支
部

長
等

か
ら

受
注

す
べ

き
旨

の
伝

達
を

受
け

た
者

を
受

注
す

べ
き

者
（

以
下

「
受

注

予
定
者

」
と
い

う
。
）

と
決
定

し
，
受

注
予
定

者
が
受

注
で
き

る
よ
う

に
す
る

こ
と
に

よ
り
，

公
共

の
利
益

に
反
し

て
，
境

土
地
改

良
事
務

所
発
注

の
特
定

土
木
一

式
工
事

の
取
引

分
野
に

お
け
る

競
争

を
実
質

的
に
制

限
し
て

い
た
。

 

(2
) 

境
工
事
事

務
所
発

注
の
特

定
舗
装

工
事
 

別
表

２
記

載
の

２
０

名
は

，
遅

く
と

も
平

成
１

９
年

６
月

１
日

以
降

（
注

８
）
，

共
同

し
て

，
境

工

事
事
務

所
発
注

の
特
定

舗
装
工

事
に
つ

い
て
，

受
注
機

会
の
均

等
化
を

図
る
た

め
，
原

則
と
し

て
あ

ら
か
じ

め
定
め

ら
れ
た

順
番
に

よ
り
受

注
予
定

者
を
決

定
し
，

受
注
予

定
者
が

受
注
で

き
る
よ

う
に

す
る
こ

と
に
よ

り
，
公

共
の
利

益
に
反

し
て
，

境
工
事

事
務
所

発
注
の

特
定
舗

装
工
事

の
取
引

分
野

に
お
け

る
競
争

を
実
質

的
に
制

限
し
て

い
た
。

 

(3
) 

境
工

事
事
務

所
発
注

の
特
定

土
木
一

式
工
事

 

別
表

３
記

載
の

３
９

名
は

，
遅

く
と

も
平

成
１

９
年

６
月

１
日

以
降

（
注

９
）
，

共
同

し
て

，
境

工

事
事
務

所
発
注

の
特
定

土
木
一

式
工
事

に
つ
い

て
，
受

注
価
格

の
低
落

防
止
を

図
る
た

め
，

受
注

を

希
望
す

る
者
の

間
の
話

合
い
な

ど
に
よ

り
受
注

予
定
者

を
決
定

し
，
受

注
予
定

者
が
受

注
で

き
る

よ

う
に
す

る
こ
と

に
よ
り

，
公
共

の
利
益

に
反
し

て
，
境

工
事
事

務
所
発

注
の
特

定
土
木

一
式

工
事

の

取
引
分

野
に
お

け
る
競

争
を
実

質
的
に

制
限
し

て
い
た

。
 

（
注

６
）

別
表

１
記

載
の

番
号

１
５

，
４

０
及

び
５

３
の

事
業

者
に

あ
っ

て
は

遅
く

と
も

平
成

１
９

年
９

月
２

７
日

以
降

，
番

号

５
６

の
事

業
者

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
１

９
年

１
１

月
１

４
日

以
降

，
番

号
４

４
の

事
業

者
に

あ
っ

て
は

遅
く

と
も

平

成
２

０
年

９
月

２
６

日
以

降
，

番
号

４
９

の
事

業
者

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
２

１
年

７
月

２
４

日
以

降
，

番
号

５
４

の

事
業

者
に

あ
っ

て
は

遅
く

と
も

平
成

２
１

年
９

月
１

日
以

降
，

番
号

４
５

の
事

業
者

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
２

１
年

９
月

１
６
日
以
降
の
行
為
で
あ
る
。
 

（
注
７
）
「

境
支
部
」
と
は
，
社
団
法
人
茨
城
県
建
設
業
協
会
境
支
部
を
い
う
。
 

な
お

，
違

反
行

為
者

は
，

(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
の

各
工

事
に

つ
い

て
，

自
ら

が
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

旨
を

，
境

支
部

に
連

絡
し
て
い
た
。
 

（
注

８
）

別
表

２
記

載
の

番
号

１
４

の
事

業
者

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
１

９
年

８
月

２
３

日
以

降
，

番
号

１
７

及
び

１
８

の
事

業
者

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
２

１
年

６
月

２
２

日
以

降
，

番
号

１
６

の
事

業
者

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
２

１
年

６
月

２
３
日
以
降
の
行
為
で
あ
る
。
 

（
注

９
）

別
表

３
記

載
の

番
号

１
１

及
び

２
４

の
事

業
者

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
１

９
年

８
月

２
日

以
降

，
番

号
２

６
の

事
業

者
に

あ
っ

て
は

遅
く

と
も

平
成

１
９

年
８

月
２

２
日

以
降

，
番

号
３

３
の

事
業

者
に

あ
っ

て
は

遅
く

と
も

平
成

２
１

年
３

月

２
５

日
以

降
，

番
号

３
１

の
事

業
者

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成
２

１
年

８
月

２
０

日
以

降
，

番
号

２
２

の
事

業
者

に
あ

っ

て
は

遅
く

と
も

平
成

２
１

年
９

月
１

６
日

以
降

，
番

号
１

４
，

２
３

及
び

３
０

の
事

業
者

に
あ

っ
て

は
遅

く
と

も
平

成

２
１

年
９
月
１
７
日
以
降
，
番
号
２
９
の
事
業
者
に
あ
っ
て
は
遅
く
と
も
平
成
２
１
年
９
月
２
５
日
以
降
の
行
為
で
あ
る
。
 

３
 

排
除

措
置

命
令

の
概

要
 

前
記
２

の
違
反

行
為
ご

と
に
，

次
の
と

お
り
排

除
措
置

命
令
を

行
っ
た

。
 

(1
) 

排
除

措
置

命
令

の
対

象
事

業
者

（
以

下
「

名
宛

人
」

と
い

う
。

）
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

次
の

事
項

を
，
取
締

役
会
等

に
お
い

て
決
議

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

ア
 
前
記

２
の
行

為
を
取

り
や
め

て
い
る

旨
を
確

認
す
る

こ
と
 

イ
 

今
後

，
相

互
の

間
に

お
い

て
，

又
は

他
の

事
業

者
と

共
同

し
て

，
前

記
２

の
工

事
に

つ
い

て
，

受
注
予
定

者
を
決

定
せ
ず

，
各
自

が
そ
れ

ぞ
れ
自

主
的
に

受
注
活

動
を
行

う
旨
 

【資料２－⑪】茨城県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者らに対する排除措置
　　　　　　　命令，課徴金納付命令等について
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ウ
 

今
後

，
前

記
２

の
工

事
に

つ
い

て
，

自
ら

が
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

旨
を

，
境

支
部

に

連
絡
し
な

い
旨
 

(2
) 

名
宛

人
は

，
そ

れ
ぞ

れ
，

前
記

(1
)に

基
づ

い
て

採
っ

た
措

置
を

，
自

ら
を

除
く

名
宛

人
及

び
茨

城
県
に
通

知
し
，

か
つ
，

自
ら
の

従
業
員

等
に
周

知
徹
底

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(3
) 

名
宛

人
は

，
今

後
，

そ
れ

ぞ
れ

，
相

互
の

間
に

お
い

て
，

又
は

他
の

事
業

者
と

共
同

し
て

，
前

記
２
の
工

事
に
つ

い
て
，

受
注
予

定
者
を

決
定
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

(4
) 

名
宛

人
は

，
今

後
，

そ
れ

ぞ
れ

，
前

記
２

の
工

事
に

つ
い

て
，

自
ら

が
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る
旨
を

，
境
支

部
に
連

絡
し
て

は
な
ら

な
い
。

 

４
 

課
徴

金
納

付
命

令
の

概
要

 

課
徴

金
納

付
命

令
の

対
象

事
業

者
は

，
平

成
２

３
年

１
１

月
７

日
ま

で
に

，
そ

れ
ぞ

れ
別

表
１

，

別
表

２
又
は

別
表

３
の

「
課
徴

金
額
」
欄

記
載
の
額

（
総

額
２

億
９
２

２
７
万
円

）
を
支
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

第
２

 
茨

城
県

知
事

に
対

す
る

改
善

措
置

要
求

等
に

つ
い

て
 

１
 

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

概
要

 

(1
) 

前
記

第
１

の
２

(1
)の

行
為

に
関

し
，

境
土

地
改

良
事

務
所

の
工

務
課

長
（

注
１
０
）
は

，
遅

く
と

も
平

成
１

９
年

４
月

以
降

，
境

土
地

改
良

事
務

所
発

注
の

特
定

土
木

一
式

工
事

の
全

て
に

つ
い

て
，

同
事

務
所

の
所

長
の

承
認

の
下

，
各

工
事

の
落

札
予

定
者

を
決

定
し

，
当

該
工

事
の

入
札

前
に

，
落

札
予

定
者

に
つ

い
て

の
意

向
を

，
境

支
部

の
支

部
長

に
伝

達
し

て
い

た
（

注
１

１
）
。

(2
) 

前
記

第
１

の
２

(2
)の

行
為

に
関

し
，

境
工

事
事

務
所

の
所

長
は

，
特

定
の

事
業

者
か

ら
の

要
望

を
受

け
，

境
工

事
事

務
所

発
注

の
特

定
舗

装
工

事
の

う
ち

遅
く

と
も

平
成

１
９

年
６

月
１

日
以

降

に
入

札
が

行
わ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

，
当

該
工

事
の

入
札

参
加

業
者

が
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た

順
番

の
と

お
り

受
注

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

，
発

注
工

事
及

び
指

名
業

者
の

選
定

に
係

る
業

務

を
担

当
す

る
同

事
務

所
の

道
路

管
理

課
長

及
び

道
路

整
備

課
長

（
注

１
２
）
に

指
示

し
て

，
当

該
順

番
を

考
慮
し
た

発
注
工

事
及
び

指
名
業

者
の
選

定
を
行

わ
せ
て

い
た
。

 
（

注
１

０
）

平
成

２
１

年
３

月
３

１
日

以
前

に
あ

っ
て

は
工

務
第

一
課

長
。

 

（
注

１
１
）

境
支

部
の

支
部

長
は

，
自

ら
又

は
境

支
部

の
役

員
を

通
じ

て
，

当
該

工
事

の
落

札
予

定
者

と
し

て
決

定
さ

れ
た

者
に

対
し

て
，

当
該

工
事

を
受

注
す

べ
き

旨
を

伝
達

し
て

い
た

。
 

（
注

１
２
）

平
成

２
１

年
３

月
３

１
日

以
前

に
あ

っ
て

は
道

路
維

持
課

長
及

び
道

路
河
川
整
備
第
一
課
長
。

２
 

関
係

法
条

及
び

改
善

措
置

要
求

等
 

茨
城

県
の

職
員

に
よ

る
前

記
１

(1
)の

行
為

は
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

第
２

条
第

５
項

第
１

号
（

事
業

者
に

入
札

談
合

を
行

わ
せ

る
こ

と
）

及
び

第
２

号
（

受
注

者
に

関
す

る
意

向
の

教

示
）

に
該

当
し

，
ま

た
，

前
記

１
(2
)の

行
為

は
，

同
項

第
４

号
（

入
札

談
合

の
幇

助
）

に
該

当
し

，

い
ず

れ
も

，
同

法
に

規
定

す
る

入
札

談
合

等
関

与
行

為
と

認
め

ら
れ

る
。

よ
っ

て
，

公
正

取
引

委
員

会
は

，
茨

城
県

知
事

に
対

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

第
３

条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
今

後
，

前
記

１
の

行
為

と
同

様
の

行
為

が
生

じ
な

い
よ

う
，

境
土

地
改

良
事

務
所

発
注

の
特

定
土

木
一

式
工

事
及

び
境

工
事

事
務

所
発

注
の

特
定

舗
装

工
事

に
つ

い
て

，
当

該
入

札
談

合
等

関
与

行
為

が
排

除
さ

れ
た

こ
と

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
改

善
措

置
を

速
や

か
に

講
ず

る
よ

う
求

め
た

。
ま

た
，

茨
城

県
知

事
に

対
し

，
こ

の
求

め
に

応
じ

て
同

条
第

４
項

の
規

定
に

基
づ

き
行

っ
た

調
査

の
結

果
及

び
講

じ
た

改
善

措
置

の
内

容
に

つ
い

て
，

同
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

公
表

す
る

と
と

も
に

公
正

取
引

委
員

会
に

通
知

す
る

よ
う

求
め

た
。

さ
ら

に
，

会
計

検
査

院
に

対
し

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

の
排

除
及

び
防

止
に

万
全

を
期

す
観

点

か
ら

，
茨

城
県

知
事

に
対

し
て

改
善

措
置

を
講

ず
る

よ
う

求
め

た
旨

の
通

知
を

行
っ

た
。

第
３

 
茨

城
県

に
対

す
る

要
請

に
つ

い
て

本
件

審
査

の
過

程
に

お
い

て
，

前
記

第
２

の
入

札
談

合
等

関
与

行
為

以
外

に
，

茨
城

県
が

茨
城

県

県
西

農
林

事
務

所
に

お
い

て
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
建

設
工

事
に

つ
い

て
，

同
事

務
所

の
土

地
改

良
部

門
の

職
員

が
，

落
札

予
定

者
を

決
定

し
，

当
該

入
札

の
前

に
，

落
札

予
定

者
に

つ
い

て
の

意
向

を
，

社
団

法
人

茨
城

県
建

設
業

協
会

筑
西

支
部

及
び

常
総

支
部

の
各

支
部

に
所

属
す

る
特

定
の

事
業

者
に

伝
達

し
て

い
た

疑
い

が
認

め
ら

れ
た

。
当

該
行

為
は

，
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
建

設
工

事
に

つ
い

て
同

県
の

職
員

が
落

札
予

定
者

と
し

て
決

定
し

た
事

業
者

に
当

該
建

設
工

事
を

受
注

さ
せ

る
行

為
が

存
在

し
た

こ
と

を
疑

わ
せ

る
も

の
で

あ
り

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

防
止

法
上

の
問

題
を

生
じ

さ
せ

る
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
と

認
め

ら
れ

る
。

 

よ
っ

て
，

公
正

取
引

委
員

会
は

，
茨

城
県

に
対

し
，

同
県

の
建

設
工

事
の

発
注

業
務

に
関

わ
る

職

員
に

，
独

占
禁

止
法

及
び

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

の
趣

旨
及

び
内

容
を

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

，
同

県
の

建
設

工
事

の
発

注
業

務
の

実
態

に
つ

い
て

調
査

し
，

入
札

談
合

等
関

与
行

為
防

止
法

上
の

問
題

を
生

じ
さ

せ
る

お
そ

れ
が

あ
る

行
為

が
認

め
ら

れ
た

場
合

に
は

，
同

県
の

職
員

が
当

該
行

為
と

同
様

の
行

為
を

行
う

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

要
請

し
た

。
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１ 入札談

所
長

(1)  境

談合等関与行為

工
務

課
長

注

・
発

注
予

定
の

特
定

土
木

一
式

工
事

に
つ
い
て
，
落

札
予

定
者

を
選

定
・
落

札
予

定
者

を
所

長
に
説

明
・
工
務
課
長

（
注

２
）
が
選
定
し
た
落
札
予
定
者
を
承
認

＝
落
札
予
定
者
の
決
定

境土地改良事務
（入札談合等関

①
②

為の流れ

工
務

課
長

（
注
2）

所の職員による
関与行為防止法

・
境

支
部

の
支

部
長

に
対

し
て
，
落

札
予

定
者

に
係

る
意

向
を
伝

達

③
(注

1
)

平
成

２
１
年

３
月

３
１
日

以
前

に
あ
っ
て
は

，
茨
城
県
境
土
地
改
良
事
務
所

(注
2
)

平
成

２
１
年

３
月

３
１
日

以
前

に
あ
っ
て
は

，

社
団

法
人

茨
城

県
建

設
業

協
会

境
支

部
支

部
長

る入札談合等関
法第２条第５項

工
務
第
一
課
長

同
境

支
部

役
員

関与行為
第１号及び第

・
自

ら
又

は
境

支
部

の
役

員
を
介

し
て
，
落

札
予

定
者

と
し
て
決

定
さ
れ

た
者

に
対

し
て
，
当

該
工

事
を
受

注
す
べ

き
旨

を
伝

達

④

境
土

地
改

良
事

務
所

で
決

定
さ

れ
た

落
札

予
定

者
＝

入
札

参
加

業
者

間
に

お
け

る
受

注
予

定
者

２号に該当）

入
札

参
加

業
者

間
に

お
け

る
受

注
予

定
者

・
伝
達
を
受
け
た
者
が
入
札
参
加
業
者
間
に
お
け
る
受
注
予
定
者
と
な
り
，
受
注
予
定
者
は
他
の
入
札

参
加

業
者

に
自

社
が

受
注

で
き
る
よ
う
協

力
を
要

請
・
入

札
参

加
業

者
は

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き
る
よ
う
協

力

⑤ ⑥

入
札

参
加

業
者

入
札

参
加

業
者

入
札

参
加

業
者

入
札

参
加

業
者

参考
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(2)  境工
（
工事事務所の職

（入札談合等関

所
長

②
③

④

職員による入札
与行為防止法第

・
舗
装

Ａ
等
級
業
者
が
，
境
工
事
事
務
所

発
注

の
特
定
舗
装
工
事
に
つ
い
て

あ

・
舗
装
Ａ
等
級
業
者
の
受
注

の
順
番
を
考
慮
し
て
，
発

注
工
事
及
び
指
名
業
者
を

選
定

す
る
よ
う
指

示

②
・
受
注
の
順
番
を
考
慮

し
て
，
発
注
工
事
及
び

指
名
業
者
を
選
定
し
，

所
長
に
説
明

③
・
道
路
管
理
課
長
又
は

道
路
整
備
課
長
が
選

定
し
た
発
注
工
事
及

び
指
名
業
者
を
承
認

④

道
路

管
理

課
長

（
注

2
）

道
路

整
備

課
長

（
注

3
）

札談合等関与行
第２条第５項第

発
注

の
特
定
舗
装
工
事
に
つ
い
て

，
あ

ら
か

じ
め
受
注
の
順
番
を
決
め
，
そ
の

順
番

に
基
づ
き
受
注
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い

て
認
識

為
第４号に該当）

・
所
長
に
対
し
て
，
舗
装
Ａ
等
級
業
者

が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
番
で
受
注

で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
工
事
を
発
注

①

・
舗
装
Ａ
等
級
業
者
が
あ
ら
か
じ
め

⑤

Ａ
社

Ｂ
社

で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
工
事
を
発
注

す
る
よ
う
要

望
定
め
た
受
注
の
順
番
を
考
慮
し
た

発
注
工
事
及
び
指
名
業
者
の
選
定

Ｂ
社

Ｃ
社

・
・

・

(注
1
)

平
成

２
１
年

３
月

３
１
日

以
前

に
あ
っ
て
は

，
茨
城
県
境
土
木
事
務
所

(注
2
)

平
成

２
１
年

３
月

３
１
日

以
前

に
あ
っ
て
は

，
道
路
維
持
課
長

境
工

事
事

務
所

発
注

の
特

定
舗

装
工

事
に

係
る

入
札

談
合

を
幇

助

・
境
工
事
事
務
所
発
注
の
特
定
舗
装
工
事
に
つ
い
て
，

あ
ら
か
じ
め

受
注
の
順
番
を
決
め
，
そ
の
順
番
に
基
づ
き
受
注
し

て
い
た
。

道
路
維
持
課
長

(注
3
)

平
成

２
１
年

３
月

３
１
日

以
前

に
あ
っ
て
は

，
道
路
河
川
整
備
第
一
課
長

入
札

談
合

を
幇

助
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【
資
料
３
】
　
官
公
需
等
入
札
談
合
事
件
（
法
的
措
置
）
一
覧
　
　
（
平
成
２
０
年
度
以
降
）

【
資
料
３
】
　
官
公
需
等
入
札
談
合
事
件
（
法
的
措
置
）
一
覧
　
　
（
平
成
２
０
年
度
以
降
）

【
資
料
３
】
　
官
公
需
等
入
札
談
合
事
件
（
法
的
措
置
）
一
覧
　
　
（
平
成
２
０
年
度
以
降
）

【
資
料
３
】
　
官
公
需
等
入
札
談
合
事
件
（
法
的
措
置
）
一
覧
　
　
（
平
成
２
０
年
度
以
降
）

番 号

件
 
名

内
 
容

排
除
措
置
命
令

等
年
月
日

審
決
年
月
日

課
徴

金
額

 
(
万

円
）

課
徴
金

対
象
事

業
者
数

1

三
菱

電
機

㈱

ほ
か

7
社

に
対

す
る

件

　
札

幌
市

発
注

の
特

定
電

気
設

備
工

事
に

つ
い

て
，

当
該

工

事
の

入
札

前
に

，
札

幌
市

の
職

員
か

ら
落

札
予

定
者

と
し

て

意
向

を
示

さ
れ

た
者

を
受

注
予

定
者

と
し

，
受

注
予

定
者

が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
0
.
1
0
.
2
9

4
2
,
5
3
0

8

2

東
亜

デ
ィ

ー

ケ
ー

ケ
ー

㈱

ほ
か

2
社

に
対

す
る

件

　
国

の
機

関
及

び
地

方
公

共
団

体
が

競
争

入
札

又
は

見
積

り
合

わ
せ

の
方

法
に

よ
り

発
注

す
る

特
定

大
気

常
時

監
視

自

動
計

測
器

に
つ

い
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
0
.
1
1
.
1
2

1
2
,
7
7
7

3

3

日
本

道
路

興

運
㈱

ほ
か

3

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
東

北
地

方
整

備
局

の
河

川
国

道
事

務
所

等
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
車

両
管

理
業

務
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
1
.
6
.
2
3

2
4
,
8
3
3

3

4

日
本

道
路

興

運
㈱

ほ
か

5

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
関

東
地

方
整

備
局

の
河

川
国

道
事

務
所

等
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
車

両
管

理
業

務
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
1
.
6
.
2
3

4
4
,
3
5
1

6

5

日
本

道
路

興

運
㈱

ほ
か

2

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
北

陸
地

方
整

備
局

の
河

川
国

道
事

務
所

等
に

お
い

て
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
車

両

管
理

業
務

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
1
.
6
.
2
3

1
8
,
3
3
9

3

6

日
本

道
路

興

運
㈱

ほ
か

3

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
中

部
地

方
整

備
局

の
河

川
国

道
事

務
所

等
に

お
い

て
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
車

両

管
理

業
務

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
1
.
6
.
2
3

3
4
,
7
9
9

4

7

日
本

道
路

興

運
㈱

ほ
か

4

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
近

畿
地

方
整

備
局

の
河

川
国

道
事

務
所

等
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
車

両
管

理
業

務
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
1
.
6
.
2
3

3
5
,
9
6
8

5

8

日
本

道
路

興

運
㈱

ほ
か

1

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
中

国
地

方
整

備
局

の
河

川
国

道
事

務
所

等
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
車

両
管

理
業

務
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
1
.
6
.
2
3

1
3
,
7
8
0

2

9

日
本

道
路

興

運
㈱

ほ
か

1

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
四

国
地

方
整

備
局

の
河

川
国

道
事

務
所

等
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
車

両
管

理
業

務
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
1
.
6
.
2
3

1
4
,
5
5
9

2

1
0

日
本

道
路

興

運
㈱

ほ
か

3

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
九

州
地

方
整

備
局

の
河

川
国

道
事

務
所

等
に

お
い

て
一

般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
車

両
管

理
業

務
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
1
.
6
.
2
3

2
8
,
0
0
1

3

番 号

件
 
名

内
 
容

排
除
措
置
命
令

等
年
月
日

審
決
年
月
日

課
徴

金
額

 
(
万

円
）

課
徴
金

対
象
事

業
者
数

1
1

北
協

連
絡

車

管
理

㈱
ほ

か

3
社

に
対

す
る

件

　
国

土
交

通
省

が
北

海
道

開
発

局
の

各
開

発
建

設
部

の
事

務
所

等
に

お
い

て
指

名
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る

車
両

管
理

業
務

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
1
.
6
.
2
3

4
5
,
6
6
9

4

1
2

㈱
ジ

ェ
イ

・
パ

ワ
ー

シ
ス

テ

ム
ズ

ほ
か

2
社

に
対

す
る

件

　
東

京
電

力
㈱

等
発

注
の

特
定

電
力

用
電

線
に

つ
い

て
，

共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
2
.
1
.
2
7

2
8
,
3
3
3

3

1
3

㈱
ビ

ス
キ

ャ
ス

ほ
か

2
社

に
対

す
る

件

　
東

北
電

力
㈱

発
注

の
特

定
電

力
用

電
線

に
つ

い
て

，
共

同

し
て

，
ス

ポ
ッ

ト
発

注
の

方
式

に
よ

り
発

注
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ

て
は

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き

る
よ

う
に

し
，

大
規

模
割

当
て

発
注

及
び

年
度

の
割

当
て

発

注
の

各
方

式
に

よ
り

発
注

さ
れ

る
も

の
に

あ
っ

て
は

，
発

注
単

価
等

を
決

定
す

る
た

め
の

指
名

競
争

見
積

に
当

た
っ

て
，

交

渉
価

格
及

び
値

引
き

限
度

額
並

び
に

交
渉

予
定

者
を

決
定

し
，

交
渉

予
定

者
が

交
渉

価
格

を
基

に
価

格
交

渉
で

き
る

よ

う
に

し
て

い
た

。

2
2
.
1
.
2
7

3
,
5
8
9

3

1
4

㈱
ビ

ス
キ

ャ
ス

ほ
か

2
社

に
対

す
る

件

　
中

部
電

力
㈱

発
注

の
特

定
電

力
用

電
線

に
つ

い
て

，
共

同

し
て

，
ス

ポ
ッ

ト
発

注
の

方
式

に
よ

り
発

注
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ

て
は

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き

る
よ

う
に

し
，

大
規

模
割

当
て

発
注

の
方

式
に

よ
り

発
注

さ
れ

る
も

の
に

あ
っ

て
は

，
発

注
単

価
等

を
決

定
す

る
た

め
の

指

名
競

争
見

積
に

当
た

っ
て

，
３

社
そ

れ
ぞ

れ
の

受
注

す
べ

き

金
額

の
順

位
及

び
交

渉
価

格
を

決
定

し
，

交
渉

価
格

を
基

に

価
格

交
渉

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
2
.
1
.
2
7

7
,
9
3
9

3

1
5

㈱
エ

ク
シ

ム

ほ
か

2
社

に
対

す
る

件

　
北

陸
電

力
㈱

発
注

の
特

定
電

力
用

電
線

に
つ

い
て

，
共

同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
2
.
1
.
2
7

4
,
6
9
1

3

1
6

㈱
ジ

ェ
イ

・
パ

ワ
ー

シ
ス

テ

ム
ズ

ほ
か

2
社

に
対

す
る

件

　
中

国
電

力
㈱

発
注

の
特

定
電

力
用

電
線

に
つ

い
て

，
共

同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
2
.
1
.
2
7

4
,
0
9
6

3

1
7

㈱
エ

ク
シ

ム

ほ
か

2
社

に
対

す
る

件

　
九

州
電

力
㈱

発
注

の
特

定
電

力
用

電
線

に
つ

い
て

，
共

同

し
て

，
ス

ポ
ッ

ト
発

注
の

方
式

に
よ

り
発

注
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ

て
は

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き

る
よ

う
に

し
，

大
規

模
割

当
て

発
注

及
び

計
画

割
当

て
発

注

の
各

方
式

に
よ

り
発

注
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
，

発
注

単
価

等
を

決
定

す
る

た
め

の
指

名
競

争
見

積
り

に
当

た
っ

て
，

最

低
見

積
価

格
及

び
す

べ
て

受
注

す
る

者
又

は
そ

れ
ぞ

れ
の

受
注

す
べ

き
金

額
の

順
位

を
決

定
し

て
い

た
。

2
2
.
1
.
2
7

1
2
,
1
1
3

3

1
8

㈱
ビ

ス
キ

ャ
ス

ほ
か

2
社

に
対

す
る

件

　
沖

縄
電

力
㈱

発
注

の
特

定
電

力
用

電
線

等
に

つ
い

て
，

共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
2
.
1
.
2
7

2
,
5
4
0

3

1
9

㈱
イ

ト
ー

キ
ほ

か
4
社

に
対

す

る
件

　
防

衛
省

航
空

自
衛

隊
発

注
の

特
定

什
器

類
に

つ
い

て
，

共

同
し

て
，

発
注

者
の

意
向

を
受

け
て

納
入

予
定

メ
ー

カ
ー

を

決
定

し
，

自
ら

受
注

し
又

は
自

社
製

品
を

取
り

扱
う

販
売

業

者
に

受
注

さ
せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
，

納
入

予
定

メ
ー

カ
ー

が
納

入
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
2
.
3
.
3
0

3
7
,
5
1
6

5
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番 号

件
 
名

内
 
容

排
除
措
置
命
令

等
年
月
日

審
決
年
月
日

課
徴

金
額

 
(
万

円
）

課
徴
金

対
象
事

業
者
数

2
0

藤
木

工
業

㈱

ほ
か

2
2
社

に

対
す

る
件

　
川

崎
市

発
注

の
特

定
下

水
管

き
ょ

工
事

に
つ

い
て

，
共

同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
2
.
4
.
9

1
3
,
0
7
2

2
0

2
1

㈱
木

村
建

設

ほ
か

2
6
社

に

対
す

る
件

　
青

森
市

発
注

の
特

定
土

木
一

式
工

事
に

つ
い

て
，

共
同

し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
2
.
4
.
2
2

2
9
,
7
8
9

2
8

2
2

三
和

シ
ヤ

ッ

タ
ー

工
業

㈱

ほ
か

2
社

に
対

す
る

件

　
近

畿
地

区
に

お
け

る
特

定
シ

ャ
ッ

タ
ー

等
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
，

受
注

予
定

者
以

外
の

者
も

受
注

す
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

に
は

受
注

予
定

者
が

建
設

業
者

に
対

し

て
提

示
し

て
い

た
見

積
価

格
と

同
じ

水
準

の
価

格
で

受
注

す

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
2
.
6
.
9

6
9
,
8
3
3

4

2
3

吉
留
産

業
㈱

ほ
か

3
0
社

に

対
す

る
件

鹿
児
島
県

発
注

の
特

定
海
上

工
事

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
2
.
1
1
.
9

1
4
4
,
0
5
4

2
7

2
4

植
野

興
業

㈱

ほ
か

2
1
社

に

対
す

る
件

　
山
梨
県
塩
山

地
区

特
定

土
木

一
式

工
事

に
つ

い
て

，
共

同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
3
.
4
.
1
5

5
2
,
6
8
0

2
5

2
5

㈱
飯
塚

工
業

ほ
か

1
3
社

に

対
す

る
件

　
山
梨
県
石

和
地

区
特

定
土

木
一

式
工

事
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
3
.
4
.
1
5

2
3
,
0
0
2

1
2

2
6

㈱
小
松

工
務

店
ほ

か
4
1
社

に
対

す
る

件

　
茨
城
県

が
境

土
地
改
良

事
務

所
に

お
い

て
発

注
す

る
特

定

土
木

一
式

工
事

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
3
.
8
.
4

1
4
,
8
8
6

4
2

2
7

㈱
小
松

工
務

店
ほ

か
1
3
社

に
対

す
る

件

　
茨
城
県

が
境

工
事

事
務

所
に

お
い

て
発

注
す

る
特

定
舗
装

工
事

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
3
.
8
.
4

2
,
5
9
4

1
4

2
8

小
川

建
設

工

業
㈱

ほ
か

3
2

社
に

対
す

る

件

　
茨
城
県

が
境

工
事

事
務

所
に

お
い

て
発

注
す

る
特

定
土

木

一
式

工
事

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
3
.
8
.
4

1
1
,
7
4
7

3
3

2
9

㈱
丸

中
組

ほ

か
5
0
社

に
対

す
る

件

　
石

川
県

が
発

注
す

る
特

定
土

木
一

式
工

事
に

つ
い

て
，

共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
3
.
1
0
.
6

4
4
,
7
8
2

5
1

3
0

㈱
里
谷
組

ほ

か
2
0
社

に
対

す
る

件

　
石

川
県
輪
島

市
が

発
注

す
る

特
定

土
木

一
式

工
事

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
3
.
1
0
.
6

2
2
,
2
2
3

2
1

3
1

矢
崎
総

業
㈱

に
対

す
る

件

　
ト
ヨ

タ
自

動
車

㈱
等

発
注

の
自

動
車

用
ワ

イ
ヤ

ー
ハ

ー
ネ

ス

及
び

同
関

連
製

品
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
.
1
9

5
7
1
,
8
5
6

2

3
2

矢
崎
総

業
㈱

に
対

す
る

件

　
ダ

イ
ハ
ツ

工
業

㈱
発

注
の

自
動

車
用

ワ
イ

ヤ
ー
ハ

ー
ネ

ス

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
.
1
9

1
3
5
,
5
1
0

2

3
3

矢
崎
総

業
㈱

に
対

す
る

件

　
本
田
技
研

工
業

㈱
発

注
の

自
動

車
用

ワ
イ

ヤ
ー
ハ

ー
ネ

ス

及
び

同
関

連
製

品
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
.
1
9

3
6
4
,
4
1
6

2

番 号

件
 
名

内
 
容

排
除
措
置
命
令

等
年
月
日

審
決
年
月
日

課
徴

金
額

 
(
万

円
）

課
徴
金

対
象
事

業
者
数

3
4

矢
崎
総

業
㈱

に
対

す
る

件

　
日
産

自
動

車
㈱

等
発

注
の

自
動

車
用

ワ
イ

ヤ
ー
ハ

ー
ネ

ス

及
び

同
関

連
製

品
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
.
1
9

4
4
,
0
0
3

1

3
5

㈱
フ

ジ
ク
ラ

ほ

か
1
社

に
対

す

る
件

　
富
士
重

工
業

㈱
発

注
の

自
動

車
用

ワ
イ

ヤ
ー
ハ

ー
ネ

ス
及

び
同

関
連

製
品

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
4
.
1
.
1
9

1
7
3
,
3
8
2

2

3
6

積
水
化
成

品

工
業

㈱
ほ

か

７
社

に
対

す
る

件

　
建

設
業

者
に

販
売

す
る

特
定
Ｅ
Ｐ
Ｓ
ブ
ロ

ッ
ク

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
4
.
9
.
2
4

2
0
,
2
0
8

8

3
7

ミ
タ
ニ

建
設

工

業
㈱

ほ
か

2
5

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
四

国
地

方
整

備
局

の
土
佐

国
道

事
務

所

に
お

い
て

発
注

す
る

特
定

一
般

土
木

工
事

に
つ

い
て

，
共

同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
4
.
1
0
.
1
7

7
5
,
5
2
7

2
5

3
8

ミ
タ
ニ

建
設

工

業
㈱

ほ
か

2
3

社
に

対
す

る

件

　
国

土
交

通
省

が
四

国
地

方
整

備
局

の
高
知

河
川

国
道

事

務
所

に
お

い
て

発
注

す
る

特
定

一
般

土
木

工
事

に
つ

い
て

，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
0
.
1
7

3
9
,
2
6
9

1
9

3
9

㈱
轟
組

ほ
か

1
8
社

に
対

す

る
件

　
国

土
交

通
省

が
四

国
地

方
整

備
局

の
高
知
港
湾

・
空
港

整

備
事

務
所

に
お

い
て

発
注

す
る

特
定
港
湾

土
木

工
事

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
0
.
1
7

1
1
,
6
4
5

1
7

4
0

大
旺
新
洋

㈱

ほ
か

1
9
社

に

対
す

る
件

　
高
知
県

が
発

注
す

る
特

定
土

木
一

式
工

事
に

つ
い

て
，

共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
4
.
1
0
.
1
7

4
9
,
1
0
7

1
8

4
1

三
菱

電
機

㈱

に
対

す
る

件

　
本
田
技
研

工
業

㈱
が

発
注

す
る

自
動

車
オ
ル

タ
ネ

ー
タ

に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
4
.
1
1
.
2
2

5
8
,
1
3
9

1

4
2

三
菱

電
機

㈱

に
対

す
る

件

　
ス

ズ
キ

㈱
が

発
注

す
る

自
動

車
用
オ
ル

タ
ネ

ー
タ

に
つ

い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
4
.
1
1
.
2
2

3
8
,
8
7
9

1

4
3

㈱
ミ
ツ
バ

ら
に

対
す

る
件

　
本
田
技
研

工
業

㈱
が

発
注

す
る

自
動

車
用

ス
タ

ー
タ

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
1
.
2
2

2
,
3
5
2

2

4
4

三
菱

電
機

㈱

に
対

す
る

件

　
ス

ズ
キ

㈱
が

発
注

す
る

自
動

車
用

ス
タ

ー
タ

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
4
.
1
1
.
2
2

4
3
,
4
9
9

1

4
5

㈱
ミ
ツ
バ

に
対

す
る

件

　
ス

ズ
キ

㈱
が

発
注

す
る

自
動

車
用

ワ
イ

パ
シ

ス
テ

ム
に

つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
1
.
2
2

3
7
,
5
0
4

1

4
6

㈱
ミ
ツ
バ

に
対

す
る

件

　
日
産

自
動

車
㈱

等
が

発
注

す
る

自
動

車
用

ワ
イ

パ
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
4
.
1
1
.
2
2

5
7
,
3
8
0

1
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番 号

件
 
名

内
 
容

排
除
措
置
命
令

等
年
月
日

審
決
年
月
日

課
徴

金
額

 
(
万

円
）

課
徴
金

対
象
事

業
者
数

4
7

㈱
ミ
ツ
バ

に
対

す
る

件

　
富
士
重

工
業

㈱
が

発
注

す
る

自
動

車
用

ワ
イ

パ
シ

ス
テ

ム

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
1
.
2
2

1
4
,
0
2
9

1

4
8

㈱
テ

ィ
ラ
ド

に

対
す

る
件

　
本
田
技
研

工
業

㈱
が

発
注

す
る

自
動

車
用
ラ

ジ
エ

ー
タ

及

び
電

動
フ
ァ
ン

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
1
.
2
2

6
7
,
2
3
5

1

4
9

カ
ル
ソ
ニ

ッ
ク

カ
ン
セ

イ
㈱

に

対
す

る
件

　
富
士
重

工
業

㈱
が

発
注

す
る

自
動

車
用
ラ

ジ
エ

ー
タ

及
び

電
動
フ
ァ
ン

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
4
.
1
1
.
2
2

1
9
,
8
6
6

1

5
0

㈱
小
糸

製
作

所
ら

に
対

す

る
件

　
日
産

自
動

車
㈱

等
が

発
注

す
る
ヘ

ッ
ド
ラ
ン
プ

及
び
リ
ア
コ

ン
ビ
ネ

ー
シ
ョ
ン
ラ
ン
プ

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い

た
。

2
5
.
3
.
2
2

2
4
4
,
4
4
5

2

5
1

㈱
小
糸

製
作

所
ら

に
対

す

る
件

　
ト
ヨ

タ
自

動
車

㈱
が

発
注

す
る
ヘ

ッ
ド
ラ
ン
プ

及
び
リ
ア
コ
ン

ビ
ネ

ー
シ
ョ
ン
ラ
ン
プ

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
5
.
3
.
2
2

3
1
,
7
7
3

2

5
2

㈱
小
糸

製
作

所
ら

に
対

す

る
件

　
富
士
重

工
業

㈱
が

発
注

す
る
ヘ

ッ
ド
ラ
ン
プ

及
び
リ
ア
コ
ン

ビ
ネ

ー
シ
ョ
ン
ラ
ン
プ

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
5
.
3
.
2
2

9
4
,
6
5
2

2

5
3

㈱
小
糸

製
作

所
に

対
す

る

件

　
三

菱
自

動
車

工
業

㈱
が

発
注

す
る
ヘ

ッ
ド
ラ
ン
プ

及
び
リ
ア

コ
ン

ビ
ネ

ー
シ
ョ
ン
ラ
ン
プ

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い

た
。

2
5
.
3
.
2
2

2
2
,
2
7
0

1

5
4

㈱
小
糸

製
作

所
に

対
す

る

件

　
マ
ツ
ダ

㈱
が

発
注

す
る
ヘ

ッ
ド
ラ
ン
プ

及
び
リ
ア
コ
ン

ビ
ネ

ー

シ
ョ
ン
ラ
ン
プ

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
5
.
3
.
2
2

7
4
,
7
5
9

1

5
5

㈱
Ｔ
Ｌ
Ｃ

ほ
か

7
社

に
対

す
る

件

東
京

電
力

㈱
本
店

等
発

注
の
架

空
送

電
工

事
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
5
.
1
2
.
2
0

3
6
,
4
4
5

8

5
6

㈱
山

三
電

業

ほ
か

1
0
社

に

対
す

る
件

東
京

電
力

㈱
東
ブ
ロ

ッ
ク

発
注

の
架

空
送

電
工

事
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
5
.
1
2
.
2
0

5
,
8
8
2

7

5
7

大
東

電
業

㈱

ほ
か

7
社

に
対

す
る

件

東
京

電
力

㈱
西
ブ
ロ

ッ
ク

発
注

の
架

空
送

電
工

事
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
5
.
1
2
.
2
0

7
,
8
7
8

8

番 号

件
 
名

内
 
容

排
除
措
置
命
令

等
年
月
日

審
決
年
月
日

課
徴

金
額

 
(
万

円
）

課
徴
金

対
象
事

業
者
数

5
8

光
陽

電
気

工

業
㈱

ほ
か

9

社
に

対
す

る

件

東
京

電
力

㈱
北
ブ
ロ

ッ
ク

発
注

の
架

空
送

電
工

事
に

つ
い

て
，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
5
.
1
2
.
2
0

6
,
3
9
5

9

5
9

㈱
関

電
工

ほ

か
5
社

に
対

す

る
件

東
京

電
力

㈱
発

注
の

地
中
送

電
ケ

ー
ブ
ル

工
事

に
つ

い
て

，

共
同

し
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
た

。

2
5
.
1
2
.
2
0

1
8
,
0
6
2

5

6
0

㈱
か
ん

で
ん

エ
ン

ジ
ニ
ア
リ

ン
グ

ほ
か

6
5

社
に

対
す

る

件

関
西

電
力

㈱
発

注
の
架

空
送

電
工

事
に

つ
い

て
，

共
同

し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
6
.
1
.
3
1

1
3
6
,
1
4
1

5
4

6
1

栗
原

工
業

㈱

ほ
か

2
1
社

に

対
す

る
件

関
西

電
力

㈱
発

注
の

地
中
送

電
工

事
に

つ
い

て
，

共
同

し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
6
.
1
.
3
1

1
0
0
,
9
0
7

1
6

6
2

古
谷

建
設

㈱

ほ
か

3
1
社

に

対
す

る
件

千
葉
県

が
発

注
す

る
土

木
一

式
工

事
に

つ
い

て
，

共
同

し

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
6
.
2
.
3

1
6
,
4
7
3

1
9

6
3

古
谷

建
設

㈱

ほ
か

2
8
社

に

対
す

る
件

千
葉
県

が
発

注
す

る
舗
装

工
事

に
つ

い
て

，
共

同
し

て
，

受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
。

2
6
.
2
.
3

5
,
8
7
9

1
2

3
,
4
7
0
,
8
5
2

5
9
8

注
)
1 2

（
平
成
2
6
年
7
月
現
在
）

　
「
排
除
措
置
命
令
等
」
と
は
，
排
除
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
で
あ
る
。

　
課
徴
金
額
及
び
課
徴
金
対
象
事
業
者
数
は
，
課
徴
金
の
納
付
を
命
ず
る
審
決
に
よ
る
も
の
を
含
み
，
審
判
手
続
が
開
始
さ
れ
，
失
効

し
た
課
徴
金
納
付
命
令
に
よ
る
も
の
を
除
く
。

合
　
　
　
　
計
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【
資

料
４

】
【
資

料
４

】
【
資

料
４

】
【
資

料
４

】
    

入
札

談
合

に
関

し
て

告
発

を
行

っ
た

事
例

（
平

成
２

年
度

以
降

）
入

札
談

合
に

関
し

て
告

発
を

行
っ

た
事

例
（
平

成
２

年
度

以
降

）
入

札
談

合
に

関
し

て
告

発
を

行
っ

た
事

例
（
平

成
２

年
度

以
降

）
入

札
談

合
に

関
し

て
告

発
を

行
っ

た
事

例
（
平

成
２

年
度

以
降

）

件
 

名
 

告
発

年
月

日
 

起
訴

年
月

日
 

判
決

年
月

日
 

判
 
決

 
内

 
容

 
事

 
件

 
の

 
概

 
要

 
関

係
法

条
 

備
 

考
 

ト
ッ

パ
ン

・
ム

ー
ア

㈱
ほ

か
３

社
 

5
.
2
.
2
4
 

5
.
3
.
3
1
 

東
京

高
裁

 

5
.
1
2
.
1
4
 

被
告

会
社

に
4
0
0
万

円

の
罰

金
 

ト
ッ

パ
ン

・
ム

ー
ア

㈱
ほ

か
３

社
は

，
社

会

保
険

庁
が

発
注

す
る

支
払

通
知

書
等

貼
付

用
シ

ー
ル

の
受

注
予

定
者

及
び

受
注

予
定

価
格

を
決

定
し

実
施

し
て

い
た

。
 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
１

項
第

１
号

，
第

9
5

条
第

１
項

 

㈱
日

立
製

作
所

ほ
か

2
6
名

 

(
９

社
及

び
受

注

業
務

に
従

事
し

て

い
た

1
7
名

並
び

に

発
注

業
務

に
従

事
し

て
い

た
者

１

名
)
 

7
.
3
.
6
 

(
7
.
6
.
7
追

加
告

発
)
 

7
.
6
.
1
5
 

東
京

高
裁

 

8
.
5
.
3
1
 

被
告

会
社

に
4
0
0
0
万

円

か
ら

6
0
0
0

万
円

の
罰

金
，

被
告

会
社

の
受

注

業
務

に
従

事
し

て
い

た

者
に

懲
役

1
0
月

(
執

行

猶
予

２
年

)
日

本
下

水
道

事
業

団
の

発
注

業
務

に

従
事

し
て

い
た

者
に

懲

役
８

月
(
執

行
猶

予
２

年
)
 

㈱
日

立
製

作
所

ほ
か

８
社

は
，

平
成

５
年

度
に

お
け

る
日

本
下

水
道

事
業

団
発

注
に

係
る

電
気

設
備

工
事

の
受

注
予

定
者

を
決

定
す

る
と

と
も

に
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で

き
る

よ
う

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

価
格

で

入
札

す
る

こ
と

を
合

意
し

実
施

し
て

い
た

。
 

ま
た

，
日

本
下

水
道

事
業

団
の

工
務

部

次
長

は
，

平
成

５
年

度
に

新
規

に
発

注
す

る

電
気

設
備

工
事

に
つ

い
て

，
あ

ら
か

じ
め

定

め
た

配
分

比
率

，
配

分
手

続
等

に
従

い
受

注
予

定
者

を
決

定
す

る
と

と
も

に
，

工
事

件

名
，

予
算

金
額

等
を

教
示

し
て

い
た

。
 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
１

項
第

１
号

，
第

9
5

条
第

１
項

，
 

刑
法

刑
法

刑
法

刑
法

    

第
6
2
条

第
１

項
 

㈱
金

門
製

作
所

ほ
か

5
8
名

 

(
2
5
社

及
び

受
注

業
務

に
従

事
し

て

い
た

者
3
4
名

)
 

9
.
2
.
4
 

9
.
3
.
3
1
 

東
京

高
裁

 

9
.
1
2
.
2
4
 

被
告

会
社

に
5
0
0
万

円

か
ら

9
0
0
万

円
の

罰
金

，

被
告

会
社

の
受

注
業

務

に
従

事
し

て
い

た
者

に

懲
役

６
月

か
ら

９
月

(
執

行
猶

予
２

年
)
 

㈱
金

門
製

作
所

ほ
か

2
4
社

は
，

平
成

６

年
度

，
平

成
７

年
度

及
び

平
成

８
年

度
の

各

年
度

に
お

け
る

東
京

都
発

注
に

係
る

水
道

メ
ー

タ
ー

に
つ

い
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定

す
る

と
と

も
に

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き

る
よ

う
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
価

格
で

入

札
す

る
こ

と
を

合
意

し
実

施
し

て
い

た
。

 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
１

項
第

１
号

，
第

9
5

条
第

１
項

，
 

刑
法

刑
法

刑
法

刑
法

    

第
6
0
条

 

富
士

水
道

工
業

㈱

は
1
0
.
１

.
６

，
㈱

東
京

量
水

器
工

業
所

及

び
同

社
管

理
部

長

兼
工

場
長

は
1
0
.
１

.

７
そ

れ
ぞ

れ
上

告
し

た
が

，
い

ず
れ

も
，

1
2
.
９

.
2
5
上

告
棄

却
 

コ
ス

モ
石

油
㈱

ほ

か
1
9
名

(
1
1
社

及

び
受

注
業

務
に

従
事

し
て

い
た

者

９
名

)
 

1
1
.
1
0
.
1
3
 

(
1
1
.
1
1
.
9
追

加

告
発

)
 

1
1
.
1
1
.
9
 

東
京

高
裁

1
6
.
3
.
2
4
 

被
告

会
社

に
3
0
0
万

円

か
ら

8
0
0
0

万
円

の
罰

金
，

被
告

会
社

の
受

注

業
務

に
従

事
し

て
い

た

者
に

懲
役

６
月

か
ら

１
年

６
月

(
執

行
猶

予
２

年
か

ら
３

年
)
 

コ
ス

モ
石

油
㈱

ほ
か

1
0
社

は
，

防
衛

庁

調
達

実
施

本
部

が
平

成
1
0
年

度
に

調
達

す

る
，

ガ
ソ

リ
ン

，
軽

油
，

灯
油

，
重

油
及

び
航

空
タ

ー
ビ

ン
燃

料
の

各
石

油
製

品
の

発
注

に
係

る
６

回
の

指
名

競
争

入
札

の
う

ち
前

４

回
に

お
い

て
，

各
入

札
前

に
会

合
を

開
催

し
，

前
年

度
の

受
注

実
績

を
勘

案
し

て
受

注

予
定

者
を

決
定

す
る

と
と

も
に

受
注

予
定

者

が
受

注
で

き
る

よ
う

な
価

格
で

入
札

を
行

う

旨
合

意
し

，
さ

ら
に

こ
の

合
意

に
従

っ
て

受

注
予

定
者

を
決

定
し

実
施

し
て

い
た

。
 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
１

項
第

１
号

，
第

9
5

条
第

１
項

，
 

刑
法

刑
法

刑
法

刑
法

    

第
6
0
条

 

３
社

及
び

４
名

に
つ

い
て

は
，

そ
れ

ぞ
れ

1
6
.
３

.
3
1
，

1
6
.
４

.
２

，

1
6
.
４

.
５

に
上

告
し

た

が
1
7
.
1
1
.
2
1
上

告
棄

却
 

(
1
7
.
1
1
.
2
6

，
1
7
.
1
1
.
 

2
9
，

1
7
.
1
2
.
2
0
確

定
)
 

件
 

名
 

告
発

年
月

日
 

起
訴

年
月

日
 

判
決

年
月

日
 

判
 
決

 
内

 
容

 
事

 
件

 
の

 
概

 
要

 
関

係
法

条
 

備
 

考
 

愛
知

時
計

電
機

㈱
ほ

か
８

名
(
４

社
，

受
注

業
務

に

従
事

し
て

い
た

者

５
名

)
 

1
5
.
7
.
2
 

1
5
.
7
.
2
3
 

東
京

高
裁

 

1
6
.
3
.
2
6
 

1
6
.
4
.
3
0
 

1
6
.
5
.
2
1
 

被
告

会
社

に
2
0
0
0
万

円

か
ら

3
0
0
0

万
円

の
罰

金
，

被
告

会
社

の
受

注

業
務

に
従

事
し

て
い

た

者
に

懲
役

１
年

か
ら

１
年

２
月

(
執

行
猶

予
３

年
)
 

４
社

及
び

こ
れ

ら
４

社
の

東
京

都
発

注
に

係
る

水
道

メ
ー

タ
ー

の
受

注
業

務
に

従
事

し

て
い

た
者

等
５

名
は

，
同

水
道

メ
ー

タ
ー

の

受
注

業
務

に
従

事
す

る
他

の
水

道
メ

ー
タ

ー

の
製

造
業

者
等

1
4
社

の
従

業
員

ら
と

と
も

に
，

そ
れ

ぞ
れ

の
所

属
す

る
会

社
の

業
務

に
関

し
，

東
京

都
が

一
般

競
争

入
札

の
方

法
に

よ
り

発
注

す
る

水
道

メ
ー

タ
ー

の
う

ち
，

口
径

1
3
ミ

リ
，

同
2
0
ミ

リ
及

び
同

2
5
ミ

リ
の

も

の
に

つ
い

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

す
る

と

と
も

に
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う

な
価

格
で

入
札

を
行

う
旨

合
意

し
た

上
，

さ

ら
に

こ
の

合
意

に
従

っ
て

受
注

予
定

者
を

決

定
し

実
施

し
て

い
た

。
 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
１

項
第

１
号

，
第

9
5

条
第

１
項

 

（
平

成
1
4

年
法

律
第

4
7
号

に
よ

る
改

正
前

）
 

㈱
横

河
ブ

リ
ッ

ジ

ほ
か

3
3

名
(
2
6

社
，

受
注

業
務

に

従
事

し
て

い
た

も

の
８

名
)
 

1
7
.
5
.
2
3
 

(
1
7
.
6
.
1
5
追

加

告
発

)
 

1
7
.
6
.
1
5
 

東
京

高
裁

 

1
8
.
1
1
.
1
0
 

1
9
.
9
.
2
1
 

1
9
.
1
2
.
7
 

2
0
.
7
.
4
 

（
一

部
）
 

被
告

会
社

に
１

億
6
0
0
0

万
円

か
ら

６
億

4
0
0
0
万

円
の

罰
金

，
被

告
会

社

の
受

注
業

務
に

従
事

し

て
い

た
者

に
懲

役
１

年

か
ら

２
年

６
月

(
執

行
猶

予
３

年
か

ら
４

年
)
,
 

日

本
道
路
公

団
理

事
(
当

時
)
に

懲
役

２
年

(
執

行

猶
予

３
年

)
 

，
日

本
道

路
公

団
副
総

裁
に

懲
役

２
年

６
月

（
執

行
猶

予
４

年
）
 

2
6
社

は
，

平
成

1
5
年

度
に

あ
っ

て
は

他

の
鋼
橋

上
部

工
事

業
者

2
3
社

と
と

も
に

，
平

成
1
6
年

度
に

あ
っ

て
は

他
の
鋼
橋

上
部

工

事
業

者
2
1
社

と
と

も
に

，
国
土
交

通
省

関
東

地
方
整

備
局

，
東
北
地

方
整

備
局

及
び
北

陸
地

方
整

備
局

が
競

争
入

札
に

よ
り

発
注

す
る
鋼
橋

上
部

工
事

に
つ

い
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
す

る
と

と
も

に
，

受
注

予
定

者

が
受

注
で

き
る

よ
う

な
価

格
等

で
入

札
を

行

う
旨

合
意

し
た

上
，

さ
ら

に
こ

の
合

意
に

従
っ

て
受

注
予

定
者

を
決

定
し

実
施

し
て

い
た

。
 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
１

項
第

１
号

，
第

9
5

条
第

１
項

第
１

号
，

 

刑
法

刑
法

刑
法

刑
法

    

第
6
0
条

，
第

6
2
条

第
１

項
 

㈱
横

河
ブ

リ
ッ

ジ

ほ
か

1
2
名

(
６

社
，

受
注

業
務

に
従

事
し

て
い

た
者

４

名
，

日
本

道
路
公

団
元

理
事

１
名

，

同
副
総

裁
１

名
及

び
同

理
事

１
名

)
 

1
7
.
6
.
2
9
 

(
1
7
.
8
.
1
,
 

1
7
.
8
.
1
5
追

加
告

発
)
 

1
7
.
8
.
1
 

(
6
社

，
受

注
業

務
に

従
事

し
て

い
た

者
4
名

及

び
日

本
道
路
公

団
元

理
事

1
名

)
 

1
7
.
8
.
1
5
 

(
日

本
道
路
公

団
副
総

裁
1
名

)
 

1
7
.
8
.
1
9
 

(
日

本
道
路
公

団
理

事
1
名

)
 

６
社

は
，

平
成

1
5
年

度
に

あ
っ

て
は

他
の

鋼
橋

上
部

工
事

業
者

4
3
社

と
と

も
に

，
平

成

1
6
年

度
に

あ
っ

て
は

他
の
鋼
橋

上
部

工
事

業
者

4
1
社

と
と

も
に

，
日

本
道
路
公

団
が

競

争
入

札
に

よ
り

発
注

す
る
鋼
橋

上
部

工
事

に
つ

い
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
す

る
と

と

も
に

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

な

価
格

等
で

入
札

を
行

う
旨

合
意

し
た

上
，

さ

ら
に

こ
の

合
意

に
従

っ
て

受
注

予
定

者
を

決

定
し

実
施

し
て

い
た

。
 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
１

項
第

１
号

，
第

9
5

条
第

１
項

第
１

号
，

 

刑
法

刑
法

刑
法

刑
法

    

第
6
0
条

，
第

6
5
条

第
１

項
 

日
本

道
路
公

団
理

事
(
当

時
)
１

名
及

び

日
本

道
路
公

団
副

総
裁

(
当

時
)
１

名

は
，
独
占
禁
止

法

違
反

の
事

実
と

は

別
に
背
任
罪

の
事

実
も
認

定
 

日
本

道
路
公

団
理

事
（
当

時
）
に

つ
い

て
は

，
1
9
.
1
2
.
1
7

に

上
告

し
た

が
，

2
2
.

７
.
2
0
上

告
棄

却
 

日
本

道
路
公

団
副

総
裁

（
当

時
）
に

つ

い
て

は
，

2
0
.
７

.
４

に

上
告

し
た

が
，

2
2
.
9
.
2
2
上

告
棄

却
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件
 

名
 

告
発

年
月

日
 

起
訴

年
月

日
 

判
決

年
月

日
 

判
 
決

 
内

 
容

 
事

 
件

 
の

 
概

 
要

 
関

係
法

条
 

備
 

考
 

㈱
ク
ボ

タ
ほ

か
2
1

名
(
1
1

社
，

受
注

業
務

に
従

事
し

て

い
た

者
1
1
名

)
 

1
8
.
5
.
2
3
 

(
1
8
.
6
.
1
2
追

加

告
発

)
 

1
8
.
6
.
1
2
 

大
阪
地

裁
 

1
9
.
3
.
1
2
 

1
9
.
3
.
1
5
 

1
9
.
3
.
1
9
 

1
9
.
3
.
2
2
 

1
9
.
3
.
2
9
 

1
9
.
4
.
2
3
 

1
9
.
5
.
1
7
 

被
告

会
社

に
7
0
0
0
万

円

か
ら

２
億

2
0
0
0
万

円
の

罰
金

，
被

告
会

社
の

受

注
業

務
に

従
事

し
て

い

た
者

に
罰

金
1
4
0
万

円

か
ら

1
7
0

万
円
又

は
懲

役
１

年
４

月
か

ら
２

年
６

月
(
執

行
猶

予
３

年
か

ら

４
年

)
 

1
1
社

は
，

平
成

1
6
年

1
2
月

上
旬

こ
ろ

，
市

町
村

等
が

競
争

入
札

に
よ

り
発

注
す

る
し
尿

処
理

施
設

の
新

設
及

び
更

新
工

事
に

つ
い

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

す
る

と
と

も
に

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

な
価

格
等

で

入
札

を
行

う
旨

合
意

し
た

上
，
以

後
，

平
成

1
7
年

７
月
中
旬

こ
ろ

ま
で

の
間

，
同

合
意

に

従
っ

て
受

注
予

定
者

を
決

定
し

実
施

し
て

い

た
。

 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
１

項
第

１
号

，
第

9
5

条
第

１
項

第
１

号
，

 

刑
法

刑
法

刑
法

刑
法

    

第
6
0
条

 

被
告

会
社

の
受

注

業
務

に
従

事
し

て
い

た
者

の
う

ち
１

名

は
，
独
占
禁
止

法

違
反

の
事

実
と

は

別
に
贈
賄
罪

の
事

実
も
認

定
 

㈱
大
林
組

ほ
か

９

名
(
５

社
，

受
注

業

務
に

従
事

し
て

い

た
者

５
名

)
 

1
9
.
2
.
2
8
 

(
1
9
.
3
.
2
0
追

加

告
発

)
 

1
9
.
3
.
2
0
 

名
古
屋
地

裁
 

1
9
.
1
0
.
1
5
 

被
告

会
社

に
１

億
円

か

ら
２

億
円

の
罰

金
，

被

告
会

社
の

受
注

業
務

に

従
事

し
て

い
た

者
に

懲

役
１

年
６

月
か

ら
３

年

(
執

行
猶

予
３

年
か

ら
５

年
)
 

５
社

は
，

名
古
屋
市
交

通
局

が
一

般
競

争
入

札
の

方
法

に
よ

り
特
別
共

同
企

業
体

に
発

注
す

る
地

下
鉄

第
６

号
線
野

並
・
徳

重

間
延
伸

事
業

に
係

る
土
木

工
事

に
つ

い
て

，

受
注

予
定

の
特
別
共

同
企

業
体

を
決

定
す

る
と

と
も

に
，

受
注

予
定
特
別
共

同
企

業
体

が
受

注
で

き
る

よ
う

な
価

格
で

入
札

を
行

う

旨
を

合
意

し
た

上
，

同
合

意
に

従
っ

て
受

注

予
定
特
別
共

同
企

業
体

を
決

定
し

実
施

し

て
い

た
。

 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
１

項
第

１
号

，
第

9
5

条
第

１
項

第
１

号
，

 

刑
法

刑
法

刑
法

刑
法

    

第
6
0
条

 

被
告

会
社

の
受

注

業
務

に
従

事
し

て
い

た
者

の
う

ち
１

名

は
，
独
占
禁
止

法

違
反

の
事

実
と

は

別
に
談

合
罪

の
事

実
も
認

定
 

㈶
林

業
土
木

コ
ン

サ
ル

タ
ン
ツ

ほ
か

1
0
名

(
４

法
人

，
受

注
業

務
に

従
事

し

て
い

た
者

５
名

，

緑
資
源

機
構
元

理
事

１
名

及
び

同

機
構
元
課

長
１

名
)
 

1
9
.
5
.
2
4
 

(
1
9
.
6
.
1
3
追

加

告
発

)
 

1
9
.
6
.
1
3
 

東
京
地

裁
 

1
9
.
1
1
.
1
 

被
告

会
社

に
4
0
0
0
万

円

か
ら

9
0
0
0

万
円

の
罰

金
，

被
告

会
社

の
受

注

業
務

に
従

事
し

て
い

た

者
に

懲
役

６
月

か
ら

８
月

(
執

行
猶

予
２

年
か

ら
３

年
)
，
緑
資
源

機
構

の
元

役
職

員
で

あ
っ

た
者

に

懲
役

１
年

６
月

か
ら

２
年

(
執

行
猶

予
３

年
か

ら
４

年
)
 

４
法
人

は
，
地
質

調
査

・
調
査
測

量
設

計

業
務

を
営
む

他
の

事
業

者
と

と
も

に
，
緑
資

源
機
構

が
平

成
1
7
年

度
及

び
平

成
1
8
年

度

に
お

い
て

指
名

競
争

入
札

等
の

方
法

に
よ

り
発

注
す

る
緑
資
源
幹
線
林

道
事

業
に

係

る
地
質

調
査

・
調
査
測

量
設

計
業

務
に

つ
い

て
，
緑
資
源

機
構

の
意
向

に
従

っ
て

受
注

予

定
業

者
を

決
定

す
る

と
と

も
に

受
注

予
定

業

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
な

価
格

で
入

札
を

行

う
旨

を
合

意
し

た
上

，
同

合
意

に
従

っ
て

受

注
予

定
業

者
を

決
定

し
実

施
し

て
い

た
。

 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
1
項

第
１

号
，

第
9
5

条
第

１
項

第
１

号
，

 

刑
法

刑
法

刑
法

刑
法

    

第
6
0
条

，
第

6
5
条

第
1

項
 

高
砂
熱
学

工
業

㈱
ほ

か
７

名
（

８

社
，

受
注

業
務

に

従
事

し
て

い
た

者

８
名

）
 

2
6
.
3
.
4
 

2
6
.
3
.
4
 

公
判
中

 
８

社
は

，
平

成
2
3
年

1
0
月
以
降

に
独

立

行
政

法
人
鉄

道
建

設
・
運
輸

施
設
整

備
支

援
機
構

が
条

件
付

一
般

競
争

入
札

の
方

法

に
よ

り
順

次
発

注
す

る
北
陸

新
幹
線
融
雪

・

消
雪
基
地

機
械

設
備

工
事

に
つ

い
て

，
受

注
予

定
者

を
決

定
す

る
と

と
も

に
当
該

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
な

価
格

で
入

札

を
行

う
こ

と
な
ど

を
合

意
し

た
上

，
同

合
意

に

従
っ

て
，

上
記

工
事

に
つ

い
て

そ
れ

ぞ
れ

受

注
予

定
者

を
決

定
し

実
施

し
て

い
た

。
 

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

独
占

禁
止

法
独

占
禁

止
法

    

第
３

条
後

段
，

第
8
9
条

第
1
項

第
1
号

，
第

9
5

条
第

1
項

第
1
号

 

刑
法

刑
法

刑
法

刑
法

    

第
6
0
条
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【
資

料
５

【
資

料
５

【
資

料
５

【
資

料
５

】 】】】
    

入
札

談
合

に
よ

る
損

害
賠

償
額

の
算

定
に

つ
い

て
入

札
談

合
に

よ
る

損
害

賠
償

額
の

算
定

に
つ

い
て

入
札

談
合

に
よ

る
損

害
賠

償
額

の
算

定
に

つ
い

て
入

札
談

合
に

よ
る

損
害

賠
償

額
の

算
定

に
つ

い
て

    

１
 

入
札
談

合
に
よ

り
生
じ
た

損
害

額
（

入
札
談

合
に
よ
る

契
約

価
格

の
上
昇

分
）
に
つ

い
て

は
，

民
事
訴

訟
法

第
２
４

８
条
に

基
づ
き
，

裁
判

所
の

職
権
に

よ
り
，
相

当
な

損
害

額
を
認

定
す
る
こ

と
が

可
能

。
 

２
 

入
札
談

合
事
件

に
つ
い
て

は
，

裁
判

所
は
，

民
事
訴
訟

法
第

２
４

８
条
に

基
づ
き
，

相
当

な
損

害
額
を

認
定

し
て
お

り
，
判

例
の
蓄
積

が
進

ん
で

い
る
。
 

（
参
考
）

（
参
考
）

（
参
考
）

（
参
考
）
    
民
事
訴
訟
法
第
２
４
８
条
の
適
用
に
よ
り
損
害
額
が
認
定

民
事
訴
訟
法
第
２
４
８
条
の
適
用
に
よ
り
損
害
額
が
認
定

民
事
訴
訟
法
第
２
４
８
条
の
適
用
に
よ
り
損
害
額
が
認
定

民
事
訴
訟
法
第
２
４
８
条
の
適
用
に
よ
り
損
害
額
が
認
定
さ
れ
た

さ
れ
た

さ
れ
た

さ
れ
た
事 事事事
例 例例例
    

（
公
正
取
引
委
員
会
把
握
分
）

（
公
正
取
引
委
員
会
把
握
分
）

（
公
正
取
引
委
員
会
把
握
分
）

（
公
正
取
引
委
員
会
把
握
分
）
    

番
号
 

事
 

件
 

名
 

損
 

害
 

額
 

１
 

福
井

県
公
園

施
設
工

事
 

平
成

１
８

年
 
１

月
２
５
日

（
福

井
地

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

 
1
5
,
1
0
6
,
6
1
5
円

）
 

２
 

町
田

市
土
木

一
式
工

事
，
建
築

一
式

工
事

及
び
舗

装
工
事
 

平
成

１
８

年
 
１

月
２
７
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

 
3
4
3
,
4
2
0
,
7
0
7
円

）
 

平
成

１
９

年
 
３

月
２
３
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

6
,
8
9
4
,
0
3
7
円

）
 

３
 

村
田

町
町
道

川
畑
東

山
線
改
良

工
事

等
 

平
成

１
８

年
 
２

月
２
１
日

（
仙

台
地

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

 
2
,
2
6
0
,
0
0
0
円

）
 

４
 

高
槻

市
上
水

道
本
管

工
事
 

平
成

１
８

年
 
２

月
２
２
日

（
大

阪
地

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
８

％
 

（
計

 
3
2
,
3
7
0
,
3
2
4
円

）
 

５
 

福
岡

市
ご
み

焼
却
場

住
民
訴
訟

 

平
成

１
８
年

 
４
月

２
５
日
（

福
岡

地
裁

判
決
）
 

平
成

１
９
年

１
１
月

３
０
日
（

福
岡

高
裁

判
決
）
 

平
成

２
１
年

 
４
月

２
３
日
（

最
高

裁
決

定
）
 

契
約

額
の
７

％
 

（
計

 
2
,
0
8
8
,
0
1
6
,
0
0
0
円
）

 

６
 

多
摩

ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン

ご
み
焼
却

場
住

民
訴

訟
 

平
成

１
８
年

 
４
月

２
８
日
（

東
京

地
裁

判
決
）
 

平
成

１
８
年

１
０
月

１
９
日
（

東
京

高
裁

判
決
）
 

平
成

１
９
年

 
４
月

２
４
日
（

最
高

裁
決

定
）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

 
1
,
2
8
6
,
4
7
0
,
0
0
0
円
）

 

７
 

横
浜

市
ご
み

焼
却
場

住
民
訴
訟

 

平
成

１
８
年

 
６
月

２
１
日
（

横
浜

地
裁

判
決
）
 

平
成

２
０
年

 
３
月

１
８
日
（

東
京

高
裁

判
決
）
 

平
成

２
１
年

 
４
月

２
３
日
（

最
高

裁
決

定
）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

 
3
,
0
1
7
,
9
0
0
,
0
0
0
円
）

 

【
民

事
訴

訟
法

】
 

（
損

害
額
の

認
定
）

 

第
２

４
８
条

 
損
害

が
生
じ
た

こ
と

が
認

め
ら
れ

る
場
合
に

お
い

て
，
損

害
の
性

質
上
そ

の
額

を
立

証
す

る
こ
と

が
極
め

て
困
難
で

あ
る

と
き

は
，
裁
判

所
は
，
口

頭
弁

論
の

全
趣
旨

及
び
証

拠
調

べ

の
結

果
に
基

づ
き
，

相
当
な
損

害
額

を
認

定
す
る

こ
と
が
で

き
る

。
 

番
号
 

事
 

件
 

名
 

損
 

害
 

額
 

８
 

米
子

市
ご
み

焼
却
場

住
民
訴
訟

 

平
成

１
８

年
 
９

月
２
６
日

（
鳥

取
地

裁
判
決

）
 

請
求

棄
却
 

平
成

１
９

年
１
０

月
１
７
日

（
広

島
高

裁
松
江

支
部
判
決

）
 

平
成

２
１

年
 
１

月
２
２
日

（
最

高
裁

決
定
）
 

契
約

額
の
８

％
 

（
計

1
,
1
4
0
,
7
2
0
,
0
0
0
円
）
 

９
 

豊
栄

市
ご
み

焼
却
場

住
民
訴
訟

 

平
成

１
８

年
 
９

月
２
８
日

（
新

潟
地

裁
判
決

）
 

平
成

１
９

年
 
８

月
２
９
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

平
成

１
９

年
１
２

月
２
５
日

（
最

高
裁

決
定
）
 

３
回

目
の

入
札

金
額

の
５

％
か

ら
随

意
契

約
時

に
値

引
き

し
た

額
を

引
い
た

額
 

（
計

4
8
,
9
2
5
,
0
0
0
円

）
 

１
０
 

神
戸

市
ご
み

焼
却
場

住
民
訴
訟

 

平
成

１
８

年
１
１

月
１
６
日

（
神

戸
地

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

1
,
3
6
4
,
7
5
0
,
0
0
0
円
）
 

平
成

１
９

年
１
０

月
３
０
日

（
大

阪
高

裁
判
決

）
 

平
成

２
１
年

 
４
月

２
３
日
（

最
高

裁
決

定
）
 

契
約

額
の
６

％
 

（
計

1
,
6
3
7
,
7
0
0
,
0
0
0
円
）
 

１
１
 

尼
崎

市
ご
み

焼
却
場

住
民
訴
訟

 

平
成

１
８

年
１
１

月
１
６
日

（
神

戸
地

裁
判
決

）
 

落
札

価
格
の

５
％
 

（
計

5
3
0
,
4
5
0
,
0
0
0
円

）
 

平
成

２
２

年
 
７

月
２
３
日

（
差

戻
し

後
の
大

阪
高
裁
判

決
）
 

平
成

２
３

年
 
７

月
 
７
日

（
最

高
裁

決
定
）
 

落
札

価
格

か
ら

ゼ
ネ

コ
ン

２
社

に
係

る
建

設
工

事
費

用
分

を
控

除
し

た
額
の

４
％
 

（
計

3
3
5
,
7
8
0
,
0
0
0
円

）
 

１
２
 

八
王

子
市
公

共
下
水

道
入
札
住

民
訴

訟
 

平
成

１
８

年
１
１

月
２
４
日

（
東

京
地

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

1
9
8
,
0
8
2
,
5
0
0
円

）
 

平
成

２
０

年
 
７

月
 
２
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

平
成

２
１

年
 
８

月
２
８
日

（
最

高
裁

決
定
）
 

契
約

額
の
３

％
 

（
計

7
3
,
1
9
0
,
2
5
0
円

）
 

１
３
 

北
海

道
上
川

支
庁
農

業
土
木
工

事
住

民
訴

訟
 

平
成

１
９

年
 
１

月
１
９
日

（
札

幌
地

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

3
9
,
2
3
4
,
5
6
2
円

）
 

１
４
 

東
京

都
ご
み

焼
却
場

住
民
訴
訟

 

平
成

１
９

年
 
３

月
２
０
日

（
東

京
地

裁
判
決

）
 

平
成

２
１

年
 
５

月
１
２
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

平
成

２
１

年
１
２

月
１
０
日

（
最

高
裁

決
定
）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

9
,
7
7
7
,
5
8
3
,
3
5
0
円
）
 

（
注

２
）
 

１
５
 

町
田

市
公
共

下
水
道

入
札
住
民

訴
訟
 

平
成

１
９
年

 
７
月

２
６
日
（

東
京

地
裁

判
決
）
 

平
成

２
１
年

 
５
月

２
１
日
（

東
京

高
裁

判
決
）
 

平
成

２
２
年

 
６
月

２
２
日
（

最
高

裁
決

定
）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

2
2
4
,
0
8
3
,
0
0
0
円

）
 

１
６
 

南
河

内
清
掃

施
設
組

合
ご
み
焼

却
場

事
件
 

平
成

１
９

年
 
９

月
１
４
日

（
大

阪
地

裁
判
決

）
 

平
成

２
０

年
 
７

月
１
７
日

（
大

阪
高

裁
判
決

）
 

平
成

２
１

年
 
４

月
２
３
日

（
最

高
裁

決
定
）
 

予
定

価
格

の
５

．
７

７
％
 

（
計

7
0
8
,
6
0
2
,
1
6
0
円
）
 

【資料５】　入札談合による損害賠償額の算定について
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番
号
 

事
 

件
 

名
 

損
 

害
 

額
 

１
７
 

立
川

市
公
共

下
水
道

入
札
住
民

訴
訟
 

平
成

１
９

年
１
０

月
２
６
日

（
東

京
地

裁
判
決

）
 

予
定

価
格

と
現

実
の

落
札

価
格

の

差
額

に
消

費
税

相
当

分
の

５
％

を

加
算

し
た

金
額
 

（
計

1
7
6
,
7
1
5
,
0
0
0
円

）
 

平
成

２
１

年
 
５

月
２
８
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

平
成

２
１

年
１
０

月
２
３
日

（
最

高
裁

決
定
）
 

工
事

予
定

価
格

の
４

．
６

９
％

又

は
１

．
１

７
２

５
％

に
相

当
す

る

金
額

に
５

％
の

消
費

税
相

当
額

を

加
え

た
金

額
 

（
計

7
1
,
3
1
7
,
4
5
5
円

）
 

１
８
 

い
わ

き
市
ご

み
焼
却

場
住
民
訴

訟
 

平
成

２
０
年

 
１
月

２
８
日
（

福
島

地
裁

判
決
）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

1
,
1
2
7
,
7
0
0
,
0
0
0
円
）
 

１
９
 

海
部

地
区
環

境
事
務

組
合
ご
み

焼
却

場
事

件
（
注

３
）
 

平
成

２
１

年
 
８

月
 
７
日

（
名

古
屋

地
裁
判

決
）
 

契
約

額
の
８

％
 

（
計

1
,
9
9
9
,
2
0
0
,
0
0
0
円
）
 

２
０
 

湖
北

広
域
行
政

事
務
セ

ン
タ
ー

ご
み

焼
却

場
事
件
 

平
成

２
０

年
 
９

月
２
５
日

（
大
津
地

裁
判
決

）
 

平
成

２
１

年
 
６

月
１
８
日

（
大

阪
高

裁
判
決

）
 

①
本

件
請
負
代

金

②
落

札
率
－
「

６
％
」

③
落

札
率

①
－
①
×
②
÷
③
か

ら
算
定

（
計

4
0
9
,
1
0
0
,
0
0
0
円

）
 

２
１
 

旧
小
淵
沢
町
発

注
工

事
入
札
住

民
訴

訟
 

平
成

２
０

年
１
１

月
１
１
日

（
甲
府
地

裁
判
決

）
 

予
定

価
格
の

８
０
％

相
当
額
に

消
費
税

相
当

額
を
加
算

し
た
額

と
実
際

の
契

約
金
額

と
の
差
額

 

（
計

9
9
,
3
5
3
,
1
0
0
円

）
 

平
成

２
３
年

 
３
月

２
３
日
（

東
京

高
裁

判
決
）
 

平
成

２
４
年

 
１
月

２
４
日
（

最
高

裁
決

定
）
 

契
約

額
の
７

％
 

（
計

8
0
,
1
4
8
,
8
1
0
円

）
 

２
２
 

盛
岡

市
ご
み

焼
却
場

事
件
 

平
成

２
１

年
 
６

月
２
６
日

（
盛

岡
地

裁
判
決

）
 

平
成

２
２

年
 
４

月
１
４
日

（
仙

台
高

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

9
6
8
,
2
0
0
,
0
0
0
円

）
 

２
３
 

新
城

市
ご
み

焼
却
場

事
件
 

平
成

２
１

年
 
７

月
１
０
日

（
名

古
屋

地
裁
判

決
）
 

契
約

額
の
８

％
 

（
計

2
7
9
,
7
2
0
,
0
0
0
円

）
 

平
成

２
１

年
１
２

月
２
５
日

（
名

古
屋

高
裁
判

決
）
 

予
定

価
格
の

６
％
 

（
計

2
1
0
,
8
6
0
,
0
0
0
円

）
 

２
４
 

一
宮

市
ご
み

焼
却
場

事
件
 

平
成

２
１

年
１
２

月
 
８
日

（
名

古
屋

地
裁
判

決
）
 

平
成

２
２

年
 
８

月
２
７
日

（
名

古
屋

高
裁
判

決
）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

1
,
2
1
5
,
4
0
0
,
0
0
0
円
）
 

２
５
 

名
古

屋
市
ご

み
焼
却

場
事
件
（

注
４

）
 

平
成

２
１
年

１
２
月

１
１
日
（

名
古

屋
地

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

1
,
9
4
2
,
5
0
0
,
0
0
0
円
）
 

２
６
 

苫
小
牧

市
ご

み
焼
却

場
事
件
 

平
成

２
３

年
 
９

月
２
８
日

（
札

幌
地

裁
判
決

）
 

平
成

２
４

年
 
３

月
２
２
日

（
札

幌
高

裁
判
決

）
 

請
負
代

金
額

の
５
％
 

（
計

6
2
1
,
0
9
0
,
0
0
0
円

）
 

番
号
 

事
 

件
 

名
 

損
 

害
 

額
 

２
７
 

佐
渡

市
ご
み

焼
却
場

事
件
 

平
成

２
３

年
１
０

月
１
４
日

（
新

潟
地

裁
判
決

）
 

実
際

の
契
約

金
額
と
想

定
さ
れ

る
契

約
金
額

と
の
差

額
 

（
計

2
4
8
,
8
3
6
,
3
6
2
円

）
 

平
成

２
４

年
 
５

月
２
４
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

実
際

の
契
約

金
額
と
想

定
さ
れ

る
契

約
金
額

と
の
差

額
 

（
計

2
5
2
,
5
1
3
,
4
8
1
円

）
 

２
８
 

（
独

）
日

本
高
速

道
路
保
有
・
債

務
返
済
機
構
鋼
橋
上

部
工

工
事

事
件

（
１
）
 

平
成

２
４

年
 
７

月
２
７
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
６
．

５
％
 

（
計

3
0
,
4
8
8
,
2
4
1
円

）
 

２
９
 

（
独

）
日

本
高
速

道
路
保
有
・
債

務
返
済
機
構
鋼
橋
上

部
工

工
事

事
件

（
２
）
 

平
成

２
４

年
 
７

月
２
７
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
６

％
 

（
計

3
9
,
5
3
3
,
6
6
6
円

）
 

３
０
 

（
独

）
日

本
高
速

道
路
保
有
・
債

務
返
済
機
構
鋼
橋
上

部
工

工
事

事
件

（
３
）
 

平
成

２
４

年
 
７

月
２
７
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
６
．

５
％
 

（
計

1
9
6
,
2
6
5
,
0
3
6
円

）
 

３
１
 

龍
ヶ

崎
地
方
塵
芥
処
理

組
合
ご

み
焼

却
場

事
件
 

平
成

２
４

年
 
９

月
１
０
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
５

％
 

（
計

7
1
5
,
0
5
0
,
0
0
0
円

）
 

３
２
 

洲
本

市
し
尿
処
理
施

設
事
件
 

平
成

２
５

年
 
３

月
２
１
日

（
大

阪
地

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
１

０
％
 

（
計

2
5
4
,
1
0
0
,
0
0
0
円

）
 

３
３
 

印
西

地
区
環

境
整
備

事
業
組
合

ご
み

焼
却

場
事
件
 

平
成

２
５

年
 
５

月
３
１
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

契
約

額
の
２

％
 

（
計

9
6
,
8
2
0
,
0
0
0
円

）
 

３
４
 

（
独

）
日

本
高
速

道
路
保
有
・
債

務
返
済
機
構
鋼
橋
上

部
工

工
事

事
件

（
４
）
 

平
成

２
５

年
 
９

月
６
日
（

東
京

高
等

裁
判
所

）
 

契
約

額
の
５
．

５
％
 

（
計

1
6
,
4
4
9
,
4
0
3
円

）
 

３
５
 

群
馬

県
大
気
常

時
監
視
自
動
計
測
器

入
札

談
合
事

件
 

平
成

２
６

年
 
２

月
２
５
日

（
東

京
高

裁
判
決

）
 

①
現
実

の
落

札
価
格

②
原
告
主
張

の
想
定

落
札
価
格

③
被
告
主
張

の
想
定

落
札
価
格

④
売
買
代
金

1
/
5
(
①
－
②
)
＋

4
/
5
(
③
－
④
)
 

（
計

1
1
,
7
3
7
,
9
1
4
円

）
 

（
注

１
）

記
載

し
た

事
例

は
全

て
判
決

が
確

定
し

て
い

る
。

 

（
注

２
）

番
号

１
４

の
合

計
額

9
,
7
7
7
,
5
8
3
,
3
5
0
円
は

地
裁

判
決
の

合
計

額
で

あ
り

，
後

に
高
裁

係
属

と
な

っ
た

が
，

１
社

を
除

き
和

解
に

至
っ

た
。
残

り
１

社
は

賠
償

額
に

変
更
な

し
（

4
,
4
0
9
,
6
7
4
,
7
5
0
円

）
。
 

（
注

３
）

番
号

１
９

は
平

成
２

２
年
６

月
１

０
日

に
名

古
屋

高
裁
に

て
和

解
 

（
注

４
）

番
号

２
５

は
平

成
２

２
年
８

月
９

日
に

名
古

屋
高

裁
に
て

和
解
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【
資

料
６

】
国

が
資

本
金

の
【
資

料
６

】
国

が
資

本
金

の
【
資

料
６

】
国

が
資

本
金

の
【
資

料
６

】
国

が
資

本
金

の
２ ２２２

分
の

分
の

分
の

分
の

１ １１１
以

上
を

出
資

し
て

い
る

法
人

以
上

を
出

資
し

て
い

る
法

人
以

上
を

出
資

し
て

い
る

法
人

以
上

を
出

資
し

て
い

る
法

人
    

（
平

成
（
平

成
（
平

成
（
平

成
２

６
２

６
２

６
２

６
年 年年年

１ １１１
月

現
在

月
現

在
月

現
在

月
現

在
２

２
０

２
２

０
２

２
０

２
２

０
法

人
）

法
人

）
法

人
）

法
人

）
    

（
出
典
：
会
計
検
査
院
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

○
政

府
関

係
機

関

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
有
償

資
金
協
力
部
門

(注
) 

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行

計
４
法
人

○
そ

の
他

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

日
本
銀
行

日
本
中
央
競
馬
会

預
金
保
険
機
構

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社

日
本
郵
政
株
式
会
社

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

全
国
健
康
保
険
協
会

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行

輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報

処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

株
式
会
社
産
業
革
新
機
構

日
本
年
金
機
構

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長

産
業
化
支
援
機
構

株
式
会
社
民
間
資
金
等

活
用
事
業
推
進
機
構

株
式
会
社
海
外
需
要
開
拓
支
援
機
構

以
上
の
ほ
か
，
清
算
中
の
も
の
な
ど
が
９
団
体

計
３
３
法
人

○
独

立
行
政

法
人

国
立
公
文
書
館

情
報
通
信
研
究
機
構

酒
類
総
合
研
究
所

国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー

国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

国
立
女
性
教
育
会
館

国
立
科
学
博
物
館

物
質
・
材
料
研
究
機
構

防
災
科
学
技
術
研
究
所

放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

国
立
美
術
館

国
立
文
化
財
機
構

労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー

種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー

家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー

水
産
大
学
校

農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

農
業
生
物
資
源
研
究
所

農
業
環
境
技
術
研
究
所

国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

森
林
総
合
研
究
所

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

日
本
貿
易
保
険

産
業
技
術
総
合
研
究
所

製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

土
木
研
究
所

建
築
研
究
所

交
通
安
全
環
境
研
究
所

海
上
技
術
安
全
研
究
所

港
湾
空
港
技
術
研
究
所

電
子
航
法
研
究
所

航
海
訓
練
所

海
技
教
育
機
構

航
空
大
学
校

国
立
環
境
研
究
所

教
員
研
修
セ
ン
タ
ー

駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人

造
幣
局

国
立
印
刷
局

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構

農
畜
産
業
振
興
機
構

農
林
漁
業
信
用
基
金

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会

国
際
協
力
機
構

(注
) 

国
際
交
流
基
金

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業

技
術
総
合
開
発
機
構

科
学
技
術
振
興
機
構

日
本
学
術
振
興
会

理
化
学
研
究
所

宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

日
本

ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

日
本

芸
術
文
化
振
興
会

高
齢
・
障
害
・
求

職
者

雇
用
支
援
機
構

福
祉
医
療
機
構

国
立

重
度

知
的

障
害
者

総
合

施
設
の
ぞ

み
の

園

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

日
本
貿
易
振
興
機
構

鉄
道
建
設
・
運
輸

施
設

整
備
支
援
機
構

国
際

観
光
振
興
機
構

水
資
源
機
構

自
動
車
事
故
対
策
機
構

空
港

周
辺

整
備
機
構

情
報
処
理
推
進
機
構

石
油

天
然

ガ
ス
・
金
属

鉱
物
資
源
機
構

労
働
者
健
康
福

祉
機
構

国
立

病
院
機
構

医
薬
品
医

療
機

器
総
合
機
構

環
境

再
生
保
全
機
構

日
本
学
生
支
援
機
構

海
洋
研
究
開
発
機
構

国
立
高
等
専
門
学
校
機
構

大
学
評
価
・
学
位
授

与
機
構

国
立
大
学
財
務
・
経

営
セ
ン
タ
ー

中
小

企
業
基
盤
整
備
機
構

都
市

再
生
機
構

奄
美

群
島
振
興
開
発
基
金

医
薬
基
盤
研
究
所

日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構

日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

年
金
・
健
康
保
険
福
祉

施
設

整
理
機
構

年
金

積
立
金
管
理
運
用

独
立
行
政
法
人

住
宅
金
融
支
援
機
構

郵
便
貯
金

･
簡
易
生

命
保
険
管
理
機
構

国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立

循
環

器
病
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立

精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

勤
労
者
退

職
金
共
済
機
構

計
９
４
法
人

○
国

立
大

学
法

人

北
海
道
大
学

北
海
道
教
育
大
学

室
蘭

工
業
大
学

小
樽

商
科
大
学

帯
広
畜
産
大
学

旭
川
医
科
大
学

北
見

工
業
大
学

弘
前
大
学

岩
手
大
学

東
北
大
学

宮
城
教
育
大
学

秋
田
大
学

山
形
大
学

福
島
大
学

茨
城
大
学

筑
波
大
学

宇
都

宮
大
学

群
馬
大
学

埼
玉
大
学

千
葉
大
学

東
京
大
学

東
京
医
科
歯
科
大
学

東
京
外
国
語
大
学

東
京
学
芸
大
学

東
京
農
工
大
学

東
京

芸
術
大
学

東
京

工
業
大
学

【資料６】　国が資本金の２分の１以上を出資している法人（平成２６年１月現在２２０法人）
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東
京
海
洋
大
学

お
茶
の
水
女
子
大
学

電
気
通
信
大
学

一
橋
大
学

横
浜
国
立
大
学

新
潟
大
学

長
岡
技
術
科
学
大
学

上
越
教
育
大
学

金
沢
大
学

福
井
大
学

山
梨
大
学

信
州
大
学

岐
阜
大
学

静
岡
大
学

浜
松
医
科
大
学

名
古

屋
大
学

愛
知
教
育
大
学

名
古

屋
工
業
大
学

豊
橋
技
術
科
学
大
学

三
重
大
学

滋
賀
大
学

滋
賀
医
科
大
学

京
都
大
学

京
都
教
育
大
学

京
都

工
芸

繊
維
大
学

大
阪
大
学

大
阪
教
育
大
学

兵
庫
教
育
大
学

神
戸
大
学

奈
良
教
育
大
学

奈
良
女
子
大
学

和
歌

山
大
学

鳥
取
大
学

島
根
大
学

岡
山
大
学

広
島
大
学

山
口
大
学

徳
島
大
学

鳴
門
教
育
大
学

香
川
大
学

愛
媛
大
学

高
知
大
学

福
岡
教
育
大
学

九
州
大
学

九
州

工
業
大
学

佐
賀
大
学

長
崎
大
学

熊
本
大
学

大
分
大
学

宮
崎
大
学

鹿
児

島
大
学

鹿
屋
体
育
大
学

琉
球
大
学

総
合
研
究
大
学
院
大
学

政
策
研
究
大
学
院
大
学

北
陸

先
端
科
学
技
術
大
学
院
大
学

奈
良

先
端
科
学
技
術
大
学
院
大
学

筑
波
技
術
大
学

富
山
大
学

計
８

６
法
人

○
大

学
共

同
利

用
機

関
法

人

人
間
文
化
研
究
機
構

自
然
科
学
研
究
機
構

高
エ
ネ
ル
ギ
ー

加
速

器
研
究
機
構

情
報
・
シ

ス
テ

ム
研
究
機
構

計
４
法
人

(注
)
総
数

２
２

０
法
人
に

お
い

て
は
，
「
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
有
償
資
金
協
力
部
門
」
は
「
独
立
行
政
法
人
国

際
協
力
機
構
」

に
含

ま
れ

て
い

る
。
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参考条文・指針等 



【
条

文
等

１
】

【
条

文
等

１
】

【
条

文
等

１
】

【
条

文
等

１
】
    

私
的

独
占

の
禁

止
及

び
公

正
取

引
の

確
保

に
関

す
る

法
律

私
的

独
占

の
禁

止
及

び
公

正
取

引
の

確
保

に
関

す
る

法
律

私
的

独
占

の
禁

止
及

び
公

正
取

引
の

確
保

に
関

す
る

法
律

私
的

独
占

の
禁

止
及

び
公

正
取

引
の

確
保

に
関

す
る

法
律

    

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
５

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
５

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
５

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
５

４ ４４４
号

）
（

号
）
（

号
）
（

号
）
（
抄 抄抄抄

） ）））
    

〔
目

的
〕
 

第
１

条
 

こ
の

法
律

は
、
私
的

独
占
、
不
当

な
取

引
制

限
及

び
不
公

正
な

取
引

方
法

を
禁

止
し
、
事
業

支
配

力
の

過
度
の
 

集
中

を
防

止
し

て
、
結

合
、
協

定
等
の

方
法

に
よ

る
生

産
、
販
売

、
価

格
、
技
術

等
の
不

当
な
制

限
そ

の
他

一
切

の
事

業
活

動
の

不
当

な
拘

束
を

排
除

す
る
こ

と
に

よ
り

、
公

正
且
つ

自
由
な

競
争

を
促

進
し

、
事
業

者
の
創

意
を

発
揮

さ
せ

、

事
業

活
動

を
盛

ん
に

し
、
雇
傭

及
び
国

民
実

所
得

の
水

準
を

高
め
、
以
て

、
一

般
消

費
者

の
利
益

を
確

保
す

る
と
と
も

に
、

国
民

経
済

の
民

主
的

で
健

全
な
発

達
を

促
進

す
る

こ
と

を
目
的

と
す

る
。
 

〔
定

義
〕
 

第
２

条
 

（
略

）
 

②
 

こ
の

法
律

に
お

い
て
「
事

業
者
団

体
」
と
は

、
事

業
者

と
し
て

の
共

通
の

利
益

を
増

進
す
る

こ
と

を
主

た
る

目
的

と

す
る

二
以

上
の

事
業

者
の

結
合

体
又
は

そ
の

連
合

体
を

い
い

、
次
に

掲
げ

る
形

態
の

も
の

を
含
む

。
た

だ
し

、
二
以
上

の
事

業
者

の
結

合
体

又
は

そ
の

連
合
体

で
あ

つ
て

、
資

本
又

は
構
成

事
業

者
の

出
資

を
有

し
、
営

利
を

目
的

と
し
て
商

業
、
工
業

、
金

融
業

そ
の

他
の

事
業
を

営
む

こ
と

を
主

た
る

目
的
と

し
、
か
つ

、
現

に
そ

の
事
業

を
営

ん
で

い
る
も
の

を
含

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 

一
 

二
以

上
の

事
業

者
が

社
員

（
社
員

に
準

ず
る

も
の

を
含

む
。
）

で
あ

る
社

団
法

人
そ
の

他
の
社
団
 

二
 

二
以

上
の

事
業

者
が

理
事

又
は
管

理
人

の
任

免
、
業

務
の

執
行
又

は
そ

の
存

立
を

支
配

し
て
い

る
財

団
法

人
そ
の

他
の

財
団
 

三
 

二
以

上
の

事
業

者
を

組
合

員
と
す

る
組

合
又

は
契

約
に

よ
る
二

以
上

の
事

業
者

の
結

合
体
 

③
～

④
（
略

）
 

⑤
 

こ
の

法
律

に
お

い
て
「
私

的
独
占

」
と

は
、
事
業

者
が

、
単
独

に
、
又
は

他
の

事
業

者
と
結

合
し

、
若

し
く

は
通

謀

し
、
そ
の

他
い

か
な

る
方

法
を

も
つ
て

す
る

か
を

問
わ

ず
、
他

の
事

業
者

の
事

業
活

動
を

排
除
し
、
又

は
支

配
す
る
こ

と
に

よ
り

、
公

共
の

利
益

に
反

し
て
、

一
定

の
取

引
分

野
に

お
け
る

競
争

を
実

質
的

に
制

限
す
る

こ
と

を
い

う
。
 

⑥
 

こ
の

法
律

に
お

い
て
「
不

当
な
取

引
制

限
」
と

は
、
事

業
者
が
、
契
約

、
協

定
そ
の

他
何
ら

の
名

義
を

も
つ

て
す

る

か
を

問
わ

ず
、
他
の

事
業

者
と

共
同
し

て
対

価
を

決
定

し
、
維

持
し

、
若

し
く

は
引

き
上

げ
、
又

は
数

量
、
技
術
、
製

品
、
設
備

若
し

く
は

取
引

の
相
手

方
を
制

限
す

る
等

相
互

に
そ

の
事
業

活
動

を
拘

束
し

、
又
は

遂
行
す

る
こ

と
に

よ
り

、

公
共

の
利

益
に

反
し

て
、

一
定

の
取
引

分
野

に
お

け
る

競
争

を
実
質

的
に

制
限

す
る

こ
と

を
い
う

。
 

⑦
～

⑨
（
略

）
 

〔
私

的
独

占
又

は
不

当
な

取
引

制
限
の

禁
止

〕
 

第
３

条
 

事
業

者
は

、
私

的
独

占
又
は

不
当

な
取

引
制

限
を

し
て
は

な
ら

な
い
。
 

〔
排

除
措

置
〕
 

第
７

条
 

第
３

条
又

は
前

条
の

規
定
に

違
反

す
る

行
為

が
あ

る
と
き

は
、
公
正

取
引

委
員

会
は
、
第
８

章
第

２
節

に
規
定
 

す
る

手
続

に
従

い
、
事
業

者
に

対
し
、
当
該

行
為

の
差

止
め

、
事
業

の
一

部
の

譲
渡

そ
の

他
こ
れ

ら
の

規
定

に
違
反
す

る
行

為
を

排
除

す
る

た
め

に
必

要
な
措

置
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

②
 

公
正

取
引

委
員

会
は

、
第

３
条
又

は
前

条
の

規
定

に
違

反
す
る

行
為

が
既

に
な

く
な

つ
て
い

る
場

合
に

お
い
て
も
、
 

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は
、
第
８

章
第

２
節

に
規

定
す
る

手
続

に
従

い
、
次
に

掲
げ
る

者
に

対
し

、
当
該
行

為
が

既
に

な
く

な
つ

て
い

る
旨

の
周
知

措
置

そ
の

他
当

該
行

為
が
排

除
さ

れ
た

こ
と

を
確

保
す
る

た
め

に
必

要
な

措

置
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。
た

だ
し

、
当

該
行

為
が

な
く

な
つ
た

日
か

ら
５

年
を

経
過

し
た
と

き
は

、
こ

の
限
り
で

な
い

。
 

一
 
当

該
行
為

を
し
た
事

業
者
 

二
 

当
該
行

為
を
し

た
事
業
者

が
法

人
で

あ
る
場

合
に
お
い

て
、
当

該
法

人
が
合

併
に
よ

り
消

滅
し

た
と
き

に
お

け
る

合
併
後

存
続
し

、
又
は
合

併
に

よ
り

設
立
さ

れ
た
法
人

 

三
 

当
該
行

為
を
し

た
事
業
者

が
法

人
で

あ
る
場

合
に
お
い

て
、
当

該
法

人
か
ら

分
割
に

よ
り

当
該

行
為
に

係
る

事
業

の
全
部

又
は
一

部
を
承
継

し
た

法
人
 

四
 

当
該
行

為
を
し

た
事
業
者

か
ら

当
該

行
為
に

係
る
事
業

の
全

部
又

は
一
部

を
譲
り
受

け
た

事
業

者
 

〔
課

徴
金

、
課

徴
金

の
減

免
〕

 

第
７

条
の

２
 

事
業

者
が
、
不
当

な
取
引

制
限

又
は

不
当

な
取

引
制
限

に
該

当
す

る
事

項
を

内
容
と

す
る

国
際

的
協
定
若
 

し
く

は
国

際
的

契
約

で
次

の
各

号
の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の
を

し
た

と
き

は
、
公
正

取
引
委

員
会

は
、
第
８
章
第

２
節

に
規

定
す

る
手

続
に

従
い

、
当
該

事
業

者
に

対
し

、
当
該

行
為
の

実
行

と
し

て
の

事
業

活
動
を

行
つ

た
日

か
ら
当

該
行

為
の

実
行

と
し

て
の

事
業

活
動
が

な
く

な
る

日
ま

で
の
期
間
（

当
該
期
間

が
３

年
を
超
え
る

と
き

は
、
当
該
行
為

の
実

行
と

し
て

の
事

業
活

動
が

な
く
な

る
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

つ
て
３

年
間

と
す

る
。

以
下

「
実
行
期
間

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

当
該

商
品

又
は
役
務

の
政
令

で
定

め
る

方
法

に
よ

り
算
定

し
た

売
上
額
（
当

該
行

為
が
商

品
又

は
役

務
の
供

給
を
受
け

る
こ

と
に
係
る

も
の

で
あ
る

場
合

は
、
当

該
商

品
又

は
役
務

の
政
令
で

定
め

る
方

法
に
よ

り
算

定
し

た
購
入

額
）

に
１
０
０

分
の
１
０
（
小

売
業
に

つ
い

て
は
１
０
０
分

の
３
、
卸
売

業
に

つ
い

て
は
１
０
０

分
の

２
と

す
る

。
）

を
乗
じ
て

得
た
額
に

相
当

す
る
額

の
課
徴
金

を
国
庫
に
納
付

す
る
こ

と
を

命
じ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
た
だ

し
、
そ
の

額
が
１
０
０
万
円
未
満
で

あ
る

と
き
は

、
そ

の
納
付
を

命
ず

る
こ
と

が
で

き
な

い
。
 

一
 

商
品

又
は
役
務

の
対

価
に
係

る
も

の
 

二
 

商
品

又
は
役
務

に
つ

い
て

次
の
い

ず
れ

か
を

実
質

的
に

制
限
す

る
こ

と
に

よ
り

そ
の

対
価
に
影
響

す
る

こ
と

と

な
る

も
の
 

イ
 
供
給

量
又

は
購
入
量
 

ロ
 
市
場

占
有
率
 

ハ
 

取
引

の
相

手
方
 

②
～

④
（

略
）

⑤
 

第
一

項
の

場
合

に
お

い
て

、
当
該

事
業

者
が

次
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

者
で

あ
る

と
き
は

、
同

項
中
「
１
０
０

分

の
１
０
」
と
あ

る
の

は
「
１
０
０

分
の
４
」
と
、
「
１
０
０
分

の
３
」
と
あ

る
の

は
「
１
０
０

分
の
１
．
２
」
と
、
「
１

０
０

分
の

２
」

と
あ

る
の

は
「
１
０
０

分
の
１
」

と
す

る
。

 

一
 

資
本

金
の
額
又

は
出

資
の
総
額
が

３
億
円
以
下
の

会
社
並

び
に
常
時
使
用
す
る

従
業

員
の
数

が
３
０
０
人
以
下

の
会

社
及

び
個

人
で

あ
つ

て
、
製
造
業

、
建

設
業

、
運
輸
業

そ
の
他

の
業
種
（

次
号

か
ら

第
４
号

ま
で

に
掲

げ
る

業

種
及

び
第

５
号

の
政
令
で

定
め

る
業
種

を
除

く
。
）
に
属
す
る

事
業
を

主
た

る
事

業
と

し
て

営
む
も

の
 

二
 

資
本

金
の
額
又

は
出

資
の
総
額
が
１
億
円
以
下
の

会
社
並

び
に
常
時
使
用
す
る

従
業

員
の
数

が
１
０
０

人
以
下

の
会

社
及

び
個

人
で

あ
つ

て
、
卸

売
業

（
第

５
号

の
政
令
で

定
め
る

業
種

を
除

く
。
）
に
属

す
る
事

業
を

主
た

る
事

業
と

し
て

営
む

も
の
 

三
 

資
本

金
の
額
又

は
出

資
の
総
額
が

５
千
万
円

以
下

の
会

社
並
び

に
常
時
使
用
す

る
従

業
員
の

数
が
１
０
０
人

以

下
の

会
社

及
び
個
人

で
あ

つ
て

、
サ
ー
ビ
ス
業
（

第
５

号
の
政
令
で

定
め

る
業
種
を

除
く

。
）
に
属
す

る
事

業
を

主

た
る

事
業

と
し

て
営

む
も

の
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四
 

資
本

金
の
額
又

は
出

資
の
総
額
が

５
千
万
円

以
下

の
会

社
並
び

に
常
時
使
用
す

る
従

業
員
の

数
が

５
０

人
以
下

の
会

社
及

び
個

人
で

あ
つ

て
、
小

売
業

（
次

号
の
政
令

で
定

め
る
業
種
を

除
く

。
）

に
属
す

る
事
業

を
主

た
る

事
業

と
し

て
営

む
も

の
 

五
 

資
本

金
の
額
又

は
出

資
の
総
額
が

そ
の

業
種
ご
と

に
政
令

で
定

め
る

金
額

以
下

の
会

社
並
び

に
常
時
使
用
す

る

従
業

員
の

数
が

そ
の

業
種
ご
と

に
政
令

で
定

め
る

数
以
下
の

会
社
及

び
個

人
で

あ
つ

て
、
そ

の
政
令

で
定

め
る

業
種

に
属

す
る

事
業

を
主

た
る

事
業

と
し
て

営
む

も
の
 

六
 

協
業

組
合

そ
の

他
の

特
別

の
法
律

に
よ

り
協

同
し

て
事

業
を
行

う
こ

と
を

主
た

る
目

的
と
し

て
設

立
さ

れ
た

組

合
（

組
合

の
連

合
会

を
含

む
。
）

の
う
ち

、
政
令
で

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

、
前

各
号

に
定

め
る
業
種
ご

と
に

当
該

各
号

に
定

め
る

規
模

に
相

当
す

る
規
模

の
も

の
 

⑥
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
課
徴

金
の
納
付

を
命

ず
る

場
合

に
お
い

て
、
当
該

事
業

者
が
、
当
該

違
反

行
為

に
係

る
事
件

に
つ

い
て

第
４
７
条

第
１

項
第
４

号
に

掲
げ

る
処

分
又

は
第
１
０
２

条
第
１
項

に
規

定
す

る
処
分

が
最
初
に

行
わ

れ

た
日

（
以
下
こ

の
条

に
お

い
て

「
調
査
開
始

日
」

と
い

う
。
）

の
１
月

前
の

日
（

当
該
処
分

が
行
わ

れ
な

か
つ

た
と

き

は
、
当

該
事

業
者

が
当

該
違

反
行

為
に
つ

い
て

第
５
０
条

第
６

項
に
お

い
て
読
み
替
え

て
準
用

す
る

第
４
９
条

第
５
項

の
規

定
に

よ
る

通
知
（
次

項
、
第
１
０

項
及

び
第

２
０

条
の

２
か
ら

第
２
０
条

の
５

ま
で

に
お
い

て
「

事
前

通
知
」
と

い
う

。
）

を
受

け
た

日
の
１
月
前

の
日
）

ま
で

に
当

該
違

反
行

為
を
や

め
た

者
（

当
該

違
反

行
為
に
係
る

実
行
期
間

が

２
年
未
満

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）
で

あ
る

と
き

は
、

第
１
項

中
「
１
０
０

分
の
１
０

」
と

あ
る
の

は
「
１
０
０
分

の

８
」
と
、
「
１
０
０

分
の

３
」
と

あ
る
の

は
「
１
０
０
分

の
２
．
４
」
と
、
「
１
０
０
分

の
２

」
と
あ

る
の

は
「
１
０
０

分
の
１
．
６

」
と

、
前
項

中
「
１
０
０

分
の
４

」
と

あ
る
の

は
「
１
０
０

分
の
３
．
２
」
と

、
「
１
０
０
分

の
１
．
２
」

と
あ

る
の

は
「
１
０
０

分
の
１

」
と

、
「
１
０
０

分
の
１
」
と

あ
る
の

は
「
１
０
０

分
の
０
．
８
」
と
す

る
。
た

だ
し

、

当
該

事
業

者
が

、
次

項
か

ら
第
９

項
ま

で
の

規
定

の
適
用
を
受

け
る

者
で

あ
る

と
き

は
、

こ
の
限

り
で

な
い

。
 

⑦
 

第
１

項
（

第
２

項
に

お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場

合
を
含

む
。
以
下

こ
の

項
、
第
１
９

項
、
第
２

２
項

及
び

第

２
３

項
に

お
い

て
同
じ
。
）
又
は

第
４
項

の
規

定
に

よ
り
課
徴

金
の
納
付
を

命
ず

る
場

合
に

お
い
て

、
当

該
事

業
者

が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る
者

で
あ

る
と

き
は

、
第
１

項
中
「
１
０
０

分
の
１
０

」
と
あ

る
の

は
「
１
０
０
分

の
１

５
」
と
、
「
１
０
０

分
の
３

」
と
あ

る
の

は
「
１
０
０
分

の
４
．
５
」
と
、
「
１
０
０
分

の
２
」
と
あ

る
の

は
「
１

０
０

分
の

３
」

と
、

第
４

項
中

「
１
０
０
分

の
６

」
と

あ
る

の
は
「
１
０
０
分

の
９

」
と

、
「
１
０
０

分
の

２
」

と
あ

る
の

は
「
１
０
０
分

の
３

」
と

、
「
１
０
０

分
の
１
」

と
あ
る

の
は
「
１
０
０
分

の
１
．
５

」
と
、

第
５

項
中

「
１
０

０
分

の
４

」
と

あ
る

の
は

「
１
０
０
分

の
６

」
と

、
「
１
０
０
分

の
１
．
２

」
と

あ
る

の
は

「
１
０
０
分

の
１
．
８

」

と
、
「
１
０
０

分
の
１
」

と
あ
る

の
は
「
１
０
０
分

の
１
．
５

」
と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

事
業
者

が
、

第
９

項
の

規

定
の
適
用

を
受

け
る

者
で

あ
る

と
き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

一
 
調
査
開
始

日
か

ら
さ

か
の
ぼ

り
１
０
年

以
内

に
、
第
１
項

若
し
く

は
第
４
項

の
規

定
に

よ
る
命
令
を
受
け

た
こ
と

が
あ

る
者

（
当

該
命
令
が

確
定

し
て
い

る
場

合
に

限
る

。
次

号
に
お

い
て

同
じ

。
）

又
は
第
１

８
項

若
し

く
は

第
２

１
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

若
し

く
は
第

５
１

条
第

２
項

の
規

定
に
よ

る
審

決
を
受
け

た
こ

と
が
あ

る
者
 

二
 

第
４
７
条

第
１

項
第
４
号

に
掲
げ

る
処

分
又

は
第
１
０

２
条
第
１
項

に
規

定
す

る
処

分
が
行

わ
れ

な
か

つ
た

場

合
に

お
い

て
、

当
該

事
業

者
が

当
該
違

反
行

為
に

つ
い

て
事

前
通
知

を
受

け
た

日
か

ら
さ

か
の
ぼ

り
１
０
年

以
内

に
、
第
１
項

若
し

く
は

第
４

項
の

規
定
に

よ
る

命
令

を
受

け
た

こ
と
が

あ
る

者
又

は
第
１
８

項
若
し

く
は

第
２
１
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

若
し

く
は

第
５
１

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る
審

決
を
受
け

た
こ

と
が

あ
る
者
 

⑧
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
課
徴

金
の
納
付

を
命

ず
る

場
合

に
お
い

て
、
当

該
事

業
者

が
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
に
該
当

す
る

者
で

あ
る

と
き

は
、
同
項

中
「
１
０
０

分
の
１
０

」
と

あ
る
の

は
「
１
０
０
分

の
１

５
」
と

、
「
１
０
０

分
の
３
」

と
あ

る
の

は
「
１
０
０
分

の
４
．
５
」
と

、
「
１
０
０
分

の
２

」
と
あ

る
の

は
「
１
０
０
分

の
３
」
と
、
第
５

項
中
「
１

０
０

分
の
４
」
と

あ
る

の
は
「
１
０
０
分

の
６
」
と
、
「
１
０
０

分
の
１
．
２
」
と
あ

る
の

は
「
１
０
０
分

の
１
．
８
」

と
、
「
１
０
０

分
の
１
」

と
あ
る

の
は
「
１
０
０
分

の
１
．
５

」
と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

事
業
者

が
、

次
項

の
規

定

の
適
用
を
受
け

る
者

で
あ

る
と

き
は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

一
 

単
独

で
又

は
共

同
し

て
、
当

該
違

反
行

為
を

す
る

こ
と

を
企
て

、
か

つ
、
他
の

事
業

者
に
対

し
当

該
違

反
行
為
を

す
る

こ
と

又
は
や
め

な
い

こ
と

を
要
求

し
、
依
頼
し
、
又
は
唆

す
こ

と
に

よ
り

、
当

該
違

反
行
為

を
さ

せ
、
又
は
や

め
さ

せ
な

か
つ

た
者
 

二
 

単
独

で
又

は
共

同
し

て
、
他

の
事

業
者

の
求

め
に
応
じ

て
、
継

続
的

に
他

の
事

業
者

に
対
し

当
該

違
反

行
為
に
係

る
商

品
若

し
く

は
役

務
に
係
る

対
価
、
供
給

量
、
購
入

量
、
市

場
占
有
率
又

は
取

引
の

相
手

方
に
つ

い
て
指
定

し
た

者
 

三
 

前
２

号
に

掲
げ

る
者

の
ほ

か
、
単

独
で

又
は

共
同

し
て

、
次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
行
為

で
あ

つ
て

、
当
該
違

反
行

為
を

容
易

に
す
べ
き
重
要

な
も
の

を
し

た
者
 

イ
 
他

の
事

業
者

に
対

し
当

該
違
反

行
為

を
す

る
こ

と
又

は
や
め

な
い

こ
と

を
要
求
し

、
依
頼

し
、
又

は
唆

す
こ
と
。
 

ロ
 

他
の

事
業

者
に

対
し

当
該

違
反
行

為
に
係
る

商
品

又
は
役

務
に
係
る

対
価
、
供
給
量

、
購
入
量
、
市
場

占
有
率

、

取
引

の
相

手
方

そ
の

他
当

該
違

反
行
為

の
実

行
と

し
て

の
事

業
活
動

に
つ

い
て
指
定

す
る

こ
と
（
専

ら
自
己
の
取

引
に

つ
い

て
指

定
す

る
こ

と
を

除
く
。
）
。
 

⑨
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
課
徴

金
の
納
付

を
命

ず
る

場
合

に
お
い

て
、
当
該

事
業

者
が

、
第
７

項
各

号
の

い
ず

れ
か

及

び
前

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す
る

者
で

あ
る

と
き

は
、
第
１
項

中
「
１
０
０
分

の
１
０

」
と

あ
る

の
は
「
１
０
０

分
の

２
０
」
と
、
「
１
０
０
分
の

３
」
と
あ

る
の

は
「
１
０
０

分
の
６
」
と
、
「
１
０
０
分
の

２
」
と
あ

る
の

は
「
１
０

０
分

の
４

」
と

、
第

５
項

中
「
１
０
０

分
の
４
」

と
あ

る
の

は
「
１
０
０

分
の

８
」

と
、
「
１
０
０

分
の
１
．

２
」

と

あ
る

の
は

「
１
０
０

分
の

２
．
４

」
と

、
「
１
０
０
分

の
１
」

と
あ
る

の
は

「
１
０
０

分
の

２
」
と

す
る

。
 

⑩
 

公
正

取
引

委
員

会
は
、
第
１

項
の
規

定
に

よ
り
課
徴

金
を
納
付
す
べ
き

事
業

者
が

次
の

各
号
の

い
ず

れ
に

も
該
当
す

る
場

合
に

は
、

同
項

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、
当

該
事

業
者

に
対
し

、
課
徴
金

の
納
付
を

命
じ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

一
 
公

正
取

引
委

員
会

規
則

で
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
単

独
で

、
当
該

違
反

行
為

を
し

た
事
業

者
の

う
ち
最
初
に
公

正
取

引
委

員
会

に
当

該
違

反
行

為
に
係

る
事

実
の
報
告

及
び

資
料
の
提
出

を
行

つ
た

者
（
当

該
報
告

及
び

資
料

の
提

出
が

当
該

違
反

行
為

に
係

る
事
件

に
つ

い
て

の
調
査
開
始
日
（
第
４
７

条
第
１
項

第
４

号
に

掲
げ
る
処
分

又
は

第
１

０
２

条
第
１
項

に
規

定
す

る
処

分
が
行

わ
れ

な
か

つ
た

と
き

は
、
当
該

事
業

者
が

当
該

違
反

行
為
に

つ
い

て
事

前
通

知
を
受
け

た
日

。
次

号
、
次
項
及

び
第
２

５
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
以
後
に

行
わ
れ

た
場

合
を

除
く
。
）
で

あ
る
こ

と
。
 

二
 
当

該
違

反
行

為
に
係
る

事
件
に

つ
い

て
の
調
査
開
始

日
以
後

に
お

い
て
、
当
該

違
反

行
為
を

し
て

い
た

者
で
な
い

こ
と

。
 

⑪
 

第
１

項
の

場
合

に
お

い
て

、
公
正

取
引

委
員

会
は

、
当
該

事
業
者

が
第
１
号

及
び

第
４

号
に
該

当
す

る
と

き
は
同
項

又
は

第
５

項
か

ら
第
９
項

ま
で

の
規
定

に
よ

り
計
算
し

た
課
徴

金
の
額
に
１
０
０
分

の
５
０

を
乗
じ
て

得
た
額
を
、
第

２
号

及
び

第
４

号
又

は
第

３
号

及
び
第
４
号

に
該

当
す

る
と

き
は
第
１
項

又
は

第
５

項
か

ら
第
９

項
ま

で
の

規
定

に

よ
り
計
算

し
た
課
徴

金
の
額
に
１
０
０

分
の

３
０

を
乗
じ
て

得
た
額

を
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
課
徴

金
の
額
か

ら
減
額
す
る

も
の

と
す

る
。
 

一
 
公

正
取

引
委

員
会

規
則

で
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
単

独
で

、
当
該

違
反

行
為

を
し

た
事
業

者
の

う
ち

２
番
目
に

公
正

取
引

委
員

会
に

当
該

違
反

行
為
に
係
る

事
実

の
報
告
及

び
資
料

の
提

出
を

行
つ

た
者
（
当

該
報
告
及

び
資
料
の

提
出

が
当

該
違

反
行

為
に
係
る

事
件
に

つ
い

て
の
調
査
開
始

日
以
後

に
行

わ
れ

た
場

合
を

除
く
。
）
で

あ
る

こ
と

。
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二
 
公

正
取

引
委

員
会

規
則

で
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
単

独
で

、
当
該

違
反

行
為

を
し

た
事
業

者
の

う
ち

３
番
目
に

公
正

取
引

委
員

会
に

当
該

違
反

行
為
に
係
る

事
実

の
報
告
及

び
資
料

の
提

出
を

行
つ

た
者
（
当

該
報
告
及

び
資
料
の

提
出

が
当

該
違

反
行

為
に
係
る

事
件
に

つ
い

て
の
調
査
開
始

日
以
後

に
行

わ
れ

た
場

合
を

除
く
。
）
で

あ
る

こ
と

。
 

三
 
公

正
取

引
委

員
会

規
則

で
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
単

独
で

、
当
該

違
反

行
為

を
し

た
事
業

者
の

う
ち
４
番
目
又

は
５
番
目

に
公

正
取

引
委

員
会

に
当
該

違
反

行
為

に
係

る
事

実
の
報
告
及

び
資
料
の
提
出
（
第
４
５

条
第
１
項

に
規

定
す

る
報
告
又

は
同

条
第
４
項

の
措
置

そ
の

他
に

よ
り

既
に

公
正
取

引
委

員
会

に
よ

つ
て
把
握
さ

れ
て

い
る

事
実

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

を
行
つ

た
者
（

当
該
報
告
及
び

資
料

の
提
出

が
当

該
違

反
行

為
に
係

る
事
件
に

つ
い

て
の

調
査
開
始
日
以
後
に

行
わ

れ
た

場
合
を

除
く

。
）

で
あ

る
こ
と

。
 

四
 
当

該
違

反
行

為
に
係
る

事
件
に

つ
い

て
の
調
査
開
始

日
以
後

に
お

い
て
、
当
該

違
反

行
為
を

し
て

い
た

者
で
な
い

こ
と

。
 

⑫
 

第
１

項
の

場
合

に
お

い
て

、
公
正

取
引

委
員

会
は

、
当
該

違
反
行

為
に

つ
い

て
第
１
０
項

第
１

号
又

は
前

項
第
１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
の

規
定

に
よ

る
報
告

及
び

資
料

の
提

出
を

行
つ

た
者

の
数

が
５

に
満

た
な

い
と

き
は

、
当

該
違

反

行
為

を
し

た
事

業
者

の
う
ち

次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

者
（

第
１
０

項
第
１

号
又

は
前

項
第
１

号
か

ら
第

３
号

ま
で

の
規

定
に

よ
る
報
告

及
び

資
料

の
提

出
を

行
つ

た
者

の
数

と
第
１

号
の

規
定

に
よ

る
報
告

及
び

資
料

の
提

出
を

行
つ

た
者

の
数

を
合
計

し
た

数
が

５
以
下

で
あ

り
、

か
つ

、
同

号
の

規
定

に
よ

る
報
告

及
び

資
料

の
提

出
を

行

つ
た

者
の

数
を

合
計

し
た

数
が

３
以
下

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）
に
つ

い
て

は
、
第
１
項
又

は
第
５

項
か

ら
第
９
項

ま

で
の

規
定

に
よ

り
計
算

し
た
課
徴

金
の
額

に
１
０
０

分
の

３
０

を
乗
じ

て
得

た
額

を
、

当
該
課
徴

金
の
額

か
ら
減
額

す
る

も
の

と
す

る
。
 

一
 

当
該

違
反

行
為

に
係

る
事
件

に
つ

い
て

の
調
査
開
始
日

以
後
公

正
取

引
委

員
会

規
則

で
定
め

る
期

日
ま

で
に
、
公

正
取

引
委

員
会

規
則

で
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
、
単
独

で
、
公

正
取
引

委
員

会
に

当
該

違
反

行
為
に
係
る

事
実

の
報

告
及

び
資
料
の
提
出
（

第
４
７
条

第
１
項

各
号

に
掲

げ
る
処
分

又
は
第
１
０

２
条

第
１

項
に

規
定
す

る
処

分
そ

の
他

に
よ

り
既

に
公

正
取

引
委

員
会

に
よ
つ

て
把
握
さ

れ
て

い
る

事
実
に
係
る

も
の

を
除

く
。
）

を
行
つ

た
者
 

二
 

前
号

の
報
告
及

び
資
料
の
提

出
を

行
つ

た
日

以
後

に
お

い
て
当

該
違

反
行

為
を

し
て

い
た
者

以
外

の
者
 

⑬
 

第
１
項

に
規

定
す

る
違
反

行
為

を
し

た
事

業
者

の
う
ち

２
以

上
の

事
業

者
（

会
社
で

あ
る

場
合

に
限

る
。
）

が
、
公

正
取

引
委

員
会

規
則

で
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
、
共
同

し
て

、
公
正

取
引

委
員

会
に

当
該

違
反
行

為
に
係
る

事
実
の
報

告
及

び
資
料
の
提
出

を
行

つ
た

場
合
に

は
、
第
１

号
に

該
当

し
、
か

つ
、
第
２

号
又

は
第

３
号
の

い
ず

れ
か

に
該
当
す

る
場

合
に

限
り

、
当

該
報
告
及

び
資
料

の
提

出
を

単
独

で
行

つ
た
も

の
と
み
な

し
て

、
当

該
報
告
及
び

資
料

の
提
出
を

行
つ

た
２

以
上

の
事

業
者

に
つ

い
て
前

３
項

の
規

定
を
適
用

す
る
。
こ
の

場
合

に
お

け
る

第
１
０

項
第
１
号

、
第
１
１

項
第
１

号
か

ら
第

３
号

ま
で

及
び

前
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
報
告

及
び

資
料

の
提

出
を

行
つ

た
事

業
者

の
数

の
計

算
に

つ
い

て
は

、
当

該
２

以
上

の
事
業

者
を

も
つ

て
１

の
事

業
者
と

す
る

。
 

一
 
当

該
２

以
上

の
事

業
者

が
、
当

該
報
告
及

び
資
料
の
提

出
の
時
に

お
い

て
相

互
に
子

会
社

等
（

事
業

者
の
子
会

社

（
会

社
が
そ

の
総
株

主
（
総
社

員
を

含
む

。
以
下

同
じ

。
）
の
議

決
権
（
株

主
総

会
に
お
い

て
決
議
を

す
る
こ

と
が

で
き

る
事

項
の

全
部

に
つ

き
議

決
権

を
行
使

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
株
式

に
つ

い
て

の
議

決
権

を
除

き
、

会
社

法

（
平

成
１
７
年

法
律

第
８
６
号

）
第

８
７
９
条

第
３

項
の

規
定

に
よ
り
議
決
権
を

有
す

る
も

の
と
み

な
さ

れ
る
株
式

に
つ

い
て
の
議

決
権

を
含
む
。

以
下

同
じ

。
）

の
過
半

数
を
有

す
る

他
の

会
社
を

い
う
。
こ

の
場

合
に

お
い
て

、
会

社
及

び
そ

の
１

若
し

く
は

２
以

上
の
子

会
社

又
は

会
社

の
１

若
し

く
は

２
以

上
の
子

会
社

が
そ

の
総
株

主
の
議

決

権
の

過
半
数

を
有
す

る
他
の
会

社
は

、
当

該
会
社

の
子
会
社

と
み

な
す

。
以
下

こ
の
項
に

お
い

て
同
じ

。
）
若

し
く

は
親

会
社
（

会
社
を
子

会
社
と

す
る

他
の

会
社
を

い
う
。
以
下

こ
の
号

に
お
い

て
同
じ

。
）

又
は

当
該

事
業
者

と
親

会
社

が
同

一
で

あ
る

他
の

会
社

を
い
う

。
次

号
及

び
第

２
５

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

の
関
係

に
あ
る

こ
と

。
 

二
 
当

該
２

以
上

の
事

業
者

の
う
ち
、
当
該

２
以

上
の

事
業

者
の
う
ち
の

他
の

事
業

者
と

共
同
し

て
当

該
違

反
行
為
を

し
た

も
の

が
、
当

該
他

の
事
業

者
と
共

同
し

て
当

該
違

反
行

為
を
し

た
全
期
間
（

当
該
報
告

及
び

資
料

の
提

出
を

行

つ
た

日
か
ら

さ
か
の
ぼ

り
５
年

以
内

の
期
間

に
限

る
。
）
に
お

い
て

、
当

該
他
の

事
業
者
と

相
互

に
子

会
社
等

の
関

係
に

あ
つ

た
こ

と
。
 

三
 
当

該
２

以
上

の
事

業
者

の
う
ち
、
当
該

２
以

上
の

事
業

者
の
う
ち
の

他
の

事
業

者
と

共
同
し

て
当

該
違

反
行
為
を

し
た

者
で

な
い

も
の

に
つ

い
て

、
次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
事
実

が
あ

る
こ

と
。
 

イ
 

そ
の

者
が

当
該

２
以

上
の

事
業

者
の

う
ち

の
他

の
事

業
者

に
対

し
て

当
該

違
反

行
為

に
係

る
事

業
の

全
部

若

し
く

は
一

部
を

譲
渡

し
、
又
は

分
割
に

よ
り

当
該

違
反

行
為

に
係
る

事
業

の
全

部
若

し
く

は
一
部

を
承
継
さ

せ
、

か
つ

、
当

該
他

の
事

業
者

が
当

該
譲
渡

又
は

分
割

の
日

か
ら

当
該
違

反
行

為
を
開
始

し
た

こ
と
。
 

ロ
 

そ
の

者
が
、
当
該

２
以

上
の
事

業
者

の
う
ち
の

他
の

事
業
者

か
ら

当
該

違
反

行
為

に
係
る

事
業

の
全

部
若
し
く

は
一

部
を

譲
り
受

け
、

又
は

分
割

に
よ

り
当

該
違

反
行

為
に
係

る
事

業
の

全
部

若
し

く
は

一
部

を
承
継

し
、

か

つ
、

当
該

譲
受

け
又

は
分
割
の

日
か
ら

当
該

違
反

行
為

を
開
始

し
た

こ
と

。
 

⑭
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
会

社
が
有

す
る
議
決
権
並

び
に

会
社
及

び
そ

の
１

若
し

く
は

２
以
上

の
子

会
社

又
は
会
社

の
１

若
し

く
は

２
以

上
の
子
会

社
が
有

す
る
議
決
権
に

は
、
社
債
、
株
式

等
の
振
替

に
関

す
る
法

律
（
平
成
１
３
年
法

律
第
７
５

号
）
第
１
４
７
条

第
１

項
又
は

第
１
４
８

条
第
１
項

の
規
定

に
よ

り
発

行
者

に
対
抗

す
る

こ
と

が
で

き
な
い

株
式

に
係

る
議

決
権

を
含

む
も

の
と
す

る
。
 

⑮
 

公
正

取
引

委
員

会
は

、
第
１
０
項

第
１

号
、
第
１
１
項

第
１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
又

は
第
１

２
項

第
１

号
の

規
定

に

よ
る
報
告

及
び

資
料

の
提

出
を
受

け
た

と
き

は
、
当
該
報
告

及
び
資
料
の
提
出

を
行

つ
た

事
業
者

に
対

し
、
速
や
か
に

文
書

を
も

つ
て

そ
の

旨
を

通
知

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

⑯
 

公
正

取
引

委
員

会
は
、
第
１
０

項
か

ら
第
１
２

項
ま

で
の

規
定
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
事
業

者
に

対
し

第
１
項
の

規
定

に
よ

る
命
令
又

は
第
１
８

項
若
し

く
は

第
２
１
項

の
規

定
に
よ

る
通

知
を

す
る

ま
で

の
間
、
当

該
事

業
者

に
対
し
、

当
該

違
反

行
為

に
係

る
事

実
の
報
告
又

は
資
料
の
提
出

を
追
加

し
て
求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

⑰
 

公
正

取
引

委
員

会
が

、
第
１
０
項

第
１

号
、
第
１
１
項

第
１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
又

は
第
１

２
項

第
１

号
の

規
定

に

よ
る
報
告

及
び

資
料

の
提

出
を

行
つ

た
事

業
者

に
対

し
て

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命
令

又
は

次
項

の
規

定
に

よ
る

通

知
を

す
る

ま
で

の
間

に
、
次
の

各
号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
事
実

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は
、
第
１
０
項

か
ら
第
１

２
項

ま
で

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
こ

れ
ら

の
規

定
は
適
用

し
な
い

。
 

一
 

当
該
事

業
者

（
当

該
事
業

者
が

第
１

３
項

の
規

定
に
よ

る
報
告
及

び
資
料
の
提

出
を

行
つ

た
者

で
あ

る
と

き
は
、

当
該

事
業

者
及

び
当

該
事

業
者

と
共
同

し
て

当
該
報
告

及
び

資
料
の
提
出

を
行

つ
た

他
の

事
業
者

の
う
ち
、
い

ず
れ

か
１

以
上

の
事

業
者
。

次
号
に

お
い

て
同
じ

。
）

が
行

つ
た
当

該
報
告

又
は
提

出
し

た
当
該

資
料

に
虚
偽

の
内
容

が

含
ま

れ
て

い
た

こ
と

。
 

二
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
当

該
事

業
者

が
求

め
ら

れ
た
報
告
若

し
く

は
資
料
の
提
出

を
せ
ず

、
又

は
虚
偽
の
報
告

若
し

く
は

資
料

の
提

出
を

し
た

こ
と
。
 

三
 

当
該

事
業

者
が

し
た

当
該

違
反
行

為
に
係
る

事
件

に
お

い
て
、
当
該

事
業

者
が

他
の

事
業
者

に
対

し
（

当
該
事
業

者
が

第
１

３
項

の
規

定
に

よ
る
報
告
及

び
資
料
の
提
出

を
行

つ
た
者

で
あ

る
と

き
は
、
当
該

事
業
者

及
び

当
該

事
業

者
と

共
同

し
て

当
該
報
告

及
び

資
料
の
提
出

を
行

つ
た

他
の

事
業
者

の
う
ち
い

ず
れ

か
１

以
上
の

事
業

者
が
、
当
該

事
業

者
及

び
当

該
事

業
者

と
共

同
し

て
当

該
報
告

及
び

資
料

の
提

出
を

行
つ

た
他

の
事

業
者

以
外

の
事

業
者

に
対

し
）
第
１

項
に

規
定

す
る

違
反

行
為
を

す
る

こ
と

を
強

要
し

、
又
は

当
該

違
反

行
為

を
や

め
る
こ

と
を
妨
害
し
て

い
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た
こ

と
。
 

⑱
 

公
正

取
引

委
員

会
は

、
第
１
０
項

の
規

定
に

よ
り
課
徴

金
の
納
付
を

命
じ

な
い

こ
と

と
し
た

と
き

は
、
同
項

の
規

定

に
該

当
す

る
事

業
者

が
し

た
違

反
行

為
に
係

る
事
件

に
つ

い
て

当
該

事
業

者
以
外

の
事

業
者

に
対

し
第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命
令
を

す
る

際
に
（
同

項
の
規

定
に

よ
る

命
令

を
し

な
い
場

合
に

あ
つ

て
は

、
公

正
取
引

委
員

会
規
則
で
定
め

る
と

き
ま

で
に

）
、

こ
れ

と
併
せ

て
当
該

事
業

者
に

対
し

、
文
書

を
も

つ
て

そ
の

旨
を

通
知

す
る
も

の
と

す
る

。
 

⑲
 

公
正

取
引

委
員

会
は

、
第
１

項
又

は
第
４
項

の
場

合
に

お
い
て

、
同

一
事
件
に

つ
い

て
、
当

該
事

業
者

に
対

し
、
罰

金
の
刑
に
処
す

る
確

定
裁
判
が

あ
る
と

き
は

、
第
１
項

、
第
４

項
か

ら
第
９
項

ま
で

、
第
１
１
項

又
は

第
１

２
項
の
規

定
に

よ
り
計
算

し
た
額
に
代
え

て
、
そ
の
額
か

ら
当

該
罰

金
額

の
２
分

の
１

に
相

当
す

る
金
額

を
控

除
し

た
額

を
課
徴

金
の
額
と

す
る

も
の

と
す

る
。
た

だ
し

、
第
１
項

、
第
４
項

か
ら
第
９
項

ま
で

、
第
１
１
項

若
し

く
は

第
１

２
項
の
規

定
に

よ
り
計
算

し
た
額
が

当
該
罰

金
額

の
２

分
の
１
に

相
当

す
る
金
額
を
超
え
な
い

と
き

、
又

は
当

該
控

除
後

の
額
が

１
０
０
万
円
未
満
で

あ
る

と
き

は
、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

⑳
 

前
項

た
だ

し
書

の
場

合
に

お
い
て

は
、

公
正

取
引

委
員

会
は
、
課
徴

金
の
納
付

を
命

ず
る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

㉑
 

公
正

取
引

委
員

会
は

、
前

項
の
規

定
に

よ
り
課
徴

金
の
納
付
を

命
じ

な
い

場
合

に
は

、
罰
金

の
刑

に
処

せ
ら

れ
た

事

業
者

に
対

し
、
当
該

事
業

者
が

し
た
第
１
項

、
第

２
項

又
は

第
４
項

に
規

定
す

る
違

反
行

為
に
係

る
事
件
に

つ
い
て
当

該
事

業
者
以
外

の
事
業

者
に
対

し
第
１
項

（
第

２
項

に
お
い

て
読
み
替
え
て

準
用

す
る
場

合
を

含
む

。
）

又
は
第
４
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

を
す

る
際

に
（
こ

れ
ら

の
規

定
に

よ
る

命
令
を

し
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は
、
公
正

取
引

委
員
会
規

則
で

定
め

る
と

き
ま

で
に

）
、
こ

れ
と
併

せ
て
文
書

を
も

つ
て

そ
の
旨

を
通

知
す

る
も

の
と

す
る
。
 

㉒
 

第
１

項
又

は
第
４
項

の
規

定
に
よ

る
命
令
を
受
け

た
者

は
、
第
１
項

、
第
４
項

か
ら

第
９
項

ま
で

、
第
１
１

項
、
第

１
２

項
又

は
第
１
９

項
の

規
定

に
よ
り
計
算

し
た
課
徴
金
を
納
付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

㉓
 

第
１

項
、
第
４

項
か

ら
第
９

項
ま

で
、
第
１
１
項

、
第
１

２
項

又
は

第
１
９
項

の
規

定
に
よ

り
計
算
し

た
課
徴
金

の

額
に
１
万
円
未
満
の
端
数

が
あ

る
と
き

は
、

そ
の
端
数

は
、

切
り
捨

て
る

。
 

㉔
 

第
１

項
、
第
２

項
又

は
第
４

項
に

規
定

す
る

違
反

行
為

を
し
た

事
業

者
が

法
人

で
あ

る
場
合

に
お

い
て

、
当

該
法

人

が
合
併
に

よ
り

消
滅

し
た

と
き

は
、
当

該
法

人
が

し
た

違
反

行
為
並

び
に

当
該

法
人

が
受

け
た
第
１
項
（
第

２
項
に
お

い
て
読
み
替
え

て
準
用

す
る
場

合
を

含
む

。
）

及
び
第
４

項
の

規
定

に
よ

る
命
令
、

第
１
８

項
及

び
第

２
１

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
並

び
に

第
５
１
条

第
２
項

の
規

定
に

よ
る
審
決
（

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に
お

い
て
「

命
令

等
」
と
い

う
。
）

は
、
合
併
後
存

続
し

、
又

は
合
併

に
よ

り
設

立
さ

れ
た

法
人

が
し
た

違
反

行
為

及
び

当
該

合
併
後

存
続

し
、
又
は
合
併

に
よ

り
設

立
さ

れ
た

法
人

が
受

け
た
命
令
等

と
み

な
し

て
、

前
各
項

及
び

次
項

の
規

定
を
適
用
す

る
。
 

㉕
 

第
１

項
、
第
２

項
又

は
第
４

項
に

規
定

す
る

違
反

行
為

を
し
た

事
業

者
が

法
人

で
あ

る
場
合

に
お

い
て

、
当

該
法

人

が
当

該
違

反
行

為
に
係

る
事
件

に
つ

い
て

の
調
査
開
始

日
以
後

に
お

い
て

そ
の
１

又
は

２
以

上
の
子

会
社

等
に

対
し

て
当

該
違
反

行
為

に
係

る
事
業

の
全

部
を

譲
渡

し
、

又
は
当

該
法

人
（

会
社

に
限

る
。
）
が

当
該

違
反

行
為

に
係

る
事

件
に

つ
い

て
の
調
査
開
始

日
以
後

に
お

い
て

そ
の
１

又
は

２
以

上
の
子

会
社

等
に

対
し

て
分
割

に
よ

り
当

該
違

反
行

為
に
係
る

事
業

の
全

部
を
承
継

さ
せ
、
か
つ

、
合
併
以
外
の

事
由
に

よ
り

消
滅

し
た

と
き

は
、
当

該
法

人
が

し
た
違
反

行
為

及
び

当
該

法
人

が
受

け
た

命
令
等

は
、
当
該

事
業

の
全

部
若
し

く
は

一
部
を
譲

り
受

け
、
又

は
分
割
に

よ
り
当
該

事
業

の
全
部

若
し

く
は

一
部
を
承
継

し
た
子

会
社
等

（
以
下

「
特

定
事

業
承
継
子

会
社
等

」
と

い
う

。
）

が
し
た

違
反

行
為

及
び

当
該

特
定

事
業
承
継
子

会
社

等
が
受
け

た
命
令
等

と
み
な

し
て

、
前

各
項

の
規

定
を
適
用
す

る
。
こ
の
場
合

に
お

い
て

、
当

該
特

定
事

業
承
継
子
会

社
等

が
２

以
上

あ
る

と
き
は

、
第
１
項
（
第

２
項

に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用

す
る

場
合
を

含
む

。
）
中

「
当
該

事
業

者
に

対
し

」
と

あ
る
の

は
「

特
定

事
業
承
継
子
会
社

等
（

第
２

５
項

に
規

定
す

る
特

定
事
業
承
継
子
会

社
等
を

い
う

。
以
下

同
じ

。
）

に
対
し

、
こ

の
項

（
次

項
に

お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
る
命
令

を
受
け

た
他

の
特

定
事
業
承
継
子
会

社
等

と
連
帯

し
て

」
と

、
第
４

項
中
「

当
該

事
業

者
に

対
し

」
と

あ
る

の
は
「

特
定

事
業
承
継
子
会

社
等

に
対
し

、
こ

の
項

の
規

定
に

よ
る
命
令
を
受
け

た
他
の
特

定
事

業
承
継
子

会
社

等
と

連
帯

し
て
」
と

、
第

２
２

項
中
「
受
け

た
者

は
」
と
あ

る
の
は
「
受

け
た

特
定

事
業
承
継
子

会
社

等
は

、
こ

れ
ら

の
規

定
に

よ
る
命
令
を
受
け

た
他

の
特

定
事
業
承
継
子
会

社
等

と
連
帯

し
て

」
と

す
る

。
 

㉖
 

前
２

項
の

場
合

に
お

い
て

、
第
１
０
項

か
ら

第
１

２
項

ま
で
の

規
定

の
適
用
に
関
し

必
要
な

事
項

は
、
政
令
で
定

め

る
。
 

㉗
 

実
行
期
間
（
第
４
項

に
規

定
す
る

違
反

行
為

に
つ

い
て

は
、
違

反
行

為
期
間
）
の
終
了

し
た

日
か

ら
５

年
を

経
過

し

た
と

き
は

、
公

正
取

引
委

員
会

は
、
当

該
違

反
行

為
に
係
る
課
徴
金

の
納
付
を

命
ず

る
こ

と
が
で

き
な

い
。
 

〔
事

業
者

団
体

の
禁

止
行

為
〕

 

第
８

条
 

事
業

者
団

体
は

、
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。
 

一
 

一
定

の
取

引
分

野
に

お
け

る
競
争

を
実

質
的

に
制

限
す

る
こ
と

。
 

二
～
四
（

略
）

 

五
 

事
業

者
に

不
公

正
な

取
引

方
法
に

該
当

す
る

行
為

を
さ

せ
る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

〔
排

除
措

置
〕
 

第
８

条
の

２
 

前
条

の
規

定
に

違
反
す

る
行

為
が

あ
る

と
き

は
、
公

正
取

引
委

員
会

は
、
第

８
章
第

２
節

に
規

定
す
る
手
 

続
に

従
い

、
事

業
者

団
体

に
対

し
、
当

該
行

為
の

差
止

め
、
当

該
団

体
の
解
散

そ
の

他
当

該
行
為

の
排

除
に

必
要
な
措

置
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

②
 

第
７

条
第

２
項

の
規

定
は

、
前
条

の
規

定
に

違
反

す
る

行
為
に

準
用

す
る

。
 

③
 

公
正

取
引

委
員

会
は

、
事

業
者
団

体
に

対
し

、
第
１
項

又
は
前

項
に

お
い

て
準
用
す

る
第
７

条
第

２
項

に
規

定
す

る

措
置

を
命
ず

る
場

合
に

お
い
て

、
特

に
必

要
が

あ
る

と
認
め

る
と

き
は

、
第

８
章

第
２
節

に
規

定
す

る
手

続
に

従
い
、

当
該

団
体

の
役

員
若

し
く

は
管

理
人
又

は
そ

の
構

成
事

業
者
（

事
業

者
の

利
益

の
た

め
に

す
る
行

為
を

行
う
役
員
、
従

業
員

、
代

理
人

そ
の

他
の

者
が

構
成
事

業
者

で
あ

る
場

合
に

は
、
当

該
事

業
者

を
含

む
。
第

２
６

条
第
１
項

及
び
第
５

９
条

第
２
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
対

し
て

も
、

第
１

項
又
は

前
項

に
お

い
て

準
用

す
る
第
７

条
第
２

項
に

規
定

す
る

措
置

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
措
置

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

〔
不

公
正

な
取

引
方

法
の

禁
止

〕
 

第
１

９
条

 
事

業
者

は
、

不
公

正
な
取

引
方

法
を
用
い

て
は

な
ら
な

い
。
 

〔
無

過
失

損
害

賠
償

責
任

〕
 

第
２

５
条

 
第

３
条

、
第
６
条

又
は
第
１
９
条
の

規
定

に
違

反
す
る

行
為

を
し

た
事

業
者
（

第
６

条
の

規
定

に
違

反
す
る
 

行
為

を
し

た
事

業
者

に
あ

つ
て

は
、
当

該
国

際
的

協
定

又
は

国
際
的

契
約

に
お

い
て

、
不

当
な
取

引
制

限
を

し
、
又
は

不
公

正
な
取

引
方

法
を

自
ら
用

い
た

事
業

者
に

限
る

。
）

及
び

第
８

条
の

規
定

に
違

反
す
る

行
為

を
し

た
事

業
者

団
体

は
、
被
害

者
に

対
し

、
損
害
賠
償

の
責

め
に

任
ず

る
。
 

②
 

事
業

者
及

び
事

業
者

団
体

は
、
故

意
又

は
過
失
が

な
か

つ
た
こ

と
を
証
明

し
て

、
前

項
に
規

定
す

る
責

任
を

免
れ

る

こ
と

が
で

き
な

い
。
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〔
私

的
独

占
、

不
当

な
取

引
制

限
、
事

業
者

団
体

に
よ

る
競

争
の
実

質
的

制
限

の
罪
〕
 

第
８

９
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

も
の

は
、

５
年
以
下
の
懲
役
又
は

５
０
０
万
円
以
下

の
罰

金
に
処
す

 

る
。
 

一
 

第
３

条
の

規
定

に
違

反
し

て
私
的

独
占

又
は

不
当

な
取

引
制
限

を
し

た
者
 

二
 

第
８

条
第
１
号

の
規

定
に

違
反
し

て
一

定
の

取
引

分
野

に
お
け

る
競

争
を

実
質

的
に

制
限
し

た
も

の
 

②
 

前
項

の
未

遂
罪

は
、
罰
す

る
。
 

〔
両

罰
規

定
〕
 

第
９

５
条

 
法

人
の
代
表
者
又

は
法
人

若
し

く
は

人
の
代
理

人
、
使
用
人

そ
の

他
の

従
業

者
が
、
そ
の

法
人

又
は

人
の
業
 

務
又

は
財

産
に
関
し

て
、
次
の

各
号
に

掲
げ

る
規

定
の

違
反

行
為
を

し
た

と
き

は
、
行
為

者
を
罰

す
る
ほ
か

、
そ
の
法

人
又

は
人

に
対

し
て

も
、

当
該

各
号
に

定
め

る
罰

金
刑

を
科

す
る
。
 

一
 

第
８
９
条

 
５
億
円
以
下

の
罰
金
刑
 

二
 

第
９
０
条

第
３

号
（

第
７

条
第
１

項
又

は
第

８
条

の
２

第
１
項

若
し

く
は

第
３

項
の

規
定
に

よ
る

命
令
（
第
３
条

又
は

第
８

条
第
１
号

の
規

定
に

違
反
す

る
行

為
の

差
止

め
を

命
ず
る

部
分

に
限

る
。
）
に
違

反
し
た

場
合

を
除

く
。
）
 

３
億
円
以
下
の
罰
金
刑
 

三
 

第
９
０
条

第
１

号
、
第
２

号
若
し

く
は

第
３

号
（

第
７

条
第
１

項
又

は
第

８
条

の
２

第
１
項

若
し

く
は

第
３
項
の

規
定

に
よ

る
命
令
（
第

３
条
又

は
第
８

条
第
１
号

の
規

定
に

違
反
す

る
行

為
の

差
止

め
を

命
ず
る

部
分

に
限

る
。
）

に
違

反
し

た
場

合
に

限
る

。
）

、
第
９
１
条

、
第
９
１

条
の

２
又
は

第
９
４
条

 
各

本
条

の
罰
金
刑
 

②
 

法
人

で
な

い
団

体
の
代
表

者
、
管

理
人

、
代

理
人

、
使
用
人

そ
の

他
の

従
業

者
が

そ
の

団
体
の

業
務

又
は

財
産
に
関

し
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
規

定
の
違

反
行

為
を

し
た

と
き

は
、
行

為
者

を
罰

す
る
ほ
か

、
そ
の

団
体

に
対

し
て
も
、

当
該

各
号

に
定

め
る
罰
金
刑
を
科

す
る

。
 

一
 

第
８
９
条

 
５
億
円
以
下

の
罰
金
刑
 

二
 

第
９
０
条

第
３

号
（

第
７

条
第
１

項
又

は
第

８
条

の
２

第
１
項

若
し

く
は

第
３

項
の

規
定
に

よ
る

命
令
（
第
３
条

又
は

第
８

条
第
１
号

の
規

定
に

違
反
す

る
行

為
の

差
止

め
を

命
ず
る

部
分

に
限

る
。
）
に
違

反
し
た

場
合

を
除
く
。
）
 

３
億
円
以
下
の
罰
金
刑
 

三
 

第
９
０
条

第
１

号
、
第
２

号
若
し

く
は

第
３

号
（

第
７

条
第
１

項
又

は
第

８
条

の
２

第
１
項

若
し

く
は

第
３
項
の

規
定

に
よ

る
命
令
（

第
３

条
又

は
第
８

条
第
１
号

の
規

定
に

違
反
す

る
行

為
の

差
止

め
を

命
ず
る

部
分

に
限

る
。
）

に
違

反
し

た
場

合
に

限
る

。
）

又
は
第
９
４
条
 

各
本

条
の
罰

金
刑
 

③
 

法
人

の
代
表
者

又
は

法
人

若
し
く

は
人

の
代

理
人

、
使
用

人
そ

の
他

の
従

業
者

が
、
そ

の
法

人
又

は
人

の
業

務
に
関

し
、
前
条

第
１

項
の

違
反

行
為

を
し
た

と
き

は
、
そ
の

行
為

者
を
罰

す
る
ほ
か

、
そ

の
法

人
に
対

し
て

３
億
円
以
下
の

罰
金
刑
を

、
そ

の
人

に
対

し
て

同
項
の
罰
金
刑
を
科
す

る
。

④
 

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

第
８
９

条
の

違
反

行
為

に
つ

き
法

人
若

し
く

は
人

又
は

団
体

に
罰

金
刑

を
科

す
る

場
合

に
お

け
る
時
効

の
期
間

は
、

同
条

の
罪

に
つ

い
て

の
時
効

の
期
間
に

よ
る

。

⑤
 

第
２

項
の

場
合

に
お

い
て

は
、
代
表
者

又
は

管
理

人
が

、
そ
の
訴
訟
行
為

に
つ

き
そ

の
団
体

を
代
表
す

る
ほ

か
、
法

人
を
被
告

人
又

は
被
疑
者

と
す

る
場
合

の
訴
訟
行

為
に
関
す

る
刑
事
訴
訟

法
の

規
定

を
準
用

す
る

。

⑥
 

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
前

条
第
１

項
の

違
反

行
為

に
つ

き
法

人
又

は
人

に
罰

金
刑

を
科

す
る

場
合

に
お

け
る
時
効

の
期
間
は

、
同

項
の
罪
に

つ
い

て
の
時
効
の
期
間

に
よ

る
。

〔
違

反
行

為
の

防
止

等
を

し
な

い
法
人

の
代

表
者

へ
の

罰
則

〕
 

第
９

５
条

の
２
 
第

８
９

条
第
１

項
第
１
号
、
第
９
０
条

第
１

号
若
し

く
は

第
３

号
又

は
第
９
１
条

の
違

反
が

あ
つ
た
場
 

合
に

お
い
て

は
、

そ
の

違
反
の
計
画

を
知

り
、

そ
の

防
止
に

必
要

な
措

置
を
講
ぜ

ず
、
又

は
そ

の
違

反
行

為
を

知
り
、

そ
の
是
正

に
必

要
な

措
置

を
講
じ

な
か

つ
た

当
該

法
人
（

第
９
０

条
第
１
号

又
は

第
３

号
の

違
反
が

あ
つ

た
場

合
に
お

け
る

当
該

法
人

で
事

業
者

団
体

に
該
当

す
る

も
の

を
除

く
。
）
の
代
表

者
に

対
し

て
も

、
各
本

条
の
罰

金
刑

を
科

す
る
。
 

〔
違

反
行

為
の

防
止

等
を

し
な

い
事
業

者
団

体
の

理
事

等
へ

の
罰
則

〕
 

第
９

５
条

の
３
 
第

８
９

条
第
１

項
第

２
号

又
は

第
９
０
条

の
違
反

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て
は
、
そ
の

違
反

の
計
画
を
 

知
り

、
そ

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を
講
ぜ
ず

、
又

は
そ

の
違

反
行
為

を
知

り
、
そ
の
是
正

に
必
要

な
措

置
を
講
じ
な
か

つ
た

当
該

事
業

者
団

体
の

理
事

そ
の
他

の
役

員
若

し
く

は
管

理
人
又

は
そ

の
構

成
事

業
者
（
事

業
者

の
利

益
の

た
め
に

す
る

行
為

を
行

う
役

員
、
従
業

員
、
代

理
人

そ
の

他
の

者
が

構
成
事

業
者

で
あ

る
場

合
に

は
、
当

該
事

業
者

を
含

む
。
）

に
対

し
て

も
、

そ
れ
ぞ
れ

各
本

条
の
罰

金
刑

を
科

す
る

。
 

②
 

前
項

の
規

定
は
、
同
項

に
掲

げ
る
事

業
者

団
体

の
理

事
そ

の
他
の
役
員

若
し

く
は

管
理

人
又
は

そ
の

構
成

事
業
者
が

法
人

そ
の

他
の

団
体

で
あ

る
場

合
に
お

い
て

は
、
当
該

団
体

の
理
事

そ
の

他
の
役
員

又
は

管
理
人

に
、
こ
れ

を
適
用
す

る
。
 

〔
事

業
者

団
体

解
散

の
宣

告
〕

 

第
９

５
条

の
４
 
裁
判
所

は
、
十

分
な

理
由

が
あ

る
と

認
め

る
と
き

は
、
第
８
９
条

第
１

項
第
２

号
又

は
第
９
０
条
に
規
 

定
す

る
刑

の
言

渡
し

と
同
時
に

、
事
業

者
団

体
の
解
散

を
宣
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

②
 

前
項

の
規

定
に

よ
り
解
散

が
宣
告

さ
れ

た
場

合
に

は
、
他

の
法
令

の
規

定
又

は
定
款
そ

の
他
の

定
め

に
か

か
わ

ら
ず
、

事
業

者
団

体
は

、
そ

の
宣
告
に

よ
り
解
散
す

る
。
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（
注

１
）

平
成

２
５

年
独

占
禁

止
法

改
正

法
に

よ
り

，
公

正
取

引
委

員
会

が
排

除
措

置
命

令
等

の
行

政
処

分
を

行
う

際

の
事

前
手

続
と

し
て

，
現

行
の

意
見

申
述

等
の

機
会

の
付

与
に

代
わ

っ
て

，
公

正
取

引
委

員
会

が
指

定
す

る
職

員
が

主
宰

す
る

意
見

聴
取

手
続

が
行

わ
れ

る
こ

と
と

な
り

ま
す

。
 

（
注

２
）

平
成

２
５

年
独

占
禁

止
法

改
正

法
に

よ
り

，
公

正
取

引
委

員
会

が
行

う
審

判
制

度
は

廃
止

さ
れ

，
公

正
取

引

委
員

会
の

行
政

処
分

に
対

す
る

不
服

審
査

に
つ

い
て

は
，

抗
告

訴
訟

と
し

て
裁

判
所

に
お

い
て

審
理

さ
れ

る
こ

と
と

な
り

ま
す

。
 

意
見

申
述

・
証

拠
提

出
の

機
会

 
4
9
(
3
)
 

（
注

１
）
 

排
除

措
置

命
令

 
4
9
(
1
)
 

審
 

判
（
注

２
）
 

確
定

 
4
9
(
7
)
 

審
 

査
 

4
5
(
2
)
,
4
7
,
4
8
 

事
前

通
知

 

（
排

除
措

置
）
 

4
9
(
5
)

審
 

決
 

6
6
(
2
)
～

(
4
)
 

審
判

請
求

 

職
権

探
知

 
4
5
(
4
)
 

意
見

申
述

・
証

拠
提

出
の

機
会

 
4
9
(
3
)
,
5
0
(
6
)
 

（
注

１
）
 

課
徴

金
納

付
命

令
 

5
0
(
1
)
 

確
定

 
5
0
(
5
)
 

審
判

請
求

 

事
前

通
知

 

（
課

徴
金

）
 

4
9
(
5
)
,
5
0
(
6
)
 

犯
則

事
件

調
査

 
1
0
1
～

1
1
6
 

東
京

高
裁

 

最
高

裁
 

告
 

発
 

7
4
(
1
)
,
(
2
)
 

注
意

課
徴

金
減

免
制

度
 

の
利

用
 
7
の

2
(
1
0
)
～

(
1
4
)
 

訴
 

訟
 

確
 

定
 

審
決

取
消

の
訴

え
 

一
般

の
人

か
ら

の
 

報
告

（
申

告
）
 
4
5
(
1
)

独
占

禁
止

法
違

反
事

件
処

理
手

続
独

占
禁

止
法

違
反

事
件

処
理

手
続

独
占

禁
止

法
違

反
事

件
処

理
手

続
独

占
禁

止
法

違
反

事
件

処
理

手
続

図 図図図

（
平

成
２

６
年

１
０

月
現

在
）

（
平

成
２

６
年

１
０

月
現

在
）

（
平

成
２

６
年

１
０

月
現

在
）

（
平

成
２

６
年

１
０

月
現

在
）

警
告

 

事
前

通
知

 

意
見

申
述

・
 

証
拠

提
出

の
機

会
 

128



【
条

文
等

２
】

【
条

文
等

２
】

【
条

文
等

２
】

【
条

文
等

２
】
    

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

並
び

に
職

員
に

よ
る

入
札

等
の

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

並
び

に
職

員
に

よ
る

入
札

等
の

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

並
び

に
職

員
に

よ
る

入
札

等
の

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

並
び

に
職

員
に

よ
る

入
札

等
の

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
の

処
罰

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

０
１

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
の

処
罰

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

０
１

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
の

処
罰

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

０
１

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
の

処
罰

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

０
１

号
）

号
）

号
）

号
）
    

改
正

 
平
成

１
５
年

法
律
第
１

１
９

号

平
成

１
８
年

法
律
第

１
１
０
号

平
成

１
９

年
法

律
第

５
８

号

平
成

２
１

年
法

律
第

５
１

号

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）
    

第
１

条
 

こ
の

法
律

は
，
公
正

取
引
委

員
会

に
よ

る
各

省
各

庁
の
長

等
に

対
す

る
入

札
談

合
等
関

与
行

為
を

排
除
す
る

た
め

に
必

要
な

改
善

措
置

の
要

求
，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

を
行
っ

た
職

員
に

対
す

る
損

害
賠
償

の
請

求
，
当
該
職

員
に

係
る

懲
戒

事
由

の
調

査
，
関

係
行

政
機

関
の

連
携

協
力

等
入
札

談
合

等
関

与
行

為
を

排
除
し

，
及
び
防

止
す
る

た
め

の
措

置
に

つ
い

て
定

め
る

と
と
も

に
，
職

員
に

よ
る
入

札
等
の

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
に
つ

い
て

の
罰

則
を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

（
定
義
）

（
定
義
）
    

第
２

条
 

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
各
省

各
庁

の
長

」
と

は
，

財
政
法

（
昭

和
22

年
法
律
第

34
号

）
第

20
条

第
２

項
に

規
定

す
る

各
省

各
庁

の
長

を
い

う
。

２
 

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
特

定
法
人

」
と

は
，

次
の

各
号

の
い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
を
い

う
。

一
 

国
又

は
地

方
公

共
団

体
が

資
本
金

の
二

分
の

一
以

上
を

出
資
し

て
い

る
法

人

二
 

特
別

の
法

律
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
法

人
の

う
ち

，
国

又
は

地
方

公
共

団
体

が
法

律
に

よ
り

，
常

時
，

発
行

済

株
式

の
総

数
又

は
総

株
主

の
議

決
権

の
三

分
の

一
以

上
に

当
た

る
株

式
の

保
有

を
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

株
式

会
社

（
前

号
に

掲
げ

る
も

の
及

び
政
令

で
定

め
る

も
の

を
除

く
。
）

３
 

こ
の

法
律

に
お

い
て
「
各

省
各
庁

の
長

等
」
と
は

，
各

省
各
庁

の
長

，
地

方
公

共
団

体
の
長

及
び

特
定

法
人
の
代

表
者

を
い

う
。

４
 

こ
の

法
律

に
お

い
て
「
入

札
談
合

等
」
と

は
，
国
，
地

方
公
共

団
体

又
は

特
定

法
人
（
以

下
「
国

等
」
と

い
う
。
）

が
入

札
，
競
り

売
り

そ
の

他
競

争
に
よ

り
相

手
方

を
選

定
す

る
方
法
（
以

下
「
入

札
等
」
と

い
う

。
）
に
よ

り
行

う

売
買
，
貸
借

，
請

負
そ

の
他
の

契
約
の

締
結

に
関

し
，
当
該

入
札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

事
業
者

が
他

の
事

業
者

と

共
同

し
て

落
札

す
べ

き
者

若
し

く
は
落

札
す

べ
き

価
格

を
決

定
し
，
又

は
事

業
者

団
体
が

当
該
入

札
に

参
加

し
よ
う

と
す

る
事

業
者

に
当

該
行

為
を

行
わ
せ

る
こ

と
等

に
よ

り
，
私
的

独
占

の
禁

止
及

び
公
正

取
引
の

確
保

に
関

す
る
法

律
（

昭
和

22
年
法

律
第

54
号
）

第
３
条

又
は

第
８

条
第

１
号

の
規
定

に
違

反
す

る
行

為
を

い
う
。

５
 

こ
の

法
律

に
お

い
て
「
入

札
談
合

等
関

与
行

為
」
と
は

，
国

若
し

く
は

地
方

公
共
団

体
の
職

員
又

は
特

定
法

人
の

役
員

若
し

く
は

職
員
（
以

下
「

職
員

」
と

い
う

。
）
が
入
札

談
合
等

に
関

与
す

る
行

為
で

あ
っ
て

，
次

の
各

号
の

い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
い

う
。

一
 

事
業

者
又

は
事

業
者

団
体

に
入
札

談
合

等
を

行
わ

せ
る

こ
と
。

二
 

契
約

の
相

手
方

と
な

る
べ

き
者

を
あ

ら
か

じ
め

指
名

す
る

こ
と

そ
の

他
特

定
の

者
を

契
約

の
相

手
方

と
な

る

べ
き

者
と

し
て

希
望

す
る

旨
の

意
向
を

あ
ら

か
じ

め
教

示
し

，
又
は

示
唆

す
る

こ
と

。

三
 

入
札

又
は

契
約

に
関

す
る

情
報

の
う

ち
特

定
の

事
業

者
又

は
事

業
者

団
体

が
知

る
こ

と
に

よ
り

こ
れ

ら
の

者

が
入

札
談

合
等

を
行

う
こ

と
が

容
易

と
な

る
情

報
で

あ
っ

て
秘

密
と

し
て

管
理

さ
れ

て
い

る
も

の
を

，
特

定
の

者
に

対
し

て
教

示
し

，
又

は
示

唆
す
る

こ
と

。

四
 

特
定

の
入

札
談

合
等

に
関

し
，
事
業

者
，
事

業
者

団
体
そ

の
他
の

者
の

明
示

若
し

く
は

黙
示
の

依
頼

を
受

け
，

又
は

こ
れ

ら
の

者
に

自
ら

働
き

か
け

，
か

つ
，

当
該

入
札

談
合

等
を

容
易

に
す

る
目

的
で

，
職

務
に

反
し

，
入

札
に

参
加

す
る

者
と

し
て

特
定

の
者

を
指

名
し

，
又

は
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

，
入

札
談

合
等

を
幇ほ

う

助
す

る
こ

と
。

（
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
改
善
措
置
の
要
求
等
）

（
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
改
善
措
置
の
要
求
等
）

（
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
改
善
措
置
の
要
求
等
）

（
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
改
善
措
置
の
要
求
等
）
    

第
３

条
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
入
札

談
合

等
の

事
件

に
つ

い
て
の

調
査

の
結

果
，
当
該

入
札
談

合
等

に
つ

き
入
札
談

合
等

関
与

行
為

が
あ

る
と

認
め

る
と
き

は
，
各
省

各
庁

の
長

等
に
対

し
，
当
該

入
札

談
合

等
関
与

行
為

を
排

除
す
る

た
め

に
必

要
な

入
札

及
び

契
約

に
関
す

る
事

務
に

係
る

改
善

措
置
（
以

下
単

に
「

改
善
措

置
」
と
い

う
。
）
を

講
ず

べ
き

こ
と

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る
。

２
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
入

札
談
合

等
の

事
件

に
つ

い
て

の
調
査

の
結

果
，
当
該

入
札

談
合
等

に
つ

き
入

札
談
合
等

関
与

行
為

が
あ

っ
た

と
認

め
る

と
き
は
，
当
該

入
札

談
合
等

関
与
行

為
が

既
に

な
く

な
っ

て
い
る

場
合

に
お

い
て
も
，

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は
，
各
省

各
庁

の
長

等
に

対
し
，
当
該

入
札

談
合

等
関

与
行
為

が
排

除
さ

れ
た
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

改
善
措

置
を

講
ず

べ
き

こ
と

を
求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
前

２
項
の

規
定

に
よ

る
求

め
を

す
る
場

合
に

は
，
当
該

求
め

の
内
容

及
び

理
由

を
記
載
し

た
書

面
を

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

４
 

各
省

各
庁

の
長

等
は
，
第

１
項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
る
求

め
を

受
け

た
と

き
は

，
必

要
な

調
査

を
行

い
，
当

該
入

札
談

合
等

関
与

行
為

が
あ

り
，
又
は

当
該

入
札

談
合
等

関
与
行

為
が

あ
っ

た
こ

と
が

明
ら
か

と
な

っ
た

と
き
は
，

当
該

調
査

の
結

果
に

基
づ

い
て

，
当
該

入
札

談
合

等
関

与
行

為
を
排

除
し

，
又

は
当

該
入

札
談
合

等
関

与
行

為
が
排

除
さ

れ
た

こ
と

を
確

保
す

る
た

め
に
必

要
と

認
め

る
改

善
措

置
を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
 

各
省

各
庁

の
長

等
は

，
前

項
の

調
査

を
行

う
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
，

公
正

取
引

委
員

会
に

対
し

，

資
料

の
提

供
そ

の
他

必
要

な
協

力
を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

６
 

各
省

各
庁

の
長

等
は
，
第

４
項
の

調
査

の
結

果
及

び
同

項
の
規

定
に

よ
り

講
じ

た
改

善
措
置

の
内

容
を

公
表
す
る

と
と

も
に

，
公

正
取

引
委

員
会

に
通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

７
 

公
正

取
引

委
員

会
は
，
前

項
の
通

知
を

受
け

た
場

合
に

お
い
て
，
特
に

必
要

が
あ
る

と
認
め

る
と

き
は
，
各
省
各

庁
の

長
等

に
対

し
，

意
見

を
述

べ
る
こ

と
が

で
き

る
。

（
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
等
）

（
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
等
）

（
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
等
）

（
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
等
）
    

第
４

条
 

各
省

各
庁

の
長

等
は

，
前
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
求

め
が

あ
っ

た
と
き

は
，
当
該

入
札
談
合

等
関

与
行

為
に

よ
る

国
等

の
損

害
の
有
無
に

つ
い

て
必

要
な

調
査
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
 

各
省

各
庁

の
長

等
は
，
前

項
の
調

査
の

結
果
，
国
等
に

損
害
が
生
じ

た
と

認
め

る
と

き
は
，
当

該
入

札
談

合
等
関

与
行

為
を

行
っ

た
職

員
の

賠
償
責
任

の
有
無

及
び

国
等

に
対

す
る

賠
償
額

に
つ

い
て

も
必

要
な

調
査

を
行

わ
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
 

各
省

各
庁

の
長

等
は

，
前
２

項
の
調

査
を

行
う

た
め

必
要

が
あ
る

と
認

め
る

と
き

は
，
公

正
取
引

委
員

会
に

対
し

，

資
料

の
提

供
そ

の
他

必
要

な
協

力
を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

４
 

各
省

各
庁

の
長

等
は

，
第

１
項
及

び
第

２
項

の
調

査
の

結
果
を

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

５
 

各
省

各
庁

の
長

等
は

，
第

２
項
の

調
査

の
結

果
，
当
該

入
札
談

合
等

関
与

行
為

を
行

っ
た
職

員
が
故
意

又
は
重
大

な
過
失
に

よ
り

国
等

に
損

害
を

与
え
た

と
認

め
る

と
き

は
，
当

該
職

員
に

対
し

，
速
や
か

に
そ
の

賠
償

を
求

め
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

６
 

入
札

談
合

等
関

与
行

為
を

行
っ
た

職
員

が
予
算
執

行
職

員
等
の
責
任

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

25
年
法

律
第

17
2号

）

第
３

条
第

２
項
（

同
法

第
９
条

第
２
項

に
お

い
て
準
用

す
る

場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に

よ
り
弁

償
の
責
め

に
任

ず

べ
き

場
合

に
つ

い
て

は
，

各
省

各
庁

の
長

又
は

公
庫

の
長

（
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
公
庫

の
長

を
い

う
。

）
は

，

第
２

項
，
第
３

項
（
第

２
項
の

調
査
に

係
る
部
分

に
限

る
。
）
，
第

４
項
（

第
２

項
の
調

査
の
結

果
の

公
表

に
係

る

部
分

に
限

る
。
）
及
び

前
項
の

規
定
に

か
か

わ
ら

ず
，
速
や

か
に
，
同

法
に

定
め

る
と
こ
ろ

に
よ

り
，
必

要
な

措
置

を
と

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
こ
の

場
合

に
お

い
て

は
，
同

法
第
４

条
第

４
項
（

同
法
第
９

条
第

２
項

に
お

い
て
準

用
す

る
場

合
を
含
む
。
）
中
「
遅
滞
な

く
」
と

あ
る

の
は
，
「
速
や

か
に

，
当
該
予
算
執
行

職
員

の
入

札
談

合
等

関

与
行

為
（
入

札
談

合
等

関
与
行

為
の
排

除
及

び
防

止
並

び
に

職
員
に

よ
る

入
札

等
の

公
正

を
害
す

べ
き

行
為

の
処
罰

に
関

す
る

法
律
（
平
成

14
年
法

律
第

10
1号

）
第
２

条
第

５
項

に
規
定

す
る
入

札
談

合
等
関

与
行
為

を
い
う

。
）

に

係
る

同
法

第
４

条
第

１
項

の
調

査
の
結

果
を
添
え

て
」

と
す

る
。

７
 

入
札

談
合

等
関

与
行

為
を

行
っ
た

職
員

が
地

方
自
治
法
（

昭
和

22
年
法

律
第

67
号
）
第

24
3条

の
２
第

１
項
（
地

方
公
営
企

業
法
（

昭
和

27
年
法

律
第

29
2号

）
第

34
条

に
お

い
て
準
用
す

る
場

合
を
含
む
。
）
の

規
定

に
よ

り
賠
償

の
責

め
に
任
ず

べ
き

場
合

に
つ

い
て
は

，
第

２
項

，
第
３
項
（

第
２

項
の

調
査

に
係

る
部

分
に
限

る
。
）
，
第
４

項

（
第

２
項

の
調

査
の

結
果

の
公

表
に
係

る
部

分
に
限
る

。
）
及

び
第
５

項
の

規
定

は
適
用
せ

ず
，
地

方
自
治
法

第
24

3
条

の
２
第

３
項
中
「

決
定

す
る

こ
と
を

求
め

」
と

あ
る

の
は

，
「
決

定
す

る
こ

と
を
速
や

か
に
求

め
」
と
読
み
替
え

て
，

同
条

（
地

方
公
営
企

業
法

第
34

条
に

お
い

て
準
用
す
る

場
合
を
含
む

。
）

の
規

定
を
適
用
す

る
。

（
職
員
に
係
る
懲
戒
事
由
の
調
査
）

（
職
員
に
係
る
懲
戒
事
由
の
調
査
）

（
職
員
に
係
る
懲
戒
事
由
の
調
査
）

（
職
員
に
係
る
懲
戒
事
由
の
調
査
）
    

第
５

条
 

各
省

各
庁

の
長

等
は

，
第
３

条
第

１
項

又
は

第
２

項
の
規

定
に

よ
る

求
め

が
あ

っ
た
と

き
は

，
当

該
入
札
談

合
等

関
与

行
為

を
行

っ
た

職
員

に
対
し

て
懲

戒
処

分
（
特
定

法
人
（
特

定
独

立
行

政
法
人
（
独

立
行

政
法

人
通

則
法

【条文等２】　入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為
　　　　　　　　の処罰に関する法律（平成１４年法律第１０１号）

129



（
平
成

11
年
法

律
第

10
3号

）
第

２
条

第
２

項
に
規

定
す
る

特
定

独
立
行

政
法
人

を
い
う

。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

及
び

特
定
地

方
独
立

行
政

法
人
（

地
方
独

立
行
政

法
人

法
（
平
成

15
年

法
律
第

11
8号

）
第

２
条
第

２
項

に
規

定
す

る
特

定
地

方
独

立
行

政
法
人

を
い

う
。
以
下

こ
の

項
に
お

い
て

同
じ

。
）
を
除

く
。
）
に

あ
っ

て
は

，
免

職
，
停

職
，
減
給

又
は

戒
告
の
処

分
そ

の
他

の
制
裁
）
を
す

る
こ
と

が
で

き
る

か
否

か
に

つ
い
て

必
要

な
調

査
を

行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た
だ

し
，
当

該
求

め
を

受
け

た
各

省
各
庁

の
長

，
地

方
公

共
団

体
の
長

，
特

定
独

立
行
政

法
人

の
長

又
は

特
定

地
方

独
立

行
政
法

人
の

理
事

長
が

，
当

該
職
員

の
任
命
権

を
有

し
な

い
場
合
（
当

該
職

員
の
任

命
権

を
委
任
し

た
場

合
を
含
む

。
）
は

，
当

該
職

員
の
任
命

権
を
有

す
る

者
（

当
該

職
員

の
任
命
権
の

委
任

を
受
け

た
者

を
含
む
。
以

下
「
任
命
権
者

」
と

い
う

。
）
に
対

し
，
第
３

条
第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に
よ

る
求

め
が

あ
っ

た
旨

を
通

知
す

れ
ば
足
り

る
。

２
 

前
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
る
通

知
を

受
け

た
任
命
権

者
は
，
当

該
入

札
談

合
等
関

与
行
為

を
行

っ
た

職
員
に
対

し
て

懲
戒
処
分

を
す

る
こ

と
が

で
き
る

か
否

か
に

つ
い

て
必

要
な
調

査
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

３
 

各
省

各
庁

の
長

等
又

は
任
命

権
者

は
，
第

１
項

本
文
又

は
前
項

の
調

査
を

行
う

た
め

必
要
が

あ
る

と
認

め
る
と
き

は
，

公
正

取
引

委
員

会
に

対
し

，
資
料

の
提

供
そ

の
他

必
要

な
協
力

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る
。

４
 

各
省

各
庁

の
長

等
又

は
任
命

権
者

は
，
そ

れ
ぞ

れ
第
１

項
本
文

又
は

第
２

項
の

調
査

の
結
果

を
公

表
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。

（
指
定
職
員
に
よ
る
調
査
）

（
指
定
職
員
に
よ
る
調
査
）

（
指
定
職
員
に
よ
る
調
査
）

（
指
定
職
員
に
よ
る
調
査
）
    

第
６

条
 

各
省

各
庁

の
長

等
又

は
任
命

権
者

は
，
そ
の

指
定

す
る
職

員
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て
「
指

定
職

員
」
と
い

う
。
）
に

，
第

３
条

第
４
項
，
第

４
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項
又

は
前

条
第

１
項

本
文

若
し
く

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
調

査
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て
「
調

査
」
と

い
う
。
）
を
実
施

さ
せ

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
こ

の
場

合
に

お

い
て
，
各
省

各
庁

の
長

等
又
は
任
命
権

者
は
，
当
該

調
査
を
適

正
に
実
施

す
る

に
足

り
る
能

力
，
経
験
等

を
有

す
る

職
員

を
指

定
す

る
等

当
該

調
査

の
実
効

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

２
 

指
定

職
員

は
，

調
査

に
当

た
っ
て

は
，

公
正

か
つ
中
立

に
実
施
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
 

指
定

職
員

が
調

査
を
実
施

す
る
場

合
に

お
い

て
は

，
当

該
各
省

各
庁
（
財

政
法

第
21

条
に
規

定
す

る
各

省
各

庁
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
，

地
方

公
共
団

体
又

は
特

定
法

人
の

職
員

は
，

当
該

調
査

に
協

力
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
関
係
行
政
機
関
の
連
携
協
力
）

（
関
係
行
政
機
関
の
連
携
協
力
）

（
関
係
行
政
機
関
の
連
携
協
力
）

（
関
係
行
政
機
関
の
連
携
協
力
）
    

第
７

条
 

国
の

関
係

行
政

機
関

は
，
入

札
談

合
等

関
与

行
為

の
防
止

に
関

し
，
相
互

に
連

携
を
図

り
な

が
ら

協
力
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
妨
害
）

（
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
妨
害
）

（
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
妨
害
）

（
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
妨
害
）
    

第
８

条
 

職
員

が
，
そ

の
所
属
す

る
国
等

が
入

札
等

に
よ

り
行

う
売
買
，
貸
借
，
請
負

そ
の
他

の
契
約

の
締

結
に

関
し
，

そ
の

職
務

に
反

し
，
事
業

者
そ

の
他
の

者
に

談
合

を
唆

す
こ

と
，
事

業
者

そ
の

他
の

者
に
予
定
価

格
そ

の
他

の
入
札

等
に

関
す

る
秘

密
を

教
示

す
る

こ
と
又

は
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り
，
当

該
入

札
等

の
公
正

を
害
す

べ
き

行
為

を
行
っ

た
と

き
は

，
５

年
以

下
の

懲
役

又
は
２

５
０
万
円

以
下

の
罰

金
に
処

す
る

。

（
運
用
上
の
配
慮
）

（
運
用
上
の
配
慮
）

（
運
用
上
の
配
慮
）

（
運
用
上
の
配
慮
）
    

第
９

条
 

こ
の

法
律

の
運
用
に

当
た
っ

て
は
，
入
札

及
び
契

約
に
関

す
る

事
務

を
適

正
に
実
施
す

る
た

め
の

地
方
公
共

団
体

等
の

自
主

的
な
努
力

に
十

分
配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
事
務
の
委
任
）

（
事
務
の
委
任
）

（
事
務
の
委
任
）

（
事
務
の
委
任
）
    

第
１

０
条
 
各

省
各

庁
の

長
は

，
こ

の
法

律
に

規
定

す
る

事
務

を
，
当
該

各
省

各
庁

の
外
局
（

法
律

で
国

務
大
臣
を
も
っ

て
そ

の
長

に
充

て
る

こ
と

と
さ

れ
て
い

る
も

の
に
限
る

。
）

の
長
に

委
任

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

附
 

則
 

こ
の

法
律

は
，
公
布

の
日

か
ら
起
算
し

て
６
月
を
超
え

な
い
範
囲
内

に
お

い
て

政
令

で
定

め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
 

則
（
平
成
１
５

年
７
月
１

６
日
法

律
第

１
１
９
号

）
抄

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）
    

第
１

条
 

こ
の

法
律

は
，

地
方

独
立
行

政
法

人
法

（
平
成

１
５

年
法

律
第

１
１

８
号

）
の
施

行
の
日

か
ら
施

行
す

る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
６

条
 

こ
の
附
則

に
規

定
す

る
も
の

の
ほ

か
，

こ
の

法
律

の
施

行
に
伴

い
必

要
な
経
過

措
置

は
，

政
令

で
定

め
る

。

附
 

則
（
平
成
１
８

年
１

２
月

１
５
日

法
律

第
１

１
０

号
）

こ
の

法
律

は
，
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
３
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お

い
て

政
令

で
定

め
る
日

か
ら
施
行

す
る
。

附
 

則
（
平
成
１
９

年
５
月
２

５
日
法

律
第

５
８

号
）
抄

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
１

条
 

こ
の

法
律

は
，
平
成

２
０
年

１
０
月
１
日
か

ら
施

行
す
る

。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）
    

第
８

条
 

こ
の

法
律

の
施

行
前

に
し
た

行
為

に
対

す
る

罰
則

の
適
用
に
つ

い
て

は
，

な
お
従

前
の
例
に

よ
る

。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
９

条
 
附
則

第
２

条
か

ら
前

条
ま
で

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，
こ

の
法

律
の
施
行

に
関

し
必
要

な
経
過
措

置
は
，
政

令
で

定
め

る
。

（
調
整
規
定
）

（
調
整
規
定
）

（
調
整
規
定
）

（
調
整
規
定
）
    

第
１

０
条
 
こ

の
法

律
及

び
株

式
会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫

法
（
平
成

１
９

年
法

律
第
７

４
号
）
，
株
式

会
社
日
本
政

策
投

資
銀

行
法
（
平
成

１
９
年

法
律
第

８
５

号
）
又

は
地
方

公
営
企

業
等

金
融

機
構

法
（
平
成

１
９

年
法

律
第

６
４

号
）
に
同

一
の

法
律

の
規

定
に

つ
い
て

の
改

正
規

定
が

あ
る

場
合
に

お
い

て
，
当
該

改
正

規
定
が

同
一

の
日

に
施
行

さ
れ

る
と

き
は
，
当
該

法
律
の

規
定
は
，
株
式

会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫

法
，
株

式
会
社
日

本
政
策
投

資
銀

行
法

又

は
地

方
公
営
企

業
等

金
融

機
構

法
に
よ

っ
て
ま
ず

改
正

さ
れ

，
次

い
で

こ
の

法
律

に
よ
っ

て
改
正

さ
れ

る
も

の
と
す

る
。

附
 

則
 

（
平
成
２

１
年

６
月

１
０
日
法
律

第
５

１
号

）
抄

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
１

条
 

こ
の

法
律

は
，
公
布
の
日

か
ら
起
算
し
て

１
年

を
超
え

な
い
範
囲
内
に

お
い

て
政

令
で
定

め
る
日
（
以

下
「
施

行
日

」
と

い
う

。
）
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ

し
，
第

８
条
の

改
正
規

定
，
第
８

条
の

２
第

１
項
及

び
第

２
項

の
改

正

規
定

，
第

８
条

の
３

の
改

正
規

定
（
「

第
８

条
第

１
項

第
１
号

」
を
「

第
８

条
第

１
号

」
に
改

め
る
部

分
に
限
る

。
）
，

第
２

４
条

，
第

２
５

条
第

１
項
及

び
第
２

６
条

第
１

項
の

改
正

規
定
，
第
４

３
条

の
次

に
１
条

を
加
え

る
改

正
規

定
，

第
５
９
条

第
２

項
の

改
正

規
定
（
「

第
８

条
第

１
項

第
１

号
」
を
「

第
８

条
第

１
号

」
に

改
め

る
部
分

に
限

る
。
）
，

第
６

６
条

第
４

項
の

改
正

規
定
（
「
第

８
条

第
１

項
」
を
「

第
８
条

」
に

改
め

る
部

分
に
限

る
。
）
，
第
７
０
条
の

１
３

第
１

項
の

改
正

規
定
（
「

第
８
条

第
１

項
」
を
「

第
８

条
」
に

改
め

る
部

分
に
限
る

。
）
，
第
７
０
条

の
１
５

に
後
段
を

加
え

る
改

正
規

定
，
同
条

に
１

項
を

加
え

る
改
正

規
定
，
第

８
４

条
第

１
項
の

改
正
規

定
，
第

８
９

条
第

１
項

第
２

号
の

改
正

規
定
，
第
９
０
条

の
改

正
規

定
，
第
９

１
条
の

２
の

改
正

規
定
（
同

条
第
１

号
を
削
る
部
分

に

限
る
。
）
，
第
９
３

条
の

改
正
規

定
並
び

に
第
９
５

条
の

改
正

規
定
（
同

条
第

１
項

第
３

号
中
「
（
第

３
号

を
除
く
。
）
」

を
削

る
部

分
，
同
条

第
２

項
第
３

号
中
「

，
第
９

１
条

第
４

号
若

し
く
は

第
５

号
（

第
４

号
に
係

る
部
分

に
限

る
。
）
，

第
９

１
条

の
２

第
１

号
」
を
削

る
部
分
（
第
９
１

条
の

２
第

１
号
に

係
る
部
分

を
除

く
。
）
及
び

第
９

５
条

第
３
項

中
「

前
項

」
を
「

第
２

項
」
に
改

め
，
同

条
第

２
項

の
次

に
２

項
を
加
え
る
部
分

を
除

く
。
）
並

び
に
附
則

第
９

条
，

第
１

４
条

，
第

１
６

条
か

ら
第

１
９
条
ま
で

及
び

第
２
０
条

第
１
項

の
規

定
，
附
則

第
２

１
条
中
農
業

協
同
組
合
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

３
２

号
）
第
７

２
条

の
８

の
２
及

び
第
７

３
条

の
２

４
の

改
正

規
定
並

び
に
附
則

第
２
３

条
及

び
第

２
４

条
の

規
定

は
，

公
布
の
日
か

ら
起
算
し

て
１
月

を
経
過
し

た
日

か
ら
施
行

す
る
。
 

○
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に

○
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に

○
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に

○
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に

関
す
る
法
律
施
行
令

関
す
る
法
律
施
行
令

関
す
る
法
律
施
行
令

関
す
る
法
律
施
行
令
    
（
平
成
１
９
年
２
月
２
日
政
令
第
１
９
号
）

（
平
成
１
９
年
２
月
２
日
政
令
第
１
９
号
）

（
平
成
１
９
年
２
月
２
日
政
令
第
１
９
号
）

（
平
成
１
９
年
２
月
２
日
政
令
第
１
９
号
）
    

内
閣

は
，
入

札
談

合
等
関

与
行
為

の
排

除
及

び
防

止
並

び
に
職

員
に

よ
る

入
札

等
の

公
正
を

害
す

べ
き

行
為
の
処

罰
に

関
す

る
法

律
（
平
成
１
４

年
法
律

第
１
０
１

号
）
第
２

条
第
２

項
第

２
号

の
規

定
に

基
づ
き
，
こ
の

政
令

を
制

定
す

る
。
 

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止
並

び
に

職
員

に
よ

る
入

札
等

の
公

正
を

害
す

べ
き

行
為

の
処

罰
に

関

す
る

法
律

第
２

条
第

２
項

第
２

号
の
政

令
で

定
め

る
株

式
会

社
は
，
日

本
電
信
電
話
株
式

会
社
及

び
日

本
郵

政
株
式

会
社

と
す

る
。
 

附
 
則
 

こ
の

政
令

は
，
入
札

談
合

等
関
与

行
為

の
排

除
及

び
防

止
に
関

す
る

法
律

の
一
部
を

改
正
す

る
法

律
（
平
成
１
８

年
法

律
第

１
１
０
号

）
の
施
行

の
日
（
平
成
１
９

年
３
月
１

４
日
）

か
ら
施
行

す
る

。
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【
条

文
等

３
】

【
条

文
等

３
】

【
条

文
等

３
】

【
条

文
等

３
】
    

附
帯

決
議

附
帯

決
議

附
帯

決
議

附
帯

決
議

    

入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
排
除

及
び

防
止

に
関
す

る
法
律
案

に
対

す
る

附
帯
決

議
 

平
成

１
４
年

７
月
１

７
日
 

衆
議

院
経
済

産
業
委

員
会
 

近
年

，
国

や
地
方

公
共
団
体

等
が

行
う

公
共
事

業
の
発
注

や
物

品
等

の
調
達

に
際
し
，
い

わ
ゆ
る
「

官
製

談
合
」

と
称

さ
れ
る

不
適
正

な
事
件
の

摘
発

が
相

次
い
で

い
る
。
 

こ
の

よ
う

な
官
製

談
合
は
，
官

公
需

分
野

に
お
け

る
公
正

か
つ

自
由

な
競
争

を
官
公
庁

自
ら

が
阻

害
す
る

の
み

な
ら

ず
，
国
や

地
方
公

共
団
体

等
に

お
け

る
予
算

の
適
正
か

つ
効

率
的

な
執
行

を
歪
め
，
ひ

い
て

は
政

治
及
び

行

政
へ

の
国
民

の
信
頼

を
も
損
ね

る
も

の
で

あ
り

，
入

札
談
合

等
関

与
行

為
の
抜

本
的
な
排

除
及

び
防

止
を
図

る
こ

と
は

喫
緊
の

課
題
で

あ
る
。
 

よ
っ

て
政

府
は
，

本
法
の
施

行
に

当
た

り
，
次

の
諸
点
に

つ
い

て
適

切
な
措

置
を
構
ず

べ
き

で
あ

る
。
 

１
 

公
正
取

引
委
員

会
は

，
調

査
の

結
果

，
入

札
談
合

等
関

与
行

為
が

あ
る
と

認
め
る
場

合
に

お
い

て
，
必

要
に

応
じ

て
会
計

検
査
院

に
こ
れ
を

通
知

す
る

な
ど
相

互
に
十
分

に
連

携
協

力
を
し

，
も
っ
て

入
札

談
合

等
関
与

行

為
の

抜
本
的

な
排
除

及
び
防
止

に
十

全
を

期
す
る

こ
と
。
 

２
 

排
除

及
び

防
止

す
べ

き
入

札
談

合
等

関
与

行
為

に
つ

い
て

は
，

本
法

の
運

用
状

況
を

十
分

に
注

視
し

つ
つ

，

本
法

第
２
条

第
５
項

に
規
定
さ

れ
る

三
行

為
類
型

以
外
に
も

，
入

札
談

合
等
に

対
す
る
職

員
の

対
応

に
つ
い

て
，

そ
の

あ
り
方

を
含
め

引
き
続
き

必
要

な
検

討
を
行

う
こ
と
。

 

３
 

入
札
及

び
契
約

の
一
層
の

適
正

化
や

外
部
監

査
の
積
極

的
な

活
用

な
ど

，
地

方
公
共

団
体

等
に

お
け
る

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

並
び

に
予

算
の

適
正

か
つ

効
率

的
な

執
行

に
向

け
た

自
主

的
な

取
組

み

を
促

進
す
る

こ
と
。
 

４
 

公
共

事
業

等
の

発
注

事
務

等
に

携
わ

る
国

及
び

地
方

公
共

団
体

等
の

職
員

に
対

す
る

損
害

賠
償

の
請

求
に

つ
い

て
は
，
国
民

の
税
金

を
運

用
・
執

行
す
る

と
い
う

職
責

の
重

大
性

，
談

合
に
伴

う
職

員
の

利
益

の
有
無

等

を
踏

ま
え
，

そ
の
あ

り
方
に
つ

い
て

必
要

な
検
討

を
行
う
こ

と
。
 

入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
排
除

及
び

防
止

に
関
す

る
法
律
案

に
対

す
る

附
帯
決

議
 

平
成

１
４
年

７
月
２

３
日
 

参
議

院
経
済

産
業
委

員
会
 

政
府

は
，

本
法
施

行
に
当
た

り
，

次
の

諸
点
に

つ
い
て
適

切
な

措
置

を
構
ず

べ
き
で
あ

る
。
 

１
 

排
除

及
び

防
止

す
べ

き
入

札
談

合
等

関
与

行
為

に
つ

い
て

は
，

本
法

の
運

用
状

況
を

十
分

に
注

視
し

つ
つ

，

本
法

第
２
条

第
５
項

に
規
定
さ

れ
て

い
る

三
行
為

類
型
以
外

に
も

，
入

札
談
合

等
に
対
す

る
職

員
の

対
応
に

つ

い
て

，
そ
の

在
り
方

も
含
め
，

引
き

続
き

必
要
な

検
討
を
行

う
こ

と
。
 

２
 

公
正
取

引
委
員

会
は

，
入

札
談

合
等

関
与
行

為
が
あ
る

と
認

め
る

と
き
は

，
必

要
に

応
じ

て
そ

の
旨
を

会
計

検
査

院
に
通

知
す
る

な
ど
，
相

互
に

十
分

な
連
携

協
力
を
図

り
，
入
札

談
合
等

関
与
行
為

の
抜

本
的

な
排
除

及

び
防

止
に
万

全
を
期

す
こ
と
。

 

３
 

公
共

事
業

等
の

発
注

事
務

等
に

携
わ

る
国

及
び

地
方

公
共

団
体

等
の

職
員

に
対

す
る

損
害

賠
償

請
求

に
つ

い
て

は
，
国

民
の

税
金
を

運
用
・
執

行
す

る
と

い
う
職

責
の

重
大

性
等

を
踏
ま

え
，
そ
の

在
り

方
に

つ
い
て

必

要
な

検
討
を

行
う
こ

と
。
 

４
 

地
方
公

共
団
体

等
に
お
け

る
適

正
な

入
札
及

び
契
約
事

務
の

遂
行

に
支
障

が
生
じ
な

い
よ

う
，
本

法
制
定

の

趣
旨

及
び
措

置
の
内

容
に
つ
い

て
周

知
徹

底
を
図

る
こ
と
。
ま

た
，
地

方
公
共

団
体
等
の

入
札

談
合

等
関
与

行

為
の

排
除

及
び

防
止

並
び

に
予

算
の

適
正

か
つ

効
率

的
な

執
行

に
向

け
て

，
外

部
監

査
の

積
極

的
な

活
用

等
，

自
主

的
な
取

組
の
促

進
が
図
ら

れ
る

よ
う

適
切
に

対
応
す
る

こ
と

。
 

右
決
議

す
る
。
 

【条文等３】　附帯決議
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入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
排
除

及
び

防
止

に
関
す

る
法
律

の
一

部
を
改

正
す
る

法
律
案
に

対
す

る
附

帯
決
議

平
成

１
８
年

１
１
月

２
９
日

衆
議

院
経
済

産
業
委

員
会

近
年

，
国

や
地
方

公
共
団
体

等
が

行
う

公
共
事

業
の
発
注

や
物

品
等

の
調
達

に
際
し
，
い

わ
ゆ
る
「

官
製

談
合
」

と
称

さ
れ
る

不
適
正

な
事
件
の

摘
発

が
続

発
し
て

い
る
。

こ
の

よ
う

な
官
製

談
合
は
，
官

公
需

分
野

に
お
け

る
公
正

か
つ

自
由

な
競
争

を
官
公
庁

自
ら

が
阻

害
す
る

の
み

な
ら

ず
，
国
や

地
方
公

共
団
体

等
に

お
け

る
予
算

の
適
正
か

つ
効

率
的

な
執
行

を
歪
め
，
ひ

い
て

は
政

治
及
び

行

政
へ

の
国
民

の
信
頼

を
も
損
ね

る
も

の
で

あ
り

，
入

札
談
合

等
関

与
行

為
の
抜

本
的
な
排

除
及

び
防

止
を
図

る
こ

と
は

喫
緊
の

課
題
で

あ
る
。

よ
っ

て
政
府

は
，
本

法
の
施
行

に
当

た
り

，
次
の

諸
点
に
つ

い
て

適
切

な
措
置

を
構
ず
べ

き
で

あ
る

。

１
 

公
正
取

引
委
員

会
は

，
調

査
の

結
果

，
入

札
談
合

等
関

与
行

為
が

あ
る
と

認
め
る
場

合
に

お
い

て
，
会

計
検

査
院

に
こ
れ

を
通
知

す
る
な
ど

相
互

に
十

分
に
連

携
協
力
を

し
，
も

っ
て

入
札
談

合
等
関

与
行

為
の

抜
本
的

な

排
除

及
び
防

止
に
万

全
を
期
す

る
こ

と
。

２
 

入
札
契

約
の
一

層
の
改
善

や
外

部
監

査
の
積

極
的
な
活

用
な

ど
，
入

札
談
合

等
関
与

行
為

の
排

除
及
び

防
止

並
び

に
予
算

の
適
正

か
つ
効
率

的
な

執
行

に
向
け

た
地
方
公

共
団

体
等

の
取
組

み
を
促
進

す
る

と
と

も
に

，
公

共
調

達
制
度

の
全
般

的
な
適
正

化
に

つ
い

て
，
関
係
省

庁
間

の
緊
密
な

連
携
を
確
保
し
，
施
策

の
円
滑

な
実
施

を
図

る
こ
と

。

３
 

公
共

事
業

等
の

発
注

事
務

等
に

携
わ

る
国

及
び

地
方

公
共

団
体

等
の

職
員

に
対

す
る

損
害

賠
償

の
請

求
に

つ
い

て
は

，
国
民

の
税
金

を
運

用
・
執

行
す
る

と
い
う

職
責

の
重

大
性

を
踏
ま

え
，
そ
の

あ
り

方
に

つ
い
て
更

に
検

討
を
行

う
こ
と

。

４
 
首
長
の
多
選
が

，
入

札
談

合
等

関
与

行
為
と
密
接
不
可

分
な

関
係

に
ま
で
至

っ
て
い

る
事
例
も

あ
る
と

の
指

摘
に

か
ん
が

み
，
そ
の
弊

害
を

除
去

し
う

る
方
策

に
つ
い
て
早
急

な
検

討
を
行

う
と
と
も

に
，
い

わ
ゆ

る
天
下

り
が

，
組
織
的

な
入
札

談
合
等

関
与

行
為

を
強
く
誘

引
し
て

い
る
実
情

を
踏
ま

え
，
早
期
退

職
慣
行

の
是
正

な

ど
，

公
務
員

の
人
事
任

用
面
に

お
け

る
対
策

を
早
急

に
講
ず

る
こ

と
。

入
札

談
合
等

関
与
行

為
の
排
除

及
び

防
止

に
関
す

る
法
律

の
一

部
を
改

正
す
る

法
律
案
に

対
す

る
附

帯
決
議

平
成

１
８
年

１
２
月

７
日

参
議

院
経
済

産
業
委

員
会

公
共

事
業

の
発

注
や

物
品

等
の

調
達

に
発

注
者
側

の
関

与
す

る
官

製
談

合
は

平
成

１
４

年
の

官
製

談
合

防
止

法
制

定
に
も

か
か
わ

ら
ず
後
を
絶

た
な
い

。

官
製

談
合

は
官

公
需

に
お

け
る

公
正

で
自

由
な

競
争

を
官

公
庁

自
ら

が
阻

害
す

る
不

当
な

取
引

制
限

で
あ

り
，

予
算

の
適
正

で
効
率

的
な
執
行

を
妨
げ
，
納

税
者

で
あ
る
国

民
の

利
益

を
阻
害

す
る
悪
質

な
行

為
で

あ
る
。

政
府

は
，
本

法
施
行

に
当
た
り

，
次

の
諸

点
に
つ

い
て
適
切

な
措

置
を
講

ず
べ

き
で
あ
る

。

１
 

改
正
法

の
施
行

状
況
を
勘

案
し

，
必
要

に
応
じ

入
札
談

合
等

関
与

行
為
に

当
た
る
行

為
類

型
の

さ
ら
な

る
範

囲
拡

大
等
を

検
討
す

る
こ
と
。

２
 

公
正
取

引
委
員

会
は
会
計

検
査

院
と

の
相
互

の
連
携
協

力
等

を
通

じ
，
入
札

談
合
等

関
与

行
為

の
抜
本

的
な

排
除

及
び
防

止
に
万

全
を
期
す

こ
と

。

３
 

国
，
地

方
公

共
団
体

等
に

よ
る

公
共

調
達
に

つ
い
て
は

，
予

定
価
格
の
見
直
し

，
一

般
競

争
入

札
の
一

層
の

拡
大

，
総
合
評
価
方
式

の
拡
充

等
一

層
の

改
革
を

図
る
こ
と

。
ま

た
，
公

共
調
達

の
在
り

方
に

つ
い

て
，
発

注

機
関

，
公
正

取
引
委

員
会

，
財

政
当
局
，
捜

査
当
局

，
関
連

業
界

の
代
表
者
及

び
有
識
者

に
よ

る
幅
広

い
見

地

か
ら

，
入
札

談
合
が

生
じ
る
制

度
的

な
要
因

を
解
明

し
，

入
札

談
合

の
抜

本
的

な
防

止
策

を
検

討
す

る
こ

と
。

４
 

地
方
公

共
団
体

の
長
・
幹

部
職

員
の

不
正
行

為
に
加
え

て
，
公

務
員

の
関
連

業
界
へ

の
い

わ
ゆ

る
天
下

り
が

官
製

談
合
事

件
の
温
床

と
な
っ

て
き

た
こ

れ
ま
で

の
経
緯
に

か
ん

が
み

，
早

期
退

職
慣
行

の
是

正
や
退

職
者

の

再
就

職
の
適

正
化
な

ど
公
務
員

の
人

事
管
理

の
在

り
方
に
つ

い
て

，
公
務

員
制
度

改
革
全

体
の
中
で
早
急
に

検

討
す

る
こ
と

。

な
お

，
検
討

に
当
た

っ
て

は
，
公

共
調
達

に
従
事

す
る

公
務

員
の
意
欲
を
高

め
，
そ

の
能

力
が

十
分
に

発
揮

さ
れ

る
も
の

と
な
る

よ
う
配
慮

す
る

こ
と

。

右
決
議

す
る
。
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【
条

文
等

【
条

文
等

【
条

文
等

【
条

文
等

４ ４４４
】 】】】
    

参
照

条
文

参
照

条
文

参
照

条
文

参
照

条
文

    

■
財
政
法
（
昭
和

■
財
政
法
（
昭
和

■
財
政
法
（
昭
和

■
財
政
法
（
昭
和
２
２

２
２

２
２

２
２
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
３
４

３
４

３
４

３
４
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

第
２

０
条
 

（
略
）
 

２
 

衆
議
院

議
長

，
参

議
院
議

長
，
最

高
裁

判
所
長

官
，
会

計
検

査
院

長
並
び

に
内
閣
総

理
大

臣
及

び
 

各
省

大
臣

（
以

下
各

省
各

庁
の

長
と

い
う

。
）

は
，

毎
会

計
年

度
，

第
１

８
条

の
閣

議
決

定
の

あ
つ

た
概

算
の
範

囲
内
で

予
定
経
費

要
求

書
，
継
続

費
要
求

書
，
繰

越
明

許
費
要

求
書
及

び
国

庫
債

務
負

担
行

為
要

求
書

（
以

下
予

定
経

費
要

求
書

等
と

い
う

。
）

を
作

製
し

，
こ

れ
を

財
務

大
臣

に
送

付
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
２

１
条
 

財
務
大

臣
は
，
歳

入
予

算
明

細
書
，
衆
議

院
，
参

議
院

，
裁

判
所
，
会
計
検

査
院

並
び

に

内
閣

（
内

閣
府

を
除

く
。
）
，
内

閣
府

及
び

各
省

（
以

下
「

各
省

各
庁

」
と

い
う

。
）

の
予

定
経

費
要

求
書

等
に
基

づ
い
て

予
算
を
作

成
し

，
閣

議
の
決

定
を
経
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

■
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

■
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

■
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

■
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
５

２
５

２
５

２
５
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
１
７
２

１
７
２

１
７
２

１
７
２
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
予

算
執
行

職
員
の

義
務
及
び

責
任

）
 

第
３

条
 
（

略
）
 

２
 

予
算
執

行
職
員

は
，
故
意

又
は

重
大

な
過
失

に
因
り
前

項
の

規
定

に
違
反

し
て
支
出

等
の

行
為

を

し
た

こ
と
に

よ
り
国

に
損
害
を

与
え

た
と

き
は
，

弁
償
の
責

に
任

じ
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

。
 

３
 

（
略
）
 

（
弁

償
責
任

の
検
定

，
弁
償
命

令
及

び
通

知
義
務

）
 

第
４

条
 
会

計
検
査

院
は

，
予

算
執

行
職

員
が
故

意
又
は
重

大
な

過
失

に
因
り

前
条
第
１

項
の

規
定

に
 

違
反

し
て
支

出
等
の

行
為
を
し

た
こ

と
に

よ
り
国

に
損
害
を

与
え

た
と

認
め
る

と
き
は
，
そ

の
事

実

が
あ

る
か
ど

う
か
を

審
理
し
，
弁

償
責

任
の
有

無
及
び

弁
償

額
を

検
定

す
る

。
但
し

，
そ

の
事

実
の

発
生

し
た
日

か
ら
３

年
を
経
過

し
た

と
き

は
，
こ

の
限
り
で

な
い

。
 

２
 

会
計
検

査
院
が

弁
償
責
任

が
あ

る
と

検
定
し

た
と
き
は

，
予

算
執
行

職
員
の

任
命
権

者
（

国
家
公

務
員

法
 
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
２

０
号

）
第

５
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
任

命
権

者
を

い
い
，

当
該

予
算
執

行
職
員

が
都
道
府

県
の

職
員

で
あ
る

場
合
に
あ

つ
て

は
，
都

道
府
県

知
事
と

す
る

。
以

下
同

じ
。
）
は

，
そ
の

検
定
に

従
つ

て
，

弁
償
を

命
じ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

３
 

（
略
）
 

４
 

各
省
各

庁
の
長

は
，
予
算

執
行

職
員

が
前
条

第
１
項
の

規
定

に
違

反
し
て

支
出
等
の

行
為

を
し

た

事
実

が
あ
る

と
認
め

る
と
き
は

，
遅

滞
な
く

，
財
務

大
臣
及

び
会

計
検

査
院
に

通
知
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

５
～

６
 
（

略
）
 

（
公

庫
の
予

算
執
行

職
員
に
対

す
る

準
用

）
 

第
９

条
 
（

略
）
 

２
 

第
３
条

第
２
項

及
び
第
３

項
並

び
に

第
４
条

か
ら
前
条

ま
で

の
規

定
は

，
前

項
の
公

庫
予

算
執

行

職
員

に
つ
い

て
準
用

す
る

。
た

だ
し

，
国
家

公
務
員

法
の
適

用
を

受
け

な
い
公

庫
予
算
執

行
職

員
に

つ
い

て
は

，
第

６
条
第

２
項
の

規
定

及
び

第
３
項

の
規
定
中

人
事

院
に

対
す
る

通
知
に
関

す
る

部
分

は
，

こ
の
限

り
で
な

い
。
 

３
～

５
 
（

略
）
 

■
地
方
自
治
法
（
昭
和

■
地
方
自
治
法
（
昭
和

■
地
方
自
治
法
（
昭
和

■
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２

２
２

２
２

２
２
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
６
７

６
７

６
７

６
７
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
職

員
の
賠

償
責
任

）
 

第
２

４
３
条

の
２
 

会
計
管
理

者
若

し
く

は
会
計

管
理
者
の

事
務

を
補

助
す
る

職
員

，
資

金
前

渡
を

受

け
た

職
員

，
占

有
動
産

を
保
管

し
て

い
る

職
員
又

は
物
品
を

使
用

し
て

い
る
職

員
が
故
意

又
は

重
大

な
過

失
（

現
金

に
つ

い
て

は
，

故
意

又
は

過
失

）
に

よ
り

，
そ

の
保

管
に

係
る

現
金

，
有

価
証

券
，

物
品

（
基

金
に

属
す

る
動

産
を

含
む

。
）

若
し

く
は

占
有

動
産

又
は

そ
の

使
用

に
係

る
物

品
を

亡
失

し
，
又

は
損
傷

し
た

と
き

は
，
こ

れ
に

よ
つ

て
生

じ
た

損
害

を
賠

償
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
次

に

掲
げ

る
行

為
を

す
る

権
限

を
有

す
る

職
員

又
は

そ
の

権
限

に
属

す
る

事
務

を
直

接
補

助
す

る
職

員

で
普

通
地

方
公

共
団

体
の

規
則

で
指

定
し

た
も

の
が

故
意

又
は

重
大

な
過

失
に

よ
り

法
令

の
規

定

に
違

反
し

て
当

該
行

為
を

し
た

こ
と

又
は

怠
つ

た
こ

と
に

よ
り

普
通

地
方

公
共

団
体

に
損

害
を

与

え
た

と
き
も

，
ま
た

同
様
と
す

る
。
 

一
 

支
出

負
担
行

為
 

二
 

第
２

３
２
条

の
４
第
１

項
の

命
令

又
は
同

条
第
２
項

の
確

認
 

三
 

支
出

又
は
支

払
 

四
 

第
２

３
４
条

の
２
第
１

項
の

監
督

又
は
検

査
 

２
 

（
略
）
 

３
 

普
通
地

方
公
共

団
体
の
長

は
，
第

１
項

の
職
員

が
同
項

に
規

定
す

る
行
為

に
よ
つ
て

当
該

普
通

地

方
公

共
団
体

に
損
害

を
与
え
た

と
認

め
る

と
き
は

，
監

査
委

員
に

対
し

，
そ

の
事

実
が
あ

る
か

ど
う

か
を

監
査

し
，

賠
償

責
任

の
有

無
及

び
賠

償
額

を
決

定
す

る
こ

と
を

求
め

，
そ

の
決

定
に

基
づ

き
，

期
限

を
定
め

て
賠
償

を
命
じ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

４
～

１
４
 

（
略
）
 

■
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和

■
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和

■
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和

■
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７

２
７

２
７

２
７
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
２
９
２

２
９
２

２
９
２

２
９
２
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
職

員
の
賠

償
責
任

）
 

第
３

４
条
 

地
方
自

治
法
第
２

４
３

条
の

２
の
規

定
は

，
地

方
公

営
企

業
の
業

務
に
従
事

す
る

職
員

の

賠
償

責
任
に

つ
い
て

準
用
す
る

。
こ

の
場
合

に
お
い

て
，
同

条
第

１
項

中
「

規
則

」
と
あ

る
の

は
「
規

則
又

は
企
業

管
理
規

程
」
と
，
同

条
第

８
項
中
「
議

会
の
同

意
を

得
て

」
と

あ
る
の

は
「

条
例
で

定

め
る

場
合
に

は
議
会

の
同
意
を

得
て

」
と
読
み
替
え

る
ほ
か

，
第
７

条
の

規
定
に

よ
り
管

理
者

が
置

か
れ

て
い

る
地

方
公

営
企

業
の

業
務

に
従

事
す

る
職

員
の

賠
償

責
任

に
つ

い
て

準
用

す
る

場
合

に

限
り

，
同

法
第

２
４

３
条

の
２

第
３

項
中

「
普

通
地

方
公

共
団

体
の

長
」

と
あ

る
の

は
「

管
理

者
」

と
，

同
条

第
８

項
中

「
普

通
地

方
公

共
団

体
の

長
」

と
あ

る
の

は
「

管
理

者
」

と
，
「

あ
ら

か
じ
め

監
査

委
員
の

意
見
を
聴

き
，
そ

の
意
見

」
と

あ
る

の
は
「
管

理
者

が
あ

ら
か
じ

め
監
査
委

員
の

意
見

を
聴

き
，
普

通
地
方

公
共
団
体

の
長

が
当

該
意
見

」
と

，
同

条
第

１
０

項
中
「
処

分
に
不
服

が
あ
る

者
は

」
と

あ
る

の
は
「
処
分
に
不
服

が
あ

る
者
は

，
当

該
普

通
地

方
公

共
団
体

の
長
に
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
，

そ
の

裁
決

に
不
服

が
あ

る
者

は
」

と
，
「

し
た
処

分
」

と
あ

る
の

は
「

し
た
裁

決
」

と
，
「

審
査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

，
異

議
申
立

て
を

す
る
こ

と
も

で
き
る

」
と

あ
る
の

は
「
再

審
査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

る
」
と
，
同
条

第
１
２

項
中
「
異

議
申
立

て
」

と
あ
る

の
は
「
審

査
請

求
」

と
読
み
替

え
る
も

の
と

す
る

。

【条文等４】　参照条文
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■
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

■
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

■
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

■
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
１
１

１
１

１
１

１
１
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
１
０
３

１
０
３

１
０
３

１
０
３
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
定

義
）

 

第
２

条
 
（

略
）
 

２
 

こ
の
法

律
に
お

い
て
「
特

定
独
立
行
政

法
人

」
と
は
，
独
立

行
政

法
人
の

う
ち

，
そ

の
業

務
の
停

滞
が

国
民

生
活

又
は
社

会
経
済

の
安

定
に

直
接

か
つ
著

し
い

支
障

を
及
ぼ

す
と

認
め

ら
れ

る
も

の

そ
の
他

当
該
独
立
行
政

法
人
の
目
的

，
業
務

の
性
質

等
を
総

合
的

に
勘
案

し
て

，
そ

の
役

員
及

び
職

員
に

国
家

公
務

員
の
身

分
を

与
え

る
こ

と
が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
て
個
別

法
で

定
め

る

も
の

を
い
う

。
 

■
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

■
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

■
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

■
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
２
２

２
２

２
２

２
２
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
１
２
０

１
２
０

１
２
０

１
２
０
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
懲

戒
の
場

合
）

 

第
８

２
条

 
職

員
が

，
次

の
各
号

の
い
ず
れ

か
に
該

当
す
る
場

合
に

お
い

て
は

，
こ

れ
に
対

し
懲
戒
処
 

分
と

し
て
，
免

職
，
停

職
，
減
給

又
は
戒
告

の
処

分
を
す
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

一
 

こ
の

法
律
若

し
く
は
国

家
公

務
員
倫

理
法

又
は
こ
れ

ら
の

法
律

に
基
づ

く
命
令
（

国
家

公
務
員

倫
理

法
第

５
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く
訓

令
及

び
同

条
第

４
項

の
規

定
に

基
づ

く
規

則
を

含

む
。
）

に
違
反

し
た
場

合
 

二
 

職
務
上

の
義

務
に
違
反

し
，

又
は

職
務
を

怠
つ
た
場

合
 

三
 

国
民
全

体
の
奉
仕
者
た

る
に
ふ
さ
わ

し
く

な
い
非
行

の
あ

つ
た

場
合
 

２
 

（
略
）
 

（
信

用
失
墜

行
為
の

禁
止
）

第
９

９
条
 

職
員
は

，
そ

の
官

職
の
信
用

を
傷
つ

け
，
又
は

官
職
全
体

の
不
名
誉

と
な
る

よ
う

な
行
為
 

を
し

て
は
な

ら
な
い

。

（
秘

密
を
守

る
義
務

）
 

第
１

０
０
条

 
職
員

は
，
職
務
上

知
る
こ

と
の
で

き
た
秘
密

を
漏

ら
し

て
は
な

ら
な
い
。
そ

の
職

を
退

い
た
後

と
い

え
ど
も

同
様
と
す

る
。

２
～

５
 
（

略
）
 

■
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

■
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

■
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

■
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５

２
５

２
５

２
５
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
２
６
１

２
６
１

２
６
１

２
６
１
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
懲

戒
）

 

第
２

９
条

 
職

員
が
次

の
各
号
の

一
に

該
当

す
る
場

合
に
お
い

て
は

，
こ
れ

に
対
し
懲
戒
処

分
と

し
て
 

戒
告

，
減
給

，
停
職

又
は
免
職

の
処

分
を

す
る
こ

と
が
で
き

る
。
 

一
 

こ
の

法
律
若

し
く
は
第

５
７

条
に
規

定
す
る
特
例
を
定

め
た

法
律

又
は
こ

れ
に
基
く

条
例

，
地

方
公

共
団
体

の
規
則

若
し
く
は

地
方

公
共

団
体
の
機

関
の
定

め
る

規
程

に
違
反

し
た
場
合

 

二
 

職
務
上

の
義

務
に
違
反

し
，

又
は

職
務
を

怠
つ
た
場

合
 

三
 
全
体

の
奉
仕

者
た
る
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
非

行
の
あ

つ
た

場
合
 

２
～

４
 
（

略
）
 

（
信

用
失
墜

行
為
の

禁
止
）

第
３

３
条

 
職

員
は

，
そ

の
職
の
信

用
を
傷

つ
け

，
又

は
職
員

の
職
全
体

の
不
名
誉

と
な
る

よ
う
な
行
 

為
を

し
て
は

な
ら
な

い
。
 

（
秘

密
を
守

る
義
務

）
 

第
３

４
条

 
職

員
は
，

職
務
上
知

り
得

た
秘
密

を
漏

ら
し
て
は

な
ら

な
い

。
そ

の
職

を
退

い
た
後

も
，
 

ま
た

，
同
様

と
す
る

。
 

２
～

３
 
（

略
）
 

■
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成

■
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成

■
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成

■
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
１
６

１
６

１
６

１
６
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
９
９

９
９

９
９

９
９
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
株

式
）

 

第
３

条
 
政

府
（
首
都

高
速
道
路
株
式
会
社

，
阪
神

高
速
道
路
株
式
会
社

及
び
本
州
四
国
連
絡

高
速
道

路
株
式

会
社

（
第

４
項

に
お

い
て

「
首

都
高
速

道
路
株
式

会
社

等
」

と
い

う
。
）

に
あ
っ

て
は

，
政

府
及

び
地
方

公
共
団

体
）
は
，
常
時

，
会
社

の
総
株
主
の
議

決
権

の
三

分
の
一

以
上
に
当

た
る
株
式

を
保

有
し
て

い
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

２
～

４
 
（

略
）
 

■
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成

■
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成

■
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成

■
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成
１
７

１
７

１
７

１
７
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
９
８

９
８

９
８

９
８
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
株

式
の
政

府
保
有

）
 

第
２

条
 
政

府
は

，
常
時

，
会
社

の
発
行
済
株
式
（
株
主
総

会
に

お
い

て
決
議

を
す
る
こ

と
が

で
き

る

事
項

の
全

部
に

つ
き

議
決

権
を

行
使

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
株
式

を
除

き
，

会
社

法
 
（
平

成
１
７

年
法

律
第

８
６

号
）

第
８
７
９

条
第

３
項

 
の

規
定

に
よ

り
議

決
権

を
有

す
る

も
の

と
み

な
さ

れ
る

株
式

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
総
数

の
三

分
の

一
を
超

え
る
株
式

を
保

有
し
て

い
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

■
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

■
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

■
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

■
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
５
９

５
９

５
９

５
９
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
８
５

８
５

８
５

８
５
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
株

式
）

 

第
４

条
 
政

府
は
，
常
時
，
会
社

の
発
行
済
株
式

の
総
数
の

三
分

の
一

以
上
に

当
た
る
株
式

を
保
有

し
て

い
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

 

２
 

（
略
）
 

■ ■■■
刑
法

刑
法

刑
法

刑
法
（
明
治

（
明
治

（
明
治

（
明
治
４
０

４
０

４
０

４
０
年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第

年
法
律
第
４
５

４
５

４
５

４
５
号
）

号
）

号
）

号
）
（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
抄
）

（
公

契
約
関

係
競
売

等
妨
害
）

 

第
９

６
条
の

６
 
偽

計
又
は
威
力

を
用
い

て
，
公
の
競
売
又

は
入
札
で
契
約
を
締
結
す
る

た
め

の
も

の

の
公
正

を
害

す
べ
き

行
為
を
し

た
者

は
，
３

年
以
下

の
懲
役

若
し

く
は

２
５
０
万
円
以
下

の
罰

金
に

処
し

，
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る

。

２
 

公
正
な

価
格
を

害
し
又
は
不
正

な
利
益

を
得

る
目
的
で

，
談

合
し
た

者
も

，
前

項
と
同

様
と

す
る

。
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【
条

文
等

５
】

【
条

文
等

５
】

【
条

文
等

５
】

【
条

文
等

５
】

    
独

占
禁

止
法

違
反

に
対

す
る

刑
事

告
発

及
び

犯
則

事
件

の
調

独
占

禁
止

法
違

反
に

対
す

る
刑

事
告

発
及

び
犯

則
事

件
の

調
独

占
禁

止
法

違
反

に
対

す
る

刑
事

告
発

及
び

犯
則

事
件

の
調

独
占

禁
止

法
違

反
に

対
す

る
刑

事
告

発
及

び
犯

則
事

件
の

調

査
に
関

す
る
公
正
取
引
委
員

会
の
方
針

査
に
関

す
る
公
正
取
引
委
員

会
の
方
針

査
に
関

す
る
公
正
取
引
委
員

会
の
方
針

査
に
関

す
る
公
正
取
引
委
員

会
の
方
針

    

（
平

成
１

７
年

１
０

月
７

日
公

正
取

引
委

員
会

）
 

改
定

改
定

改
定

改
定

 
平
成

２
１

年
１
０

月
２
３

日

私
的

独
占

の
禁

止
及

び
公

正
取

引
の

確
保

に
関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
２

１
年

法
律

第
５

１
号

）
に

よ
り

、
私

的
独

占
の

禁
止

及
び

公
正

取
引

の
確

保
に

関
す

る

法
律

（
以

下
「

独
占

禁
止

法
」

と
い

う
。

）
第

７
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

違
反

行
為

を

し
た

事
業

者
の

う
ち

二
以

上
の

事
業

者
が

共
同

し
て

当
該

違
反

行
為

に
係

る
事

実
の

報
告

及

び
資

料
の

提
出

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
二

以
上

の
事

業
者

に
つ

い
て

課
徴

金
の

減
免

を

す
る

等
の

改
正

が
行

わ
れ

、
課

徴
金

減
免

に
係

る
改

正
部

分
は

、
平

成
２

２
年

１
月

１
日

か

ら
施

行
さ

れ
る

と
こ

ろ
、

改
正

後
の

独
占

禁
止

法
の

適
正

な
運

用
を

図
る

た
め

、
公

正
取

引

委
員

会
は

、
同

日
以

降
、

次
の

方
針

に
即

し
て

、
犯

則
事

件
（

独
占

禁
止

法
第

８
９

条
か

ら

第
９

１
条

ま
で

の
罪

に
係

る
事

件
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

調
査

及
び

告
発

を
行

っ
て

い

く
こ

と
と

す
る

。
 

１
 

告
発

に
関

す
る

方
針

 

(
1
)
 

公
正

取
引

委
員

会
は

、
 

ア
 

一
定

の
取

引
分

野
に

お
け

る
競

争
を

実
質

的
に

制
限

す
る

価
格

カ
ル

テ
ル

、
供

給
量

制
限

カ
ル

テ
ル

、
市

場
分

割
協

定
、
入

札
談

合
、
共

同
ボ

イ
コ

ッ
ト

、
私

的
独

占
そ

の

他
の

違
反

行
為

で
あ

っ
て

、
国

民
生

活
に

広
範

な
影

響
を

及
ぼ

す
と

考
え

ら
れ

る
悪

質

か
つ

重
大

な
事

案
 

イ
 

違
反

を
反

復
し

て
行

っ
て

い
る

事
業

者
・
業

界
、
排

除
措

置
に

従
わ

な
い

事
業

者
等

に
係

る
違

反
行

為
の

う
ち

、
公

正
取

引
委

員
会

の
行

う
行

政
処

分
に

よ
っ

て
は

独
占

禁

止
法

の
目

的
が

達
成

で
き

な
い

と
考

え
ら

れ
る

事
案

 

に
つ

い
て

、
積

極
的

に
刑

事
処

分
を

求
め

て
告

発
を

行
う

方
針

で
あ

る
。

 

(
２

)
 

た
だ

し
、

 

ア
 

調
査

開
始

日
前

に
単

独
で

最
初

に
課

徴
金

の
免

除
に

係
る

報
告

及
び

資
料

の
提

出

を
行

っ
た

事
業

者
（

独
占

禁
止

法
第

７
条

の
２

第
１

０
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

及
び

資

料
の

提
出

を
行

っ
た

事
業

者
を

い
う

。
た

だ
し

、
当

該
報

告
若

し
く

は
資

料
に

虚
偽

の

内
容

が
含

ま
れ

て
い

た
こ

と
、
追

加
し

て
求

め
ら

れ
た

報
告

若
し

く
は

資
料

の
提

出
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

報
告

若
し

く
は

資
料

の
提

出
を

し
た

こ
と

又
は

他
の

事
業

者

に
対

し
違

反
行

為
を

す
る

こ
と

を
強

要
し

、
若

し
く

は
他

の
事

業
者

が
違

反
行

為
を

や

め
る

こ
と

を
妨

害
し

て
い

た
こ

と
（

同
条

第
１

７
項

各
号

）
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る

事
実

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
事

業
者

を
除

く
。

）
 

イ
 

調
査

開
始

日
前

に
他

の
事

業
者

と
共

同
し

て
最

初
に

課
徴

金
の

免
除

に
係

る
報

告

及
び

資
料

の
提

出
を

行
っ

た
事

業
者
（

独
占

禁
止

法
第

７
条

の
２

第
１

３
項

及
び

同
条

第
１

０
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

及
び

資
料

の
提

出
を

行
っ

た
事

業
者

を
い

う
。
た

だ
し

、

当
該

報
告

若
し

く
は

資
料

に
虚

偽
の

内
容

が
含

ま
れ

て
い

た
こ

と
、
追

加
し

て
求

め
ら

れ
た

報
告

若
し

く
は

資
料

の
提

出
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

報
告

若
し

く
は

資
料

の

提
出

を
し

た
こ

と
又

は
他

の
事

業
者

に
対

し
違

反
行

為
を

す
る

こ
と

を
強

要
し

、
若

し

く
は

他
の

事
業

者
が

違
反

行
為

を
や

め
る

こ
と

を
妨

害
し

て
い

た
こ

と
（

同
条

第
１

７

項
各

号
）
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
事

実
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

事
業

者
及

び
当

該
事

業
者

と
共

同
し

て
報

告
及

び
資

料
の

提
出

を
行

っ
た

事
業

者
を

除
く

。
）

 

ウ
 

前
記

ア
又

は
イ

に
該

当
す

る
事

業
者

の
役

員
、
従

業
員

等
で

あ
っ

て
当

該
独

占
禁

止

法
違

反
行

為
を

し
た

者
の

う
ち

、
当

該
事

業
者

の
行

っ
た

公
正

取
引

委
員

会
に

対
す

る

報
告

及
び

資
料

の
提

出
並

び
に

こ
れ

に
引

き
続

い
て

行
わ

れ
た

公
正

取
引

委
員

会
の

調
査

に
お

け
る

対
応

等
に

お
い

て
、
当

該
事

業
者

と
同

様
に

評
価

す
べ

き
事

情
が

認
め

ら
れ

る
も

の
 

に
つ

い
て

は
、

告
発

を
行

わ
な

い
。

 

２
 

犯
則

事
件

の
調

査
 

公
正

取
引

委
員

会
は

、
前

記
１

(
1
)
ア

又
は

イ
に

該
当

す
る

と
疑

う
に

足
り

る
相

当
の

理

由
の

あ
る

独
占

禁
止

法
違

反
被

疑
事

件
に

つ
い

て
、
犯

則
事

件
の

調
査

を
行

う
職

員
と

し
て

指
定

し
た

職
員

を
し

て
調

査
に

当
た

ら
せ

る
こ

と
と

し
、

当
該

調
査

の
結

果
、

前
記

１
(
1
)

ア
又

は
イ

に
該

当
す

る
犯

則
の

心
証

を
得

た
場

合
に

、
告

発
す

る
。

 

３
 

告
発

問
題

協
議

会
 

告
発

に
当

た
っ

て
は

、
そ

の
円

滑
・
適

正
を

期
す

る
た

め
、
検

察
当

局
と

の
間

で
、
検

察

当
局

側
が

最
高

検
察

庁
財

政
経

済
係

検
事

以
下

の
検

事
、
公

正
取

引
委

員
会

側
が

犯
則

審
査

部
長

以
下

の
担

当
官

で
構

成
さ

れ
る
「

告
発

問
題

協
議

会
」
を

開
催

し
、
当

該
個

別
事

件
に

係
る

具
体

的
問

題
点

等
に

つ
い

て
意

見
・

情
報

の
交

換
を

行
う

。

【条文等５】　独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針
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【
条

文
等

６
】

【
条

文
等

６
】

【
条

文
等

６
】

【
条

文
等

６
】
    

公
共

的
な

入
札

に
係

る
事

業
者

及
び

事
業

者
団

体
の

活
動

に
関

す
公

共
的

な
入

札
に

係
る

事
業

者
及

び
事

業
者

団
体

の
活

動
に

関
す

公
共

的
な

入
札

に
係

る
事

業
者

及
び

事
業

者
団

体
の

活
動

に
関

す
公

共
的

な
入

札
に

係
る

事
業

者
及

び
事

業
者

団
体

の
活

動
に

関
す

    

る
独

占
禁

止
法

上
の

指
針

る
独

占
禁

止
法

上
の

指
針

る
独

占
禁

止
法

上
の

指
針

る
独

占
禁

止
法

上
の

指
針

（
平

成
６

年
７

月
５

日
公

正
取

引
委
員

会
）
 

目
次

は
じ

め
に

１
本
指

針
の

趣
旨

２
本
指

針
の

構
成

等

第
一

入
札
に

係
る

事
業

者
及

び
事
業

者
団

体
の

活
動

に
関

す
る
独

占
禁

止
法

の
規

定
の

概
要

１
禁
止

さ
れ

て
い

る
行

為

２
違
反

行
為

に
対

す
る

措
置

等

第
二

入
札
に

係
る

事
業

者
及

び
事
業

者
団

体
の

実
際

の
活

動
と
独

占
禁

止
法

１
受
注

者
の

選
定

に
関

す
る

行
為

２
入
札

価
格

に
関

す
る

行
為

３
受
注

数
量

等
に

関
す

る
行

為

４
情
報

の
収

集
・

提
供

，
経

営
指
導

等
 

は
じ

め
に
 

１
 

本
指

針
の

趣
旨
 

(
1
)
 
独

占
禁

止
法
（

私
的

独
占

の
禁
止

及
び

公
正

取
引

の
確

保
に
関

す
る

法
律
（
昭

和
二

二
年
法

律
第
五

四
号

）
）
は

，
事
業

者
が

私
的

独
占
，
不
当

な
取

引
制

限
，
不

公
正

な
取

引
方

法
等

の
行

為
を
行

う
こ

と
を

禁
止

し
，
ま
た

，
事
業

者
の

結
合
体

で
あ

る
事

業
者

団
体

が
こ
れ

と
同

様
の

競
争

制
限

的
な
又
は

競
争

阻
害

的
な

行
為

を
行

う
こ

と
を
禁

止
し
，
こ
う

し
た

行
為

が
行
わ

れ
た

場
合

に
は

こ
れ

を
排
除
す

る
こ

と
に

よ
り

，
公

正
か

つ
自

由
な
競

争
を

促
進

す
る

こ
と

を
目
的

と
し

て
い

る
。
 

国
，
地
方

公
共

団
体
，
特
殊
法

人
等
が

行
う

入
札

は
，
入
札

参
加
者

間
の

競
争

を
通

じ
て

受
注
者

や

受
注

価
格

等
を

決
定

し
よ

う
と

す
る
も

の
で

あ
る
。
入
札

参
加

者
が
あ

ら
か

じ
め

受
注

予
定
者

や
最
低

入
札

価
格

等
を

決
定

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

入
札

に
よ

り
発

注
さ

れ
る

商
品

又
は

役
務

の
取

引
に

係
る

競
争

を
制

限
す

る
い

わ
ゆ

る
入

札
談
合

は
，
入

札
制

度
の

実
質

を
失
わ

し
め

る
も

の
で

あ
る

と
と
も
に
，

競
争

制
限

行
為

を
禁

止
す

る
独

占
禁
止

法
の

規
定

に
違

反
す

る
行
為

で
あ

る
。
 

(
2
)
 

こ
の

指
針

は
，

事
業

者
や

事
業

者
団

体
に

よ
る

入
札

談
合

の
独

占
禁

止
法

違
反

事
件

が
数

多
く

生

じ
て

い
る

状
況

を
踏

ま
え

，
入

札
に

係
る

事
業

者
及

び
事

業
者

団
体

の
ど

の
よ

う
な

活
動

が
独

占
禁

止
法

上
問

題
と

な
る

か
に

つ
い

て
，

具
体

例
を

挙
げ

な
が

ら
明

ら
か

に
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
，

入
札

談
合

の
防

止
を

図
る

と
と

も
に

，
事

業
者

及
び

事
業

者
団

体
の

適
正

な
活

動
に

役
立

て
よ

う
と

す
る

も
の

で
あ

る
。
 

２
 

本
指

針
の

構
成

等
 

（
平

成
２

２
年

１
月

１
日

最
終

改
正
）
 

(
1
)
 

本
指

針
中

，
第

一
で

は
，

入
札

に
係

る
事

業
者

及
び

事
業

者
団

体
の

活
動

と
の

関
係

に
お

い
て

，

ど
の

よ
う

な
行

為
が

独
占

禁
止

法
で

禁
止

さ
れ

て
い

る
か

，
ま

た
，

違
反

行
為

に
対

し
て

は
ど

の
よ

う
な

措
置

等
が

採
ら

れ
る

こ
と

に
な
る

か
と

い
う

，
独

占
禁

止
法
の

規
定

の
概

要
を

示
し

て
い
る

。
 

第
二

で
は

，
こ

れ
ま

で
の

公
正

取
引

委
員

会
の

法
運

用
の

経
験

に
基

づ
き

，
事

業
者

及
び

事
業

者

団
体

の
入

札
に

関
連

し
た

実
際

の
活

動
に

即
し

て
，

独
占

禁
止

法
の

定
め

る
と

こ
ろ

と
の

関
係

に
つ

い
て

，
基

本
的

な
考

え
方

を
述

べ
，

併
せ

て
主

要
な

活
動

類
型

ご
と

に
，

「
原

則
と

し
て

違
反

と
な

る
も

の
」

，
「

違
反

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
」

及
び

「
原

則
と

し
て

違
反

と
な

ら
な

い
も

の
」

を
，

参
考

例
と

し
て

，
示

し
て

い
る
。

こ
の

う
ち

，
 

①
 

「
原

則
と

し
て

違
反

と
な

る
も

の
」

に
は

，
こ

れ
ま

で
の

審
決

及
び

課
徴

金
納

付
命

令
に

お
け

る
違

反
行

為
の

内
容

を
整

理
し

，
そ

れ
に

基
づ

き
，

原
則

と
し

て
違

反
と

な
る

と
考

え
ら

れ
る

行

為
を

挙
げ

て
い

る
。
 

あ
わ

せ
て

，
「

原
則

と
し

て
違

反
と

な
る

も
の

」
に

挙
げ

ら
れ

た
行

為
と

の
関

連
で

，
入

札
談

合
防

止
の

観
点

か
ら

特
に

留
意

す
べ
き

事
項

に
つ

い
て

記
述

し
て
い

る
。
 

②
 

「
違

反
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

」
に

は
，

こ
れ

ま
で

の
審

決
に

お
け

る
違

反
行

為
及

び
違

反
行

為
に

関
連

し
て

認
定

さ
れ

た
事

実
を

踏
ま

え
，

違
反

行
為

に
伴

っ
て

行
わ

れ
る

お
そ

れ
が

あ

る
又

は
違

反
行

為
に

つ
な

が
る

お
そ
れ

が
あ

る
行

為
を

挙
げ

て
い
る

。
 

③
 

「
原

則
と

し
て

違
反

と
な

ら
な

い
も

の
」

に
は

，
そ

れ
自

体
で

は
原

則
と

し
て

違
反

と
な

ら
な

い
と

考
え

ら
れ

る
行

為
を

挙
げ

て
い
る

。
 

(
2
)
 
本

指
針

は
，
国

及
び

地
方

公
共
団

体
並

び
に

こ
れ

ら
に

準
ず
る

者
が

法
令

等
に

基
づ

い
て
行

う
入
札

を
念

頭
に

置
い

て
，

入
札

談
合

防
止
の

観
点

か
ら

独
占

禁
止

法
上
の

考
え

方
を

示
し

た
も

の
で
あ

る
。

「
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
」
に
は

，
こ

の
観

点
か

ら
，
特
殊
法

人
，
地
方

公
社

，
外

国
政
府

機
関
，
国

際

機
関

等
が

広
く

含
ま

れ
る

。
 

ま
た
，
こ

れ
ら

の
発

注
者

が
随

意
契
約

の
際

に
行

う
見
積
り

合
わ
せ

に
係

る
事

業
者

及
び

事
業
者
団

体
の

活
動

に
つ

い
て

も
，

本
指

針
の
考

え
方

が
当

て
は

ま
る

も
の
で

あ
る

。
 

(
3
)

本
指
針

は
，
入

札
に

係
る

事
業
者

及
び

事
業

者
団

体
の

実
際
の

活
動

と
独

占
禁

止
法

と
の
関

係
に
つ

い
て

，
で

き
る
だ
け
分
か

り
や

す
く
示

そ
う

と
し

た
も

の
で

あ
っ
て

，
本

指
針

中
で

挙
げ

て
い
る

参
考

例
は

あ
く

ま
で

も
類

型
化

さ
れ

た
例
示

で
あ

り
，
さ

ら
に

参
考

例
に
付

さ
れ

た
具

体
例

は
各

参
考
例
の

行
為

や
問

題
点

に
つ

い
て

の
具

体
的
な

理
解

を
助

け
る

た
め

の
例
示

で
あ

る
。
入

札
に

関
連

し
た
も
の

で
あ

っ
て

本
指

針
中

に
示

さ
れ

て
い

な
い

活
動

や
入

札
を

経
な

い
で

実
施

さ
れ

る
調
達

に
関

連
し

た

活
動

を
含

め
，
具
体

的
な

行
為

が
違
反

と
な

る
か

ど
う

か
に

つ
い
て

は
，
独
占

禁
止

法
の

規
定
に
照
ら

し
て

，
個
々
の

事
案

ご
と

に
判
断

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

は
言
う

ま
で

も
な

い
。
 

(
4
)

本
指
針

で
は

，
記
述

の
簡

明
化
の

た
め

，
基

本
的

に
調
達

に
係

る
入

札
の

場
合

に
即

し
て
記

述
し
て

い
る
。
売
払

い
等

に
係

る
入
札

に
つ
い

て
は
，
分
か

り
や
す

さ
の
た

め
必

要
が

あ
る

場
合

に
の
み
，
そ

の
態

様
に

即
し

た
記

述
を

付
し

て
い
る

。
 

ま
た
，
本

指
針

中
で
，
事
業
者

団
体
が

行
う

行
為

を
記

述
し

て
い
る
箇
所

に
つ

い
て

は
，
事
業

者
団

体
が

構
成

事
業

者
を

し
て

そ
の

行
為
を

行
わ

せ
る

こ
と

を
含
む

も
の

で
あ

る
（
例

え
ば
，
「

事
業

者
団

【条文等６】　公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針
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体
が

受
注

予
定

者
を

決
定

す
る

こ
と
」
と

記
述

し
て

い
る
部
分

は
，
「
事

業
者

団
体

が
構
成

事
業
者

を

し
て

受
注

予
定

者
を

決
定

さ
せ

る
こ
と

」
を

含
む

。
）

。
 

本
指
針

中
で

，
「

中
小
企
業

者
の
団

体
」
が
行

う
行

為
を

記
述
し

て
い

る
箇
所
に

つ
い

て
は
，
主
と

し
て

中
小
企
業

者
を

構
成

員
と

す
る
事

業
者

団
体

が
，
構

成
員

で
あ
る

中
小
企
業

者
を

対
象

と
し
て
行

う
活

動
を

，
念

頭
に

置
い

て
い

る
。
 

(
5
)

本
指
針

の
策

定
に

伴
い
，
「
公

共
工

事
に

係
る
建
設

業
に

お
け
る

事
業

者
団

体
の
諸
活

動
に
関

す
る

独
占

禁
止

法
上

の
指

針
」
（
昭
和

五
九
年

二
月

二
一
日
公
表
）

は
，
廃

止
す

る
。
 

第
一

 
入

札
に

係
る

事
業

者
及

び
事
業

者
団

体
の

活
動

に
関

す
る
独

占
禁

止
法

の
規

定
の

概
要
 

１
 

禁
止

さ
れ

て
い

る
行

為
 

 
(
1
)

独
占

禁
止

法
の

目
的

は
，

公
正

か
つ

自
由

な
競

争
を

促
進

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

，
事

業
者

の
創

意
を

発
揮

さ
せ

，
事

業
活

動
を
盛
ん

に
し

，
雇

用
及

び
国
民

実
所
得

の
水

準
を
高

め
，

も
っ

て
一

般
消
費

者
の
利
益

を
確

保
す

る
と

と
も

に
，

国
民

経
済

の
民

主
的

で
健
全

な
発
達

を
促

進
す

る
こ

と
に

あ
る

（
法

第
一
条
）

。
 

こ
の

た
め

に
，

独
占

禁
止

法
は

，
事

業
者

が
共

同
し

て
又

は
事

業
者

団
体

が
行

う
一

定
の

取
引

分
野

に
お

け
る

競
争

の
実

質
的

制
限

を
は

じ
め

，
事

業
者

団
体

に
よ

る
事

業
者

の
数

の
制

限
及

び

構
成

事
業

者
の

機
能

又
は

活
動

の
不

当
な

制
限

，
事

業
者

団
体

が
事

業
者

に
不

公
正

な
取

引
方

法

を
用

い
さ

せ
る

こ
と

，
事

業
者

が
不

公
正

な
取

引
方

法
を

用
い

る
こ

と
等

を
禁

止
し

て
い

る
（

法

第
三
条
，

第
八
条
，

第
十
九
条

等
）
。
 

国
，

地
方

公
共

団
体

等
に

よ
る
物

品
や

役
務

の
調
達

等
の

契
約

は
，

国
民

の
租
税

等
の
負
担

に

よ
っ

て
そ

の
対

価
が
賄

わ
れ

る
こ

と
等

か
ら

，
そ

の
締

結
や
執

行
に

当
た

っ
て

特
段

の
公

正
性

及

び
厳

正
性

が
要
求

さ
れ

る
と

と
も

に
，

発
注

者
に

と
っ

て
の

経
済
性

が
追

及
さ

れ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
趣

旨
か

ら
，
国

又
は

地
方
公

共
団

体
に

よ
る

契
約

の
締
結

に
当

た
っ

て
は

，
会
計
法
，

地
方

自
治

法
等

の
法

令
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
，

原
則

と
し

て
競

争
に

付
す

る
こ

と
と

さ
れ

，

競
争

を
実
施
す

る
た

め
の

方
法

と
し
て

入
札

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ
て

い
る

。
 

入
札

談
合

は
，

こ
の

よ
う

な
入

札
制

度
の

実
質

を
失

わ
し

め
る

も
の

で
あ

る
と

と
も

に
，

競
争

制
限

行
為

を
禁

止
す

る
独

占
禁

止
法
の

規
定

に
違

反
す

る
行

為
で
あ

る
。
 

(
2
)
 
 
事

業
者

が
共

同
し

て
又

は
事

業
者

団
体

が
，

入
札

に
係

る
受

注
予

定
者

又
は

最
低

入
札

価
格

等

を
決

定
す

る
等

に
よ

り
一

定
の

取
引
分
野

に
お

け
る

競
争

を
実

質
的

に
制

限
す

る
こ

と
は

，
法

第

三
条

（
不

当
な

取
引

制
限

の
禁

止
）
又

は
第
八
条
第
一

号
の

規
定
に

違
反

す
る

。
 

（
こ

の
よ

う
な

行
為

が
一
般
に

入
札
談

合
と
言
わ

れ
る

も
の

で
あ
り
，

本
指

針
は

こ
の
よ

う
な
違

反
行

為
の

防
止

を
目

的
と

し
て

い
る

。
本

指
針

に
お

い
て

「
違

反
」

と
は

，
特

記
す

る
場

合
以

外

は
，

法
第
三
条

又
は

第
八
条
第

一
号
の

規
定

の
違

反
を

念
頭

に
置
い

て
い

る
。

）
 

入
札

に
係

る
事

業
者

団
体

の
活

動
に

よ
り

構
成

事
業

者
の

機
能

又
は

活
動

を
不

当
に

制
限

す
る

こ
と

は
，

法
第
八
条

第
四

号
の

規
定
に

違
反

す
る

。
 

ま
た

，
事

業
者

が
入

札
に

係
る

活
動

に
お

い
て

不
公

正
な

取
引

方
法

を
用

い
る

こ
と

は
，

法
第

十
九
条

の
規

定
に

違
反

す
る

。
こ

の
よ

う
な

行
為

を
，

事
業

者
団

体
が

事
業

者
に

さ
せ

る
よ

う
に

す
る

こ
と

は
，

法
第
八
条
第
五

号
の
規

定
に

違
反

す
る

。
 

２
 

違
反

行
為

に
対

す
る

措
置

等
 

(
1
)
 
排

除
措

置
 

①
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
上

記
の

よ
う

な
違

反
行

為
が

あ
る

と
き

は
，

事
業

者
又

は
事

業
者

団

体
に

対
し

，
当
該

行
為

を
排

除
す

る
た

め
に
必

要
な

措
置

を
命

ず
る

（
法

第
七
条

第
一

項
，

第

八
条

の
二

第
一

項
，

第
二
〇
条

第
一
項

)
。
 

 
必

要
な

措
置

と
は

，
例

え
ば

，
受

注
予

定
者

の
決

定
行

為
の

場
合

に
は

，
受

注
予

定
者

決
定

に
係

る
協

定
の
破
棄

，
協

定
を
破
棄

し
た

旨
の
周
知
徹
底
，
今
後

同
様

の
行

為
を

行
う

こ
と

の

禁
止

，
こ

れ
ら

に
つ

い
て

採
っ

た
措
置

の
公

正
取

引
委

員
会
へ

の
報
告
等

で
あ

る
。
 

②
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
こ

れ
ら

の
違

反
行

為
が
既

に
な

く
な

っ
て

い
る

場
合

に
お

い
て

も
，

特
に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
，

事
業

者
又

は
事

業
者

団
体

に
対

し
，

当
該

行
為

が
既

に

な
く

な
っ

て
い

る
旨

の
周
知

措
置

そ
の
他

当
該

行
為

が
排

除
さ

れ
た

こ
と

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

命
ず

る
（

法
第
七
条
第

二
項

，
第
八
条

の
二

第
二
項

，
第

二
〇
条
第

二
項

）
。
 

③
 

公
正

取
引

委
員

会
は

，
事

業
者

団
体

に
①

又
は

②
の

措
置

を
命

ず
る

場
合

に
お

い
て

，
特

に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

，
当
該

事
業

者
団

体
の

役
員
若

し
く

は
管

理
人

又
は

そ
の

構
成

事
業

者
に

対
し

て
も

，
所

要
の

措
置
を

命
ず

る
（

法
第
八
条
の

二
第
三
項

）
。
 

(
2
)

課
徴
金
 

事
業

者
に

よ
る

不
当

な
取

引
制

限
(
法

第
三
条

違
反

)
又

は
事

業
者

団
体

に
よ

る
法

第
八
条

第
一

号
違

反
行

為
が

，
商

品
若

し
く

は
役

務
の

対
価

に
係

る
も

の
又

は
実

質
的

に
商

品
若

し
く

は
役

務

の
供
給

量
，
購

入
量

等
を

制
限

す
る

こ
と

に
よ

り
そ

の
対

価
に
影
響

す
る

こ
と

と
な

る
も

の
で

あ

る
と

き
は
，
公
正

取
引

委
員
会

は
，
当
該

事
業

者
又

は
当
該

事
業
者

団
体

の
構

成
事

業
者

に
対
し

，

課
徴

金
の

納
付

を
命

ず
る

（
法

第
七
条

の
二

，
第
八
条

の
三

）
。
 

入
札

談
合

は
，

課
徴

金
の

対
象

と
な
る

違
反

行
為

で
あ

る
。

 

課
徴

金
の
額
は

，
原

則
と

し
て

，
次
の

方
法

に
よ

り
算

定
さ

れ
る
。
 

 
大
企

業
 

中
小
企

業
 

実
行
期
間

中
の

 
小
売

業
・
卸
売
業
以
外

 
 
１
０
％

 
４
％
 

課
徴

金
の
額
＝

違
反

行
為

対
象

 
 
×

 
 
小
 
売

 
業

 
 
３
％

 
１
．
２
％

 

商
品

又
は

役
務

 
卸
 

 
売

 
業

 
２
％

 
１
％
 

の
売

上
額

 

(
注

)
 
売
上
額
の
算
定

方
法

は
，
私

的
独

占
の

禁
止

及
び

公
正
取

引
の

確
保

に
関

す
る

法
律
施
行

令
（

昭
和

五
二

年
政

令
第
三
一
七

号
）

第
五
条
，

第
六
条
に

よ
る
。
 

①
売
上
額
は

，
原

則
と

し
て

，
実
行
期
間

中
に

引
き
渡
し

た
商
品

又
は

提
供

し
た

役
務

の
対
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価
の
額
の

合
計
額
と

す
る

。
 

②
 

実
行
期

間
中

の
契
約
額

が
引
渡
額

と
著

し
く
異

な
る

事
情

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き

は
，
売

上
額

は
，
実

行
期

間
中
に
締

結
し

た
契
約
に

よ
り

定
め

ら
れ
た

対
価

の
額

の
合
計
額

と
す

る
。
 

な
お

，
課

徴
金

の
額

の
計
算

の
基
礎

と
な

る
実

行
期

間
に

つ
い

て
は

，
当
該

違
反

行
為

の
実

行

と
し

て
の

事
業

活
動

が
な

く
な

る
日
か

ら
さ

か
の
ぼ
っ

て
三

年
間
を

限
度

と
し

て
い

る
。

 

ま
た

，
原

則
と

し
て

，
実

行
期

間
の
終
了

し
た
日

か
ら

五
年

を
経
過

し
た

と
き

は
，

当
該

違
反

行
為

に
係

る
課

徴
金

の
納

付
を

命
ず
る

こ
と

は
で

き
な

い
こ

と
と
さ

れ
て

い
る

。
 

(
3
)

刑
罰
 

上
記

１
(
2
)
の

違
反

行
為

中
，
法

第
三
条

並
び

に
第
八
条

第
一

号
及
び

第
四

号
に

違
反

す
る

行
為

に
つ

い
て

は
，

そ
れ
ぞ
れ
罰
則

が
規
定

さ
れ

て
い

る
（

法
第
八
九
条

，
第
九
〇
条
第

二
号

等
）
。
 

法
第
三
条

又
は

第
八
条

第
一

号
違

反
の
罪

は
，

そ
の

法
定
刑

が
，

五
年
以
下

の
懲

役
又

は
五
〇

〇
万
円
以
下
の
罰
金

で
あ

る
（

法
第
八
九
条

第
一

項
）
。
事
業

者
や
事

業
者

団
体

の
代
表
者

，
従
業

者
等

が
そ

の
業

務
等

に
関

し
て

第
八
九
条
の

違
反

行
為

を
し

た
と

き
は

，
そ

れ
ら

の
行

為
者

が
前

記
法

定
刑

に
よ

り
罰

せ
ら

れ
る
ほ

か
，

当
該

事
業

者
や

事
業

者
団

体
に

対
し

て
も

，
五
億
円
以
下

の
罰

金
が
科
さ

れ
る
（

法
第
九

五
条
）
。
ま
た
，
第
八
九
条
第

一
項
の

違
反

が
あ

っ
た

場
合

に
，
そ

の
違

反
の
計
画

を
知

り
，

そ
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
講
ぜ

ず
，

又
は

違
反

行
為

を
知

り
，

そ
の

是
正

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

か
っ

た
法

人
の
代
表

者
又

は
事

業
者

団
体

の
役

員
，

構
成

事
業

者

等
に

対
し

て
も
，
五
〇
〇
万
円
以
下
の
罰

金
が
科
さ

れ
る
（

法
第
九

五
条

の
二
，
第
九

五
条

の
三

）
。
 

上
記

の
罪

に
つ

い
て

は
，

公
正

取
引

委
員

会
の
告

発
を
待

っ
て

，
こ

れ
を
論

ず
る

（
法

第
九
六

条
）
。
 

(
注

)
 
 
公

正
取

引
委

員
会

は
，

①
一

定
の

取
引
分
野

に
お

け
る

競
争

を
実

質
的

に
制

限
す

る
価

格

カ
ル
テ
ル

，
供
給

量
制

限
カ
ル
テ
ル

，
市

場
分
割
協

定
，

入
札

談
合

，
共

同
ボ
イ
コ
ッ
ト
そ

の
他

の
違

反
行

為
で

あ
っ

て
国
民

生
活

に
広
範

な
影
響

を
及
ぼ

す
と

考
え

ら
れ

る
悪

質
か

つ

重
大

な
事
案

，
②

違
反

を
反
復

し
て

行
っ

て
い

る
事

業
者

・
業
界

，
排

除
措

置
に
従

わ
な

い

事
業

者
等

に
係

る
違

反
行

為
の

う
ち

，
公

正
取

引
委

員
会

の
行

う
行

政
処
分

に
よ

っ
て

は
独

占
禁

止
法

の
目

的
が
達

成
で

き
な

い
と

考
え

ら
れ

る
事
案

に
つ

い
て

，
積
極

的
に
刑

事
処
罰

を
求

め
て
告
発

を
行

う
方

針
を

明
ら
か

に
し

て
い

る
（
「

独
占

禁
止
法

違
反

に
対

す
る
刑
事
告

発
及

び
犯

則
事

件
の
調
査

に
関

す
る

公
正

取
引

委
員

会
の

方
針

」
平

成
十
七

年
十
月
七
日

）
。
 

(
4
)
 
損

害
賠

償
 

上
記

１
(
2
)
の

違
反

行
為

中
，
不

当
な
取

引
制

限
を

し
，
又
は

不
公
正

な
取

引
方

法
を

用
い

た
事

業
者

は
，

公
正

取
引

委
員

会
の

排
除

措
置

命
令

，
課

徴
金

納
付

命
令

又
は

違
法
宣
言

審
決

が
確

定

す
る

と
，
被
害

者
に

対
し

て
無
過

失
損

害
賠
償
責
任
を
負
う

（
法
第

二
五
条
，

第
二
六
条

）
。
 

法
第

二
五
条
に

よ
る
損
害
賠
償

に
関
す

る
訴
訟
が

提
起

さ
れ

た
と
き

は
，
公

正
取

引
委
員

会
は
，

裁
判
所

の
求

め
に
応

じ
て

，
違

反
行

為
に

よ
っ

て
生

じ
た
損

害
の
額

に
つ

い
て

，
意
見

を
提
出

す

る
（

法
第
八
四
条
）
。
 

ま
た

，
公

正
取

引
委

員
会

は
，

法
第

二
五
条

に
よ

る
損

害
賠
償
請
求
訴
訟

制
度

が
有
効

に
機
能

し
得

る
よ

う
に

す
る

と
の

観
点

か
ら

，
裁
判
所

の
文
書
送

付
嘱
託

等
が

あ
っ

た
場

合
，

一
定

の
資

料
提

供
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。
 

第
二

 
入

札
に

係
る

事
業

者
及

び
事
業

者
団

体
の

実
際

の
活

動
と
独

占
禁

止
法
 

１
 

受
注

者
の

選
定

に
関

す
る

行
為
 

(
1
)

考
え

方
 

会
計

法
，

地
方

自
治

法
等

で
は

，
原

則
と

し
て

，
入

札
参

加
者

の
中

か
ら

発
注

者
に

と
っ

て
最

も
有
利

な
内

容
の

入
札

を
し

た
者

を
契
約

の
相
手

方
と

し
，

そ
の

提
示

し
た
条

件
で

契
約

を
締

結

す
る

入
札

の
手
続
を

定
め

て
い

る
。
 

事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業

者
団

体
が

，
入

札
に

係
る

受
注

予
定

者
又

は
受

注
予

定
者

の
選

定
方

法
を

決
定

す
る

こ
と

は
，

こ
の

よ
う

な
入

札
制

度
の
機
能

を
損

な
う

も
の

で
あ

る
と

と
も
に
，

入
札

の
方

法
に

よ
り

発
注

さ
れ

る
商

品
又

は
役

務
の

取
引

に
係

る
競

争
を

制
限

す
る

も
の

で
あ

り

原
則

と
し

て
違

反
と

な
る

。
 

入
札

に
係

る
受

注
予

定
者

又
は

受
注

予
定

者
の

選
定

方
法

の
決

定
の

基
本

的
な

内
容

は
，

入
札

に
際

し
て

あ
ら

か
じ

め
受

注
す

べ
き

者
を

特
定

し
そ

の
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
で

あ

り
，

具
体

的
な
手
段

・
方

法
の

い
か
ん

を
問

わ
な

い
。
 

こ
こ

で
の

決
定

は
，

明
示

の
決

定
に

限
ら

れ
る

も
の

で
は

な
く

，
受

注
予

定
者

又
は

受
注

予
定

者
の

選
定

方
法

に
関

し
暗
黙
の
了
解
又

は
共

通
の

意
思

が
形

成
さ
れ

る
こ

と
を

も
っ

て
足

り
る
。
 

受
注

予
定

者
又

は
受

注
予

定
者

の
選

定
方

法
を

決
定

す
る

こ
と

が
違

反
と

さ
れ

る
の

は
，

そ
の

行
為

が
行

わ
れ

た
理

由
の

い
か
ん

を
問

わ
な

い
の

で
あ

っ
て

，
対
象

と
な

る
商

品
又

は
役

務
の

質

を
確

保
す

る
た

め
と

か
，

受
注

の
均

等
化

を
図

る
た

め
と

か
，
各

事
業

者
の

営
業

活
動

や
既
往

の

受
注

と
の
継
続
性

や
関

連
性

を
尊
重

す
る

た
め

と
い

っ
た

理
由

に
よ

っ
て

正
当
化

さ
れ

る
も

の
で

は
な

い
。
 

仮
に

第
三

者
に

よ
る

受
注

予
定

者
の
推
奨

が
あ

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
，

事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業

者
団

体
が
，
そ
の
推
奨

に
従

う
こ

と
を

決
定

す
れ
ば
，
受
注

予
定

者
の

決
定
に

当
た
る
。
 

(
2
)

参
考
例
 

違
反

と
な

る
か

ど
う

か
を
判
断

す
る
上

で
参

考
と

な
る

類
型

を
以
下

に
例

示
す

る
。
 

○
原
則

と
し

て
違

反
と

な
る

も
の
 

１
－

１
（

受
注

予
定

者
等

の
決

定
）
 

○
 

事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業

者
団

体
が

，
入

札
に

係
る

受
注

予
定

者
又

は
受

注
予

定
者

の

選
定

方
法

を
決

定
す

る
こ

と
。

 

〈
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ

か
建
設

業
者

事
件

（
平

成
四

年
（
勧

）
第

一
六

号
）

で
は

，
甲
県

が
指
名

競
争

入
札

に
よ

り
発

注
す

る
土
木

一
式
工

事
に

つ
い

て
，

指
名

を
受

け
た

者
に

よ
る

会
合

等
で
話

合
い

を
行

い
，
Ｐ
Ｒ
チ
ラ
シ

（
受

注
を
希
望

す
る

者
が

，
あ

ら
か

じ
め

，
工

事
ご

と
に

，
工

事
箇
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所
，
近
隣

の
工

事
実
績

等
を

記
載

し
て

提
出

し
た
書
面

）
の

提
出

の
有
無

，
提
出

の
時
期

及

び
記
載
内

容
の

正
確

度
，
当
該
工

事
に

関
連

す
る
過
去

の
工

事
実
績

等
の

要
素

を
勘
案
し

て
，

あ
ら

か
じ

め
，

受
注

を
希
望

す
る

者
の

中
か

ら
受

注
予

定
者

を
決

定
し

，
指
名

を
受

け
た

者

は
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う
協
力

す
る

等
の

合
意

の
下

に
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し

て
い

た
こ

と
が

，
法

第
三
条
違

反
と
さ

れ
た

。
 

Ｙ
ほ

か
支
払

通
知
書

等
貼

付
用
シ
ー
ル

供
給

業
者

事
件

（
平

成
五

年
（
勧

）
第
九

号
）

で

は
，
乙
省
庁

が
指
名
競

争
入
札

に
よ
り

発
注

す
る
支
払
通
知
書

等
貼

付
用
シ
ー
ル
に

つ
い

て
，

指
名

を
受

け
た

者
等

の
間

で
の
話

合
い

に
よ

り
，

入
札

の
都

度
，

あ
ら

か
じ

め
，

受
注

予
定

者
を

決
定

す
る

こ
と

，
受

注
予

定
者
以

外
の

者
は

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
協
力

す

る
こ

と
等

を
決

定
し

，
こ

れ
に

基
づ

き
受

注
予

定
者

を
決

定
し

て
い

た
こ

と
が

，
法

第
三
条

違
反

と
さ

れ
た

。
 

Ｚ
建
設

業
者

団
体

事
件

（
昭

和
六
三

年
（

納
）

第
一

五
号

）
で

は
，
丙

国
海
軍
極
東
建
設

本
部

が
入

札
に

よ
り
我

が
国

に
お

い
て

発
注

す
る
建
設
工

事
に

つ
い

て
，

あ
ら

か
じ

め
，

入

札
に

参
加

す
る

者
の

間
で
協
議

し
て

受
注

予
定

者
を

定
め

る
こ

と
等

を
決

定
し

，
こ

れ
に

基

づ
き

構
成

事
業

者
に

受
注

予
定

者
を

決
定

さ
せ

て
い

た
こ

と
が

，
法

第
八
条

第
一

項
第

一
号

（
現

行
法

第
八
条
第

一
号

）
違

反
と
さ

れ
た

。
 

Ｕ
測

量
業

者
団

体
事

件
（
平

成
五

年
（
勧

）
第

五
号

）
で

は
，
丁
省
庁

が
指
名

競
争

入
札

に
よ

り
発

注
す

る
航
空
写
真
測

量
業

務
に

つ
い

て
，

業
務

の
種

類
に
応

じ
て

，
点

数
制

（
構

成
事

業
者

の
指
名

実
績

及
び

受
注

実
績

を
基

に
一

定
の
算

定
方

法
に

よ
り
算
出

し
た

点
数

が

最
も
高

い
者

か
ら
優
先

的
に

受
注

予
定

者
を

定
め

る
方
式

）
又

は
順
番

制
（

あ
ら

か
じ

め
定

め
た
順
番

に
よ

り
受

注
予

定
者

を
定

め
る

方
式

）
に

よ
り

，
受

注
予

定
者

を
定

め
，

指
名

を

受
け

た
構

成
事

業
者

は
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
協
力

す
る

こ
と

等
を

決
定

し
，

こ
れ

に
基

づ
き

構
成

事
業

者
に

受
注

予
定

者
等

を
決

定
さ

せ
て

い
た

こ
と

が
，

法
第
八
条

第

一
項

第
一

号
（
現
行

法
第
八
条

第
一
号

）
違

反
と

さ
れ

た
。

 

Ｖ
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

業
者

団
体

事
件

（
平

成
五

年
（
勧

）
第

一
〇

号
）

で
は

，
戊

地
区

所
在

の
官

公
庁

等
が

指
名

競
争

入
札

又
は

指
名
見
積

り
合

わ
せ

に
よ

り
発

注
す

る
環
境
衛

生

管
理

業
務

に
つ

い
て

，
構

成
事

業
者

が
既

に
受

注
し

て
契
約

し
て

い
る
物

件
に

つ
い

て
は

，

次
回

の
入

札
等

の
際

，
当
該

事
業

者
を

受
注

予
定

者
と

し
，
新

規
に

発
注

さ
れ

る
業

務
に

つ

い
て

は
，

指
名

を
受

け
た

構
成

事
業

者
間

の
話

合
い

に
よ

り
受

注
予

定
者

を
定

め
，

受
注

予

定
者
以

外
の

指
名

を
受

け
た

構
成

事
業

者
は

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に
協
力

す
る

こ
と

等
を

決
定

し
，

こ
の

決
定

に
基

づ
き

構
成

事
業

者
に

受
注

予
定

者
を

定
め

さ
せ

て
い

た

こ
と

が
，

法
第
八
条

第
一

項
第

一
号
（
現
行

法
第
八
条

第
一

号
）
違

反
と

さ
れ

た
。
 

[
留

意
事

項
]

「
原

則
と
し
て

違
反

と
な

る
も
の

」
と

し
て

上
に

記
し

た
１
―

１
（

受
注

予
定

者

等
の

決
定

）
の

行
為

と
の

関
連

で
，
入

札
談

合
防

止
の

観
点

か
ら
特

に
留

意
す

べ
き

事
項

を
以
下
に

示
す

。
 

ア
 
次

の
よ

う
な

行
為

は
，

受
注

予
定

者
を

決
定

す
る

た
め

の
手
段

と
な

る
も

の
で

あ
り

，
又

は

受
注

予
定

者
に

関
す

る
暗
黙

の
了
解
若

し
く

は
共

通
の

意
思

の
形

成
に

つ
な

が
る
蓋
然
性

が
高

い
も

の
で

あ
り

，
違

反
と

な
る

お
そ
れ

が
強

い
。
 

１
―

１
―

１
（

受
注

意
欲

の
情

報
交
換

等
）
 

○
 

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

が
，

当
該

入
札

に
つ

い
て
有

す
る

受
注

意
欲

，
営

業
活

動
実
績

，
対
象
物

件
に

関
連

し
た

受
注

実
績

等
受

注
予

定
者

の
選

定
に

つ
な

が
る

情

報
に

つ
い

て
，

そ
れ

ら
事

業
者

間
で

情
報
交
換

を
行

い
，

又
は

そ
れ

ら
事

業
者

を
構

成
員

と
す

る
事

業
者

団
体

が
，

か
か

る
情

報
に

つ
い

て
，

収
集

・
提

供
し

，
若

し
く

は
そ

れ
ら

事
業

者
間

の
情

報
交
換
を

促
進

す
る
こ

と
。
 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
建
設

業
者

団
体

事
件

（
昭

和
五
七

年
（
勧

）
第

一
三

号
）

で
は

，
甲
県

及
び
乙
市

が

指
名

競
争

入
札

に
よ

り
発

注
す

る
建
設
工

事
に

つ
い

て
，

指
名

業
者

間
の
話

合
い

を
行

う

こ
と

と
し

，
当
番
幹

事
が
司

会
を

行
い

指
名

業
者

か
ら

受
注
希
望

の
有
無

を
聴

取
し

て
話

合
い

の
円
満
解

決
へ

の
進
言

等
を

行
う

こ
と

と
す

る
と

と
も

に
，
調
停

の
方

法
等

を
も

定

め
る

こ
と

に
よ

り
，

構
成

事
業

者
に

受
注

予
定

者
を

定
め

さ
せ

る
こ

と
を

決
定

し
た

こ
と

が
，

法
第
八
条

第
一

項
第

一
号

（
現
行

法
第
八
条

第
一

号
）

違
反
と

さ
れ

た
。
 

Ｙ
ほ

か
建
設

業
者

事
件

（
平

成
五

年
（
勧

）
第

一
九

号
）

で
は

，
丙
市

が
指
名

競
争

入

札
又

は
指
名
見
積

り
合

わ
せ

に
よ

り
発

注
す

る
土
木
工

事
に

つ
い

て
，

受
注
希
望

者
が

一

名
の

と
き

は
，

そ
の

者
を

受
注

予
定

者
と

し
，

受
注
希
望

者
が
複

数
の

と
き

は
，

受
注
希

望
者

の
間

の
話

合
い

等
に

よ
り

受
注

予
定

者
を

決
定

し
て

い
た

こ
と

が
，

法
第
三
条

違
反

と
さ

れ
た

。
 

Ｚ
ほ

か
測

量
業

者
事

件
（
平

成
五

年
（
勧

）
第
七

号
）

で
は

，
丁

地
区

の
官

公
庁

等
が

指
名

競
争

入
札

又
は

指
名
見
積

り
合

わ
せ

に
よ

り
発

注
す

る
航
空
写
真
測

量
業

務
に

つ
い

て
，

指
名

を
受

け
た

者
に

よ
る

会
合

を
開
催

す
る

等
し

て
，

当
該
物

件
に

関
す

る
営

業
活

動
の

実
績

，
当
該
物

件
に

関
連

す
る
過
去

の
受

注
実
績

等
の

要
素

を
勘
案

し
て

受
注

予
定

者
を

決
定

し
て

い
た

こ
と

が
，

法
第
三
条
違

反
と

さ
れ

た
。

 

１
―

１
―

２
（

指
名

回
数

，
受

注
実
績

等
に

関
す

る
情

報
の

整
理
・

提
供

）
 

○
 

事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業

者
団

体
が

，
過
去

の
入

札
に

お
け

る
個
々

の
事

業
者

の

指
名
回

数
，

受
注

実
績

等
に

関
す

る
情

報
を

，
今
後

の
入

札
の

受
注

予
定

者
選

定
の
優
先

順
位

に
係

る
目
安

と
な

る
よ

う
な
形

で
整

理
し

，
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

事
業

者
に

提
供

す
る

こ
と

。
 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ

か
消

防
ホ
ー
ス
製
造
販
売

業
者

事
件

（
昭

和
六

一
年

（
勧

）
第

二
号

）
で

は
，
甲

消
防
庁

が
指
名

競
争

入
札

に
よ

り
発

注
す

る
消

防
ホ
ー
ス

に
つ

い
て

，
甲
消

防
庁

に
対

す

る
既
往

の
納

入
実
績

に
基

づ
き

，
こ

れ
に
修

正
を

加
え

て
銘
柄
別
累
計
額

を
算
出

し
，

そ

の
最

も
少

な
い
銘
柄

を
納

入
す

る
こ

と
と

し
て

受
注

予
定

者
を

定
め

る
こ

と
を

決
定

し
，
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入
札

の
都

度
受

注
予

定
者

を
確

認
し

合
い

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
こ

と
が

，
法

第
三
条
違

反
と

さ
れ
た

。
 

Ｙ
ほ

か
道
路
標
識

・
標

示
等
工

事
業

者
事

件
（
平

成
四

年
（
勧

）
第

二
九

号
）

で
は

，

乙
県

が
指
名

競
争

入
札

又
は
見
積

り
合

わ
せ

に
よ

り
発

注
す

る
道
路
標
識

・
標

示
等

の
工

事
に

つ
い

て
，

指
名

を
受

け
た

者
の

中
で

一
定

の
算

定
方

法
に

よ
り
算
出

し
た

指
名
回

数

が
最

も
多

い
者

を
受

注
予

定
者

と
す

る
等

に
よ

り
受

注
予

定
者

を
決

定
し

て
い

た
こ

と
が

，

法
第
三
条

違
反

と
さ

れ
た

。
 

Ｚ
造
園
工

事
業

者
団

体
事

件
（
平

成
四

年
（
勧

）
第

一
七

号
）

で
は

，
丙
市

及
び
丙
市

が
出
捐

等
し

て
い

る
財

団
法

人
等

が
指
名

競
争

入
札

又
は
見
積
書

に
よ

る
入

札
に

よ
り

発

注
す

る
造
園
工

事
等

に
つ

い
て

，
業

務
ご

と
に

，
受

注
金
額

に
応

じ
一

定
の
算
式

に
よ

り

減
算

し
指
名
回

数
に

よ
り

加
算

す
る
持

ち
点

数
の

多
い

者
を

受
注

予
定

者
と

す
る

等
に

よ

り
構

成
事

業
者

に
受

注
予

定
者

を
定

め
さ

せ
る

こ
と

を
決

定
し

た
こ

と
が

，
法

第
八
条

第

一
項

第
一

号
（
現
行

法
第
八
条

第
一
号

）
違

反
と

さ
れ

た
。

 

イ
 

受
注

予
定

者
又

は
受

注
予

定
者

の
選

定
方

法
の

決
定

（
１
―

１
）

に
伴

っ
て

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
行

わ
れ

る
次

の
よ

う
な

行
為

は
，

１
―

１
に

よ
る

違
反

行
為

に
含

ま
れ

る
。
 

１
―

１
―

３
（

入
札

価
格

の
調

整
等
）
 

○
 

受
注

予
定

者
以

外
の

入
札

参
加

者
が

，
受

注
予

定
者

等
か

ら
入

札
価

格
に

関
す

る
連

絡
・

指
示

等
を

受
け

た
上

で
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に

そ
れ
ぞ

れ
の

入
札

価

格
を
設
定

す
る

こ
と

。
 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ

か
電
気
工

事
業

者
事

件
（
平

成
五

年
（
勧

）
第

一
三

号
）

で
は

，
甲
市

が
指
名

競

争
入

札
又

は
指
名
見
積

り
合

わ
せ

に
よ

り
発

注
す

る
電
気
工

事
に

つ
い

て
，

受
注

予
定

者

を
決

定
す

る
と

と
も

に
，

受
注

予
定

者
以

外
の

指
名

を
受

け
た

者
は

，
受

注
予

定
者

か
ら

そ
の

入
札

価
格

又
は

指
名
見
積

り
合

わ
せ

に
提
出

す
る

価
格

の
連
絡

を
受

け
，

受
注

予
定

者
の

価
格

よ
り
高

い
価

格
で

入
札

又
は
見
積
書

の
提
出

を
行

う
こ

と
に

よ
り

，
受

注
予

定

者
が

受
注

で
き

る
よ

う
に
協
力

す
る

旨
の

合
意

の
下

に
，
必

要
に
応

じ
て

当
該

業
者
以

外

で
指
名

を
受

け
た

者
の
協
力

を
得

て
，

受
注

予
定

者
を

決
定

し
，

受
注

予
定

者
が

受
注

で

き
る

よ
う

に
し

て
い

た
こ

と
が

，
法
第
三
条

違
反

と
さ

れ
た

。
 

Ｙ
測

量
業

者
団

体
事

件
（
平

成
五

年
（
勧

）
第

五
号

）
で

は
，
乙
省
庁

が
指
名

競
争

入

札
に

よ
り

発
注

す
る
航
空
写
真
測

量
業

務
に

つ
い

て
，
受
注

予
定
者

を
定

め
る

と
と

も
に

，

指
名

を
受

け
た

構
成

事
業

者
は

，
受

注
予

定
者

の
入

札
価

格
が

最
低

価
格

と
な

る
よ

う
に

入
札

価
格

を
調

整
し

，
受

注
予

定
者

が
受

注
で

き
る

よ
う

に
協
力

す
る

こ
と

等
を

決
定

し

た
こ

と
が

，
法

第
八
条
第

一
項

第
一
号

（
現

行
法

第
八
条
第

一
号
）

違
反

と
さ

れ
た

。
 

ウ
 
次

の
よ

う
な

行
為

は
，

受
注

予
定

者
又

は
受

注
予

定
者

の
選

定
方

法
の

決
定

（
１
―

１
）

を

前
提

に
し

て
，
そ
の

決
定

を
容
易

に
し
，
又
は
強
化

等
す

る
た
め

に
行
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

，

受
注

予
定

者
又

は
受

注
予

定
者

の
選

定
方

法
を

決
定

す
る

こ
と

は
，

こ
れ

ら
の

行
為

を
特

に
伴

わ
な

い
で

も
，

原
則

と
し

て
違

反
と
な

る
。
 

な
お

，
こ

の
よ

う
な

行
為

は
，

そ
れ

自
体

独
立

で
違

反
と

な
る

場
合

が
あ

る
（

法
第
八
条

第

四
号

又
は

第
五

号
，

第
一
九
条
）
。
 

１
―

１
―

４
（

他
の

入
札

参
加

者
等
へ

の
利

益
供

与
）
 

○
 

事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業
者

団
体

が
，
受
注

予
定

者
に
他

の
入

札
参

加
者

等
に

対
し

て
業

務
発

注
，

金
銭
支
払

等
の
利
益
供
与
を

さ
せ

る
こ

と
。

 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ
か
建
設
業
者

事
件
（
平

成
四
年
（
勧

）
第

一
六

号
）
で

は
，
甲
県

が
指
名
競

争
入

札

に
よ

り
発

注
す

る
土
木
一
式
工

事
に
つ

い
て

，
受

注
予

定
者

を
決
定

す
る

と
と

も
に

，
受

注

予
定

者
の

決
定

を
容
易
に

す
る

た
め
，
必
要

に
応

じ
，
工
事

を
受
注

し
た

者
が

，
「
救
済

」

と
称

し
て

，
受

注
を
希
望
し
て

い
た
受

注
予

定
者
以
外

の
事

業
者
又

は
一

定
期

間
受

注
の

実

績
の
無
い

事
業

者
に

，
工

事
の

一
部
を
施
工

さ
せ

て
い

た
こ

と
が
，
法
第
三
条
違
反

と
さ

れ

た
。
 

Ｙ
ほ
か

防
疫
殺
虫
剤
販
売
業

者
事
件
（
平

成
四

年
（
勧
）
第
三
号

）
で

は
，
乙
県
所
在

の

市
町
村

が
指
名

競
争

入
札

又
は

指
名
見
積

り
合

わ
せ

に
よ

り
発

注
す

る
防
疫
殺
虫
剤

に
つ

い
て

，
受

注
予

定
者

及
び

受
注

予
定
価

格
を

決
定

す
る

と
と

も
に
，
当
該

指
名

競
争

入
札

等

の
参

加
者

の
利
益
を
ほ
ぼ
均
等
化

さ
せ

る
た

め
，
受
注

予
定

者
が
受

注
予

定
者
以
外

の
者

に

対
し

て
行

う
利
益
の
配
分

方
法

及
び
配
分
額
を
決

定
し

て
い

た
こ
と

が
，
法
第
三
条

違
反

と

さ
れ

た
。
 

１
―

１
―

５
（

受
注

予
定

者
の

決
定
へ

の
参

加
の

要
請

，
強

要
等
）
 

○
 

 
事

業
者

が
共

同
し

て
又

は
事

業
者

団
体

が
，

入
札

に
参

加
を

予
定

す
る

事
業

者
に

対
し

て
，
受
注

予
定

者
の

決
定

に
参

加
す
る

よ
う
若
し

く
は

決
定

の
内
容

に
従

う
よ

う
要
請
，
強

要
等

を
行

い
，
決
定

に
参

加
・
協
力
し

な
い

事
業

者
に

対
し

て
，
取

引
拒
絶
，
事
業

者
間
若

し
く

は
事

業
者

団
体

の
内
部

に
お

け
る
差
別

的
な

取
扱

い
等

に
よ

り
入

札
へ

の
参

加
を
妨

害
し

，
又

は
決
定

の
内

容
に
従

わ
な
い

で
入

札
し

た
事

業
者

に
対
し

て
，
取

引
拒
絶

，
事

業

者
間
若
し

く
は

事
業

者
団

体
の

内
部
に

お
け

る
差
別
的

な
取
扱

い
，
金
銭

の
支
払
等

の
不
利

益
を

課
す

こ
と

。
 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
道
路
舗
装
工

事
業

者
団

体
事

件
（

昭
和

五
四

年
（
勧

）
第

二
号

）
で

は
，
甲
県
所
在

の
地

方
公

共
団

体
等

が
指
名

競
争

入
札

に
よ

り
発

注
す

る
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工

事
に

つ

い
て

，
構

成
事

業
者

に
「
研
究

会
」

と
称

す
る

会
議

で
受

注
予

定
者

を
決

定
さ

せ
，

そ
の

実
効

を
確

保
す

る
た

め
，
構
成

事
業
者
以
外

の
指
名
業

者
に
研
究
会
へ
の
出
席

を
勧
誘
し

，

協
力

し
な

い
者

に
対

し
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

合
材

を
供
給

し
な

い
こ

と
等

を
決

定
し

た
こ

と

が
，

法
第
八
条

第
一

項
第

一
号

（
現
行

法
第
八
条

第
一

号
）

違
反
と

さ
れ

た
。
 

Ｙ
測

量
業

者
団

体
事

件
（

昭
和

五
七

年
（
勧

）
第
七

号
）

で
は

，
乙
県
所
在

の
地

方
公
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共
団

体
等

が
指
名

競
争

入
札

又
は
見
積

り
合

わ
せ

を
経

た
随

意
契
約

に
よ

り
発

注
す

る
測

量
設
計
等

業
務

に
つ

い
て
，
構

成
事
業

者
に

受
注

予
定

者
を

定
め
さ

せ
る

こ
と

を
決

定
し

，

受
注

予
定

者
以

外
の

構
成

事
業

者
が

受
注

予
定

者
よ

り
も

低
い

価
格

で
受

注
し

た
場

合
は

そ
の
回

数
に
応

じ
て

一
定
期

間
の

団
体

活
動

の
停

止
又

は
除
名
処
分

を
検
討

す
る

こ
と

等

を
内

容
と

す
る

「
懲
罰

規
定

」
を

決
定

し
た

こ
と

が
，

法
第
八
条

第
一

項
第

一
号

（
現

行

法
第
八
条

第
一

号
）

違
反

と
さ

れ
た
。
 

Ｚ
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

業
者

団
体

事
件

（
平

成
五

年
（
勧

）
第

一
〇

号
）

で
は

，
丙
県

所
在

の
官

公
庁

等
が

指
名

競
争

入
札

又
は

指
名
見
積

り
合

わ
せ

に
よ

り
発

注
す

る
環
境
衛

生
管

理
業

務
に

つ
い

て
，

構
成

事
業

者
に

受
注

予
定

者
を

定
め

さ
せ

る
こ

と
を

決
定

し
，

そ
の

決
定

内
容

の
実
効

を
確

保
す

る
た

め
，

受
注

予
定

者
以

外
の

構
成

事
業

者
が

，
誤

記

に
よ

り
落

札
し

た
場

合
に

は
受

注
予

定
者

に
対

し
て
利
益
相

当
額

を
支
払

い
，
故

意
に

よ

り
落

札
し

た
場

合
に

は
他

の
構

成
事

業
者

は
完
済

保
証

人
に

な
ら

な
い

こ
と

等
を

決
定

し

た
こ

と
が

，
法

第
八
条
第

一
項

第
一
号

（
現

行
法

第
八
条
第

一
号
）

違
反

と
さ

れ
た

。
 

○
違
反

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
も
の
 

１
―

２
 
（
指

名
や

入
札

参
加
予

定
に
関

す
る

報
告

）
 

○
 

事
業

者
間

で
又

は
事

業
者

団
体

が
，
各

事
業

者
に

対
し

て
，

指
名

競
争

入
札

に
係

る
指
名

を

受
け

た
こ

と
や

入
札
へ
の

参
加

の
予
定

に
つ

い
て

報
告

を
求

め
る
こ

と
。
 

〈
問

題
点

〉
 

こ
の

よ
う

な
行

為
は

，
受

注
予

定
者

決
定

の
た

め
に

入
札

参
加

者
を
把
握

し
よ

う
と

し
て

行

わ
れ

る
こ

と
が

多
く

，
こ

の
よ

う
な

場
合

に
は

，
受

注
予

定
者

の
決

定
に

伴
う

も
の

と
し

て
，

問
題

と
な

る
。
 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ

か
水
道
メ
ー
タ
ー
製
造
業

者
事
件
（
平
成

四
年
（
勧
）
第
三

五
号

）
で

は
，
甲
県
所
在

の

市
町
村

及
び
水
道
企

業
団

が
指
名

競
争

入
札

又
は

指
名
見
積

り
合

わ
せ

に
よ

り
発

注
す

る
水
道

メ
ー
タ
ー

に
つ

い
て
，
指
名

を
受

け
た
と

き
は

そ
の

旨
を

原
則

と
し
て

当
該

入
札
日
又

は
見
積
書

提
出
日
の

二
日
前
ま

で
に
幹
事

会
社
に

通
知

す
る

こ
と

と
し

た
上
で
，
一
定

の
方

法
に

よ
り

受
注

予
定

者
等

を
決

定
し

て
い

た
こ

と
が
，

法
第
三
条
違
反

と
さ

れ
た
。
 

Ｙ
管
工
事

業
者

団
体

事
件
（
平

成
二
年
（
勧
）
第
五

号
）
で

は
，
乙
県
及
び
丙
市

並
び
に

こ
れ

ら
が
出
捐

し
て

い
る

公
社

等
が

指
名
競

争
入

札
に

よ
り

発
注

す
る
管
工
事

に
つ

い
て
，
構
成

事
業

者
に

入
札

参
加

の
指
名
を

受
け

た
場
合

そ
の

旨
を
速
や

か
に

団
体
へ

通
知

さ
せ

る
と

と
も

に
，
話

合
い

等
に

よ
り

受
注

予
定

者
を

定
め
さ

せ
る

こ
と

を
決

定
し

た
こ
と

が
，
法

第
八
条
第

一
項

第
一

号
（
現
行

法
第
八
条

第
一

号
）

違
反
と

さ
れ

た
。
 

１
―

３
（

共
同

企
業

体
の

組
合

せ
に
関

す
る

情
報

交
換

）

○
共
同
企
業

体
に

よ
り

入
札

に
参
加

し
よ

う
と

す
る

事
業

者
が

，
単

体
又

は
他

の
共

同
企

業
体
に

よ
り

当
該

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

と
の

間
で

，
当
該

入
札
へ

の
参

加
の

た
め

の
共

同
企

業
体

の
結

成
に

係
る

事
業

者
の
組

合
せ

に
関

し
て

，
情

報
交
換

を
行

い
，

又
は

事
業

者
団

体
が

，
か

か
る

情
報
交
換

を
促

進
す
る

こ
と

（
４
―
９

に
該

当
す
る

も
の

を
除

く
。

）
。

 

〈
問

題
点

〉
 

こ
の

よ
う

な
情

報
交
換

は
，

受
注

予
定

者
決

定
の

た
め

の
情

報
交
換

に
転
化

す
る

こ
と

が
多

く
，
こ
の

よ
う

な
場

合
に

は
，
受

注
予
定

者
の

決
定

に
つ

な
が

る
も
の

と
し

て
，
問
題

と
な
る
。
 

ま
た

，
事

業
者

団
体

が
，

構
成

事
業

者
に

対
し

て
，

事
業

者
の
組

合
せ

に
関

す
る

指
示

や
決

定
を

行
う

こ
と

は
，

受
注

予
定

者
の

決
定

に
伴

う
も

の
と

し
て

問
題

と
な

る
場

合
が

あ
る

と
と

も
に

，
構

成
事

業
者

の
機
能

又
は

活
動

を
不

当
に

制
限

す
る

も
の

と
し

て
そ

れ
自

体
独

立
で

違

反
と

な
る

場
合

が
あ

る
（

法
第
八
条
第

四
号

）
。
 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ

か
建
設
業
者

事
件
（
平

成
五

年
（
勧

）
第

二
〇
号
）
で
は
，
甲
市

が
指
名

競
争

入
札

又
は

指
名
見
積

り
合

わ
せ

に
よ

り
発

注
す

る
下
水
管

き
ょ
工

事
に

つ
い

て
，

共
同
施
工

方
式

に
よ

る

場
合

に
は

，
同
市

か
ら

共
同
企

業
体

の
構

成
員

と
し

て
選

定
さ

れ
た

者
に

よ
る
組

合
せ

会
と
称

す
る

会
合

に
お

い
て

，
第

一
グ
ル
ー
プ

及
び

第
二
グ
ル
ー
プ

の
グ
ル
ー
プ

ご
と

の
話

合
い

等
に

よ
り

，
各
グ
ル
ー
プ

に
属

す
る

構
成

員
の

う
ち

か
ら

受
注

す
べ

き
共

同
企

業
体

の
構

成
員

と
な

る
べ

き
者

を
決

定
し

，
こ

れ
ら

の
者

の
組

合
せ

に
よ

る
共

同
企

業
体

を
受

注
予

定
者

に
決

定
し

て
い

た
こ

と
が

，
法

第
三
条
違

反
と
さ

れ
た

。
 

１
―
４

（
特
別

会
費

，
賦

課
金
等

の
徴

収
）

○
事
業

者
団

体
が

，
構

成
事

業
者
か

ら
，
入

札
に

よ
る
受

注
に
応

じ
た

特
別

会
費
，
賦

課
金
等

を

徴
収

す
る

こ
と

。
 

〈
問

題
点

〉
 

こ
の

よ
う

な
行

為
は
，

受
注
予

定
者
の

決
定

を
円
滑
化

す
る

た
め
に

行
わ

れ
る

こ
と

が
多

く
，

こ
の

よ
う

な
場

合
に

は
，

受
注

予
定
者

の
決

定
に

伴
う

も
の

と
し
て

，
問

題
と

な
る

。
 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
測

量
業

者
団

体
事

件
（
平

成
五

年
（
勧

）
第

五
号

）
で

は
，
甲
省
庁

が
指
名

競
争

入
札

に

よ
り

発
注

す
る
航
空
写
真
測

量
業

務
に

つ
い

て
，

構
成

事
業

者
に

受
注

予
定

者
を

定
め

さ
せ

る

と
と

も
に

，
受

注
予

定
者

と
な

っ
て

受
注

し
た

者
か

ら
特
別

会
費

を
徴

収
す

る
こ

と
等

を
決

定

し
た

こ
と

が
，

法
第
八
条

第
一

項
第
一

号
（
現
行

法
第
八
条

第
一
号

）
違

反
と

さ
れ

た
。

○
原
則

と
し

て
違

反
と

な
ら

な
い
も

の
 

１
―

５
（

発
注

者
に

対
す

る
入

札
参
加

意
欲

等
の

説
明

）
 

○
事
業

者
が

，
指
名
競

争
入

札
に
お

い
て
，
指
名
以
前
の
段
階
で
，
制
度

上
定

め
ら
れ

た
発
注

者

か
ら

の
要
請

に
応

じ
て

，
他

の
事

業
者

や
事

業
者

団
体

と
連
絡

・
調

整
等

を
行

う
こ

と
な

く
，

自
ら

の
入

札
参

加
へ

の
意
欲

，
技
術

情
報

（
類
似

業
務

の
実
績

，
技
術

者
の

内
容

，
当
該

発
注

業
務

の
遂

行
計
画
等

）
等

を
発

注
者
に

対
し

て
説

明
す

る
こ

と
。

１
―

６
（

自
己

の
判

断
に

よ
る

入
札
辞

退
）

○
指
名

競
争

入
札

に
お

い
て

，
指
名

を
受

け
た

事
業

者
が

，
他

の
事

業
者

や
事

業
者

団
体

と
連

絡
・
調

整
等

を
行

う
こ

と
や

そ
れ

ら
か

ら
要
請

等
を

受
け

る
こ

と
な

く
，

自
己

の
事

業
経

営
上
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の
判
断
に

よ
り

，
入

札
を
辞
退

す
る
こ

と
。

２
入
札

価
格

に
関

す
る

行
為

 

(
1
)

考
え
方
 

価
格

は
，
本
来
，
事
業

者
の

公
正

か
つ
自

由
な

競
争

を
通

じ
て
形

成
さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

り
，

事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業

者
団

体
が

こ
れ

に
関

す
る

活
動

を
す

る
こ

と
は

，
独

占
禁

止
法

上

の
問

題
と

な
る
可
能
性
が
極
め

て
高
い

も
の

で
あ

る
。
 

会
計

法
，
地
方

自
治

法
等

で
は

，
一
般

的
な

入
札

制
度

に
つ

い
て
，
原
則

と
し

て
入

札
参

加
者
の

中
か

ら
予

定
価

格
の
範
囲

内
で

最
低
の
（
契
約
の

目
的

に
よ

っ
て
は

最
高

の
）
価
格

を
も

っ
て
入
札

し
た

者
を

契
約

の
相
手
方

と
し

，
そ

の
入

札
価

格
を

契
約

価
格

と
す
る

と
い

う
厳

格
な

価
格

競
争
の

方
法

を
定

め
て

い
る

。
 

事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業

者
団

体
が

，
最

低
入

札
価

格
（

契
約

の
目

的
に

よ
っ

て
は

最
高

入
札

価
格

）
，

受
注

予
定

価
格
等

又
は
そ

れ
ら

の
設

定
の

基
準

と
な
る

も
の
（
以
下

「
最
低

入
札
価

格
等
」

と
い

う
。
）

を
決

定
す
る

こ
と
は
，

こ
の

よ
う

な
入
札

制
度
の

機
能

を
損

な
う

も
の

で
あ
る

と
と

も
に

，
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
さ

れ
る

商
品

又
は

役
務

の
取

引
に

係
る

競
争

を
制

限
す

る

も
の

で
あ

り
原

則
と

し
て

違
反

と
な
る

。
 

こ
こ

で
の

決
定

は
，

明
示

の
決

定
に

限
ら

れ
る

も
の

で
は

な
く

，
最

低
入

札
価

格
等

に
関

し
暗

黙
の
了
解

又
は

共
通

の
意
思
が
形

成
さ

れ
る

こ
と

を
も

っ
て
足

り
る

。
 

最
低

入
札

価
格

等
を

決
定

す
る

こ
と

が
違

反
と

さ
れ

る
の
は

，
そ

の
行

為
が

行
わ

れ
た

理
由

の

い
か
ん

を
問

わ
な

い
の

で
あ

っ
て

，
妥

当
な

価
格
水

準
に

す
る

た
め

と
か

，
対
象

と
な

る
商

品
又

は
役

務
の

質
を

確
保

す
る

た
め

と
か

，
不

当
な

低
価

格
受

注
を

防
止

す
る

た
め

と
い

っ
た

理
由

に

よ
っ

て
正

当
化

さ
れ

る
も

の
で

は
な
い

。
 

(
2
)

参
考

例
 

○
原
則

と
し

て
違

反
と

な
る

も
の
 

２
―

１
（

最
低

入
札

価
格

等
の

決
定
）
 

○
事

業
者
が

共
同
し

て
又
は

事
業
者

団
体

が
，
入

札
に
係

る
最
低

入
札

価
格
等

を
決
定

す
る
こ

と
。
 

〈
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ

か
水
道
メ
ー
タ
ー
製
造
業

者
事

件
（
平
成

四
年
（
勧
）
第
三
三
号

）
で

は
，
甲
地

方
公

共

団
体

が
単

価
同
調

方
式

（
当
該

年
度

中
の

納
入

数
量

を
あ

ら
か

じ
め

確
定

せ
ず

納
入
単

価
の
み

を
指
名

競
争

入
札

に
よ

り
決

定
し

，
最

低
入

札
単

価
を

入
札

し
た

者
及

び
当
該

納
入
単

価
に

よ

る
納

入
に

同
意

す
る

者
と

契
約

を
締

結
す

る
方
式

）
に

よ
り

発
注

す
る
水
道
メ
ー
タ
ー

に
つ

い

て
，

最
低

入
札
単

価
の

低
落

防
止

を
図

る
た

め
，

最
低

入
札
単

価
，

当
該

入
札
単

価
で

入
札

す

べ
き

者
及

び
そ

の
他

の
入

札
参

加
者

の
入

札
単

価
を

決
定

し
て

い
た

こ
と

が
，

法
第
三
条

違
反

と
さ

れ
た

。
 

Ｙ
石
油
製

品
販
売

業
者
団

体
事

件
（
昭

和
五
九

年
（
勧
）
第

五
号

）
で

は
，
乙
市
等
が

入
札

に

よ
り

発
注

す
る
石
油
製

品
に

つ
い

て
，
油
種

ご
と

に
，

受
注

予
定

者
を

決
定

す
る

と
と

も
に

，

受
注

予
定

者
の

入
札

価
格

を
決

定
し

て
い

た
こ

と
が

，
法

第
八
条

第
一

項
第

一
号

（
現

行
法

第

八
条

第
一

号
）

違
反

と
さ

れ
た

。
 

[
留

意
事

項
]

「
原

則
と
し
て

違
反

と
な

る
も
の

」
と

し
て

上
に

記
し

た
２
―

１
（

最
低

入
札

価

格
等

の
決

定
）
の
行

為
と

の
関

連
で
，
入
札

談
合

防
止

の
観

点
か
ら

特
に

留
意

す
べ

き
事

項
を
以
下

に
示

す
。
 

次
の

よ
う

な
行

為
は

，
最

低
入

札
価
格

等
を

決
定

す
る

た
め

の
手
段

と
な

る
も
の

で
あ

り
，
又
は

最
低

入
札

価
格

等
に
関

す
る
暗
黙
の
了
解
若

し
く
は

共
通

の
意
思
の

形
成

に
つ

な
が

る
蓋
然
性

が
高

い
も
の

で
あ

り
，

違
反

と
な

る
お
そ

れ
が
強
い

。
 

２
―

１
―

１
（

入
札

価
格

の
情

報
交
換

等
）
 

○
入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事
業

者
が

，
当
該

入
札

で
の

入
札
価

格
に

関
す

る
情

報
に

つ
い
て
，

そ
れ

ら
事

業
者

間
で

情
報
交
換

を
行

い
，

又
は

そ
れ

ら
事

業
者

を
構

成
員

と
す

る
事

業
者

団
体

が
，

か
か

る
情

報
に

つ
い

て
，

収
集

・
提

供
し

，
若

し
く

は
そ

れ
ら

事
業

者
間

の
情

報
交
換

を

促
進

す
る

こ
と

。
 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ
か

合
板
製
造
業
者

事
件
（
昭

和
二
三
年
（
判

）
第
二

号
）
で
は

，
甲
省
庁

が
入
札

に
よ
り

発
注

す
る

合
板

に
つ

い
て
，
国

内
の
合
板
メ
ー
カ
ー
多

数
が

，
事
前
に

入
札

価
格

に
つ
い

て
種
々

雑
談

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

，
各

自
，

自
己
以

外
の

者
の

入
札

価
格

を
察
知

し
，
大

多
数

が
ほ

と

ん
ど

同
一

価
格

で
入

札
し

た
こ

と
が
，

法
第
三
条

違
反

と
さ

れ
た
。

○
違
反

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
も
の
 

２
―

２
（

入
札

の
対

象
と

な
る

商
品
又

は
役

務
の

価
格

水
準

に
関
す

る
情

報
交

換
等

）

○
入
札

の
対
象
と

な
る

商
品

又
は
役

務
の

価
格
水
準

や
価

格
動
向

に
関

す
る

情
報

に
つ

い
て
，
発

注
者

か
ら

そ
の

予
定

価
格

の
積
算

に
資

す
る

た
め

の
情

報
提

供
の
依
頼
を

受
け

る
等

し
て

，
当
該

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事

業
者
間

で
情

報
交
換
を

行
い

，
又

は
事

業
者

団
体

が
，
そ
れ

ら
事

業
者

と
の

間
で

情
報

を
収

集
・
提

供
し
，
若
し

く
は

そ
れ

ら
事

業
者
間

の
情

報
交
換
を

促
進

す
る

こ
と

。
 

〈
問

題
点

〉
 

こ
の

よ
う

な
情
報

の
収
集
・
提

供
，
情

報
交
換

等
は
入

札
価

格
に

つ
い

て
の

情
報
の

収
集
・
提

供
，

情
報
交
換

等
に
転
化

す
る

こ
と

が
多

く
，

こ
の

よ
う

な
場

合
に

は
，

最
低

入
札

価
格

等
の

決
定

に
つ

な
が

る
も

の
と

し
て

，
問
題

と
な

る
。
 

ま
た

，
提

供
さ

れ
る

価
格
水

準
に

関
す

る
情

報
を

基
礎

に
発

注
者

が
予

定
価

格
を
算

定
す

る
こ

と
を

認
識

す
る

等
し

な
が

ら
，

事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業

者
団

体
が

，
商

品
又

は
役

務
の

価
格

に
つ

い
て

発
注

者
に

情
報

提
供

す
る

内
容

を
決

定
す

る
こ

と
も

，
価

格
制

限
行

為
に

つ
な

が
る

も
の

と
し

て
，

問
題

と
な

る
。
 

〈
違

反
と

さ
れ

た
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ

か
公

共
下
水
道

用
鉄
蓋
製
造
販
売
業

者
事

件
（
平
成
三
年
（
判
）
第
二

号
）
で
は
，
甲
市
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が
下
水
道
工

事
価

格
の
積
算

の
た

め
指

定
業

者
に
市

型
鉄
蓋

（
甲
市

が
定

め
た
仕

様
に

よ
る

公

共
下
水
道

用
鉄
蓋

）
の
見
積

価
格

を
提
出

さ
せ

，
見
積

価
格

の
約
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト

に
当

た
る

金
額

を
も

っ
て
工

事
発

注
の

際
の
設
計
単

価
と

し
て

お
り

，
同
設
計
単

価
か

ら
工

事
業

者
及

び

商
社

の
マ
ー
ジ
ン

を
差

し
引

い
た

も
の

が
工

事
業

者
向

け
の
販
売

価
格

と
な

る
関

係
に

あ
る

こ

と
を

認
識

し
た

上
で

，
甲
市

に
見
積

価
格

を
提
出

す
る

に
つ

い
て

最
低
見
積

価
格

を
決

定
し

，

そ
の

上
で
工

事
業

者
の
マ
ー
ジ
ン

等
を
勘
案

し
て
販
売

価
格

を
決

定
し

た
こ

と
が

，
法

第
三
条

違
反

と
さ

れ
た

。

○
原
則

と
し

て
違

反
と

な
ら

な
い
も

の
 

２
―

３
（

積
算

基
準

に
つ

い
て

の
調
査

）

○
事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業
者

団
体

が
，
発

注
者

が
公
表

し
た
積
算

基
準

に
つ

い
て
調
査
す

る
こ

と
（

事
業

者
間

に
積
算

金
額

に
つ

い
て

の
共

通
の

目
安

を
与

え
る

よ
う

な
こ

と
の

な
い

も

の
に

限
る

。
）

。

２
―

４
（

標
準

的
な

積
算

方
法

の
作
成

等
）
 

○
中
小
企
業

者
の

団
体

が
，
構

成
事
業

者
の

入
札

一
般

に
係

る
積
算
能
力

の
向

上
に
資
す

る
た
め
，

標
準

的
な
費

用
項

目
を
掲

げ
た
積
算

方
法

を
作

成
し

，
又

は
所

要
資
材

等
の
標

準
的

な
数

量
や

作
業

量
を

示
す

こ
と

（
事

業
者

間
に
積
算

金
額

に
つ

い
て

の
共

通
の

目
安

を
与

え
る

よ
う

な
こ

と
の

な
い

も
の

に
限

る
。

）
。

３
受
注

数
量

等
に

関
す

る
行

為
 

(
1
)

考
え

方
 

入
札

制
度

の
中

に
は

，
契
約

の
性

質
又

は
目

的
か

ら
，

価
格

の
ほ

か
に

数
量

等
他

の
条

件
を

も

っ
て
申
込
み

を
行

い
，

そ
の
申
込
み

の
内

容
に
応

じ
て

，
落

札
者

及
び
落

札
価

格
に

加
え

て
落

札

の
数

量
等

を
も

併
せ

て
決

定
す

る
も

の
が

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

入
札

に
お

い
て

，
事

業
者

が
共

同

し
て

又
は

事
業

者
団

体
が

，
入

札
に

係
る

受
注

の
数

量
，
割

合
等

を
決

定
す

る
こ

と
は

，
入

札
の

方
法

に
よ

り
発

注
さ

れ
る

商
品

又
は

役
務

の
取

引
に

係
る

競
争

を
制

限
す

る
も

の
で

あ
り

原
則

と

し
て

違
反

と
な

る
。
 

こ
こ

で
の

決
定

は
，

明
示

の
決

定
に

限
ら

れ
る

も
の

で
は

な
く

，
受

注
の

数
量

，
割

合
等

に
関

し
暗
黙
の
了
解

又
は

共
通

の
意
思

が
形

成
さ

れ
る

こ
と

を
も

っ
て
足

り
る

。
 

事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業

者
団

体
が

，
受

注
の

数
量

，
割

合
等

を
決

定
す

る
こ

と
が

違
反

と
さ

れ
る

の
は

，
そ

の
行

為
の

理
由
の

い
か
ん
を

問
わ

な
い

。
 

(
2
)

参
考

例
 

○
原
則

と
し

て
違

反
と

な
る

も
の
 

３
―

１
（

受
注

数
量

，
割

合
等

の
決
定

）

○
事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業
者

団
体

が
，
入
札

に
係

る
受
注

の
数

量
，
割
合

等
を

決
定
す
る

こ
と

。
 

〈
具

体
例

〉
 

Ｘ
ほ

か
絹
織
物
販
売

業
者

事
件

（
昭

和
二

五
年

（
判

）
第

一
四

号
）

で
は

，
甲

公
団

保
有

の

輸
出
絹
織
物
在
庫

品
の

国
内
処
分

と
し

て
の

競
争

入
札

に
当

た
り

，
入

札
参

加
者

二
五

社
中

の

一
〇

社
が

最
低

入
札

数
量

で
あ

る
全

量
の

一
〇
分

の
一

を
そ

れ
ぞ

れ
落

札
す

る
こ

と
及

び
そ

の

際
の

入
札

価
格

を
決

定
し

た
こ

と
が
，

法
第
三
条

違
反

と
さ

れ
た
。
 

○
原
則

と
し

て
違

反
と

な
ら

な
い
も

の
 

３
―

２
（

官
公

需
受

注
実

績
等

の
概
括

的
な

公
表

）

○
事
業

者
団

体
が

，
関
連

す
る
官

公
需

の
全
般
的

な
動
向
の
把
握
の

た
め

に
，
構
成

事
業

者
か
ら

官
公
需

の
受

注
実
績

に
関

し
て
個
別

の
受

注
に

係
る

情
報

を
含

ま
な

い
概
括

的
な

情
報

を
任

意

に
徴

し
，

又
は

発
注

者
が

発
注

実
績
若

し
く

は
今
後

の
発

注
予

定
に

関
し

て
公
表

し
た

情
報

を

収
集

し
，

関
連

す
る
官

公
需
全
般

に
係

る
受

注
実
績

又
は
今
後

の
需

要
見

通
し

に
つ

い
て
個
々

の
事

業
者

に
係

る
実
績

又
は
見

通
し

を
示

す
こ

と
な

く
概
括

的
に

取
り

ま
と

め
て

公
表

す
る

こ

と
。
 

４
情
報

の
収

集
・

提
供

，
経

営
指
導

等
 

(
1
)

考
え

方
 

事
業

者
団

体
が

，
入

札
制

度
一
般

に
関

す
る

情
報
若

し
く

は
資
料

の
収

集
・

提
供

又
は

本
指

針

の
内

容
に

の
っ

と
っ

て
入

札
に

係
る

事
業

者
及

び
事

業
者

団
体

の
活

動
と

独
占

禁
止

法
と

の
関

係

に
つ

い
て

一
般

的
な
知
識

の
普

及
活

動
を

行
う

こ
と

は
，

原
則

と
し

て
違

反
と

な
る

も
の

で
は

な

い
。
 

こ
れ

に
対

し
て

，
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

事
業

者
を

構
成

員
と

す
る

事
業

者
団

体
が

，
当

該
入

札
に

関
し

て
，

情
報

を
収

集
・

提
供

し
，

又
は

そ
れ

ら
事

業
者

間
の

情
報
交
換

を
促

進
す

る

こ
と

に
つ

い
て

は
，

競
争

制
限

的
な
若

し
く

は
競

争
阻

害
的

な
行

為
に

つ
な

が
る

よ
う

な
場

合
又

は
そ

の
よ

う
な

行
為

の
手
段
・

方
法
と

な
る

よ
う

な
場

合
に

は
独
占

禁
止

法
上

問
題

と
な

る
。
 

事
業

者
が
他

の
事

業
者

と
共

同
し

な
い

で
独

立
に

情
報

を
収

集
す

る
こ

と
が

，
そ

の
限

り
に

お

い
て

は
独

占
禁

止
法

上
問

題
と

な
ら

な
い

こ
と

は
，
言

う
ま

で
も

な
い

。
こ

れ
に

対
し

て
，

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

が
当
該

入
札

に
関

す
る

情
報

を
相
互

に
交
換

す
る

よ
う

な
こ

と
は

，

独
占

禁
止

法
上

問
題

と
な

り
得

る
。
 

事
業

者
団

体
に

よ
る

経
営

指
導

が
必

要
と

さ
れ

る
の

は
，

基
本

的
に

，
中
小
企

業
者

の
団

体
に

お
い

て
で

あ
る

。
経

営
指

導
の
形
態

を
採

っ
て

い
て

も
，

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

を

構
成

員
と

す
る

事
業

者
団

体
が

，
当
該

入
札

に
係

る
事

業
者

の
活

動
に

関
し

て
指

導
を

行
う

よ
う

な
と

き
に

は
，

入
札

価
格

に
つ

い
て

の
目
安

を
与

え
た

り
，

受
注

予
定

者
の

決
定
へ

の
参

加
を

要

請
す

る
等

の
競

争
制

限
的

な
又

は
競

争
阻

害
的

な
行

為
に

つ
な

が
り

や
す

く
，

そ
の

よ
う

な
場

合

に
は

，
独

占
禁

止
法

上
問

題
と

な
る
。
 

入
札

制
度

一
般

の
内

容
や

運
用

に
関

し
て

要
望

又
は

意
見

の
表

明
を

行
う

こ
と

は
，

そ
の

限
り

に
お

い
て

は
，

事
業

者
単

独
で

行
う

こ
と

は
も

ち
ろ
ん

，
事

業
者

が
共

同
し

て
又

は
事

業
者

団
体

が
行

っ
て

も
，

問
題

と
な

ら
な

い
。

ま
た

，
事

業
者

が
，

発
注

者
に

対
し

て
，

特
定

の
入

札
に

関
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係
な

く
，
技
術

に
関

す
る

情
報

の
一
般

的
な
説

明
を

行
う

こ
と

も
，

そ
の

限
り

に
お

い
て

は
，

問

題
と

な
ら

な
い

。
 

(
2
)

参
考

例
 

〔
原

則
と

し
て

違
反

と
な

る
行

為
に
関

す
る

留
意

事
項

〕
 

（
受

注
予

定
者

等
の

決
定

行
為

に
関
す

る
留

意
事

項
）
 

１
―

１
―

１
又

は
１
―
１
―
２

に
該
当

す
る

行
為

は
，
１
―

１
（

受
注

予
定

者
等

の
決
定

）
の

留

意
事

項
と

し
て
前
に

記
し

た
と

お
り
，
受

注
予

定
者

を
決
定

す
る
た

め
の
手
段

と
な

る
も

の
で
あ
り
，

又
は

受
注

予
定

者
に

関
す

る
暗
黙

の
了
解
若

し
く

は
共

通
の

意
思

の
形

成
に

つ
な

が
る
蓋
然
性

が

高
い

も
の

で
あ

り
，

違
反

と
な

る
お
そ

れ
が
強
い

。
 

（
受

注
意

欲
の

情
報

交
換

等
）

 

○
入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事
業

者
が

，
当
該
入

札
に

つ
い
て
有
す

る
受

注
意
欲
，
営

業
活

動
実
績

，
対
象
物

件
に

関
連

し
た

受
注

実
績

等
受

注
予

定
者

の
選

定
に

つ
な

が
る

情
報

に
つ

い
て

，
そ

れ
ら

事
業

者
間

で
情

報
交
換

を
行

い
，

又
は

そ
れ

ら
事

業
者

を
構

成
員

と
す

る
事

業
者

団
体

が
，

か
か

る
情

報
に

つ
い

て
，

収
集

・
提

供
し

，
若

し
く

は
そ

れ
ら

事
業

者
間

の

情
報
交
換

を
促

進
す

る
こ

と
。

 

（
１
―
１
―
１

と
し

て
前
掲
）

（
指

名
回

数
，

受
注

実
績

等
に

関
す
る

情
報

の
整

理
・

提
供

）
 

○
事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業
者

団
体

が
，
過
去
の

入
札

に
お
け

る
個
々
の

事
業

者
の

指
名

回
数

，
受

注
実
績

等
に

関
す

る
情

報
を

，
今
後

の
入

札
の

受
注

予
定

者
選

定
の
優
先
順
位
に

係
る

目
安

と
な

る
よ

う
な
形

で
整

理
し

，
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

事
業

者
に

提
供

す
る

こ
と

。
 

（
１
―
１
―
２

と
し

て
前
掲
）

（
最

低
入

札
価

格
等

の
決

定
行

為
に
関

す
る

留
意

事
項

）
 

２
―

１
―

１
に
該
当

す
る

行
為

は
，

２
―

１
（

最
低

入
札
価

格
等
の

決
定
）

の
留

意
事
項

と
し
て

前
に

記
し

た
と

お
り
，

最
低
入

札
価
格

等
を

決
定

す
る

た
め

の
手
段

と
な

る
も

の
で

あ
り

，
又

は
最

低
入

札
価

格
等

に
関

す
る
暗
黙

の
了
解
若

し
く

は
共

通
の

意
思

の
形

成
に

つ
な

が
る
蓋
然
性

が
高

い
も

の
で

あ
り

，
違

反
と

な
る

お
そ
れ

が
強

い
。
 

（
入

札
価

格
の

情
報

交
換

等
）

○
入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事
業

者
が

，
当
該

入
札

で
の

入
札
価

格
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
，

そ
れ

ら
事

業
者

間
で

情
報
交
換

を
行

い
，

又
は

そ
れ

ら
事

業
者

を
構

成
員

と
す

る
事

業

者
団

体
が

，
か

か
る

情
報

に
つ

い
て

，
収

集
・

提
供

し
，
若

し
く

は
そ

れ
ら

事
業

者
間

の
情

報
交
換
を

促
進

す
る

こ
と

。
 

（
２
―
１
―
１

と
し

て
前
掲
）

○
違
反

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
も
の
 

４
―

１
（

指
名

や
入

札
参

加
予

定
に
関

す
る

報
告

）

○
事
業

者
間

で
又

は
事

業
者

団
体
が

，
各

事
業

者
に

対
し

て
，
指
名
競

争
入

札
に

係
る

指
名
を
受

け
た

こ
と

や
入

札
へ

の
参

加
の

予
定
に

つ
い

て
報
告
を
求
め

る
こ
と

。
 

（
１
―
２

と
し

て
前
掲
）

４
―

２
（

共
同

企
業

体
の

組
合

せ
に
関

す
る

情
報

交
換

）

○
共
同
企
業

体
に

よ
り

入
札

に
参
加

し
よ

う
と

す
る

事
業

者
が

，
単

体
又

は
他

の
共

同
企

業
体
に

よ
り

当
該

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

と
の

間
で

，
当
該

入
札
へ

の
参

加
の

た
め

の
共

同
企

業
体

の
結

成
に

係
る

事
業

者
の
組

合
せ

に
関

し
て

，
情

報
交
換

を
行

い
，

又
は

事
業

者
団

体
が

，
か

か
る

情
報
交
換

を
促

進
す
る

こ
と

（
４
―
９

に
該

当
す
る

も
の

を
除

く
。

）
。

 

（
１
―
３

と
し

て
前
掲
）

４
―

３
（

入
札

の
対

象
と

な
る

商
品
又

は
役

務
の

価
格

水
準

に
関
す

る
情

報
交

換
等

）
 

○
入
札

の
対
象
と

な
る

商
品

又
は
役

務
の

価
格
水
準

や
価

格
動
向

に
関

す
る

情
報

に
つ

い
て
，
発

注
者

か
ら

そ
の

予
定

価
格

の
積
算

に
資

す
る

た
め

の
情

報
提

供
の
依
頼
を

受
け

る
等

し
て

，
当
該

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事

業
者
間

で
情

報
交
換
を

行
い

，
又

は
事

業
者

団
体

が
，
そ

れ
ら
事

業
者

と
の

間
で

情
報

を
収

集
・
提
供

し
，
若
し

く
は

そ
れ
ら

事
業
者

間
の

情
報
交
換

を
促

進
す
る

こ
と

。
 

（
２
―
２

と
し

て
前
掲
）

○
原
則

と
し

て
違

反
と

な
ら

な
い
も

の
 

４
―

４
（

入
札

に
関

す
る

一
般

的
な
情

報
の

収
集

・
提

供
）

○
事
業

者
団

体
が

，
官
公
庁
や
民

間
の
調
査

機
関

等
が

公
表

し
た
入

札
に

関
す

る
一
般
的

な
情
報

（
発

注
者

の
入

札
に

係
る
過
去

の
実
績

又
は
今
後

の
予

定
に

関
す

る
情

報
，

入
札

参
加

者
の
資

格
要

件
又

は
指
名

基
準

に
関

す
る

情
報

，
労

務
賃

金
，
資
材

，
原
材
料

等
に

係
る
物

価
動
向

に

関
す

る
客

観
的

な
調
査
結
果
情

報
等
）

を
収

集
・

提
供

す
る

こ
と
。

４
―

５
（

官
公

需
受

注
実

績
等

の
概
括

的
な

公
表

）

○
事
業

者
団

体
が

，
関
連

す
る
官

公
需

の
全
般
的

な
動
向
の
把
握
の

た
め

に
，
構
成

事
業

者
か
ら

官
公
需

の
受

注
実
績

に
関

し
て
個
別

の
受

注
に

係
る

情
報

を
含

ま
な

い
概
括

的
な

情
報

を
任

意

に
徴

し
，

又
は

発
注

者
が

発
注

実
績
若

し
く

は
今
後

の
発

注
予

定
に

関
し

て
公
表

し
た

情
報

を

収
集

し
，

関
連

す
る
官

公
需
全
般

に
係

る
受

注
実
績

又
は
今
後

の
需

要
見

通
し

に
つ

い
て
個
々

の
事

業
者

に
係

る
実
績

又
は
見

通
し

を
示

す
こ

と
な

く
概
括

的
に

取
り

ま
と

め
て

公
表

す
る

こ

と
。
 

（
３
―
２

と
し

て
前
掲
）

４
―

６
（

平
均

的
な

経
営

指
標

の
作
成

・
提

供
）
 

○
事
業

者
団

体
が

，
構

成
事

業
者
か

ら
，
財

務
指
標
，
従

業
員
数

等
経

営
状

況
に

関
す

る
情
報
で

通
常
秘
密

と
さ

れ
て

い
な

い
事

項
に

つ
い

て
，

情
報

を
任

意
に

徴
し

，
こ

れ
に

基
づ

い
て
平
均

的
な

経
営

指
標

を
作

成
し

，
提

供
す
る

こ
と

。
 

な
お

，
構

成
事

業
者

が
こ

れ
ら

の
情

報
を

公
表

し
て

い
る

場
合

，
あ

る
い

は
公
表

に
つ

い
て

構

成
事

業
者

の
事
前

の
了
解

を
得

て
い

る
場

合
は

，
構

成
事

業
者
別

に
こ

れ
ら

の
情

報
を

取
り

ま

と
め

て
公
表
す

る
こ

と
も

で
き

る
。

144



４
―

７
（

入
札

物
件

の
内

容
，

必
要
な

技
術

力
の

程
度

等
に

関
す
る

情
報

の
収

集
・

提
供

）

○
入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
事
業

者
を

構
成

員
と

す
る

中
小
企

業
者

の
団

体
が

，
構
成

事
業
者

の
情

報
収

集
能
力

の
不
足

を
補

う
た

め
，

当
該

入
札

に
関

す
る

対
象
物

件
の

内
容

，
必

要
な
技

術
力

の
程

度
等

に
つ

い
て

発
注

者
が

公
表

し
た

情
報

を
収

集
・

提
供

す
る

こ
と

（
受

注
予

定
者

の
決

定
に

つ
な

が
る

よ
う

な
こ

と
を
含

ま
な

い
も

の
に

限
る

。
）
。

４
―

８
（

経
常

共
同

企
業

体
の

組
合
せ

に
関

す
る

情
報

提
供

）

○
中
小
企
業

者
の

団
体

が
，
入

札
に
参

加
す

る
た

め
の

経
常

的
な
共

同
企

業
体

と
し

て
の
資
格
申

請
を

構
成

事
業

者
が

行
お

う
と

す
る

場
合

に
，

そ
の
求

め
に
応

じ
て

，
共

同
企

業
体

の
構

成
員

の
組

合
せ

に
係

る
過
去
の
客
観

的
な
事

実
に

関
す

る
情

報
を

提
供
す

る
こ

と
。

４
―

９
（

共
同

企
業

体
の

相
手

方
の
選

定
の

た
め

の
情

報
聴

取
等
）

○
事
業

者
が

，
入
札

に
参

加
す

る
た
め

の
共

同
企

業
体

の
結

成
に
際

し
て

，
相
手
方

と
な

る
可
能

性
の

あ
る

事
業

者
と

の
間

で
，
個
別

に
，
相
手

方
の

選
定

の
た

め
に
必

要
な

情
報

を
徴

し
，

又

は
共

同
企

業
体

の
結

成
に

係
る

具
体

的
な
条

件
に

関
し

て
，

意
見

を
交
換

し
，

こ
れ

を
設

定
す

る
こ

と
（

受
注

予
定

者
の

決
定

に
つ
な

が
る

よ
う

な
こ

と
を

含
ま
な

い
も

の
に

限
る

。
）

。

４
―

1
0
（

発
注

者
に

対
す

る
入

札
参
加

意
欲

等
の

説
明

）

○
事
業

者
が

，
指
名
競

争
入

札
に
お

い
て
，
指
名
以
前
の
段
階
で
，
制
度

上
定

め
ら
れ

た
発
注

者

か
ら

の
要
請

に
応

じ
て

，
他

の
事

業
者

や
事

業
者

団
体

と
連
絡

・
調

整
等

を
行

う
こ

と
な

く
，

自
ら

の
入

札
参

加
へ

の
意
欲

，
技
術

情
報

（
類
似

業
務

の
実
績

，
技
術

者
の

内
容

，
当
該

発
注

業
務

の
遂

行
計
画
等

）
等

を
発

注
者
に

対
し

て
説

明
す

る
こ

と
。
 

（
１
―
５

と
し

て
前
掲
）

４
―

1
1
（

標
準

的
な

積
算

方
法

の
作
成

等
）
 

○
中
小
企
業

者
の

団
体

が
，
構

成
事
業

者
の

入
札

一
般

に
係

る
積
算
能
力

の
向

上
に
資
す

る
た
め
，

標
準

的
な
費

用
項

目
を
掲

げ
た
積
算

方
法

を
作

成
し

，
又

は
所

要
資
材

等
の
標

準
的

な
数

量
や

作
業

量
を

示
す

こ
と

（
事

業
者

間
に
積
算

金
額

に
つ

い
て

の
共

通
の

目
安

を
与

え
る

よ
う

な
こ

と
の

な
い

も
の

に
限

る
。

）
。

 

（
２
―
４

と
し

て
前
掲
）

４
―

1
2
（

経
常

共
同

企
業

体
の

運
営
に

関
す

る
指

針
の

作
成

・
提
供

）
 

○
中
小
企
業

者
の

団
体

が
，
経
常

的
な

共
同
企
業

体
の

運
営

に
関
す

る
一
般
的

な
指

針
（

構
成
員

の
分
担
業

務
実
施
の

た
め

の
必

要
経
費

の
分
配
方

法
，
共
通
費

用
の
分
担

方
法

等
）
を
作

成
し
，

構
成

事
業

者
に

提
供

す
る

こ
と

。

４
―

1
3
（

積
算

基
準

に
つ

い
て

の
調
査

）

○
事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業
者

団
体

が
，
発

注
者

が
公
表

し
た
積
算

基
準

に
つ

い
て
調
査
す

る
こ

と
（

事
業

者
間

に
積
算

金
額

に
つ

い
て

の
共

通
の

目
安

を
与

え
る

よ
う

な
こ

と
の

な
い

も

の
に

限
る

。
）

。
 

（
２
―
３

と
し

て
前
掲
）

４
―

1
4
（

独
占

禁
止

法
に

つ
い

て
の
知

識
の

普
及

活
動

）
 

○
事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業
者

団
体

が
，
本

指
針
の

内
容
に

の
っ

と
っ

て
，
入
札

に
係
る

事

業
者

及
び

事
業

者
団

体
の

活
動

と
独

占
禁

止
法

と
の

関
係

に
つ

い
て

，
一
般

的
な
知
識

の
普

及

活
動

を
行

う
こ

と
。

４
―

1
5
（

契
約

履
行

の
必

要
性

に
関
す

る
啓

蒙
等

）

○
事
業

者
が

共
同

し
て

又
は

事
業
者

団
体

が
，
入
札

に
よ
る

契
約
に

つ
い

て
，
そ
の

確
実
な
履

行
，

下
請

取
引

の
適

正
化

や
操

業
の
安
全

の
確

保
の
必

要
性

に
関

す
る

一
般

的
な
啓
蒙

を
行

い
，

又

は
そ

の
た

め
に
技
術

の
動
向

や
入

札
制

度
若

し
く

は
関

係
法

令
の

内
容

に
つ

い
て
調
査

し
，

一

般
的

な
知
識

の
普

及
活

動
を

行
う

こ
と

（
特

定
の

入
札

に
係

る
情

報
交
換

，
指

導
，

要
請

等
の

活
動

に
つ

な
が

る
こ

と
の

な
い

も
の
に

限
る

。
）

。

４
―

1
6
（

国
，

地
方

公
共

団
体

等
に
対

す
る

要
望

又
は

意
見

の
表
明

）

○
事

業
者

が
共

同
し

て
又
は

事
業

者
団

体
が

，
入

札
制
度

一
般

の
内

容
や

運
用

に
関
し

て
，

国
，

地
方

公
共

団
体

等
に

対
し

て
，

要
望
又

は
意
見
の
表
明

を
行

う
こ
と

。

４
―

1
7
（

発
注

者
に

対
す

る
技

術
に
関

す
る

情
報

の
一

般
的

な
説
明

）

○
事
業

者
が

，
発

注
者

に
対

し
て
，
特

定
の

入
札

に
関
係

な
く
，
技
術
に
関
す

る
情
報

の
一
般

的

な
説

明
を

行
う

こ
と

。
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【
条
文

等
７
】

【
条
文

等
７
】

【
条
文

等
７
】

【
条
文

等
７
】

    
工
事
請
負

契
約
に
係
る
指
名
停

止
等
の
措
置
要
領
中

央
公
共
工
事
契
約

工
事
請
負

契
約
に
係
る
指
名
停

止
等
の
措
置
要
領
中

央
公
共
工
事
契
約

工
事
請
負

契
約
に
係
る
指
名
停

止
等
の
措
置
要
領
中

央
公
共
工
事
契
約

工
事
請
負

契
約
に
係
る
指
名
停

止
等
の
措
置
要
領
中

央
公
共
工
事
契
約

    

制
度
運

用
連
絡
協
議
会
モ
デ

ル
（
抜
粋
）

制
度
運

用
連
絡
協
議
会
モ
デ

ル
（
抜
粋
）

制
度
運

用
連
絡
協
議
会
モ
デ

ル
（
抜
粋
）

制
度
運

用
連
絡
協
議
会
モ
デ

ル
（
抜
粋
）

    

昭
和

５
９
年

３
月
２

３
日
 
採

択
 

平
成

２
４
年

６
月
２

６
日
 
最

終
改

正
 

（
指

名
停

止
の

期
間

の
特

例
）

 

第
３

 

３
 

部
局

長
は

、
有

資
格

業
者

に
つ
い

て
情

状
酌

量
す

べ
き

特
別
の

事
由

が
あ

る
た

め
、
別

表
各

号
及

び
前

２
項
の
規

定
に

よ
る

指
名

停
止

の
期

間
の

短
期
未

満
の

期
間

を
定

め
る

必
要
が

あ
る

と
き

は
、
指
名

停
止
の

期
間

を
当

該
短

期

の
１

／
２

ま
で

短
縮

す
る

こ
と

が
で
き

る
。
 

４
 

部
局

長
は

、
有

資
格

業
者

に
つ
い

て
、
極
め

て
悪

質
な

事
由
が

あ
る

た
め
又
は

極
め

て
重
大

な
結

果
を

生
じ
さ
せ

た
た

め
、
別

表
各

号
及

び
第
１

項
の
規

定
に

よ
る

長
期

を
越

え
る
指

名
停

止
の

期
間

を
定

め
る
必

要
が
あ
る

と
き

は
、

指
名

停
止

の
期

間
を

当
該

長
期

の
２
倍
（
当

該
長

期
の

２
倍

が
３
６

か
月

を
超

え
る

場
合

は
３
６

か
月

）
ま

で
延

長

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
独

占
禁

止
法

違
反

等
の

不
正

行
為
に

対
す

る
指

名
停

止
の

期
間
の

特
例

）
 

第
４

 
部

局
長

は
、
第

１
第
１

項
の
規

定
に

よ
り

情
状

に
応

じ
て
別

表
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

指
名

停
止

を
行

う

際
に

、
有

資
格

業
者

が
私

的
独

占
の

禁
止

及
び

公
正

取
引

の
確

保
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

５
４

号
。

以
下

「
独

占
禁

止
法

」
と

い
う

。
）

違
反

等
の

不
正

行
為

に
よ

り
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

に
は
、
指
名

停
止

の
期
間

を
加

重
す
る

も
の

と
す

る
。
ま
た

、
別

表
第

２
第

１
２
号

の
措

置
要
件

に
も

該
当

す
る
こ

と
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

指
名

停
止
の

期
間

を
更

に
加

重
す

る
も
の

と
す

る
。
 

一
 
談

合
情

報
を

得
た

場
合

、
又
は

当
該

部
局

の
職

員
が

談
合
が

あ
る

と
疑

う
に

足
り

る
事
実

を
得

た
場

合
で

、
有

資

格
者

が
、
当

該
談

合
を
行

っ
て

い
な
い

と
の

誓
約

書
を

提
出

し
た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
事
案

に
つ

い
て

、
別
表

第
２

第
６

号
、

第
９

号
、

第
１

１
号
又

は
第

１
２

号
に

該
当

し
た
と

き
。
 

二
 
別

表
第

２
第

５
号

か
ら

第
１
２

号
ま

で
に

該
当

す
る

有
資
格

者
（
そ

の
役

員
又
は

使
用
人

を
含
む
。
）
に
つ

い
て

、

独
占

禁
止

法
違

反
に

係
る

確
定

判
決

若
し

く
は

確
定

し
た

排
除

措
置

命
令

若
し

く
は

課
徴

金
納

付
命

令
若

し
く

は

審
決

又
は

競
売

等
妨

害
若

し
く

は
談
合

に
係

る
確

定
判

決
に

お
い
て
、
当
該

独
占

禁
止
法

違
反
又

は
競

売
等

妨
害

若

し
く

は
談

合
の

首
謀

者
で

あ
る

こ
と
が

明
ら

か
に

な
っ

た
と

き
。
 

三
 
別

表
第

２
号

か
ら

第
７

号
ま
で

又
は

第
１

２
号

に
該

当
す
る

有
資

格
者

に
つ

い
て

，
独

占
禁

止
法

第
７

条
の
２

第

７
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

っ
た

と
き
。
 

四
 

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

並
び

に
職

員
に

よ
る

入
札

等
の

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
の

処
罰

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

０
１

号
）

第
３

条
第

４
項

に
基

づ
く
各

省
各

庁
の

長
等

に
よ

る
調

査
の

結
果

、

入
札

談
合

等
関

与
行

為
が

あ
り

、
又

は
あ

っ
た

こ
と
が

明
ら

か
と
な

っ
た

と
き

で
、
当
該

関
与
行

為
に

関
し

、
別
表

第
２

第
５

号
か

ら
第

７
号

ま
で

又
は
第

１
２

号
に

該
当

す
る

有
資
格

業
者

に
悪

質
な

事
由

が
あ
る

と
き

。
 

五
 
当

該
機

関
又

は
他

の
公

共
機
関

の
職

員
が
，
競
売
入

札
妨
害
（

刑
法
（

明
治

４
０

年
法
律

第
４

５
号
）
第
９
６

条

の
６

第
１

項
。
以

下
同

じ
。
）
又

は
談
合
（

刑
法

第
９

６
条
の

６
第
２

項
。
以

下
同

じ
。
）
の

容
疑
に

よ
り

逮
捕

さ
れ

、

又
は

逮
捕

を
経

な
い

で
公

訴
を

提
起
さ

れ
た

と
き

で
、
当
該

職
員
の

容
疑

に
関

し
、
別
表

第
２
第

８
号

か
ら

第
１

２

号
に

該
当

す
る

有
資

格
業

者
に

悪
質
な

事
由

が
あ

る
と

き
。

 

○
別
表
第
２

○
別
表
第
２

○
別
表
第
２

○
別
表
第
２

贈
賄
及
び
不
正
行
為
等
に
基
づ
く
措
置
基
準

贈
賄
及
び
不
正
行
為
等
に
基
づ
く
措
置
基
準

贈
賄
及
び
不
正
行
為
等
に
基
づ
く
措
置
基
準

贈
賄
及
び
不
正
行
為
等
に
基
づ
く
措
置
基
準
    

措
 

置
 

要
 

件
期

 
間

（
独

占
禁

止
法

違
反

行
為

）
 

５
 

当
該

部
局

が
所

管
す

る
区

域
内
に

お
い

て
、
業

務
に
関

し
独
占

禁
止

法

第
３

条
又

は
第

８
条

第
１

号
に

違
反
し
、
工
事

の
請

負
契
約

の
相
手

方
と

し
て

不
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る
と

き
（
次

号
及

び
第
１

２
号
に

掲
げ

る
場

合
を

除
く

。
）
。

当
該

認
定

を
し

た
日

か
ら

２
か

月
以

上
９

か
月

以
内

６
 

次
の

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

者
が

締
結

し
た

請
負

契
約

に
係

る
工

事
に

当
該

認
定

を
し

た
日

か
ら

関
し
、
独
占

禁
止
法

第
３

条
又

は
第
８

条
第

１
号

に
違

反
し

、
工

事
の
請

負
契

約
の

相
手

方
と

し
て

不
適

当
で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
（

第
１
２

号
に

掲
げ

る
場

合
を

除
く

。
）
。

イ
 
当

該
部

局
の

所
属

担
当

者
３

か
月
以

上
１

２
か

月
以

内

ロ
 
当

該
部

局
の

所
属

担
当

者
以
外

の
当

該
機

関
の

所
属

担
当
者

２
か

月
以

上
 

９
か

月
以

内

７
 

当
該

部
局

が
所

管
す

る
区

域
外
に

お
い

て
、
他

の
公
共

機
関
の

職
員

が

締
結

し
た

請
負

契
約

に
係

る
工

事
に
関

し
、
代

表
役

員
等
又

は
一
般

役
員

等
が
、
独
占

禁
止
法

第
３

条
又

は
第
８

条
第

１
号

に
違

反
し

、
刑

事
告
発

を
受

け
た

と
き

（
第

１
２

号
に

掲
げ
る

場
合

を
除

く
。
）
。

刑
事

告
発

を
知

っ
た

日
か

ら

１
か

月
以

上
９

か
月

以
内

（
重

大
な

独
占

禁
止

法
違

反
行

為
等
）
 

１
２
〔
Ａ
〕
当
該

機
関

の
所
属

担
当
官

又
は

公
共

工
事

の
入

札
及
び

契
約

の

適
正
化
の
促
進

に
関

す
る

法
律
（
平

成
１

２
年
法

律
第

１
２

７
号
）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

特
殊

法
人

等
で

当
該

機
関

の
所
掌

に
係

る

も
の

の
職

員
が

締
結

し
た

請
負

契
約
に

係
る

工
事

に
関

し
、
次
の

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

事
由

に
該

当
す

る
こ
と

と
な

っ
た

と
き
（
当

該
工
事

に

政
府

調
達

に
関

す
る
協
定

（
平

成
７
年

１
２

月
８

日
条

約
第

２
３
号
）

の
適

用
を

受
け

る
も

の
が

含
ま

れ
る
場

合
に
限
る

。
）
。
（

注
１

）

イ
 
独

占
禁

止
法

第
３

条
又

は
第
８

条
第

１
号

に
違

反
し

、
刑

事
告
発

を
受

け
た

と
き
（

有
資

格
業
者

で
あ
る

法
人

の
役

員
若

し
く

は
使
用

人
又

は
有

資
格

業
者

で
あ

る
個

人
若

し
く

は
そ

の
使

用
人

が
刑

事

告
発

を
受

け
、

又
は

逮
捕

さ
れ

た
場
合

を
含

む
。
）
。

ロ
 

有
資

格
業

者
で

あ
る

法
人

の
役

員
若

し
く

は
使

用
人

又
は

有
資

格
業

者
で

あ
る
個

人
若

し
く

は
そ

の
使

用
人

が
競

売
等

妨
害

又
は

談
合

の
容

疑
に

よ
り

逮
捕

さ
れ

、
又

は
逮

捕
を

経
な

い
で
公

訴
を
提

起
さ

れ
た

と
き

。

（
重

大
な

独
占

禁
止

法
違

反
行

為
等
）
 

１
２
〔
Ｂ
〕
当
該

機
関

の
所
属

担
当
者

、
当

該
機

関
を

所
掌

す
る
国

の
機

関

の
職

員
又

は
公

共
工

事
の

入
札

及
び

契
約

の
適

正
化

の
促
進

に
関

す

る
法

律
（
平

成
１
２

年
法

律
第

１
２
７

号
）
第
２

条
第

１
項

に
規
定
す

る
特
殊

法
人

等
で

当
該
国

の
機

関
の

所
掌

に
係

る
も

の
の

職
員

が
締

結
し

た
請

負
契

約
に

係
る

工
事

に
関
し
、
次
の

イ
又

は
ロ
に

掲
げ
る

事

由
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

と
き
（
当

該
工
事

に
、
そ
の

請
負
金
額

が
国

の
政
府
調
達
に

関
す

る
協

定
（

平
成

７
年

１
２

月
８
日

条
約
第

２

３
号

）
の

適
用

基
準
額

以
上

で
あ

る
も

の
が

含
ま

れ
る

場
合

に
限

る
。
）
。
（

注
２
）

イ
 

独
占

禁
止

法
第

３
条

又
は
第

８
条

第
１

号
に

違
反

し
、
刑
事

告
発

を
受

け
た

と
き
（

有
資

格
業
者

で
あ
る

法
人

の
役

員
若

し
く

は
使
用

人
又

は
有

資
格

業
者

で
あ

る
個

人
若

し
く

は
そ

の
使

用
人

が
刑

事

告
発

を
受

け
、

又
は

逮
捕

さ
れ

た
場
合

を
含

む
。
）
。

ロ
 

有
資

格
業

者
で

あ
る

法
人

の
役

員
若

し
く

は
使

用
人

又
は

有
資

格
業

者
で

あ
る
個

人
若

し
く

は
そ

の
使

用
人

が
競

売
等

妨
害

又
は

談
合

の
容

疑
に

よ
り

逮
捕

さ
れ

、
又

は
逮

捕
を

経
な

い
で
公

訴
を
提

起
さ

れ
た

と
き

。

（
注

１
）

１
２

〔
Ａ

〕
は

、
国

の
機

関
に

つ
い

て
適

用
す

る
。

（
注

２
）

１
２

〔
Ｂ

〕
は

、
国

以
外

の
機

関
に

つ
い

て
適

用
す

る
。

刑
事

告
発

、
逮

捕
又

は
公

訴

を
知

っ
た

日
か

ら
６

か
月

以

上
３

６
か

月
以

内

刑
事

告
発

、
逮

捕
又

は
公

訴

を
知

っ
た

日
か

ら
６

か
月

以

上
３

６
か

月
以

内
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○ ○○○
    
工
事
請
負
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領
中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用
連
絡
協
議
会
モ
デ
ル
の
運

工
事
請
負
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領
中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用
連
絡
協
議
会
モ
デ
ル
の
運

工
事
請
負
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領
中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用
連
絡
協
議
会
モ
デ
ル
の
運

工
事
請
負
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領
中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用
連
絡
協
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その他 



【その他１】 公正取引委員会組織図（平成２６年度末） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（注）組織図上，総括整理職等については記載を省略。課に置かれる室・官については，審査局管理企画課

に置かれるものを除き省略。地方の審査課の数は事務所・支所により異なる。

内閣府沖縄総合事務局公正取引室 

 公正取引委員会（5人） 

事務総局（830人）

官  房 

総務課 

経済取引局 

審 査 局 

地方事務所５ 

人事課 

国際課 

管理企画課 

総務課 

審査長５ 

調整課 

企業結合課 

取 引 部 

犯則審査部 

特別審査長２ 

総務課 

取引課 

支所２ 

総務課 

審査課（第一・第二） 

下請課 

取引課 

下請課 

審査課（第一～第四） 

情報管理室 

ほか２室３官 

課徴金減免管理官 

審判官６ 

（北海道,東北,中部,近畿中国四国,九州） 

（中国,四国） 

取引企画課 

企業取引課 
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【その他２】 公正取引委員会所在地 

所    在    地 管 轄 区 域 

公 正 取 引 委 員 会 本 局 

〒100-8987 

東京都千代田区霞が関１－１－１ 

 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 

TEL ０３－３５８１－５４７１ 

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県 

千葉県・東京都・神奈川県 

新潟県・山梨県・長野県 

北 海 道 事 務 所 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西１２丁目 

 札幌第３合同庁舎５階 

TEL ０１１－２３１－６３００ 

北 海 道 

東 北 事 務 所 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町３－２－２３ 

 仙台第２合同庁舎８階 

TEL ０２２－２２５－７０９５ 

青森県・岩手県・宮城県・秋田県 

山形県・福島県 

中 部 事 務 所 

〒460-0001 

名古屋市中区三の丸２－５－１ 

 名古屋合同庁舎第２号館３階 

TEL ０５２－９６１－９４２１ 

富山県・石川県・岐阜県・静岡県 

愛知県・三重県 

近 畿 中 国 四 国 事 務 所 

〒540-0008 

大阪市中央区大手前４－１－７６ 

 大阪合同庁舎第４号館１０階 

TEL ０６－６９４１－２１７３ 

福井県・滋賀県・京都府・大阪府 

兵庫県・奈良県・和歌山県 

近 畿 中 国 四 国 事 務 所 

中 国 支 所        E

〒730-0012 

広島市中区上八丁堀６－３０ 

 広島合同庁舎第４号館１０階 

TEL ０８２－２２８－１５０１ 

鳥取県・島根県・岡山県・広島県 

山口県 

近 畿 中 国 四 国 事 務 所 

A四 国 支 所        E

〒760-0068 

高松市松島町１－１７－３３ 

 高松第２地方合同庁舎５階 

TEL ０８７－８３４－１４４１ 

徳島県・香川県・愛媛県・高知県 

九 州 事 務 所 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 

 福岡第２合同庁舎別館２階 

TEL ０９２－４３１－５８８１ 

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県 

大分県・宮崎県・鹿児島県 

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 

 総 務 部 公 正 取 引 室 

〒900-0006 

那覇市おもろまち２－１－１ 

那覇第２地方合同庁舎２号館６階 

TEL ０９８－８６６－００４９ 

沖 縄 県 

【申告・相談窓口（本局）】 

①独占禁止法についての一般的な相談 ··········· 官 房 総 務 課

②入札談合等関与行為防止法についての

一般的な相談 ········· 経済取引局総務課 

③事業者及び事業者団体の活動についての相談 ··· 相 談 指 導 室

④独占禁止法違反被疑事実についての申告 ······· 情 報 管 理 室

⑤課徴金の減免に係る報告・相談 ··············· 課徴金減免管理官

このほか，各地方事務所等，公正取引委員会ホームページ（http://www.jftc.go.jp/）でも，申告・相談をお受け

しております。 
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【その他３】 

公正取引委員会では，入札談合について厳正に対処するとともに，その未然防止を図るため，

発注機関の実施する入札談合等関与行為防止法（いわゆる官製談合防止法）・独占禁止法の研修

等に当委員会の職員を講師として派遣しています。昨年度も全国の発注機関に約２９０回の講

師派遣を行っており，大変御好評をいただいております。 

職員向けに官製談合防止法等に関する研修等を実施される場合には，当委員会の職員が講師

としてお伺いいたしますので，積極的に御活用ください。 

◆ 研研修修会会のの内内容容 
１ 研 修 内 容：入札談合等関与行為防止法（官製談合防止法），独占禁止法の説明 

２ 受講対象職員：発注担当職員，契約担当職員のほか新人職員，幹部職員等貴機関の職員を対象とする

研修に幅広く対応いたします。（各種研修カリキュラムのうちの１コマとして設定して

いただくこともできます。） 

３ 所 要 時 間：１時間半程度。（御相談に応じます。） 

４ 研 修 会 場：貴機関において会場を御用意していただき，当該会場に当委員会の職員が講師として

お伺いいたします。 

５ 使 用 教 材：以下の教材を使用します。（事前に当委員会から必要部数を送付しています。） 

・テキスト 「入札談合の防止に向けて」（公正取引委員会事務総局） 

（http://www.jftc.go.jp/dk/kansei/text.html にてダウンロードできます。） 

６ 研 修 費 用：講師謝金，講師の旅費等は一切不要です。 

◆ 研研修修会会のの風風景景 

官製談合防止法・独占禁止法の研修への講師派遣について（御案内） 

◆  研研修修会会のの感感想想  
○ 今回の研修に参加するまで全く知識はあり

ませんでしたが，内容がまとまっており，説

明も分かりやすかったため，短時間で大切な

ポイントが理解できました。 

○ 公正取引委員会の職員による研修であり，

正確な情報を直接聞く貴重な機会でした。 

○ 事例等も多く分かりやすかったです。この

ような研修を聞く機会もなかなか無いので，

聞くことができて良かったです。テキストの

内容も大変豊富でした。 

◆ 研研修修会会のの実実績績  

  国国のの機機関関ののほほかか，，都都道道府府県県・・市市町町村村・・特特別別区区・・一一部部事事

務務組組合合等等のの地地方方公公共共団団体体，，地地方方公公共共団団体体でで構構成成さされれるる協協

議議会会等等（（例例：：中中央央公公共共工工事事契契約約制制度度運運用用連連絡絡協協議議会会））へへ

のの派派遣遣実実績績ががあありりまますす。。  

  ままたた，，政政府府出出資資法法人人，，公公的的なな研研究究所所及及びび所所管管法法人人職職員員

をを集集めめたた場場ででのの研研修修のの御御依依頼頼ももいいたただだいいてておおりりまますす。。  

年度 発注機関主催の研修への講師派遣 

平成２３年度 １５８件 

平成２４年度 ２１４件 

平成２５年度 ２８８件 

≪お問い合わせ先≫ 
関東甲信越地域につきましては以下の連絡先まで，
他の地域につきましては前ページをご参照の上で各
地方事務所等までお問い合わせ下さい。 

公正取引委員会事務総局 経済取引局総務課  
TEL：０３－３５８１－５４７１（内線 2513） 
FAX：０３－３５８１－１９４５（直通） 
E-mail：koushi-haken@jftc.go.jp 
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